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序章 

1. 先行研究の検討と本研究における問題関心 

 

はじめに 

 ある人の身に起こった出来事が，当人や第三者に「暴力」だと認識されるには，どのよ

うな条件が揃っていなければならないのだろうか．そしてその人が「被害者」とみなされ

るには，当該社会とその人個人との関係が，どのようなものである場合なのか． 

 1990 年を前後して，「慰安婦」／「従軍慰安婦」は，公的にあるいは大衆的に，戦後か

つてない規模で語られ始めた．日本では朝日新聞が 1988 年頃から「慰安婦」関連記事数を

増やしてきており，「慰安婦」をめぐる大規模な言説空間が出現する 1990-1991 年より前に，

すでに戦時中の「慰安婦」制度を問題視する市民の動きがあった様子が確認できる． 

 本論で経緯を追っていくが，「慰安婦」とされた女性の存在は戦後日本社会で語られ続け

てきており，隠されてきたわけではない．ただし兵士たちの性の対象とされた女性たちで

あるゆえに男性目線で語られ続け，多くの女性がその実態を耳にしていたとは考えにくい．

それでも戦友会のように元兵士同士が集う排他的な場で話題にされるケースを除けば，「慰

安婦」に言及するテクストは，男性読者を想定した内容になりがちではあれ，多くの人の

目に触れる媒体に載り，雑誌記事や小説1，当事者の自伝の形をとる書物などの出版物とし

て生産され，映画等2も制作されてきた． 

 そうした「慰安婦」をめぐる状況は，1990 年頃に〈従軍慰安婦問題〉として問題化され

ることで大きく転換された．これは，伏せられていた問題が暴露されたのではなく，問題

だとみなし始めた人々のはたらきにより，初めて問題化されたことを意味する．つまり戦

時中に〈従軍慰安婦問題〉があったのではなく，1990 年頃にかつての日本軍の「慰安婦」

制度を「問題」であるとみなす動きがさまざまな次元で起こり，〈従軍慰安婦問題〉として

社会問題化されたのである．本研究ではこのように，〈従軍慰安婦問題〉の成り立ちを社会

構築主義のアプローチで理解する． 

 ここで用語の定義をしておこう．本稿でいう〈「慰安婦」問題〉とは，旧日本軍の「慰安

婦」制度が問題視され，日本政府が対応を求められている問題のことである．より具体的

には，1990 年頃より韓国をはじめとする諸外国の運動体や政府から「慰安婦」制度に関す

る日本政府の歴史認識が問いただされ，被害者への戦後補償が要求されたことで，日本政

府が対応を迫られるようになった政治・外交問題である．〈「慰安婦」問題〉が起こった当

初，日本では「従軍慰安婦問題」という用語で語られ，また報道されることが多かったた
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め3，当時の言説空間を念頭に置いて論じる際には〈従軍慰安婦問題〉の用語を使用する． 

 かつて「慰安婦」とされた女性たちは約半世紀を経て「被害者」に転換され，国家を相

手取り謝罪と補償を求める主体となった．被害者の証言は，痛みが現在まで続いているこ

とを示し，「過去」が決して歴史の彼方に消えたものではないことを伝えた．証言を聴き被

害者の苦痛を感じ取った人々は，被害者支援運動／「慰安婦」問題解決運動4を形成した．

〈「慰安婦」問題〉は，こうした一連の動きを生じさせた． 

 このように過去の解釈について根源的な変化が起こった〈「慰安婦」問題〉をめぐっては，

さまざまな角度から議論が起こり，多岐にわたる学術領域での先行研究が生み出されてい

る．以下，先行研究を概観していく． 

 

歴史的「事実」の（再）発見 

 初めに研究が進んだのは歴史学である．日本近現代史が専門の吉見義明が慰安所への軍

の関与を示す資料を発掘したことを契機として，実態調査を求める言論が活発になり，日

本政府の二度に渡る調査が行なわれた．吉見のほか林博史や田中利幸らの歴史家が発見し

た資料や5，毎日放送・共同通信社などによって発見された資料と，政府が一次調査の後に

公開した資料など重要な資料が『従軍慰安婦資料集』（吉見編 1992）に収められ，「慰安婦」

制度の全貌とまではいかずとも，一定程度の背景が明らかになった．また 1991 年に韓国か

ら被害者が続々と名乗り出ると聞き取り調査が進み（韓国挺身隊問題対策協議会・挺身隊

研究会編 1993），史料を扱う実証史学とオーラルヒストリー研究が補い合いながら「慰安

婦」制度の実態を明らかにしていった． 

 「慰安婦」制度を成り立たせた背景としての公娼制度の研究も進んだ．代表的な論者は

鈴木裕子，山下英
ヨン

愛
エ

，藤目ゆきである．山下は，朝鮮の日本人居留地へ日本の公娼制度に

準ずる取り締まり規則が導入された後に，統監府が朝鮮社会で朝鮮人娼婦を公娼としてい

く公娼化政策を強めていった経過を解説している．1910 年の日韓「併合」後は一層公娼化

政策が進められた．公娼の人権を無視した強制的な性病検査が実施されたように，日本軍

「慰安婦」制度へと通じる発想で，植民地支配の下，日本国内で実施されていたより劣悪

な条件を強いる公娼制度が進められた．朝鮮人女性は植民地化の当初から日本による性的

収奪の対象として扱われてきたといえる（山下英愛 1992b）． 

 藤目は日本女性史研究において高く評価されてきた村上信彦の議論の柱である公娼制度

に対する見解を問い直した．村上は公娼制度が日本に独特な前近代的な制度であり欧米に

は存在しないとし（村上 1972: 9; 51），廃娼運動における娼婦差別を追及せず人権闘争の

側面ばかり評価した．それに対して藤目は，近代日本の公娼制度は欧州の公娼制度をモデ

ルとして確立されたものであると喝破し，村上が公娼制度における階級支配と民族支配の
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側面をとらえていないことを批判した（藤目 [1997] 2005: 26-8）． 

 女性のなかの格差や権力関係を注視する藤目の議論で本稿にとってひと際示唆的である

のは，「慰安婦」制度が「公娼制度の全面開花」（藤目 [1997] 2005: 26）によるものである

という視点や，「『軍隊慰安婦』として奴隷化された膨大な日本人女性が下層社会の出身で

あ」（藤目 [1997] 2005: 32）るという指摘である．朝鮮人「慰安婦」との対比関係で日本

人「慰安婦」の数が強調されない傾向が形成されてきたなかで，「膨大な」日本人「慰安婦」

の存在に目を向ける藤目は，階層差別により下層階層の女性たちが犠牲にされていくとい

う構造化された性的搾取のシステムを浮かび上がらせ，「日本人」内部の権力関係の問題に

迫っている． 

 歴史学が史実を明らかにしていく傍ら，法学の見地からも「慰安婦」制度の問題が指摘

されるようになる．日本政府がアジアの諸外国の戦争被害者に対して戦後補償すべきであ

るとする議論（髙木 1992, 1994），国際法に照らして「慰安婦」制度が違法であると訴え

る議論（国際人権研究会編 1993; 戸塚 1993）などが生まれた．歴史学や法学の議論はお

おまかにいって「慰安婦」制度に関する事実を発掘する作業であったといえる． 

 〈従軍慰安婦問題〉が起こる以前からアジア・太平洋戦争時の朝鮮人・中国人の強制連

行，強制労働が問題になっていたが，朝鮮人強制連行に関する先駆的な研究である朴慶植

著『朝鮮人強制連行の記録』においても朝鮮人「慰安婦」のことはごくわずかに言及され

るのみで（朴慶植 1965: 169），例外的に「第二次大戦時沖縄朝鮮人強制連行虐殺真相調査

団」の調査報告（第二次大戦時沖縄朝鮮人強制連行虐殺真相調査団 1972）に具体的な被害

事実が記述されたことを除けば，朝鮮人強制連行の文脈で「慰安婦」に関して多くを伝え

るものはなかった．〈従軍慰安婦問題〉の出現は，朝鮮人強制連行という問題に，朝鮮人女

性を「慰安婦」として強制連行したという事実を具体的な事例の例示をもって書き加える

と同時に，性的に貶められることを恥として告発させない力関係のタブーを破るものであ

った． 

 歴史学の成果で「慰安婦」制度が概観できるようになった時点で，すでに性差別と民族

差別が論点となっていた．それらは「慰安婦」制度をめぐる本質的な問題である．代表的

な論者は女性史が専門の鈴木裕子である．鈴木は〈「慰安婦」問題〉に関連する著作を多数

発表しており（鈴木 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 2002），「慰安婦」制度に関する知の生

産に精力的に関わってきたといえる．鈴木は初期のブックレットのタイトル『朝鮮人従軍

慰安婦』（鈴木 1991）が象徴するように，民族差別の問題として訴えることに注力した． 

 

文化構造を批判的にとらえた考察 

 「事実」が明らかになると，さまざまな専門分野をもつ研究者から性をめぐる日本社会
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の文化について批判的な分析が重ねられていった．女性学，宗教学などが専門の山下明子

は，日本社会が女性の性を抑圧してきた歴史を振り返り，19 世紀末から 20 世紀はじめに

海外に売春に出た日本人女性「からゆきさん」から「慰安婦」を経て，1970 年代には日本

人男性による海外への買春観光の増加，そして 1980 年代には「ジャパゆきさん」として海

外女性が来日するという流れについて，貧困層の，とりわけアジアの諸外国の女性に対し

て性的搾取を続けている日本の家父長制的資本主義の問題であると論じた（山下明子 

1991）．この歴史の振り返りは，まだ社会問題としての〈従軍慰安婦問題〉が現れていない

1983 年，臼杵敬子が著書『現代の慰安婦たち――軍隊慰安婦からジャパゆきさんまで』で

追った流れでもある． 

 作家の彦坂諦は男性が性欲を我慢できないとされる通念が「神話」であるという観点か

ら，セクシュアリティがどのように形作られているか分析し，男性が「男らしさ」に拘泥

するあまり女性を自分の「ものにしようと
、、、、、、、

」し対等な関係を作りえないでいるといった，

ジェンダー文化の独りよがりである様をつまびらかにした．彦坂は日本軍が女性を「慰安

婦」とした背景を洞察することに議論の軸を置いており，田村泰次郎や金一勉らのような

「慰安婦」の悲哀を描いた男性作家であっても女性を侮蔑するまなざしがあったと指摘し，

批判している（彦坂 1991）． 

 

シンポジウム「ナショナリズムと『慰安婦』問題」 

 性差別と民族差別に関する議論は新たな段階に入り，フェミニズムはナショナリズムと

どう向き合うべきかという問題として提起し直された．それは 1995 年の北京女性会議

NGO フォーラムでの〈「慰安婦」問題〉をめぐるワークショップ6での議論に端を発してい

る．ワークショップを組織した一人である社会学者の上野千鶴子が「『慰安婦』問題が日韓

両国の国益の取引の道具に利用されているのではないかという危惧から，日韓両国のフェ

ミニズムは国境を越えるべきだという発言」（上野 1998a: 194）をすると，会場の韓国系

アメリカ人の女性が「私たちの国境は，あなたの国の兵隊によって侵略された．こんなに

簡単に国境を忘れろとは言えないはずだ」（金富子 1996: 259）と抗議した．そのワークシ

ョップを組織していた一人である金
キム

富
プ

子
ジャ

もこの女性の発言に沿う見解を示している（金富

子 1996: 259）． 

 議論は 1997 年に開催されたシンポジウム「ナショナリズムと『慰安婦』問題」7（以下，

「シンポジウム」）へと引き継がれ，多くのパネリストが「日本人として」あるいは「朝鮮

人として」立論し，上野の議論に対して批判的な姿勢をみせた．〈従軍慰安婦問題〉が出現

した早い時期から運動に関わりシンポジウム当時大学院博士課程に在籍していた歴史学者

の金富子は，「慰安婦」制度は戦前の日本が起こした犯罪なので，「日本人女性は政治的共
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同体としての加害国民の一人として戦争責任を果たすことによって，はじめて国境を超え

た女たちとの連帯が可能であるのであって，その逆ではない」と批判している（日本の戦

争責任資料センター編 1998: 75）． 

 また，作家であり文学者の徐
ソ

京
キョン

植
シク

は「『慰安婦』問題というのはもちろん植民地支配，民

族差別という側面と性差別という側面」が重層的になっているが，「民族差別の側面の指摘

があまりに弱いと感じる」がゆえに自らは民族差別を強調するのだと述べ，「日本人の女で

あるという理由だけで自動的に日本人としての集団的責任は解除されない」と論じ（日本

の戦争責任資料センター編 1998: 68-9），やはり上野に日本人としての責任を追及する立場

をとった． 

 批判が集中した上野の「フェミニズムはナショナリズムを超えられるか」の趣旨は，シ

ンポジウムの後に刊行された上野の『ナショナリズムとジェンダー』（上野 1998a）を参照

すると，フェミニズムが近代国民国家を成立させる勢力として国民国家の枠内で「分配平

等」を要求するような「一国フェミニズム」にとどまるのでなく，国民国家のなかに階級，

人種，民族，国籍，ジェンダーなどの差異があることを露にしていこうという提唱であり，

どれか一つの本質主義的なカテゴリーによる共同性を打ち立てるのではない協調のあり方

を模索しようと呼びかけるものだ（上野 1998a: 194-9）．上野は「『国民』でもなく，ある

いは〔「普遍性に還元された」〕『個人』でもなく．『わたし』を作り上げているのは，ジェ

ンダーや，国籍，職業，地位，人種，文化，エスニシティなど，さまざまな関係性の集合

である」（上野 1998a: 197）といい，そうした「固有のわたし」が「どうしても受け入れ

ることのできないのは『代表=代弁』の論理である」（上野 1998a: 197-8）と述べる．「『代

表=代弁』の論理」とは，「わたし」の身体や権利が国家に属しているものとして，「わたし」

の利害を国家が代表=代弁してしまうこととして語られる．そのように国家と対峙する「わ

たし」が「『慰安婦』問題」と向き合い，責任ある固有の主体としてあろうとするとき，「わ

たし」の責任の取り方は「『国民として』責任をとることとは別なこと」だと上野は論じる

（上野 1998a: 198-9）． 

 上野の議論は統一的で安定的なアイデンティティを否定する「主体」概念を築いてきた

ポスト構造主義の理論8を基礎に展開されている．しかし，主体すなわち subject とは，従

属（服従）することで主体化する（Althusser 1995=2005; Foucault 1975=1977）という二

面性を有する概念である．そうであれば，「わたし」を構成するさまざまなカテゴリーと自

らとの関連性の度合いを分散させ，自身の理想とするバランスを体現するポジショナリテ

ィを意図するままに作り上げることは可能なのだろうか． 

 日本の国民が責任をとってこなかったという歴史が継続している事態を重く受け止めれ

ば，日本人は在日韓国人の金富子や徐京植から日本国民と名指されるように，国民である
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ことで生じる責任から逃れられない．戦後補償のために政治を動かす責務は，日本の有権

者として負うべきものということになろうが，〈「慰安婦」問題〉や戦後補償の問題の解決

に取り組むうえでの立ち位置が「日本人」であることのみに還元されるわけではないので

はないだろうか． 

 上野自身も「『国民』でもなく，あるいは『個人』でもなく」（上野 1998a: 197）さまざ

まな関係性の集合により「わたし」が作り上げられていると述べるが，その中の「単一の

カテゴリーの特権化や本質化」（上野 1998a: 197）を拒絶する，と宣言している．ここに

問題があるといえよう．諸外国の被害者にとっては日本人が日本人として〈「慰安婦」問題〉

に関わっていることは本質的な要素である．だからといって日本人の主体性が「日本人」

であることのみに還元されるという論理にはならない．むしろ国民としての立ち位置を拒

絶することなく，国家による国民への暴力を許さないという対抗の姿勢を形成すれば，国

家権力の暴発を阻止するために有効であるとみることもできるのではないだろうか． 

 では，批判者たちの議論は上野の論点を十分に検討したものであったのだろうか．金富

子は「加害者の娘として，被害者の姉妹として」という 1995 年の北京女性会議のワークシ

ョップでの山崎ひろみの発言を支持するとし，「この順番は逆であってはならない」と主張

した（日本の戦争責任資料センター編 1998: 74-5）．そして「何で他人の国さ戦争して，朝

鮮のおなご（=女）巻き込まれなきゃいけないの」という在日朝鮮人の「慰安婦」被害者で

ある宋
ソン

神
シン

道
ド

さんの問いに上野はどう応答するのか，それとも，「植民地支配そのものが強制」

とシンポジウムで述べた徐に対して上野が「反論」したように，問いを「解く必要を感じ

ない」とでも言うのだろうか，と批判している（金富子 1998: 196）． 

 またシンポジウムに参加しており，現代アラブ文学・第三世界フェミニズム思想が専門

で当時博士課程の大学院生であった岡真理がシンポジウムの記録集に寄稿した論考でも，

上野批判がなされている．岡は上野が「植民地主義の問題は『あなたたち』〔在日コリアン〕

固有の問題構制であって，私が解くべき問題ではない，フェミニストである私には，私の

解くべき別の問いがあるのだ」（岡 1998: 221）と述べたとする旨の記述をしており，「この

〔在日コリアンの〕『問いかけ』に対する応答それ自体を拒否することは，その身振りにお

いて，植民地主義的関係性の反復以外のなにものでもないと私は思う」（岡 1998: 221），「在

日朝鮮人である徐さんには徐さんの闘いが，女である自分には，フェミニストとしての闘

いがある，という論理は私には受け入れることができない」（岡 1998: 24）と痛烈な批判を

展開している． 

 ところが金富子と岡による上野の議論に対する理解はミスリーディングであるといえる．

そもそも上野は植民地支配の問題を掘り下げていこうとする徐に応答する文脈で，こう述

べているのだ． 
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 一つは植民地支配そのものが強制であるというのはおっしゃるとおりです．「慰安

婦」制度は植民地支配のなかの悪の一つの帰結なのだ，これもおっしゃるとおりです．

しかし，もし「慰安婦」制度を植民地支配の枠で捉えるならば，それは植民地の女性

が負った被害であって，日本人「慰安婦」は，これは男も女も挙げて報国のために挺

身したということになってしまう．日本人「慰安婦」の問題を私たちは問題化するこ

とができなくなってしまいます． 

 私は徐さんを批判しているのではありません．これは在日韓国人としての徐さんの

闘いであり，徐さんの闘いの論理であると思います．それが解くことのできる問いと

解く必要を感じない問いがある．私は性暴力被害者としての女性の問題を，徐さんに

解いていただこうとは思いません．それは徐さんの闘いではなく私の負っている闘い

です．徐さんのお考えになる論理と違う論理構築をしないかぎり，国境を越えた女性

の性暴力被害についての問いを組み立てていくことができないと考えます． 

 この問題は，先ほどから金〔富子〕さんなどの口から出ながら，私自身が明快には

展開していない問い，「フェミニズムはナショナリズムを超えられるか」と重なってい

ます．（中略）私たちにとって大変ショッキングだったのはアメリカのフェミニズムの

マジョリティを率いてきた全米女性機構（NOW）という団体が，アメリカ軍女性兵士

の〔湾岸戦争への〕戦闘参加を要求したことでした．ともなれば女も良き国民，一流

国民になりたいというこの要求のもとに女もまた国民国家を守る権利と義務――もっ

とあからさまに申しましょう――国家を守るという名の下に人を殺し，自分が死ぬ権利

を要求することになります．それがジェンダー平等の名において私たちが獲得したい

と思っていた当のゴールだったのでしょうか．私はそれをフェミニズムのゴールであ

ると信じることができません．（日本の戦争責任資料センター編 1998: 61-3） 

 

 上野の「それが解くことのできる問いと解く必要を感じない問いがある」という発言の

脈絡が分かりづらく，意味するものが不鮮明である点は否めない．だが文脈を丁寧に追う

と，在日韓国人である徐が日本の植民地支配を問題化するのは当然であり，徐は日本の責

任を厳しく追及していくであろう，徐とは異なる歴史性を持ち，異なる位置から思考する

自分は，徐に日本人女性の「慰安婦」被害の問題まで解くことまで求めないし求められる

わけがない，日本人女性の被害を問題化することは自分の責任である，という主旨として

解釈するのが妥当だと思われる．日本人の被害をとらえうる議論を構成する必要があると

主張することは，日本人は植民地支配の問題を解明していく必要がないと責任逃れするこ

とではない． 
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 しかし，批判者たちは上野があくまでポストコロニアルな状況を無視して，日本人とし

ての責任を負わずに普遍的なフェミニズムを打ち立てようとしたかのように議論の対立状

況を描き，再構成した．岡は次のように問いただす． 

 

 植民地支配の問題を問題にすると，日本人「慰安婦」が問題化できなくなると上野

さんは語るが，植民地支配というシステムのもとで生起した「慰安婦」制度というも

のが，日本人女性と非日本人女性にもたらした抑圧の差異と共通性ならびに両者の関

係性を，植民地支配それ自体を問題にすることなくいかにして明らかにするというの

か．（岡 1998: 225） 

 

 ここで岡は「植民地支配というシステムのもとで生起した『慰安婦』制度」と記してい

るが，これは誤解であるといえるだろう．「慰安婦」制度が「生起」した当初から，日本人

女性も「慰安婦」として送り込まれていた．引用文面には植民地支配の下で夥しい数の朝

鮮人女性が「慰安婦」として強制的に連行された民族差別の問題と，「慰安婦」制度を必要

とした日本軍の論理との混同がみられる．歴史的経緯は後述するが，植民地支配をしてい

たから日本軍が「慰安婦」制度を立案したということではない． 

 「慰安婦」制度の実施にあたって朝鮮人女性が甚大な被害を被った事実を日本人が重く

受け止めざるをえないのはたしかであり，民族差別により劣位におかれた朝鮮人女性の被

害はいくら強調してもしすぎることはない．しかし朝鮮人「慰安婦」被害者の被害の深刻

さを理解することと日本人「慰安婦」被害者の被害を問題化することは同時に可能である

が，岡は朝鮮人「慰安婦」の被害との比較のために日本人「慰安婦」に言及するのみであ

る． 

 上野による「『慰安婦』制度を植民地支配の枠でとらえると日本人『慰安婦』の被害を問

題化できなくなる」という認識枠組みの問い直しには，シンポジウム関係者は誰も真正面

から応えておらず，「日本人」内部の階層差に関する議論も深められなかった．つまり，批

判者たちは〈「慰安婦」問題〉に国民主体として関わる必要性を説く一方，日本の国民を均

質的な集団として論じることの問題へは注意を払わなかった． 

 シンポジウムでの上野の議論には，もう一点重要な論点が提示されていた．それは「ジ

ェンダー史と歴史学の方法」という報告タイトルに表れているように，方法論をめぐる問

題提起であり9，こちらが本題であった．この報告で上野は，ポスト構造主義以降の社会科

学のなかでは「事実とは何か」という認識論的な問いが困難になってきており，西洋史学

はパラダイム転換に敏感に反応し，自分たちが研究している対象は「事実ではなくて表象

なのだ」ということを方法的に煮詰めてきたようにみえるが，日本史学はいまだ「事実」
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の実証研究にとどまり，歴史上の権力関係を批判的に考察できていないと批判したのだっ

た（上野 1998b）． 

 直接的な批判の対象となった吉見義明は，同じくパネリストであり，日本現代史ではす

でに 30 年以上前〔1960 年代〕から証言も重視しており，「文書史料中心主義」という批判

は退けると返答した（吉見 1998: 36）．そして「加害者側の資料や証言からも被害者の受け

た被害をある程度証明できるということも非常に重要」（吉見 1998: 37）であると論じた．

シンポジウム終了後に上野は『ナショナリズムとジェンダー』（上野 1998a）を著し，持論

を補強しているが，その後も「多くの誤解と困惑，そして反発を歴史家から招いた」（上野 

2001）．この論争を受け，歴史学者の永井和が「史料実証主義の立場からささやかな抵抗を

試みた」（永井 2007: 470）という論考（永井 [2000] 2007）は，史料の読解を推し進め，

「慰安婦」制度の理解に欠かせない重要な文献となっている． 

 

記憶と表象 

 〈「慰安婦」問題〉は文書史料による実証だけでは被害者の生きたリアリティや一部の女

性に「慰安婦」を強いた社会構造を説明できないという問題を突き付けた．「歴史の語られ

方」が問題と認識されるようになった背景には，証言のもつ重みが理解されるようになっ

たという変化がある．証言者であるサバイバー（生還者）は，かつての出来事の記憶に襲

われるという形で現在において過去を再体験しながら，出来事を忘却する社会で痛みを言

葉にできないまま生きてきた．記憶の圧倒的な力が認められ，〈「慰安婦」問題〉をめぐる

研究は，M. アルバックスの『集合的記憶』（Halbwachs [1968] 1989）に始まり P. ノラの

『記憶の場』（Nora [1984, 1986, 1992] 2002）プロジェクトでブームとなった記憶研究に

接合された．記憶論を概説しながら「慰安婦」を論じたものにC. グラック論文がある（Gluck 

2002）． 

 哲学者の高橋哲哉は，記憶の忘却に抗うために被害者たちの記憶が公的空間に引き出さ

れる必要があるが，証言を迫ることそれ自体が暴力になりうるという観点から，「証言の必
、、、、

要性が高まれば高まるほど
、、、、、、、、、、、、

，それが逆説的にも不可能
、、、

になってしまう」（高橋 1995: 147）

（傍点原文）と論じた．岡真理は，記憶されている出来事へのリアリズムの問題を議論し

た．「慰安婦」被害者が証言することで被る苦痛によって，私たちが出来事の〈真実〉を担

保し，そうすることで自由主義史観の言説を否定しようとするのは，引き出される出来事

に受け身であらざるを得ない聴き手の非力さ・無力さの状態から，聴き手自身の主体性を

回復しようとしているのではないかと問題提起している（岡 2000: 32-3）． 

 記憶は現在における過去の再構成であるが，高橋や岡の議論が示すように，現在の時空

間に出現するものである．法社会学者のH. Yang は，「慰安婦」被害者の証言における表象
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を「語り得ぬもの」という表象不可能性も視野に入れて読み解き，被害者個人のものにと

どまらない集合的な記憶に触れ，サバイバーや死者たちの「記憶の地図」”map of memory”

を描くことを試みた（Yang 2008）． 

 被害者の言葉をいかに聴くのかという点について，語り手と聴き手の二項関係に揺るぎ

ない区分をみるのではなく，相互に浸透的な連関性を持つものとして思考していこうとす

る議論もある．「軍『慰安婦』のことを記憶するということ」について検討することから考

察を深めてきた鄭
チョン

柚
ユ

鎮
ジン

は，記憶に関わる言葉に接する者がその言葉から繰り広げられるで

あろう議論に「連累されてゆく」（鄭柚鎮 2010: 113）側面に希望を見出した．その後「被

害者」を語るという行為は「再現」（representation）であるとする論点にシフトしつつ，

「被害当事者を生成する」言葉に「聞き手自身が巻き込まれてゆくある状況」という観点

（鄭柚鎮 2012: 30）や，語られた言葉に「当事者の」という所有格をつけ真実性の根拠と

するのではなく，開かれた言葉として所有格が「あいまいになる」地点から聴き手が連な

っていく必要性を訴えた（鄭柚鎮 2013: 77）． 

 〈「慰安婦」問題〉にまつわる表象は，表象文化論によるビジュアル分析の対象ともなっ

てきた．表現という領域で〈「慰安婦」問題〉がどのように生起しているか考察がなされた

のは，一つにはそうせざるを得ない状況が生じたからである．漫画家の小林よしのりが雑

誌に連載していた作品『新 ゴーマニズム宣言』で，「慰安婦」被害者を自発的な売春婦と

描き，「じっちゃんたちを強姦魔にするな」というメッセージを発信し（小林 1996: 70-1），

小林の「慰安婦」像や歴史観が一定層から支持される事態になったのだ．自由主義史観を

標榜する一派が勢力を拡大するとともに生じた現象である．これを危惧する人々から，小

林の漫画のテクスト分析が取り組まれた（上杉 1997; 若桑 [1998] 2001）． 

 アート作品などの批評も近年盛んになってきた．批評の方向性は大きく二つに分かれて

おり，一方では，「慰安婦」被害者の痛みに共感する立場から作品制作を行なったアーティ

ストの表現を評価する表象研究が取り組まれた．「慰安婦」を表現してきたアーティストに

は，富山妙子，嶋田美子，イトー・ターリらの名が挙げられる．彼女たちの表現行為に対

する評価は，アジアのポストコロニアル状況を批判的にとらえたフェミニズム・アートを

評価する文脈と関連づけられる傾向がある（李静和編 2009; Hein and Jennison eds. 2010）．

もう一方では性差別と民族差別の潜む「慰安婦」表象を批判的に読み解く研究が行われて

いる．「慰安婦」を描いた男性画家の作品群をジェンダー論・表象文化論の観点から分析し

た北原恵の論考や（北原恵 2009, 2013），映画表象を国民国家論や人種・エスニシティ理

論を用いて分析した酒井直樹や高美哿らの論考がある（酒井 2007b; 高 2013）． 

 ポストコロニアリズムの視点を生かした研究も広がりをみせている．文化人類学者の S.C. 

ソーは植民地下朝鮮でのジェンダー化された構造的暴力をとらえつつ「慰安婦」被害者の
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生を分析している（Soh 2008）．社会学者の菊地夏野は売買春をめぐる言説分析や米軍占領

期の沖縄における売買春，A サイン制度などの問題と〈「慰安婦」問題〉を節合して議論を

組み立てている（菊地 2010）．また，玉城福子は沖縄の女性と「本土」の日本人女性を区

別し，沖縄に対する「本土」の抑圧の歴史が省みられないまま「日本人『慰安婦』」として

沖縄の「慰安婦」被害者が包摂されて語られる状況へ注意を促している（玉城 2013）． 

 

日本人「慰安婦」という存在 

 ここまでみてきたように，〈「慰安婦」問題〉をめぐっては，領域横断的な研究が蓄積さ

れてきた．しかし，上野千鶴子の問題提起に始まった論争においてあいまいにされたのが，

日本人「慰安婦」という存在をどう考えるか，彼女たちの「被害」を訴えていくにはどう

すればよいのかという論理的な問いである．〈従軍慰安婦問題〉の言説空間では，朝鮮人で

「慰安婦」とされた女性の被害がもっぱらクローズアップされていき，次第に〈朝鮮人従

軍慰安婦問題〉の様相を帯びていったのである． 

 上野の問いに始まる論争が過熱していた 1990 年代後半，論争に加わってはいないが日本

人「慰安婦」の被害が語られない状況に関して考察を試みた人々がいる．それらの研究の

うちの論点の一つは諸外国の被害者との対比の上で日本人の名乗り出のなさの要因を探る

もので，たとえば宋
ソン

連玉
ヨ ノ ク

は，主な要因として日本人「慰安婦」が「公娼」であったことに

よる差別がある点を挙げ，そうした差別は「自由主義史観」を謳う勢力の台頭で強まった

と指摘した（宋 1997）．それゆえ被害者支援運動側が差別に対抗しきれていないという論

調となるが，元々運動の言説が日本人被害者を排除する形で構築されているという観点か

らは考察されていない． 

 藤目ゆきは「『軍隊慰安婦問題』に対する日本社会の反応」に「歴史的に形成されてきた

日本人の性倫理，性暴力・性的搾取の犠牲者に対する抑圧の根深さが露呈している」と分

析し，「日本人『慰安婦』は自分の意志で従軍した売春婦だったから自業自得だがアジアの

『慰安婦』は強制連行された処女だったから気の毒だ，といった反応は典型的であろう」

と述べている（藤目 [1997] 2005: 34）．そして「『醜業婦』観を放置するならば，買春を性

的な搾取であり暴力であると把握する，第二次フェミニズムが獲得してきた認識の地平を

はるかに後退させてしまうことになるだろう」（藤目 [1997] 2005: 34）と続けている．藤

目の理解によれば「第二次フェミニズムは，女たちが娼婦となる背後の巨大な構造的暴力

の存在を看破し，女の自己決定に価値をおいて，その状況把握と変革の力を信じること，『醜

業婦』観ともその内面化とも闘争することに，実践的・理論的成果を蓄積してきた」． 

 このように藤目は「第二次フェミニズム」，すなわち女性学で言うところの「第二波フェ

ミニズム」に日本人「慰安婦」被害者の被害を訴えうる根源的な可能性をみている．ただ
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し藤目のいう「第二次フェミニズム」は欧米のフェミニズムを基点としており，非白人の

「第三世界」のフェミニストから「帝国のフェミニズム」との批判を受けて発展してきた

ものとして把握されている（藤目 [1997] 2005: 13-5）．そしてそれに相当する日本における

「第二次フェミニズム」の内実が具体的には明記されないまま，日本の「第二次フェミニ

ズム」も 1970 年代から在日朝鮮人の女性研究者らより「帝国のフェミニズム」の批判を受

けてきたという点のみ語られている． 

 藤目が「帝国のフェミニズム」批判を重視するのは，「帝国のフェミニズム」の「階級や

民族への視点の欠如」が，日本人女性の朝鮮に対する認識の欠落を批判した李
イ

順
ス

愛
ネ

のいう

日本のフェミニズムにおける「全体性の欠如」を示す問題であり，階級や民族への視点が

欠如している女性史は大きく欠陥を抱えるものになってしまうからである．それゆえ藤目

は「『性』・『階級』・『民族』の統合的把握」（藤目 [1997] 2005: 36）を試みる．もとより藤

目の『性の歴史学』は「公娼制度・堕胎罪体制から売春防止法・優生保護法体制へ」とい

う流れを論じる近現代日本女性史研究なので，〈「慰安婦」問題〉という 1990 年代以降の問

題を対象としたものではないが，〈「慰安婦」問題〉を研究するにあたっても「『性』・『階級』・

『民族』の統合的把握」（藤目 [1997] 2005: 36）の視点は欠かせない． 

 しかしこれらの「名乗り出がない状況」を分析対象とする議論では見落とされている問

題がある．〈従軍慰安婦問題〉出現の当初から，日本人被害者に名乗り出を呼びかけたり，

支援運動を起こす用意があることを周知させたりする動きが起こらなかったという，運動

の能動的側面に比重を置いて見た場合の事象である．さらに，実は日本人「慰安婦」被害

者には城田すず子さん（仮名）という女性のように〈従軍慰安婦問題〉出現以前から自ら

の経験を公に打ち明けていた当事者がいたのだが，城田さんを「慰安婦」被害者として言

及する運動やメディア表象がほとんどみられなかったことについても，やはり分析対象と

なってはこなかった．日本人被害者のことは率先して取り組むべき課題とはされてこなか

ったという側面が現実的にあるのである． 

 こうした経緯をも対象に，日本人「慰安婦」被害者をめぐる運動のあり方に着目したの

が，山下英愛論文である．「慰安婦」問題解決運動に初期の頃から関わってきた山下10は，

日本人「慰安婦」に対する運動体の取り組みは 2000 年の民衆法廷「日本軍性奴隷制を裁く

女性国際戦犯法廷」11を通して一時的に議論がもたれた程度であることから，彼女たちが支

援運動の枠外に置かれてきたという見解を提示している（山下英愛 2008: 260; 2009）．「女

性国際戦犯法廷」で日本人「慰安婦」も被害者として明確に位置づけられたこと自体は運

動の歴史上画期的な試みとして山下も評価しているが（山下英愛 2008: 239），法廷以降，

日本人「慰安婦」被害者に対する具体的な支援運動が展開されたわけではなかった． 

 山下は，日本人「慰安婦」の被害が不可視化された最も大きな理由は，「慰安婦」問題が
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「“加害国日本”対，アジアの“被害諸国”という構図」（山下英愛 2009: 279）で展開された

ことにあると分析する．そして，「他国に対して発動するナショナリズムのみならず，自国

で作動し内面化されているナショナリズムを自ら解体する必要がある」（山下 2009: 281-2）

と訴えている． 

 日本研究・ジェンダー研究が専門で，日本人「慰安婦」の被害者性について論じた U. ヴ

ェールは，日本人「慰安婦」をめぐる問題は，戦後いかに日本のリベラルな左派知識人が

「被害者意識」を訴えてきたかということと関わる問題であると指摘する．そして私たち

が同じ社会に生きながらも差別してきた「他者」に目を向けるべきだと説く（Wöhr 2010: 

141）．ここには二つの要点がある．「戦後」という年月のスパンで考察すべきであるという

点，それから「日本人」内部の「他者」という観点である．日本人「慰安婦」が抑圧され

てきた歴史とは，単に 1990 年代の〈従軍慰安婦問題〉だけをみて記述できる対象ではない

のである． 

 日本のフェミニズムが「日本」内部の差異や抑圧され他者化された人々についてどのよ

うに考察してきたか，「慰安婦」を例に実証的な分析を試みることは有意義な作業になるだ

ろう．「『性』・『階級』・『民族』の統合的把握」（藤目 [1997] 2005: 36）を念頭に日本人「慰

安婦」の被害者性を考察するとすれば，他民族の被害者とは異なる抑圧の原理が戦中・戦

後と続いてきた経緯が明らかになるのではないか．そして藤目の研究対象とはなっていな

い日本の「第二波フェミニズム」に値する 1970 年代フェミニズムが日本人「慰安婦」をど

うとらえてきたのか分析することが有効となるだろう．そのためには，1970 年代フェミニ

ズムを評価してきた次のような先行研究を批判的に検討することから始めなければならな

い． 

 

1970 年代日本のフェミニズム運動にとっての「慰安婦」 

 1970 年代日本のフェミニズム運動には，小規模なグループまたは個人の運動としてのウ

ーマン・リブ（以下，「リブ」），「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」や「アジアの女たちの

会」などグループの運動があった．これらの運動が早くも「慰安婦」制度の暴力性を見抜

いていたことは，先行研究でも言及されるところである．以下に挙げるように，1970 年代

日本のフェミニズム運動を扱う先行研究の大半は，リブ運動を対象としている．それはリ

ブ運動が日本におけるラディカル・フェミニズムの嚆矢であり，女性運動史のなかでも異

彩を放つ運動として位置づけられるからである． 

 リブ運動の「慰安婦」への言及は，1970 年代という早い段階から日本の「加害」の事実

を見据えたものとして，リブをめぐる先行研究において概ね評価されてきたといえる．上

野千鶴子はリブを批判的に語る人々にリブに対する「被害者の正義を掲げた『ルサンチマ
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ン・フェミニズム』という誤解」（上野 1994: 8）があると指摘しながら，「日本陸軍慰安婦

の 90％は朝鮮女性だった」（匿名 [1971] 1992: 123）と書かれたテクスト12で日本人女性が

加害者となった事実が念頭に置かれていることから，リブは女だからただ抑圧されている

という単純な主張をしたのではないと解説している（上野 1994: 9-10）． 

 社会学者の千田有紀も，「一九九〇年代に従軍慰安婦問題がひろく社会問題として認知さ

れる二〇年以上前に，リブは慰安婦についてたびたび語ってきた」と指摘する（千田有紀 

2003: 64）．そして「慰安婦」に言及したリブの資料から，「“国のため”」という大義名分の

もとで辛うじて「体制の内」に留まり得る日本人「慰安婦」と「体制の外」にある朝鮮人

「慰安婦」は引き裂かれているという認識がリブの運動家にあったことを確認し，その引

き裂かれた状況こそが，抑圧民族である日本人としてのリブの女性たちに，抑圧する痛み

をもたらし，入管闘争などへ駆り立てたという見解を示した（千田有紀 2003: 64）． 

 また，リブの運動家たちの間でフィールドワークを行い詳細なリブ論を著した S. シゲマ

ツも，リブ運動が女性に対する差別を帝国主義と加害の問題と関連させて分析していたこ

とを評価している．リブのマニフェストとみなされるようになった田中美津執筆のビラ「便

所からの解放」で，日本人女性が妻・母と「便所」に分断される構造と「慰安婦」を生み

出した構造との関連性がとらえられているように，リブ運動は日本人女性の置かれた状況

とアジアの植民地化された地域の女性たちが搾取されている実態とを関連づけて考えてい

た．そのため，リブの言説には日本の女が「犠牲者」であると同時に資本主義や帝国主義

の「共犯者」でもあるという二重のアイデンティティを自覚しているものがみられる

（Shigematsu 2012: 71-2）． 

 リブ運動が「慰安婦」制度の問題に目を向けていた事実に着目することには，〈従軍慰安

婦問題〉が出現するおよそ 20 年前にあっての感性の鋭さを評価する意味合いもある．ただ

しこの批判精神はリブが単独で培ったものではない．リブ運動にみられる反帝国主義のス

タンスは，多くの論者と同じくシゲマツが指摘するように新左翼運動にルーツを持つもの

であり（Shigematsu 2012: 71），本稿で論じるが，帝国主義の女性に対する「加害」の象

徴として「慰安婦」が引き合いに出される傾向が新左翼運動のなかにあったからだ．それ

でもリブ運動が「慰安婦」を論じた中身が画期的であったのは，フェミニズム運動が初め

て「慰安婦」制度を糾弾し，「慰安婦」とされた女性の存在に自らを重ね合わせて考えたと

いう特徴があるからである． 

 上野，千田有紀，シゲマツらの議論でリブ運動の「慰安婦」への言及が紹介される際は，

女であっても他民族への加害者になりうるというリブの内省的な視点を評価する文脈とな

っているため，リブのテクストで日本人「慰安婦」がどのようにとらえられていたかとい

う観点から考察が深められているわけではない．この点について真正面から追究した本格
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的な先行研究はない． 

 

本稿における問題関心 

 1990 年代の「慰安婦」問題解決運動は，植民地支配や民族差別のみを問題にしていたの

ではなく，女性に対する性暴力を問題化するフェミニズムの視点を取り入れていた．フェ

ミニズムは複数形であるといわれるように，理論や方向性や強調点を異にするさまざまな

潮流があるが，〈性暴力〉を問題視しその暴力性を暴く勢力となったのはラディカル・フェ

ミニズムである．本稿ではラディカル・フェミニズムの定義を社会学者の江原由美子の分

析に倣い，「性支配一元論」（江原 1991: 46）に理論的特質をもつフェミニズムの潮流であ

るととらえる．江原は性支配一元論が次のような構成素からなると解説している． 

 

 (1)女性解放は階級支配の廃絶によっては解決できず，性支配の廃絶によってのみ可

能である． 

(2)性支配の及ぶ領域は政治や労働の場だけではなく，家族や性愛など個人的領域・私

生活領域にも及んでいる． 

(3)女性の個人的経験は，私生活領域にまで及ぶ性支配の文脈で理解されるべきであり，

単に個人的だからといって切り捨てられてはならない．個人的なことは政治的である．

（江原 1991: 47） 

 

 戦前の社会主義女性解放論は女性抑圧の根源として階級支配を問題視したが，ラディカ

ル・フェミニズムは「性支配」にこそ問題の本質があるとみた．「個人的なことは政治的で

ある」13というアメリカで打ち立てられた第二波フェミニズムのスローガンに表れているよ

うに，「性支配」は個人的で私的な個別の問題ではなく，ジェンダーをめぐって「政治的」

におこなわれている支配なのである． 

 日本においてはウーマン・リブ運動を中心とした 1970 年代のフェミニズム運動がラディ

カル・フェミニズムとしての性質を体現していた．1990 年代に〈従軍慰安婦問題〉をめぐ

る運動に関わった人々のなかには，リブなど 1970 年代日本のフェミニズム運動に影響を受

けてきた人たちがいる．しかしフェミニズムの価値観を体得していた人々も，1990 年代前

半，日本人「慰安婦」被害者に名乗り出を促したり，支援する準備があることをマスメデ

ィアで伝えたりするような行動は起こせていない．後述するように，個人のレベルでは，

表立って名乗り出ることのない日本人被害者へ思いを馳せ案じていた運動関係者はあった

が，彼女たちの被害者性に対する理解を広めていく取り組みが運動の優先課題として掲げ

られるわけではなかった． 
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 本稿では，〈従軍慰安婦問題〉をめぐり，なぜ日本人「慰安婦」被害者の支援に積極的に

取り組む動きが起こらなかったのかという問いを切り口に，「慰安婦」制度を性暴力の観点

から問題視する言説空間で日本人「慰安婦」がどのように語られてきたのか，またその語

りはいかなる作用を生じさせてきたのか検討を試みたい．そこで，日本人「慰安婦」をめ

ぐる言説が，彼女たちが貧困ゆえに身売りさせられたり騙されたりした人たちであるとい

う背景を問わず，国家のために「慰安婦」になることに同意したとみなす視点を前景化さ

せたという仮説を立てる．つまり，階層間の不平等な構造は問われず「国民」主体である

ことが強調された結果，日本人「慰安婦」は「加害国の成員」という加害者性を帯びる存

在として主体化され，「被害者」総体から排除されたという仮説である． 

 あらかじめ断っておくと，「慰安婦」とされた日本人女性のすべての人が同じ程度に苛酷

な経験を強いられトラウマを負っているとみなすわけではない．総力戦体制がとられたア

ジア・太平洋戦争で，「慰安婦」として扱われた日本人女性が，「慰安婦」を務めることで

戦時体制に貢献しようとしていた可能性も否定しない．戦後，戦争による死や喪失，心身

に負った傷が一般に「被害」とみなされずにきた日本社会で，彼女たちが「慰安婦」の経

験になんらかの意味付けをして折り合いをつけたり忘却したりすることで，記憶に苛まれ

ることなく過ごした事例もありえよう． 

 しかし，国家による国民への暴力を許さないフェミニズムの視点に立てば，当事者が「被

害」を主張するかどうかが被害者性を証明する基準となるのではなく，国家の戦争遂行の

ために身体を性的に利用されたこと自体が紛れもない被害だという論理になる．〈従軍慰安

婦問題〉をめぐる言説空間に日本人「慰安婦」も被害者だというメッセージがあふれてい

れば，自らの経験を「被害」として再構築する当事者が数多く現れた可能性もある．言説

は意味を構築し，言説実践が「被害者」を構築するからだ． 

 

研究方法と本稿の目的について 

 本研究では上記の仮説と問題関心に沿って，各種資料の言説分析を中心に考察を進める．

対象とする時期は，ラディカル・フェミニズムの運動が起こり性暴力への対抗言説が紡が

れるようになった 1970 年代から〈従軍慰安婦問題〉が起こった 1990 年代前半であり，目

安としては日本政府の公式見解が発表された 1993 年までのものを扱う．これは，社会問題

化の動きが，責任主体である政府の公式見解を引き出すという一定の成果を挙げた時期ま

でを，「慰安婦」問題解決運動の初期の時期ととらえての対象時期の選定である．  

 1970 年代に遡って考察するのは，先述の通り，ウーマン・リブ運動などで，かつて日本

軍が女性を「慰安婦」にしたことの暴力性が認識されつつあったからであり，国際的な問

題となる以前に国内で日本人「慰安婦」がどのような存在とみなされていたのか分析する
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ためである．1970 年代の時点で日本のフェミニズム運動が日本人「慰安婦」の被害者性を

訴えていく論理を形成していたとすれば，それは〈従軍慰安婦問題〉出現時に参照されな

かったのだろうか．リブ運動が「慰安婦」に言及していたことに関する上野らの評価を踏

まえつつも，「日本人」の語られ方に注意を払いながらさらなる追究を試みたい． 

 主な資料は 1970 年代以降のラディカル・フェミニズムの性質を持つ運動資料と，1990

年代の〈従軍慰安婦問題〉をめぐって取り組まれた「慰安婦」問題解決運動や，被害者に

寄り添う視点を持つ報道などのテクストである．また必要に応じ，インタビュー調査で得

られたデータも参照する． 

 これらのデータの分析作業を通じ，諸外国の被害者との対比の下で日本人「慰安婦」が

どのように理解されてきたか，また〈従軍慰安婦問題〉をめぐる言説空間で国民主体とし

て構築される際に，加害国の成員であることが被害者性とどのように結びつけられたか実

証的に論述したい．この試みは，意味の成り立ちにまつわる権力作用や，個人のアイデン

ティティが国民国家と関連づけられ構築されているという事態をめぐる一考察となる．山

下英愛が「“加害国日本”対，アジアの“被害諸国”という構図」（山下 2009: 279）を指摘し

たように，国民国家との関連づけの下で被害者性が構築されてきたからである． 

 こうした作業を通じて日本のフェミニズムの足跡の一端を明らかにし，女性運動史・ジ

ェンダー史の現代史を批判的に問い直すことを目的とする．同時に，日本人「慰安婦」と

された女性たちを国家暴力の被害者として論じる可能性を拓くうえで，国民であることで

被害者とみなされなかったメカニズムをナショナリズムとの関係で考察したい． 

 

2. 本稿の構成について 

 次に，本稿の構成について述べる． 

 第 1 部は主に 1990-1993 年頃の〈従軍慰安婦問題〉がどのように構築されていたか，日

本人「慰安婦」の被害者性の語られ方に注意を払いながら確認することを目的とする．第 1

章では，〈従軍慰安婦問題〉が構築される歴史的背景を述べる．最初に「慰安婦」制度が軍

主導で立案・実施されたもので，国家責任が問われる問題であることを示す．そして戦後，

日本で「慰安婦」制度を問題視する動きがどのような知的関心の動向とともに起こってき

たか概観する．それらの動きが「慰安婦」制度についての知を形成し，韓国で参照され，

日本が告発される背景の一部となっている．韓国からの告発を契機として日本で社会問題

化した〈従軍慰安婦問題〉をめぐり，日本政府に対応を迫る言説空間が拡大した過程で，

日本人「慰安婦」はどのように位置づけられたのか，新聞，雑誌の記事を対象に探ってい

く．同時に日本政府がとった対応についても述べる．「慰安婦」問題解決運動の主要な要求

が国家補償要求である以上，運動の主張と政府の対応には呼応関係があり，政府の対応を



 18 

みながら運動の言説が生産されていくからだ． 

 第 1 部第 2 章では，第 1 章で社会問題化する過程で日本人「慰安婦」という存在がどの

ように性格づけられたのかを探ることとの関連上，社会問題化される以前と社会問題化の

最中に発信された，「慰安婦」であった日本人女性の語りとされるテクストを抽出する．新

聞・雑誌の記事やルポルタージュとして出版された書籍，運動体の発行物などを資料とし

て扱う．それらの語りが社会問題としての〈従軍慰安婦問題〉において参照された形跡が

あるかどうかは，日本人「慰安婦」の被害者性が考慮されたか否かという側面をとらえる

上で欠かせない要素となる． 

 第 2 部は，性暴力を問題にするフェミニズムの視点を有していた運動の言説において日

本人「慰安婦」がどのように語られ実体化されてきたか，各種資料を対象に言説分析によ

る実証的な考察をおこなう．第 3 章ではフェミニズム運動が「慰安婦」について何を問題

にしてきたか探る．1970 年代より「慰安婦」に言及することのあったウーマン・リブ運動，

運動体「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」，「アジアの女たちの会」の発行物から関連する

テクストを扱う．なかでもウーマン・リブ運動は強姦などの性暴力にジェンダーをめぐる

支配関係を読み取り，性暴力を男性の女性に対する性支配ととらえて対抗言説を紡いでき

た点で本研究の分析対象として重要である．また，「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」も

1970 年代のフェミニズム運動の中心的な存在としてやはり注目に値する．それらの動きよ

り数年後に始まる「アジアの女たちの会」は，日本企業の経済的侵出を受け搾取されるア

ジアの人々との交流を進め，「アジアの被害者」と連帯する基盤を築いた点で「慰安婦」問

題解決運動のような国際的な連帯による運動を先取りしていた．それはアジア各地の人々

の窮状を日本の加害との関連で文脈化し，ナショナリティごとに人々のポジショナリティ

を理解する運動である．そこで日本人の被害者という存在が語られていたかどうかの確認

作業は，本研究を進めるうえで有用な判断材料を導き出すであろう． 

 第 2 部第 4 章では 1990-1993 年の時期の「慰安婦」問題解決運動の運動体の発行物を資

料に分析を進める．また，当時運動体に関わっていた人々にインタビューして見えてきた

内容も適宜参照する． 

 第 2 部の各章で試みる実証的な考察は先行研究にはないオリジナルな作業となり，日本

で「慰安婦」制度を性暴力の観点から問題視した言説がどのような視点を伴うものであっ

たか，その一部を明らかにすることから，女性運動史の分野に対しても貢献できると考え

る． 

 第 3 部第 5 章では，第 1 部で分析した〈従軍慰安婦問題〉における日本人「慰安婦」被

害者の扱いと第 2 部の言説分析の結果を踏まえ，被害者性が不問にされるメカニズムを分

析する．フェミニズムの視点を持つ「慰安婦」言説であっても日本人「慰安婦」の被害者
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性を語ることに必ずしも積極的ではなかった面をとらえつつ，1970 年代日本のフェミニズ

ムの知見が日本人「慰安婦」の被害者性を訴える言葉に分節化されうる可能性を検討し，

今後の議論の発展に寄与したい． 

 最後に補論として，本論で重点的に論じる内容とはならないが，日本人「慰安婦」の被

害者性を論じる際に関連してくる議論を提示する． 

 

3. 用語について 

 本論に入る前に，本研究で使用する用語について補足しておきたい．先行研究の多くは，

日本軍将兵の性の相手をさせられた女性たちを「慰安婦」と呼ぶのは当事者にとっては侮

辱そのものであり，実態に合わないため問題であるということを議論の前提にしている．

しかし，「慰安婦」がすでに広く知られた言葉になっており，また「慰安婦」として扱われ

た事実を問題視するためにも避けることのできない言葉であるという見方などから，問題

意識を含みつつ「慰安婦」という用語が使用されてきた（鈴木 1993: 7-8; 吉見 1995a: 10-1; 

大越 1998: 95-9）． 

 「慰安婦」被害者として扱われてきた当事者自身，「慰安婦」が堪え難い呼称であること

を訴えてきた．共産党員として抗日活動をしていた中国人の万
ワン

愛
アイ

花
ファ

さんは，1943 年に三度

に渡り日本軍に捕らえられた．彼女は共産党員の名前を言うよう迫られ抵抗したことによ

り，三カ月14の間監禁され拷問を受け，兵士たちに集団で強姦された被害経験を持つ．万さ

んのように政治活動をしていたがゆえにターゲットにされ性拷問を受けたケースは，「慰安

婦」にさせられるために「慰安所」に連行されたケースとは性質が異なり，厳密には彼女

の経験は「慰安婦」にされた被害ではなく，日本軍の戦時性暴力の被害というべきもので

ある．しかし 1990 年代前半の〈従軍慰安婦問題〉において，日本軍に連行され一定の場所

で強姦され続けたケースは総じて「慰安婦」被害として理解されており，万さんは運動関

係者からも「慰安婦」被害者として扱われてきた15．彼女は「慰安婦」であったと中国国内

でも認識されるようになった結果，地域の人々から蔑視されるようになったとして，日本

の証言集会16で次のように発言した． 

 

 私は「慰安婦」ではありません．私は身も心もきれいです．私は「汚い女」ではあ

りません．それなのに，祖国で子どもたち（世話をしてくれる義理の若い者たち），ま

わりの村の人たちが，すごく冷たい目で私を見るようになりました．（万 1997: 37） 

 

 万さんに付き添い集会に参加した何
ハー

清
チン

さんは，「誇り高い中国の女性が，そんな人〔日本

の「鬼」〕たちに対して『慰安』をするわけがありません．中国のごく普通の民衆が『慰安
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婦』という言葉を聞くと，万さん同様，たいへん反感を抱きます」（何 1997: 31）と述べた．

このように，被害者からも被害国の支援者からも，「慰安婦」という呼称への反発が起こっ

てきたのである． 

 「従軍慰安婦」という用語の妥当性についても検討が重ねられてきた．女性史研究家で

〈従軍慰安婦問題〉をめぐる運動に積極的に取り組んでいた鈴木裕子は，1992 年に行った

講演で「従軍慰安婦」という言葉に引っかかりを感じているという心情を明かし，その理

由として「従軍」には「軍にみずからしたがってついていくという意味合い」があり，「慰

安婦」に関しては「当時の軍の都合によってつくった言葉」であるからだと述べた（鈴木 

[1992] 1993: 7-8）．運動体の間でも「従軍」という言葉に自発的というニュアンスが含まれ

ており適当ではないという観点から「軍慰安婦」「軍隊慰安婦」などの用語が使用され，ま

た女性が兵士を「慰安」したのではないという批判から「軍用性奴隷（制）」という用語も

打ち立てられた（吉見・林 1995: ⅳ）． 

 運動の国際会議の名称にも変遷があった．韓国挺身隊問題対策協議会の主催で始まった

「アジア連帯会議」の正式名称は，第 1 回17は「挺身隊問題アジア連帯会議」，第 2 回18は

「強制従軍慰安婦問題アジア連帯会議」，第 3 回19以降は「日本軍『慰安婦』問題アジア連

帯会議」と改められた． 

 韓国人の「慰安婦」被害者である李
イ

容
ヨン

洙
ス

さんは，「従軍」は「進んで日本軍といっしょに

行って，日本軍を喜ばせながら，協力して戦争をするようにした」という意味であると知

人から聞き驚いたと証言集会20で述べながら，次のように日本語で語っている． 

 

 〔日本は〕泥棒に入って，そのうえ女の子たちを泥棒して，強制連行して，「慰安婦」

にさせたんです．それなのに，私たちが自ら進んで軍隊について戦地に行って，日本

軍を喜ばせながら協力して戦争をするようにした，軍隊を慰安するためにセックスを

行なった女たちと呼ぶとは，それはあまりにひどい話じゃないか．それは私たちを冒

涜することじゃないか．私たちを二度殺すのかと思って，私その時とても怒りました．

（中略）ほんとにここは「強制」を付けないといけないです．「強制従軍慰安婦」とい

うふうに．私がこうして証言するのは，強制連行された被害者だからです．私たちは

好んで軍についていったわけではなくて，強制的に連れて行かれたんだ．そのような

「従軍慰安婦」という言葉をつけるのは，人間泥棒，少女泥棒という事実を隠すため

でしょう．日本は，国を奪っていくと同時に，性を奪っていった，そんな泥棒である

と思います．（李容洙 1997: 69-70） 

 

 このように，被害者からもその使用法が抗議されてきた「従軍慰安婦」の語であるが，
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本来は「自発的」という意味合いはない（吉見 1995a: 10）． 

 「慰安婦」とされた女性たちの「被害」を認めない右派も，この言葉をあげつらいの対

象としてきた．もともと「従軍慰安婦」は 1973 年に出版された千田夏光著『従軍慰安婦』

の題名から定着したとされる呼称である（「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ，

心に刻む集会」実行委員会編 1997: 144）．「自由主義史観」を唱え「慰安婦」の被害者性を

否定した藤岡信勝は，「従軍慰安婦」は千田が使い始めた俗語であり，「従軍」という言葉

は軍属という正式な身分を示すが，「慰安婦」は軍属ではなく民間業者が連れ歩いた娼婦で

あるため，不適切な言葉であると主張した（藤岡 1996: 58-9）． 

 それに対し千田は「従軍」は軍属であることを意味しないと藤岡の誤りを指摘し，「従軍

とは軍隊に従って戦地に行くことであり，それ以上の意味もそれ以下の意味もない」（千田 

1997: 57）と反論している．本稿では「従軍」の語意に関する千田の見解を支持するが，被

害当事者が不快感を抱いてきた事実がある以上，文脈上そう述べる必要がある場合を除き

「従軍慰安婦」の用語は使用しないことが望ましいと判断し，「慰安婦」の用語を使用する． 

 「慰安婦」という言葉を拒絶する被害者の心情も汲み取りたいが，「慰安婦」とは彼女た

ちが実際にそのように呼ばれていた歴史用語であり21，日本軍が女性を「慰安」する主体と

して扱った事実を表すため，議論に欠かせない用語でもある．よって，本稿では先行研究

に倣い，批判の意味を込めてかぎ括弧をつけて「慰安婦」と表記する．ただし〈従軍慰安

婦問題〉に関しては，マスメディアで「従軍慰安婦問題」と表記されることが多かったこ

とを受け，「慰安婦」にかぎ括弧をつけずに記す．〈朝鮮人従軍慰安婦問題〉についても同

じ理由により同様の扱いとする． 

 本稿では「慰安婦」被害者を日本軍による組織的な性暴力の被害者とみるフェミニズム

の視点を堅持する．そのため，「慰安婦」にたとえ「慰安」しようと努めていた女性がいた

としても，軍の都合で身体を性行為のために拘束されていた状況とは，客観的にみれば国

内外から指摘されてきたように「性奴隷」状態であったと考える．米 AP 通信は 1992 年 1

月から「従軍慰安婦」の訳語を”sex slave”に統一した（『毎日新聞』1992.12.26 夕刊）．1997

年 4 月に国連人権委員会において採択された「クマラスワミ国連報告書」は，国際法の観

点から日本政府の法的責任を述べ，補償に関する勧告をした．この報告書では「慰安婦」

制度は「軍事的性奴隷制」（「軍性奴隷制」）であると表現された（Coomaraswamy 1996）．

また 1998 年 8 月に国連人権委員会差別防止・少数者保護小委員会で採択された「ゲイ・マ

クドゥーガル報告書」22・付属文書では，「慰安婦」は「性奴隷」（sexual slave），「慰安婦」

制度は「性奴隷制」，「慰安所」は「強姦所」（rape center）と表現された（McDougall 1998）． 

 その他，アジア連帯会議の名称にみられるように「日本軍『慰安婦』制度」と加害主体

を明確にした方が正確であるとみる向きもある．この点に関して，本稿においては「慰安
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婦」という概念は日本社会が生み出した日本固有のものであるととらえるため23，特に必要

がない限り，用語を記述する都度「日本軍」という主体を明記することはしない． 
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第 1部 〈従軍慰安婦問題〉構築の様相 

第 1章 〈従軍慰安婦問題〉の諸相 

1. 「慰安婦」制度の概要 

はじめに 

 本節では「慰安婦」制度の概要を示す．まず用語について若干の補足をしておきたい．「『慰

安婦』制度」とは，戦時中よりある名称ではなく，1990 年代以降蓄積されてきた研究群に

おいて，しばしば使われてきた用語である24．日本軍が戦争遂行のために女性を「慰安婦」

として利用した方策を「慰安婦」制度という25． 

 社会学的考察を試みるにあたって「『慰安婦』制度」という用語を用いるからには，それ

が特定の部隊や一部の将兵に限られた個別の事例なのではなく，女性を「慰安婦」として

利用するという行動様式が，組織的に制定・維持されていたといえるものでなければなら

ない．E. デュルケムは「制度」を「集合体によって確立されたあらゆる信念や行動様式」

（デュルケム 1895=1985: 43）であると述べた．本章で示すように，日本軍には「慰安所」

を設置して将兵の性の処理をさせることが合理的であるとみる信念があった．将兵たちは

「慰安所」行きを上官から推奨され，利用規程に基づいて利用した（吉見 1995a: 136-40）．

こうした軍の判断や将兵たちの行動様式は，男性には性欲の発散が不可欠であるという本

質主義的思考に基づくものであり，それは「肉体的差異に意味を付与する知」（Scott 

1988=1992: 16）であるジェンダーという制度に裏打ちされている．「慰安所」／「慰安婦」

を利用するという行動様式がたしかに確立されていた事実に鑑みれば，「『慰安婦』制度」

という用語の使用法は社会学的文脈において適切であるといえるだろう． 

 以下参照する歴史記述は，「慰安婦」問題解決運動の関係者が概ね「事実」と認識し議論

の拠り所としてきた歴史記述であり，「自由主義史観」を称する歴史観に基づく議論は史実

としては扱っていない．なぜなら「自由主義史観研究会」代表の藤岡信勝ら自由主義史観

派は「男性中心主義，自民族中心主義，したがって人権無視の女性観を持っていると言わ

ざるを得ない」（中村 1997: 13）特徴を持っていた一派であり，国家にとって不名誉となる

歴史認識を退け，「慰安婦」とされた女性を「被害者」とは認めなかったからだ26．本研究

では「慰安婦」とされた女性を「被害者」とみなす視点を持つ議論や運動の場における日

本人「慰安婦」の排除について考察するため，そうした被害者に寄り添う運動の現場で参

照された歴史観を議論の前提にとらえておきたい．論者により細部に見解の相違がみられ

る場合もあると考えられるが，本稿の構成上詳細に立ち入る余裕がないため，あくまで骨
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子を概観するに留め，運動体の理解の背景を掴むことを重視する． 

 

「制度」化の過程 

 資料によって確認される最初の慰安所は，1932 年に上海で開設された海軍用の慰安所で

ある．陸軍も 1932 年に海軍に続き開設した．ともに第一次上海事変のときに設置された（吉

見 1992: 26-7, 1995: 14）．上海派遣軍の兵站病院に勤務していた麻生徹男軍医は 1938 年初

め頃，陸軍慰安所に入れられる予定の「婦女子百余名」の「身体検査」をおこなうよう命

を受けたと手記に綴っている（麻生 1977: 59, [1986] 1992: 41）．慰安所には(1)軍直営の慰

安所，(2)軍が監督統制する軍（軍人・軍属）専用の慰安所，(3)一定時期，軍が民間の売春

宿などを兵員用に指定する軍利用の慰安所で，軍に特別の便宜を図るが，民間人も利用す

るもの，(4)民間の売春宿というタイプがあった．(1)と(2)が純粋に軍慰安所となる（吉見編 

1992: 27-8）．1937 年の日中戦争の全面化とともに慰安所が急増したが，原因は南京での日

本軍人による強姦事件が多発し中国人や諸外国からひんしゅくを買ったためだといわれる

27（吉見編 1992: 28）． 

 吉見は複数の資料28を参照し，慰安所の設置と女性の徴集の指示は，第一次上海事変のと

きは上海派遣軍が，日中戦争の初期には中支那方面軍が，1941 年の対ソ戦準備の「関東軍

特殊演習」（関特演）の際には関東軍が出していたと述べている．関特演の際には朝鮮総督

府も協力したとみられる29．これらのことから，陸軍では各派遣軍（作戦軍）の最高指導部

（参謀部）が指示していたといえる．各派遣軍は天皇に直隷し，軍令（作戦）関係は参謀

総長の，軍政関係は陸軍大臣の区処を受けていた（吉見 1995b: 17）． 

 「慰安婦」の徴集方法には二通りあり，第一は派遣軍が現地で女性を集める方法で，第

二は日本・朝鮮・台湾から徴集してくる方法であった．第二の方法に関しては二通りのや

り方があり，一つは派遣軍が独自に選定した担当者または業者を日本・朝鮮・台湾に送り，

女性を集める手法である．もう一つは，派遣軍が日本の内地部隊や台湾軍・朝鮮軍に要請

し，業者を選定させ，その業者が女性を集めるという手法である（吉見 1995a: 41-2）．業

者の渡航は，業者が在華公館または軍の証明書をもっていれば許可された（吉見編 1992: 

37）． 

 では，業者が「在華公館または軍の証明書」を持っていれば法的には問題なく女性を移

送することができたのだろうか．また，女性は連れていかれる先で何をさせられるのか知

っていたのだろうか．政治問題となった〈「慰安婦」問題〉をめぐっては，保守政治家の「軍

や官憲による〔女性の〕強制連行はなかった」30という言い回しにみられるように，「業者」

が連行したのだから軍や国が非を問われるものではないという印象を与え，女性は「強制

連行」されたのではないから，貧困などの事情で慰安所行きを「合意」したのだとみなせ
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る余地を暗に含む言説が生産され続けている．しかし「軍や官憲による強制連行はなかっ

た」という言述は，責任回避のレトリックにすぎない．後述するように，軍は率先して女

性を調達しようとし，内務省も軍の「慰安婦」調達に便宜を図ったからだ． 

 しかも現在では，「慰安所」に入れられた女性たちが決して「合意」していなかったこと

を示す公文書の存在も明らかにされている．1932 年，上海に設置された海軍の「慰安所」

に日本人女性が騙されて入れられるという事件が起こった（「長崎事件」）．これについて

1936 年 2 月 14 日に長崎地裁が被害者の移送に関わった業者およびその妻など関係者を有

罪と認める判決を出した31．同年 9月 28日に長崎控訴院も地裁判決を支持する判決を出し32，

1937 年 3 月 5 日に大審院判決が出て有罪が確定している33．詳細は法律家の戸塚悦朗の解

説に詳しいが，被告人らは女性が従事するのが「醜業」であることを告げず「女給又ハ女

中ト欺罔シテ」上海に移送しようと協議したと地裁判決で認定されている（戸塚 2004b: 53）．

同事件では，「海軍指定慰安所」という名称の施設を開設するために被告らが謀議していた

ことから，被告人と海軍軍人の間の共謀関係が疑われる（戸塚 2004a: 36） 

 また 1933 年には，日本軍将兵向けの「カフェー」を開業するために，「女給」にする目

的で未成年の I ほか数名の女性を静岡県から「満州」に移送する事件が起こった（「静岡事

件」）．「女給」といっても予定されていた営業内容からして「慰安婦」である．この事件に

ついて，大審院が長崎事件よりも先に有罪を認める判決を出しており34，現在のところ，こ

の大審院判決は「慰安婦」関連の国外移送目的誘拐罪の成立を認めた最初の公文書とされ

ている（前田 2012）． 

 ただしこれらの判決は，当然公的に存在していたのだが，1992-1993 年頃にはまだ吉見

ら研究者や運動体の人々には知られていなかった35．よってこの事件の内容は日本人で「慰

安婦」にさせられた女性たちの被害を伝えるものであるとはいえ，1990 年代前半の段階で

は被害実態としては認識されておらず，本稿で注目する〈従軍慰安婦問題〉を構成する言

説には組み込まれていない． 

 戸塚は長崎事件判決の内容から，「慰安婦」被害者の連行が起こり始めた当初は，日本内

地の司法機関，警察・検察・裁判所がそれを犯罪と認め，摘発し，被害の拡大の防止のた

めにまじめに対応したと分析する（戸塚 2004a: 37）．しかし，摘発しようとする対応があ

ったのは初期の頃に限ってのことであった．これには戸塚が指摘するように（戸塚 2004a: 

39-41），主に次の二点の資料の存在が深く関わっている． 

 まず一点は，内務省警保局長より 1938 年 2 月 23 日付けで東京府知事を除く各庁府県長

官宛てに発出された「支那渡航婦女の取扱に関する件」（以下，「警保局長通牒」）という通

牒である．この警保局長通牒は，「醜業」を目的とする女性の渡航について，現に「内地」

で事実上「醜業」を営む者，要するに売春婦であり，満 21 歳以上の伝染性疾患のない者で，
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かつ華中・華北に向かう者に限って当分の間黙認し，身分証明書を発給すると告げた．身

分証明書の申請は「醜業」を目的として渡航しようとする婦女本人が警察署でおこなうと

も規定している．そして正規の許可あるいは在外公館などの発行する証明書を持たない者

の募集周旋は認めないとしており，吉見はこれにより「周旋業者の背後に多くの場合軍が

おり」（吉見編 1992: 33），「慰安婦の徴集に，軍・警察・外務省（在外公館）が深くかかわ

っていた」（吉見 1992: 10）と指摘している． 

 渡航する女性が「内地」で「醜業」を営む「満 21 歳以上」に限定されているのは，日本

が加入していた「婦女売買に関する国際条約」36の年齢規定に違反しないようにするためで

ある．しかし，日本政府は朝鮮・台湾・関東租借地には条約が適用されないよう手続きを

とっていた37．そのため，「大量の慰安婦が植民地から徴集されることとなった」（吉見編 

1992: 36）．また吉見は，多くの朝鮮人女性が徴集の対象となったことに関して「朝鮮の人

口が台湾のそれに数倍することにくわえ，中国が一貫して主要な戦場であったために，中

国人の同胞である台湾人よりも朝鮮人の方が慰安婦とするのに望ましいと考えたからだと

思われる」（吉見 1995a: 166）という見解を示した． 

 この警保局長通牒は，軍の指示を受けていないまま独自に動こうとする民間業者の取り

締まりも意図しており，「皇軍の名誉」を守るという目的があったと吉見は解説した（吉見

編 1992: 32-3）．陸軍だけでは円滑な運営はできないので，「おもに慰安婦の徴集・移送に

関して，関係する国家機関が協力していた」（吉見 1995a: 40）ことを示す資料として位置

づけられてきた． 

 もう一点の資料は，警保局長通牒が出された 9 日後の 1938 年 3 月 4 日，陸軍省兵務局兵

務課の起案で，陸軍省の副官より北支那方面軍及び中支派遣軍参謀長宛てに発出された「軍

慰安所従業婦等募集に関する件」（以下，「副官通牒」）である．吉見はこの通牒が，後に参

謀総長となった梅津美治郎陸軍次官（当時）の決済印や今村均兵務局長の決済印のある重

要な文書であると指摘する．この副官通牒で陸軍省は，ことさらに軍部の諒解があると告

げ「慰安婦」を集める業者がいること，従軍記者・慰問者などを介して不統制に行われて

いること，「募集」の方法が誘拐に類していることなどの問題を指摘し，「慰安婦」の募集

を派遣軍が統制し周旋業者の人選を周到に行い，関係地方の憲兵・警察との連携を密にす

るよう指示している．吉見はこれを「各派遣軍はもっと深く，周到に徴集に責任をもて，

と指示している」（吉見編 1992: 32）ものと解説した． 

 ところが〈「慰安婦」問題〉をめぐり歴史観論争が激化した 1997 年，小林よしのりや藤

岡信勝ら自由主義史観派は，この副官通牒は軍が「強制連行」しようとする悪質な業者を

取り締まる「よい関与」をしていた証拠だと，吉見の見解と対立する解釈をした．それに

対し上杉聰は，副官通牒は「強制連行」の事実があったことを示しており，背後に軍部が
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あると反論した（上杉 1997: 78）． 

 歴史学者の永井和はこの歴史観論争が前提とした「強制連行」があったという前提を覆

し，警察は「強制連行」の事例を 1 件の例外38を除き，つかんでいなかったという見方を提

示し（永井 2007: 399），副官通牒は「内務省の規制方針にそうよう慰安婦の募集にあたる

業者の選定に注意をはらい，募集にあたっては地元警察・憲兵隊との連絡を密にとるよう

に命じた出先軍司令部向けの指示文書であり，そもそもが『強制連行を業者がすることを

禁じた』取り締まり文書などではない」（永井 2007: 400）とした．この通牒は「慰安婦の

募集と渡航を合法化するとともに，募集業者を規制して軍=国家と慰安所の関係を隠蔽化せ

んとするもの」（永井 2007: 429）であったという． 

 永井によれば，前述の警保局長通牒は内地の地方警察に対して「慰安所開設は国家の方

針であるとの内務省の意向を徹底し，警察の意思統一をはかることを目的としてとられた

措置であり，慰安婦の募集と渡航を合法化すると同時に，軍と慰安所の関係を隠蔽化する

べく，募集行為を規制するよう指示した文書」（永井 2007: 399）ということだ．警保局長

通牒が出される直前までは，地方の警察には軍が「慰安所」に入れる女性を集めていると

いう情報が周知されておらず，また警察にとってもそのようなことは社会通念上信じ難か

った．ゆえに業者が軍から女性を集める依頼を受けたと公言し「募集」活動をしているこ

とを不審に思った警察は，社会における「皇軍ノ威信ヲ失墜」39させることであると憂慮し，

業者を取り締まろうとする動きをみせていた（永井 2007: 425）． 

 しかし各地の警察が業者を取り締まると軍が必要とする「慰安婦」の徴集ができなくな

ってしまう．そこで内務省や陸軍省としては，地方の警察の場における混乱を収拾し，か

つ「皇軍ノ威信ヲ失墜」させずに女性を集めるべく，警保局長通牒と副官通牒を出したと

いうのが永井の理解である（永井 2007: 425）．つまり通牒が取り締まりの対象としたのは

「強制連行」の言葉に象徴されるような業者の違法な募集活動ではなく，業者が「軍が慰

安所を設置し，慰安婦を募集していると宣伝し，知らしめること」（永井 2007: 427）であ

った． 

 ここで戸塚の議論に立ち戻り，1937 年 3 月 5 日に出た大審院判決の影響に焦点を当てた

い．戸塚は大審院判決で有罪が確定したこの事件は政府関係者，具体的には政府中枢部だ

けでなく軍，外務省，司法省，内務省・警察関係者らに広く知られていたはずなので，永

井の「警察は軍『慰安婦』の『強制連行』（拉致ないし誘拐）の事例を 1 件もつかんでいな

かった」という結論には無理があると指摘している（戸塚 2004a: 39）．むしろ政府は大審

院判決を受けたことにより「慰安所」への女性の「拉致」の問題の対応を迫られたのでは

ないかというのが戸塚の論点である（戸塚 2004a: 39）． 

 戸塚は大審院判決以降の流れを以下のように説明する．外務省が 1937 年 8 月 31 日に「不
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良分子の渡支取締方に関する件」という外務次官通達で中国への渡航を制限し，渡航には

所轄警察署長の発行する身分証明書が必要になったが，それは女性の「拉致」問題への対

応のためであった．永井論文で挙げられた資料から窺えるように（永井 2007: 400-1），各

地の警察は「慰安婦」を集める業者を不審に思い，調査をしていたと考えられる．ところ

が警察の動きに対し，内務省は売春目的の女性の渡航や関係業者の渡航を厳しく制限する

のではなく，あろうことか先述の警保局長通牒で「必要已ムヲ得ザルモノ」と認めてしま

った．この段階で内務省は，軍と連絡が取れている場合は，「慰安婦」として移送される女

性については刑法 226 条の誘拐罪を適用せず不処罰とすることを決定し，全国の警察当局

に通達した．これをもって「『不処罰』の歴史が始まった決定的瞬間となったと思われる」

（戸塚 2004a: 40）と戸塚は分析しており，以上の経緯の下，警保局長通牒が「慰安婦」制

度確立の大きな転換点となったとみている（戸塚 2004a: 39-40）． 

 ところで，警保局長通牒では「軍ノ諒解又ハ之ト連絡アルガ如キ言辞其ノ他軍ニ影響ヲ

及ボスガ如キ言辞ヲ」弄することを禁じている．戸塚はこれについて，業者は軍の諒解が

あると言わなければ女性を移送できるということであり，軍の「慰安所」に行くと告げず

に女性を騙して移送することになったと解説する．このような詐欺的方法による連行は刑

法 226 条の誘拐罪にあたり，「慰安婦」にさせられた女性は全員が誘拐罪を構成する犯罪の

被害者だということになる（戸塚 2004a: 40-1）．軍の指令による連行であるので，「まさに，

国家犯罪そのもの」（戸塚 2004a: 41）という結論が導き出される．しかし，内務省と軍が

大審院判決の判例を無効にする措置をとった以上，司法官憲の努力は実らず，軍人や軍が

統制する業者を検挙・訴追することが困難になったと考えられる．警察が摘発せず，事件

を送致してこないからだ（戸塚 2004a: 41）． 

 1938 年 2 月に出された警保局長通牒により「『不処罰』の歴史」（戸塚 2004a: 40）が始

まったという戸塚の視点は，永井の議論を継承するものでもある．永井は 1937 年末から翌

2 月までにとられた軍・警察の措置，つまり各地の警察の動きを受けた内務省が警保局長通

牒で「醜業ヲ目的トスル婦女ノ〔華中・華北への〕渡航」を「必要已ムヲ得ザルモノ」と

合法化し（永井 2007: 426），副官通牒で「慰安所と軍=国家の関係の隠蔽化方針」を徹底

させようとし，「軍の依頼を受けた業者は必ず最寄りの警察・憲兵隊と連絡を密にとった上

で募集活動を行なえ」と指示して業者の活動を警察の規制下におこうとしたことにより（永

井 2007: 428），「国家と性の関係に一つの転換が生じた」（永井 2007: 429）という変化を

みている．永井はこの「転換」について，政府がみずから「醜業」視していた売春を，「軍

紀と衛生のための必須の」「性的労働力」として戦時体制に取り込み，女性の供給に手を染

めるようになったという質的変化をとらえている（永井 2007: 429-30）． 

 ここで警保局長通牒にある，売春を目的とする女性の渡航は 21 歳以上の売春婦に限ると
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いう指示が守られていたのかどうかという点に注目すると，「厳密に守られているとはいい

がたい状況であった」（吉見編 1992: 38）．『資料集』資料 840からは，北海道の旭川警察署

が発行した身分証明書を持ち，中国の山海関を通過した芸妓 4 名のうち 3 名が満 15 歳，16

歳，17 歳の未成年であったことがわかる（吉見編 1992: 38）． 

 以上が内地から華中・華北へ女性が「慰安婦」として送出されるようになった経緯の概

要であり，日中戦争の全面化で「慰安所」が大量設置されていく背景である．日本から日

本人女性が連れていかれるだけでなく，日本に住んでいた朝鮮人女性も連れていかれてい

るが，吉見の指摘するように，朝鮮人女性の場合は特に内務省警保局長通牒の「満 21 歳以

上」の「売春婦」という基準が守られない傾向があった（吉見 1995a: 91）． 

 朝鮮・台湾から女性が「慰安婦」として中国に移動する場合は，「渡航証明書」を総督府

の下の各警察署が発行していたが，発見された資料から確認できる証明書発行数は少なく41，

証明書なしでも移動できていたケースを念頭に置く必要がある（吉見 1995a: 40）．1941

年 7 月以降の対ソ戦準備の関東軍特殊演習（関特演）の際に朝鮮人女性が「慰安婦」とし

て「満州」に送られたとされるが，「満州」行きには渡支身分証明書は必要なかった．また

1942 年からは夥しい数の女性が「慰安婦」として南方に送られるが，警察の証明書は必要

ではなかったと吉見は分析する（吉見編 1992: 47-8）． 

 1941 年 12 月にアジア太平洋戦争が開始されると，日本軍が占領した東南アジア，太平

洋の各地に慰安所が設置されていった．吉見の記述を参考にまとめると，陸軍省では 1942

年以降，派遣軍ではなくみずからが慰安所設置に乗り出すようになり，「慰安婦」にされる

女性や業者がそれらの地域に渡航する場合は，軍の証明書のみで渡航できるようになった．

海軍では「慰安婦」を「特要員」と呼び，海軍省が東南アジア・太平洋方面への「慰安婦」

の配置と慰安所運営方針を決定した（吉見 1995a: 65-73）．戦後首相となる中曽根康弘は，

海軍の主計将校であった時期に慰安所を開設した経験を次のように記している． 

 

 三千人からの大部隊だ．やがて，原住民の女を襲うものやバクチにふけるものも出

てきた．そんなかれらのために，私は苦心して，慰安所をつくってやったこともある．

かれらは，ちょうど，たらいのなかにひしめくイモであった．（中曽根 1978: 98） 

 

 このように，〈従軍慰安婦問題〉以前は国会議員がかつて慰安所を設置したことを臆面も

なく語っていた．軍みずからが，また業者を利用して，慰安所を設置していた状況が浮か

び上がるが，朝鮮軍42司令部が「慰安婦」を集める資金を業者に工面したことを窺わせる事

例43（吉見編 1992: 458-64）もあるなど，軍は「慰安婦」制度実施の主体として，深く責

任を負う組織であった． 
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 アジア太平洋戦争の時期に海外に出動した部隊は最大 350 万であり，この時期は未成年

者の連行や詐欺，暴行，脅迫，権力濫用，その他一切の手段による連行が大規模に行われ

たと考えられる（吉見編 1992: 48）．〈従軍慰安婦問題〉をめぐる言論が活発であった 1990

年代初期の段階で，慰安所があったことが確認されていた地域は，中国，香港，フィリピ

ン，マラヤ，シンガポール，英領ボルネオ，インドネシア，沖縄，小笠原諸島父島，フラ

ンス領インドシナ，ビルマ，スマトラ島，トラック島，ニューブリテン島，ニューギニア，

台湾（吉見編 1992: 51），日本，タイ，マカオ（内閣官房内閣外政審議室 1993a）などで

ある． 

 なお，永井は慰安所が野戦酒保44の付属施設として設置されたことを指摘している．1937

年 9 月 29 日制定の陸達第 48 号「野戦酒保規定改正」という陸軍大臣が制定した規則で，

「野戦酒保ニ於テ前項〔酒保が日用品飲食物等を販売するという内容〕ノ外必要ナル慰安

施設ヲナスコトヲ得」という項目が加わった（永井 2007: 432）．慰安所を設置した主体が

軍であることがこの規則からもわかる． 

 

2. 〈従軍慰安婦問題〉出現に至るまで 

2.1. 「問題」と「被害」の発見 

 「慰安婦」制度が問題であるとみなされ始める以前から，「慰安婦」は語られてきた．国

立国会図書館のデータベースで終戦後から 1960 年代の期間で「慰安婦」の語を検索すると，

2 件の書籍がヒットする．一冊は 1953 年に富田邦彦編『戦場慰安婦』というもので，これ

は味坂ミワ子（仮名）という女性の「慰安婦」経験を綴った手記の形をとっている．もう

一冊は，日本人「慰安婦」だった女性として後に知られる城田すず子さん（仮名）の自叙

伝『愛と肉の告白』であり，1962 年に出版されている． 

 女性のためのアジア平和国民基金45は事業の一環として『「慰安婦」関係文献目録』を刊

行した．これには上記二冊は含まれておらず，そして必ずしも「慰安婦」に焦点が当てら

れた文献ばかりを採録しているわけではないが46，同じ終戦後から 1960 年代の期間で出版

された関連書籍を確認すると，45 冊あることがわかる．なかでも近代戦史研究会編（1965）

『女の戦記 1――朝鮮人慰安婦金春子手記』は，正面から「慰安婦」を扱っている． 

 これら 3 冊は，どれも詳しい叙述で埋められているが，城田さん以外は実在した女性の

経験なのかどうかはわからない．ただし，金春子の手記は後述する尹貞玉の 1990 年発表の

「挺身隊取材記」で資料として参照されているため，「慰安婦」制度の実態として尹貞玉が

再構築した「事実」に組み込まれている．また，城田さんの『愛と肉の告白』は本人が執

筆したものではなく，城田さんを支えた牧師の深津文雄が療養中の彼女に「ひとりの奉仕

女47をつけ，口述を筆記させた」（深津 1971: 3）テクストを元に，出版社がポルノ的な脚
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色をして刊行している．城田さんの自叙伝としては 1971 年に日本基督教団出版局から出版

された『マリヤの讃歌』48の方が運動体の間でも有名であり，こちらは慎ましい表現に整え

られている．いずれにしても，悲話や「更正」の美談としてのテクストであり，戦後補償

を求める主体として被害者性を強調する性質のものではない． 

 「慰安婦」制度が解明すべきものとして対象化されるようになったのは，アジア太平洋

戦争を侵略戦争とみる視点や朝鮮への植民地支配を日本の帝国主義の問題としてとらえる

視点の現れなど，歴史観の変化が背景にあると考えられる．たとえば日韓会談反対運動に

関わった運動体かつ研究機関である日本朝鮮研究所49の関係者らが 1964 年に『日・朝・中

三国人民連帯の歴史と理論』を刊行しており，この本では関東大震災時の虐殺や強制連行

の問題などと並んで「慰安婦」制度が取り上げられている（安藤ほか編 1964: 48-50）． 

 そのような歴史観が一部で醸成される傍ら，「慰安婦」制度の過去を掘り起こし，多くの

著作を発表するという突出したはたらきをなしたのが以下にみる千田夏光である． 

 

千田夏光のテクスト 

 毎日新聞の記者であった千田夏光は，毎日新聞社が発行した写真集『日本の戦歴』50の編

集を担当した際に，「兵隊とともに行軍する朝鮮人らしい女性」など数十枚の女性の写真を

発見し，「慰安婦」なる女性の存在を知った（千田 1973: 215）．そして，独自に旧日本軍関

係者等に聞き取り調査を始め，「慰安婦」とされた女性も数名探し出し，聞き取りを行った．

初めは週刊誌に「慰安婦」の記事を執筆していたが，1973 年に代表作『従軍慰安婦』を刊

行した．これは「慰安婦」制度を日本軍の問題としてとらえ，その実態を体系的に解明し

ようとしたルポルタージュの先駆けである．翌 1974 年には『続・従軍慰安婦』が出版され

ており，千田によると正・続合わせて 50 余万部が売れたが，書評は『赤旗』に載った程度

で，あまり話題にはならなかった．主な読者は元兵士だったという（千田 1977: 52）． 

 それでも千田のテクストは影響を与えた．千田は『従軍慰安婦』出版当時は女性からの

反響は皆無に等しく，唯一の例外として日本キリスト教矯風会の高橋喜久江が問題提起を

受け止め「よく書いてくださった」と言ってきたと回想している（千田 1997: 53）．実際に

は，後に「慰安婦」問題解決運動の中心的存在の一人となる松井やよりや，後述するキー

セン観光反対運動の関係者たち，そしてウーマン・リブの運動誌に『従軍慰安婦』批評を

書いた丸山友岐子など，細々とではあれ，フェミニズム運動関係者には当時から読まれて

いた（松井 1974; キーセン観光に反対する女たちの会 1974; 丸山 1977）．また朝日新聞

の記事からは，〈従軍慰安婦問題〉激化の 1990 年代前半を中心に，千田が「慰安婦」に関

する市民向けの講演を複数回請け負っていたことがわかるが51，その頃には当然，「慰安婦」

制度の研究を始めた歴史学者や「慰安婦」問題解決運動の関係者たちからも『従軍慰安婦』
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は参照されている． 

 ここでごく簡単に，千田のテクストにおける特徴を，本論の主旨に即して確認しておこ

う．1970 年に『週刊新潮』誌上に執筆された「特別レポート 日本陸軍慰安婦」にはすで

に，民族ごとの被害の質を均質的に読み取る千田の傾向が現れている．千田は「慰安婦」

とされた朝鮮人女性を取材し，彼女にいまだ宿る怒りと憎しみに直面した．反対に，「慰安

婦」とされた日本人女性に取材した際にはそのような様子は感じ取られなかった．千田は

その結果「けっきょく慰安婦には，原則として，狩り出されていった朝鮮女性と，もとめ
、、、

て
、
行った日本女性とあった．そのちがいが，今日の傷痕の大きな差になっているのだろう，

私にはそう理解するしかなかった」（千田 1970: 84）（傍点原文）と述べる． 

 とはいえこれは，千田の一方的な「理解」であるともいえる．以下は，日本人で「慰安

婦」とされた女性への取材の一場面である． 

 

 ——あなたは，それ〔「慰安婦」をすること〕をお国のためだと思ったの？ 

 という私に， 

「そんな大それたこと考えなかったわよ．私たち皆おなじだけど，子供のときからご

飯もまともに食べれなかったし，女になると芸妓へ売られたし，兵隊さんも嫌だと思っ

ても連れられて来られた人でしょ．何か似ているじゃない」 

 つまり肩を寄せ傷口をなめあう荒野の動物同士であったというのだった．（千田 

1970: 83） 

 

 日本人「慰安婦」だった当事者が，必ずしも「もとめて」行ったわけではないことは，

千田自身の調査に表れているのではないだろうか． 

 1972 年の『サンデー毎日』記事「特集 国家・戦争・人間 国が奪った青春の残酷(1) 『御

国のために』自決した慰安婦」で千田が日本人「慰安婦」について取り上げた箇所がある．

そこでは「前借金千円，これを体でかせぎ返済したら自由にしてやる」という条件が当時

内地で酌婦をしていた彼女たちからすると好条件だったとし52，実際にその条件で「慰安婦」

を承諾した女性が語ったことであるとして「社会の最下層へひそむ売春婦である自分たち，

その自分たちが『お国のために』働けるという喜びのほうが大きかった」と結論づけてい

る（千田 1972: 136）． 

 『従軍慰安婦』（正・続）でも，日本人「慰安婦」は，将兵たちの性行為の相手をするこ

とが「お国のために」忠義を尽くすことになると考えていたと説明される．「斎藤キリさん」

という日本人女性は，「四国の松山で私娼屋にいたのを勧誘され」，「慰安婦」になった．彼

女は「慰安婦になるとき，戦場に着いた当初は，“こんな体の私でもお国の為に働けるのだ”
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と思った」．第一線では兵隊たちと食べるものも一緒であったし，明日死ぬかもしれないと

いう彼らを「本気に慰めようと思った」が，後方の兵站基地の慰安所では「“共同便所”扱い」

で面と向かってそのように言われたり，「蹴っとばされた」りして散々であったと語ってい

る（千田 1973: 81-2）． 

 『サンデー毎日』記事の女性といい，斎藤キリさんといい，「慰安婦」となる前から人身

売買されており，世間で蔑まれる「売春婦」という立場に留め置かれていた．負の烙印を

押され続けた彼女たちが，「お国のため」というフレーズで社会的に肯定される感覚を掴ん

だことのどこに不自然さがあろう．しかも，「内地」より稼げるのであれば，早くに苦境か

ら脱出できる．「慰安婦」となることを承諾した彼女たちは，よりましな事態が訪れる可能

性に賭けたにすぎないが，それが「志願」として第三者の目に映ってしまうだけでなく，

女性が借金返済を負わされる売買春のシステム上，本人たちも「慰安婦」として稼ぐこと

をみずから望んだものと思い込まされる面がある．千田は日本人「慰安婦」が朝鮮人「慰

安婦」に対して投降を勧めたエピソードを紹介する件で，その心理を「同じドン底の生活

でも自分たち〔日本人「慰安婦」〕は曲がりなりにも志願してきた，だが朝鮮人組は，前に

書いたごとく，騙されて連れて来られたという差を考えたのであろう」（千田 1973a: 

132-133）と推察する． 

 このように，日本人「慰安婦」をめぐっては，朝鮮人「慰安婦」をはじめとする諸外国

の被害者のように，わかりやすい形での「被害者」とはならない存在として位置づけられ

てきた．千田は各国の「慰安婦」の特徴を次のように類型化している． 

 

 日本人慰安婦には“お国のため”意識，“兵隊さんのため”意識があり，自己の行為を愛

国心という砂糖で飾る何かがあった．朝鮮人の場合は初期は欺かれた女性たちであり，

中期以降はそれぞれの故郷の田舎から強制連行され，慰安婦に仕立てられた女性であっ

た．結果において金銭を受け取っての行為であっても，現地人〔中国人，マレー人，タ

イ人，ビルマ人，インド人〕女性のそれ
、、

は自由売春であり，拒否権もまたあったし自由

意志もはたらいている．（千田 1973a: 189）（傍点原文） 

 

 これは非常に大雑把な整理であり，「現地人」女性に関する叙述は現在の調査研究成果に

照らせば不適切である．しかしともかくここでは日本人「慰安婦」の性格付けについて確

認しておくにとどめたい． 

 もう一点，本稿で重視するフェミニズムの性暴力批判に関連して，「慰安婦」という存在

そのものがどのように描かれているか確認しておく．千田が「慰安婦」を説明する際，「商

売女」，「売春」をする女，「体を売りつづける」女という表現が散見される．つまり，「慰
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安婦」にされた女性たちは，強姦53された女性ではなく，売春婦にされた女性たちとみなさ

れているのである．「商売」も「売春」も「体を売りつづける」ことも，性行為から対価を

得る行為であり，能動性や合意の側面が確保されてしまう危うさがある．千田には「慰安

婦」たちを人身売買の被害者とみなすフェミニズムの視点が欠落している． 

 また，千田は元軍医から，日本人の「慰安婦」同士が帰国するとき将兵たちへの貞操を

守ることを誓い合い，敗戦直後の厳しい食料事情のなかでも決して身体を売らなかったと

聞かされ，「これに感動しなかったら男でない」（千田 1973: 197）と高揚をみせている．さ

らに千田は，一部の地域で戦後，元日本軍兵士と「慰安婦」とされた女性たちが集う「同

窓会」があったと聞き興味を示す．その集団間では「不倫な肉体関係を持たない」「彼女た

ちと結婚したいと思ったら戦友に承認を得る」「彼女らが戦友以外と結婚するときは，彼女

らの前歴をかばい，嫁入り道具を拠金で贈る」などの不文律ができたというエピソードを

知ると，「これほど感動というより感銘をうけた男と女の関係を私は知らないのであった」

（千田 1973: 198）と賛美している． 

 ここで「同窓会」の開催実態が疑わしいと述べるつもりはないが，一部の事例に魅せら

れた千田の目に，将兵への「貞操」観念や慕情が日本人「慰安婦」の一つの本質として映

っていることの危うさを考えておきたい．元日本軍兵士たちへの忠誠ばかりをクローズア

ップする描写は，日本人「慰安婦」の被害者性を曇らす．「同窓会」に「慰安婦」であった

女性が参加し続けるという状況に対しては，別の読みも可能であろう．たとえば彼女たち

が「慰安婦」であった過去を地域で暴露されることを恐れ，元兵士の機嫌を損ねないよう

に，出来事を共有し合った者同士の忠誠を誓うそぶりをみせているという解釈もできるの

ではないだろうか．つまり，元兵士の期待に応え，波風を立てないようにしているという

見方である．あるいは別の解釈として，「慰安婦」の経験を強姦され続けた経験と意味づけ

るのはあまりに惨めであるため，元兵士たちと情を通じた記憶に矜持を持ち続けることで，

暴力の記憶に変容させないよう心理的な防衛機制をはたらかせていると読み取ることもで

きるだろう．だが，千田は女性の「同窓会」に出る動機が元兵士たちのそれとは異なる可

能性を追究できていない． 

 このようにフェミニズムの視点で検討すると千田のジェンダー観にはいくぶん問題はあ

るが，千田の基本的な姿勢としては「慰安婦」にされた女性たちを哀れんでいるのであり，

「慰安婦」制度を問題視してこそ実態解明に心血を注いだのであった．彼が，新聞記者と

して身につけていた行動力で手際よく取材を進め，本格的な「慰安婦」調査に取り組んだ

第一人者であることは間違いない． 

 

金一勉のテクスト 
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 千田に続き「慰安婦」制度に迫った著述家としては，金
キム

一
イル

勉
ミョン

が挙げられる．代表作は 1976

年に出版された『天皇の軍隊と朝鮮人慰安婦』である．ただし執筆にあたっては聞き取り

調査や一次資料の発掘は行っておらず，単行本や雑誌記事などの資料を元に構成したテク

ストとなっている．金一勉には千田以上に，朝鮮人女性が「慰安婦」とされたことを朝鮮

民族総体への冒涜としてとらえる視点が強い．自民族の女性の貞操を汚されたという憤怒

に貫かれたテクストは，冒頭から朝鮮人女性の本来の「純潔性」や「高貴性」を高らかに

謳っている．しかしこのような男性本意の美化こそは，貞操を課すことで女性を支配する

朝鮮人男性の家父長制的思考を露呈させてしまっているだろう．小説調の文体は，将兵や

慰安所関係者の言動の卑劣さを強調する表現となっており，読者の日本軍への憎悪を掻き

立てる巧妙さを備えている． 

 こうした特徴を持つ同書において，「軍隊慰安婦」54の説明は，「地上のあらゆるエロ小説

よりも奇怪にしてスリルに富み，残酷かつ野蛮なセックス処理の女たち…」（金一勉 1976: 

17-8）となっている．これでは彼女たちの痛みにどこまで共感的なのかという疑問も浮か

ぶ．金一勉は朝鮮人「慰安婦」を「植民地の娘なるが故に惨めな詐術のワナにかけられた

女たち」（金一勉 1976: 156）と述べるが，日本人「慰安婦」については「女郎や芸者の転

身であるだけに，〈あばずれ型〉が多く〈内地で食いつめた女〉という評判」（金一勉 

1976:153-154），「もともとクロウトであるだけに，床での演技はおしなべて技巧的である」

（金一勉 1976: 154）と描く． 

 また同書では，「慰安婦」の「八〜九割がうら若い朝鮮女性であった」とし，総数は「『推

定 20 万』と挙げるむきもある」と述べる（金一勉 1976: 18）．千田が「八万人」（千田 1973）

と推測していた被害者数が，金一勉のテクストにおいては増幅されている．そして金一勉

は「慰安婦」とされた朝鮮人女性が日本の敗戦後，「満身を穢されて傷だらけの体をして，

二度と故里へは戻れない」といい，彼女たちが大都会の周辺地で掘立小屋に住んでいたり，

「米軍兵士の娼婦になりきったこともあったであろう」とし，あるいは日本へ兵士ととも

に引揚げて繁華街に身を潜めたり，あるいは南方に置き去りにされ水商売などをして生き

たと伝えている（金一勉 1976: 271-4）． 

 しかし，どういうわけか「あとがき」では，「どこにも抗議できず強いられた犠牲物とし

て獣欲にさらされて，命つきた十数万の霊」（金一勉 1976: 280）へと追悼の念が記されて

いる．執筆にあたっての参考文献には金春子の手記や朝鮮人「慰安婦」被害者も取材して

いる千田の文献も参考資料に挙げられているが，金一勉にとっては悲劇の結末としての絶

命こそが，朝鮮人の「慰安婦」被害を十全に伝えるナラティヴの終幕であったのだろうか． 

 

「慰安婦」被害者をめぐる新聞報道ーー裴奉奇さん 
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 千田や金一勉などの著作が刊行される傍ら，1975 年には，沖縄に在住していた朝鮮人「慰

安婦」被害者である裴
ペ

奉奇
ポ ン ギ

55さんをめぐる新聞報道がなされた．裴さんは渡嘉敷島に騙され

て連れてこられ「慰安婦」とされ，戦後は沖縄本島の収容所に入れられ，その後も帰国で

きないまま厳しい生活を続けていた．行政機関とは関わることなく過ごしていたが，身体

が弱くなって働けなくなり，見かねた人が公民館に相談し，生活保護を受けようとしたと

きに国籍が問題になった．1972 年の沖縄返還により，裴さんは本人の知らぬ間に強制退去

の対象になっていたのだ．裴さんは出入国管理事務所で「慰安婦」として渡嘉敷島に連行

されたことを明かした（川田 2010: 275）56．そして「戦時中，沖縄に連行の韓国女性 30

年ぶり『自由』を手に 不幸な過去を考慮 法務省 特別在留を許可」（『高知新聞』1975.10.22 

夕刊）と報道されたのである．後に「慰安婦」被害者支援運動に関わる作家の川田文子は

新聞記事を見て驚き，1977 年に裴さんを訪ねて聞き取りを始め（川田 1993:10-2），彼女

の半生を綴った『赤瓦の家』を 1987 年に出版した． 

 裴さんのドキュメンタリー映画『沖縄のハルモニ――証言・従軍慰安婦』も制作された．

監督の山谷哲夫は，雑誌記事で「ハルモニ〔裴さん〕を取材しながら，彼女の体の上を通

りすぎたぼくらの父や祖父たち，『日本の近代』に対して腹がたってならなかった」（山谷 

1979b: 47-8）と憤りを見せる．しかしそうした正義感とは裏腹に，山谷は裴さんへのイン

タビューで「どうして〔慰安所から〕逃げなかったの．びっくりしたんじゃないかね」（山

谷 1979a: 102），「パクさん〔裴さん〕その男たちと寝て，気持ちがいいということあんま

りなかった」（山谷 1979a: 103），「シュミズ一つでずっと待ってるわけ．パクさん〔裴さ

ん〕たちは涼しくていいね（笑い）」（山谷 1979a: 104）などと言い放って憚らず，その様

子は性暴力被害者に慎重に接する態度とはほど遠い．山谷は 20 万人近い朝鮮人女性が「慰

安婦」として連行されたと論じており，同じく強制連行され炭坑や港湾で重労働を強いら

れた朝鮮人男性の記録は関係官庁に保存されているが，「慰安婦」とされた女性たちのこと

は知る手がかりがなかったところ，裴さんの噂を聞き接近を試みたと語る（山谷 1979b: 

46-7）． 

 裴さんは 1990 年 10 月に亡くなっており，〈従軍慰安婦問題〉の言説空間で取り立てて注

目されるわけではなかった． 

 

「慰安婦」被害者をめぐる新聞報道ーー城田すず子さん 

 城田すず子さん（仮名）は〈従軍慰安婦問題〉以前から「慰安婦」被害を明かしていた

数少ない当事者のうちの一人である．朝日新聞は 1985 年から数回，城田さんのことを記事

にしてきた．最初の報道は， 1965 年より身を寄せていた千葉県館山市の婦人保護長期収

容施設「かにた婦人の村」の敷地に城田さんの要望で「慰安婦」の碑が建てられたことを
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伝えている．それ以前に，城田さんへの聴き取りを元に構成された自伝が 1962 年に『愛と

肉の告白』として，1971 年に『マリヤの讃歌』として出版されていたが，城田さん自身は

自分が「慰安婦」であったと明言して施設で暮らしていたわけではなかった．彼女が「慰

安婦」被害者であることがかにた婦人の村で正式に確認されたのは，朝日新聞記者が訪ね

てきたときであった57． 

 「鎮魂之碑」と書かれた木の柱が立てられた鎮魂の集いは，朝日新聞の「天声人語」欄

で「従軍慰安婦」と題され取り上げられた（朝日新聞 1985.8.19 朝刊）．翌年，城田さんは

TBS ラジオ番組に出演して戦時中の凄まじい体験を語った．そこで石碑の建立を訴えると

募金が集まり，木の柱は石の鎮魂碑へと建て替えられた．朝日新聞はその際，「噫従軍慰安

婦」58と刻まれた石碑（写真参照）の建立と除幕式の様子，そして城田さんについて実名で

報じている（朝日新聞 1986.8.16 朝刊）． 

 

2.2. 加害証言の浮上 

 次に，〈従軍慰安婦問題〉出現の時期まで影響力を持っていた吉田清治59のテクストをみ

ていきたい．吉田は「慰安婦」要員として朝鮮人女性を集めたと初めて公に証言した日本

人である．1977 年に出版した『朝鮮人慰安婦と日本人』で，務めていた「山口県労務報国

会下関支部」での職務として，昭和 19 年に，下関の大坪に在住していた朝鮮人女性を「対

馬の陸軍病院の雑役婦にする」と騙して 100 名集めたと告白した．「あとがき」には「朝鮮

民族に，私の非人間的な心と行為を恥じて，謹んで謝罪いたします」とある（吉田 1977: 198）． 

 さらに吉田は，1983 年に出版した『私の戦争犯罪――朝鮮人強制連行』で，済州島での

「慰安婦狩り」を告白した．昭和 18 年に 205 名を集めたという．「隊員に反抗してはげし

くもみあい，服が裂け，胸もとが裸になった娘が泣き叫んで，塩かますにしがみつくと，

隊員に腰を蹴られて床に転がった．この島の娘は，足は素肌で，ばたつかせて暴れたが，

隊員は足くびをつかんで，笑いながら引きずり出した」（吉田 1983: 125）といった具合に，

徴集の場面の表現も暴力性を増す．2 冊ともに，「慰安婦」の徴集だけでなく，朝鮮人男性

を労務者とするための徴用も行ったと語っている． 

 これらの告白が読む者に衝撃を与えたことは想像に難くない．吉田は 1983 年に韓国忠清

南道天安市の国立墓地「望郷の丘」60に「日本人の謝罪碑」を建立したり，1984 年には福

岡県の筑豊の炭鉱跡地に朝鮮人強制連行の「謝罪の旅」に訪れたり，各地での講演やテレ

ビ出演も行い加害行為を証言していた（吉田 1983: 154; 秦 1999: 236-8）61．また〈従軍

慰安婦問題〉の報道が盛んであった 1992 年，8 月 12 日に韓国人「慰安婦」被害者の下を

訪れ，謝罪している（『朝日新聞』1992.8.13 朝刊）． 

 このようにひと際目立っていた吉田ではあるが，その証言内容には曖昧なところがあっ



 38 

た． 1984 年の「謝罪の旅」の後での言動は筑豊の住民からの反発を買っている62．「慰安

婦狩り」に関しても，歴史家の秦郁彦が不審に思い済州島で聞き取り調査を行い，吉田証

言は信用できないものであると結論付るに至った（秦 1993: 335-7）．「慰安婦」被害者に共

感的ではない秦の吉田批判はその後「慰安婦」制度の問題性を否定したがる右派の論拠と

され，吉田清治が詐話師であるとみなされるようになっただけでなく，吉田証言は今もっ

て〈従軍慰安婦問題〉が歴史の歪曲による虚構であるかのように攻撃される要因の一つで

ある． 

 ただし，吉見義明にしても「慰安婦」制度の研究を始めたときから吉田証言は採用して

おらず，「事実として採用するには問題が多すぎる」という認識を示している（吉見・川田 

1997: 27）．西野瑠美子63も吉田を知る元警察官から済州島の「慰安婦狩り」は聞いたこと

がないという証言を得ている（西野 1995: 83）．そのように，日本では運動に関わる研究者

など関係者は概ね吉田証言を証拠としては採用せずに実態調査を進めてきたが，〈従軍慰安

婦問題〉出現時，吉田は朝日新聞に証言者として扱われ，その証言は世論形成にも影響を

与えたといえる64．なにより韓国で社会問題化の契機となった尹貞玉の論考「挺身隊（怨念

の足跡）取材記」においても，吉田が大いに参照されているのだ． 

 

2.3. 戦後補償運動の展開 

 〈従軍慰安婦問題〉の出現を可能にした背景として，戦後補償運動という形で民衆の運

動が展開してこられたという要素は大きい．戦争被害者である個人や特定の集団が国家に

補償を要求するという行動が日韓の市民の間で正当化され支持されたことが，金
キム

学
ハク

順
スン

さん

をはじめとする「慰安婦」被害者の名乗り出や提訴を後押ししたのである．戦後補償の要

求の高まりと，前節までにみた「慰安婦」制度の問題化が相互に影響しつつ，〈従軍慰安婦

問題〉を社会問題化させたといえよう．以下，簡単に戦後補償運動の経緯を追ってみたい． 

 日本の戦後処理は極めて不充分であった．戦後，米ソの冷戦構造下，米国の対アジア政

策に組み込まれた日本は，東京裁判で一部戦争犯罪人が裁かれただけで，天皇制や戦前か

らの支配層と官僚体制を温存させた．東京裁判では朝鮮への植民地支配は裁かれなかった．

日本人がみずから戦時中の加害行為について明らかにしようする試みは大々的にはなされ

なかったこともあり，過去の清算が未完のままであった． 

 サンフランシスコ講和条約は，日本が国交を回復するために 1951 年 9 月 8 日に調印され

たが，日本社会党や知識人らが実現を求めた「全面講和」とはならず，甚大な被害を被っ

た中華人民共和国，中華民国，朝鮮民主主義人民共和国，大韓民国が講和会議に招請され

ないままの「片面講和」であった．条約の草案はアメリカ主導で作られ，日本の経済復興

が遅れるとアメリカの負担ともなるため，日本が多額の賠償をせずに済むよう進められた．
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結果として賠償をめぐり，アジアの諸外国に禍根を残した． 

 韓国との関係でいえば，1951 年 10 月の予備会談に始まる日韓国交正常化交渉が，李
イ

承
スン

晩
マン

政権期だけでも 1952 年の第一次会談から 1960 年 4 月に終わる第四次会談まで行われてい

たが，李承晩は「反日を生きた“国父”」として「日本との交渉にのぞむ姿勢はきわめて硬」

く，「日本側も植民地支配の反省は，保守政権の歴史認識についてはもちろん，国民の歴史

感覚という面でもいまだ希薄な時代であった」（文 2005: 111）．そして 1961 年に軍事クー

デターを起こし登場した朴正煕政権は日韓会談を再開，韓国では学生を中心に激しい反対

運動が展開されていたが，朴正煕軍事政権は経済開発を急ぎ，1963 年には戒厳令を宣布し

反対勢力を抑え，1964 年の第七次会談で妥結した． 

 こうして日韓条約は 1965 年 6 月 22 日に締結され，同時に「日韓請求権協定」すなわち

「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の

協定」も締結された．請求権協定では「両締約国及びこの国民（法人を含む）の財産，権

利及び利益並びにその国民の間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決されること

を確認する」と両国が財産権，請求権について，外交保護権の行使を放棄する内容となっ

ており，その代わりとして日本が韓国に一〇八〇億円（3 億ドル）の生産物と役務を向こう

10 年で無償供与し，七二〇億円（2 億ドル）の生産物と役務を向こう 10 年の有償供与で支

払うという経済協力金について取り決めされている．日韓条約の条文には植民地支配への

謝罪はなく，請求権協定に基づき供与された 5 億ドルもあくまで経済協力金であり，日本

は一切「補償」はしていない．韓国政府は時限立法により 5 億ドルの経済協力金の一部で

個人補償をしたが，元軍人・軍属あるいは労務者の死亡者の遺族に対象が限られ，一人あ

たり三〇万ウォン（約 19 万円）と小額に留まり遺族の不満は解消されず，生存者たちは取

り残された（内海 2002: 57-60）． 

 個人の請求権までもが「完全かつ最終的に解決」され消滅したのかどうかについては，

日韓で論争が続いている．日韓条約締結時に韓国の大統領主席補佐官であった閔
ミン

忠
チュン

植
シク

は，

1991 年 8 月に戦後補償問題に取り組んできた市民運動関係者により開催された「アジア・

太平洋地域 戦後補償フォーラム」で，条約締結反対のデモが続き政権の根底が揺らいでい

た朴正煕政権は，条約内容をあげつらう余裕もなく，少ない金額ではあれそれで国交正常

化をするかしないかという決断を迫られた状況で踏み切らざるを得なかったと証言してい

る．また，韓国政府を代表して条約の調印をした李元外務長官に閔が聞いたところによれ

ば，韓国側と椎名外相（当時）には個人の補償請求権に国が関与できないことは暗黙のう

ちに了解されていたという（閔 1992: 140-1）． 

 賠償・経済協力で支払われた資金は，受領国のインフラ整備などに使われ，独裁政権の

利権につながり不正な処理がなされるなどして，被害者個人へはほとんど支給されていな
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い．よって戦争被害者たちは，裁判を通じての補償要求や立法運動へと向かうようになっ

た． 

 原爆症治療を求めて日本に「密入国」して入国管理法違反となり服役していた孫
ソン

振
ジン

斗
ドウ

さ

んの被爆者健康手帳交付を求める訴訟は，1972 年に提訴された，戦後補償訴訟の先駆けで

ある．1978 年に最高裁が「日本政府は朝鮮人被爆者に対しても補償責任を有する」という

判決を出した． 

 訴訟という形をとらずとも，国内の原爆被害者たちの運動は 1956 年の「日本原水爆被害

者団体協議会」（以下，「被団協」）結成から大々的に展開されており，日本人の戦後補償運

動として他に類を見ない規模のものである．社会学者の直野章子は，被団協運動が「被害

を引き起こす原因となった国が，死者も含めた原爆被害者に対して『償い』をするという

意味合いで，原爆被害に対する国家補償法制定を要求し」てきたことは，「国家補償」の概

念に「法律用語の枠を超えた意味が付与されてきた」ことであると運動の意義を汲みとっ

ている．そうした被爆者たちの運動は「戦争被害受忍論を許さない制度と思想を創り出す

運動」である（直野 2009: 75）． 

 韓国で最も大きな組織を形成した戦後補償を求める運動体は「太平洋戦争犠牲者遺族会」

（以下，「遺族会」）である．遺族会は 1973 年に釜山で結成された「太平洋戦争遺族会」が

全国規模の組織となり 1988 年に再建された，元軍人・軍属や強制連行の被害者とその遺族

で結成された団体である．遺族会が日本政府に戦後補償を求める運動は 1980 年代の終わり

から一層活発化し，1991 年には会員の元軍人・軍属と朴末子
パクマルジャ

さん（仮名），金順子
キムスンジャ

さん（仮

名），金学順さんら「慰安婦」被害者 3 名の全 35 名が日本政府を相手取って東京地裁に提

訴した．この「アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求」訴訟は初の「慰安婦」訴訟とし

て注目を浴びた．弁護団長を務めた高木健一によると，遺族会に入会した元軍人・軍属が

「慰安婦」の存在について語り出したのが，「慰安婦」の存在に光を当てられる発端であっ

たという（髙木 1992: 17）． 

 日本でもアジア諸国の戦争被害者の声を聴こうとする運動が起こった．「アジア・太平洋

地域の戦争犠牲者に思いを馳せ，心に刻む集会」は海外から戦争被害者を招き，1986 年か

ら証言を聴いてきた会である．被害者と直接向き合っていく運動は，戦時中の日本の加害

／アジア諸外国の被害の構造をとらえようとした 1970 年代までの新左翼やフェミニズム

など革新陣営の運動とは一線を画する．被害者と直接つながる場を持とうとする運動は，

いまだ傷の癒えることのない「被害者」との出会いを経験している． 

 

2.4. 〈従軍慰安婦問題〉の出現 

 〈従軍慰安婦問題〉は日韓の政治問題となる前に，先に韓国国内で問題化された．韓国



 41 

の梨花女子大学教授であった尹貞玉は 1980 年から「慰安婦」制度の調査を始めていた．1988

年には韓国教会女性連合会が「挺身隊研究委員会」を設置する．韓国では当時，「慰安婦」

はもっぱら「挺身隊」と呼ばれていた65．1989 年 1 月，韓国女性団体連合が昭和天皇の葬

儀への弔問使節派遣に反対する声明書を発表した際に「挺身隊」の問題にも言及，日本に

謝罪を要求した．そのように女性研究者や女性団体で問題意識が徐々に共有されていき，

さらに 1990 年 1 月，尹貞玉の調査報告である「挺身隊取材記」がハンギョレ新聞に連載さ

れることで，韓国社会への大々的な問題提起となった．この取材記が日本語文献に収録さ

れる際に翻訳を担った山下英
ヨン

愛
エ

の解説では，「『挺身隊』の存在は日帝の蛮行として知られ

てはいても，その実態に関する調査・研究が日本以上に少ない韓国では，『取材記』の連載

は少なからぬ衝撃を与えたようである」（山下英愛 1992a: 12）とされ，取材記は韓国の女

性界がこの問題に取り組み始める「導火線の役割を果たしたともいえる」（山下英愛 1992a: 

12-3）と，社会問題化の契機となったことを伝えている．こうしてまずは韓国で〈挺身隊

問題〉が構築された． 

 そして事態は日韓の政治問題として加速する．1990 年 5 月，韓国の 26 の女性団体が謝

罪と補償を求める声明「盧泰愚大統領の訪日および挺身隊に対する女性界の立場」を発表

した．日本でも呼応するように，参議院予算委員会で竹村泰子議員が「従軍慰安婦」の調

査をおこなうよう政府に要望した．6 月には参議院予算委員会で本岡昭次議員が朝鮮人の強

制連行を問題化する文脈で「従軍慰安婦」が強制連行された事実があるか質問し，調査の

実施を求めた．すると，労働省職業安定局長であった清水傳雄政府委員が「従軍慰安婦な

るもの」は「民間の業者がそうした方々を軍とともに連れて歩いているとか，そういうふ

うな状況のようでございまして」と述べ，調査して結果を出すことはできないと答弁した

（国立国会図書館 1990: 6）．このことが政府の責任を認めないものとして運動体などで問

題視され，10 月に韓国女性団体連合，韓国教会女性連合会など 37 の女性団体が以下の要

求を記した公開書簡を日韓政府に送付した． 

 

 一，日本政府は朝鮮人女性たちを従軍慰安婦として強制連行した事実を認めること 

二，そのことについて公式に謝罪すること 

三，蛮行のすべてを自ら明らかにすること 

四，犠牲となった人々のために慰霊碑を建てること 

五，生存者や遺族たちに補償すること 

六，こうした過ちを再び繰り返さないために，歴史教育の中でこの事実を語り続けるこ

と（尹貞玉ほか 1992: 255） 
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 ここで「強制連行」した事実を認めるよう要求されているのは，あくまで清水政府委員

の「民間業者が連れ歩いた」という発言への反発，抗議である．37 団体は翌 11 月には「韓

国挺身隊問題対策協議会」を結成し，以降も「慰安婦」問題解決運動の中心的な勢力であ

り続けた． 

 1991 年 8 月には〈従軍慰安婦問題〉にとって決定的な出来事が起こった．韓国の被害者

である金
キム

学
ハク

順
スン

さんが実名で名乗り出たのである．日韓の政治問題として公論化されて以来，

渦中の被害者が公に姿を現すのは初めてのことであった．11 月には在日コリアンの女性た

ちが「従軍慰安婦問題ウリヨソンネットワーク」を発足させる．12 月には金学順さんら 3

名の「慰安婦」被害者が元軍人・軍属とともに東京地裁に提訴した．このような動きによ

り，日本政府は 1991 年 12 月から資料調査を開始することになる． 

 1991 年の年末と 1992 年年明け，中央大学教授の吉見義明が防衛庁防衛研究所図書館で

「慰安婦」の徴集，慰安所の開設，経営，衛生管理などに関する公文書66を探し出した（吉

見編 1992: 23-4）．これを受け，日韓首脳会談が目前に迫った 1992 年 1 月 11 日，朝日新

聞は吉見が「慰安所への軍関与示す資料」を見つけたと報道した（『朝日新聞』1992.1.11

朝刊）．1 月 17 日，当時首相であった自民党の宮沢喜一と韓国の盧泰愚大統領の日韓首脳会

談が韓国ソウルで行われ，宮沢は首相としてこの問題で謝罪し，事実関係の究明に取り組

むと述べた．朝日新聞が報道した日韓首脳会談要旨によると，宮沢の発言内容は以下のよ

うなものである． 

 

 朝鮮半島出身のいわゆる従軍慰安婦が体験した思いを考えるにつけ，胸が詰まる．

証言や資料から見ると，募集などで軍が何らかの形で関与していたことは否定できな

い．これまでに耐え難い苦しみに遺憾を表明したが，ここで改めて筆舌に尽くしがた

い苦しみに対して衷心よりおわびと反省をしたい．（『朝日新聞』1992.1.17 夕刊）． 

 

 1992 年 7 月には第一次政府調査の結果が公表され，「慰安婦」制度への国の関与が公式

に認められる．市民の側では，1 月に「慰安婦問題・行動ネットワーク」が結成された．8

月には第一回「挺身隊問題アジア連帯会議」が韓国ソウルで開催された． 

 翌 1993 年 8 月には第二次政府調査の結果と河野官房長官談話が発表される．民間の「日

本の戦争責任資料センター」も発足した． 

 このように，1990 年代前半は〈従軍慰安婦問題〉が政治・外交問題となり，市民の間で

被害者支援運動／「慰安婦」問題解決運動が形成される激動の時期であった．1990 年以前

も「慰安婦」制度は問題化されてきたが，関心のある人々の間での議論にとどまり，たと
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え裴
ペ

奉
ポン

奇
ギ

さんに法務省が特別在留許可をしたという報道がなされることがあっても，彼女

を戦後補償を求める主体とみなすような視点は確立されていなかった．それに対し，本稿

で特別な概念規定をしている〈従軍慰安婦問題〉は，次のような性質において別様のもの

である．すなわち日本政府が対応を迫られる外交問題という水準に至ったこと，個人的な

不幸な過去にすぎなかった「慰安婦」とされた出来事が，国家の戦争犯罪による被害とし

て戦後補償の対象に転換されたこと，歴史認識をめぐっていわば国民的な議論が起こり，

「慰安婦」に関するかつてない規模の言説空間が生成されたことなどである． 

 

3. 〈従軍慰安婦問題〉をめぐるマスメディアの言説空間 

 本節では〈従軍慰安婦問題〉の言説空間で被害者に共感する表現となっているテクスト

を中心に取り上げ，日本人「慰安婦」をめぐる言説の特徴を抽出する． 

 そのために，1990 年から 1993 年にかけて発行された新聞，雑誌記事を資料とした言説

分析をおこなう．新聞記事は，問題を公論化させた全国紙である『朝日新聞』記事 1,298

件67と，フェミニストが発行する『婦人民主新聞』／『女たちの情報紙 ふぇみん 婦人民主

新聞』6835 件69を扱った．一般的に革新・リベラル系の全国紙に分類される『朝日新聞』は，

同様に革新・リベラル系とされる『毎日新聞』と比べて発行部数も多く70，分析対象として

適していると判断した．『婦人民主新聞』／『女たちの情報紙 ふぇみん』は発行部数も刊

行数も少ないが，フェミニズムの視点を生かすメディアであるという特質上，取り扱いの

対象とした．雑誌記事は「大宅壮一文庫雑誌記事索引 CD-ROM 版」にタイトルが所収され

ている 1990 年から 1993 年分の合計 109 件の記事と，索引に未収録の記事 1 件を追加した

全 110 件の雑誌記事を対象に分析を進める．その他資料も適宜扱った． 

 

3.1. 新聞記事・投書にみる日本人「慰安婦」像と「被害」の再構築 

 朝日新聞記事では「慰安婦」は「大半は朝鮮人だった」という言説が支配的であり，「強

制連行」の文脈で語られる傾向があった．日本人「慰安婦」について具体的なことが語ら

れた記事は表 1 の通りである．これは投書を含む数である． 
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[表 1] 朝日新聞の「慰安婦」記事数推移      「聞蔵Ⅱ ビジュアル」より件数確認し作成 

年次 総数 うち 日本人※ 

1970 0 0 

1971 1 0 

1972 0 0 

1973 0 0 

1974 0 0 

1975 0 0 

1976 0 0 

1977 0 0 

1978 0 0 

1979 1 0 

1980 0 0 

1981 0 0 

 

 

 

 

 以下は，1937 年から足かけ 3 年中国大陸を転戦したという元日本軍兵士である男性「池

田市 藤本長太郎 無職 76 歳」からの投書である． 

 

 日本，朝鮮，中国のピー屋があった．時と場所によっては白系ロシア人の慰安婦も

いた．兵隊たちにもてはやされたのは何と言っても日本人慰安婦だった．戦地で日本

人，しかも「ご婦人」に会えるなんて夢にも思わなかったからである． 

 ある日のこと，話をしているうちに，大阪の M 遊郭から来ていることがわかった． 

 戦地で一もうけしようと，たくらんだ抱え主に連れられて来たのだという．抱え主

は軍属のような待遇を受けていたらしい．（中略） 

 戦争という異常事態が引き起こした慰安婦の問題解明は至難の業だが，全部が全部，

強制連行の一言で片付けられるものではないと思う．（『朝日新聞』1991.7.13 朝刊，大

阪版） 

 

 日本人「慰安婦」が望んで慰安所に行ったのではなく，「抱え主に連れてこられて来た」

年次 総数 うち 日本人※ 

1982 0 0 

1983 0 0 

1984 2 0 

1985 4 2 

1986 2 1 

1987 3 1 

1988 10 3 

1989 14 0 

1990 23 1 

1991 150 4 

1992 724 16 

1993 424 3 

 
※ 「慰安婦」制度における日本人「慰安婦」を具体的に示す内容に限定．「日本人もいたが大半は朝鮮人だった」等， 

 朝鮮人の被害を強調するための言及にとどまるものやフィクションは含まず．「日本人」の語がなくても実質的に 

 日本人「慰安婦」にまつわる具体的内容を示すものは含める． 
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という事情が伝えられている．これに関連して，「大阪市 李萬九 工程管理業 74 歳」とい

う在日コリアンとみられる読者から次のような投書が寄せられた． 

 

 本欄によれば「大阪のM 遊郭から来た慰安婦もいたから，金に買われた女性も多い」

とあったが，彼女らは軍人の慰安婦になるために身を売ったのではない．年配の方な

ら彼女たちの境遇は理解できると思う．ちなみに朝鮮人の娘たちは強制連行である．

（中略） 

 この悲惨な出来事に，同性である日本の女性たちが救いの手を差し伸べようともせ

ず，無関心なのが無念でならない．（『朝日新聞』1991.7.30 朝刊，大阪版） 

 

 まだ金
キム

学
ハク

順
スン

さんの名乗り出の前なので，被害者個人への具体的な支援運動は形成されて

いない時期だが，金学順さんの名乗り出以降も一貫して日本人「慰安婦」被害者への大々

的な支援運動が起こらなかったのは確かである． 

 次の記事は，漢口兵站司令部で慰安係長だった山田清吉さんの証言を紹介している． 

 

 山田さんは 1943 年 4 月，転属で慰安係長になった．（中略）11 業者がおり，日本人

130 人，朝鮮人 150 人の慰安婦がいたという． 

 山田さんは「軍の命令で，大阪などの遊郭が支店を出していたケースもあった．（中

略）」という．（『朝日新聞』1991.12.6 夕刊） 

 

 朝鮮人「慰安婦」が 150 人に対して日本人「慰安婦」130 人というのは，山田さんが配

属されていたところでは決して日本人「慰安婦」が少なくなかったことを示している．ほ

かにも，日本人「慰安婦」の存在が多かったことを伝える記事がある．以下は「元憲兵ら」

の証言を伝える同一記事からの引用であり，一人目の男性が証言するのは国内の慰安所に

ついてで日本人が多いのは不自然なことではないが，二人目は中国東北部に行っていた男

性の証言であり，そこでも日本人「慰安婦」は多かったということだ． 

 

 終戦直前の 1945 年春，憲兵伍長だった自分は，千葉の九十九里の部隊に上等兵とし

てもぐり込んだ．（中略）一体には慰安所が 3 カ所あり，合わせて約 60 人いた．ほと

んど日本人で，朝鮮人も少しいた．（中略）（69 歳・東京都千代田区）（『朝日新聞』

1992.1.22 夕刊） 

 

 中国東北部の部隊に憲兵として送りこまれた．情報を集め，軍の不正を見張るのが
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仕事だった．朝鮮人慰安婦が敵のスパイだったら大変なので，出身地や両親の仕事，

学歴などを報告させた．（中略） 

 日本人の慰安婦も多かった．補償する場合は，日本人も加えるべきだ．（73 歳・東京

都町田市）（『朝日新聞』1992.1.22 夕刊） 

 

 補償する場合は日本人「慰安婦」にも，という意見はほかの投書や記事には見当たらな

かった． 

 これら以外にも，当時を知る男性の証言で，日本人「慰安婦」の存在を伝えるものが確

認された．1992 年頃に〈従軍慰安婦問題〉に取り組む市民団体が独自に情報収集して発行

した証言集にはそうした証言が数多く収録されたが，朝日新聞がそれらの証言集を紹介す

る際，証言集の男性証言を引用しているのである．「父が上海最大の慰安所を経営し，女性

は日本人と朝鮮人が 10 人ずつ，中国人が 20 人いた．海軍特別陸戦隊と軍需廠（しょう）

の指定慰安所だった」（『朝日新聞』1992.5.26 夕刊，大阪版）といった証言などが紙面で紹

介された． 

 1992 年には「沖縄女性史を考える会」や弁護士グループが沖縄での慰安所の実体を調査

委し，沖縄に慰安所が 121 カ所あったという調査結果を発表した．その報道記事では，「慰

安婦の総数は明らかではないが，『考える会』は確認できた人数をもとに朝鮮人が延べ約 550

人，日本人も含めれば約 900 人に上ると推計している」（『朝日新聞』1992.10.24）と伝え

ている．ここでは「日本人」の多くは沖縄の女性である可能性に留意したい． 

 また，政府調査の結果発表に関連する報道記事では当然，日本人「慰安婦」の存在も含

まれた調査結果が伝えられている．一次調査の結果を踏まえた 1992 年 7 月 7 日の加藤官房

長官談話の要旨が掲載された記事では，会見での「謝罪の対象は日本人慰安婦を含むのか」

という質疑に対して「当時の慰安婦の中に日本国籍がいちばん多かったことは事実だ．貧

しいが故にそういう仕事につかれた女性がいたことはいたましい」という返答があったこ

とを報じている（『朝日新聞』1992.7.7 朝刊）． 

 二次調査の結果を踏まえ 1993年 8月 4日に発表された河野官房長官談話を報じる記事で

は，「戦地に移送された慰安婦の出身地については，日本を別とすれば，朝鮮半島が大きな

比重を占めていたが，当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり，その募集，移送，管理等

も，甘言，強圧による等，総じて本人たちの意志に反して行われた」という談話の文言も

紙面に登場している（『朝日新聞』1993.8.5 朝刊）． 

 このように，各種調査の結果，史料や証言などから日本人「慰安婦」が数多くいたこと

が明らかになり，そのことが紙面にも情報として上がってはいたが，日本人「慰安婦」被

害者の救済を訴えたり補償すべきだと主張したりする議論が活発になる様子はみられなか
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った．政治問題としての〈従軍慰安婦問題〉をめぐる報道は，朝鮮人女性への被害がクロ

ーズアップされた後，アジアのその他の国々の被害者に関する報道も加わっていくが，日

本人の被害に関しては不問にされる傾向があったのである． 

 とはいえ，〈従軍慰安婦問題〉に対して政治・外交問題としてだけとらえるのではない，

性暴力の問題を追及する投書もみられる．以下の 2 点のテクストは，日本人「慰安婦」に

具体的に言及しているわけではないので表 1 の記事数には含めていないが，日本人「慰安

婦」の被害を訴えうる論理をもっているといえるだろう． 

 

東京都 川田雅子（学生 20 歳）（中略） 

 私が，今回の議論で納得が行かないのは，「日本が韓国に謝罪する」といった，国

家レベルだけで問題を片づけようとする考え方です．韓国に限らず，世界各地で，女

性は戦争などの被害者になっていたのです．かつての軍の関係者たちに，男性として

の罪の意識はないのですか．（『朝日新聞』1992.1.31 朝刊）  

 

 慰安婦問題が出た時，若い女性たちと話していて，1 人から「日本の女性を慰安婦

として連れて行けばよかったのよ」と言われ，驚いた． 

 私は終戦を旧満州で迎えた．ソ連軍の軍隊が管理する収容所に入っていたとき，軍

隊の命令で，まだうら若い女性たちが数人引っ張られて行った．その中の 1 人は，う

ちの家族とも仲良しの人の良い看護婦さんだった．（中略）皆がいよいよ日本に帰る

ため，収容所を出て街へ向かったとき，気が変になり衣服もボロボロの看護婦さんが，

ふらふらと歩いていたという．（中略） 

 よその国も我が国もなく，戦争はすべての女性を犠牲にして行われていると思う．

日本の男たちよ，二度とよその国を占領するなど思うなかれ．（福岡市東区 石原喬子 

主婦・55 歳）（『朝日新聞』1992.8.21 朝刊） 

 

 上記二点には，被害者の痛みへの応答，性暴力への抗議が表れている．彼女たちは，日

本人であっても国家の戦時性暴力を弾劾する主体になりえるという論理を示している．国

家だけでなく，性暴力を引き起こす男性個人も弾劾している． 

 ところで二点目の投書は，引揚げを前にソ連軍兵士に性暴力を受けた女性たちの存在を

伝えてくる．投稿者にとって〈従軍慰安婦問題〉は戦争にまつわる性暴力という普遍的な

問題が連想される契機となっている．つまり加害国日本が抑圧していた民族である朝鮮人

女性を「慰安婦」にしたという話にのみ収斂する問題ではなく，加害国日本が自民族の女

性を人身御供にすることも暴力だと考えられているし，加害国から敗戦国となった日本の
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国民である女性が他国の兵士から性暴力を受けることも断じて許容できないという考えを

持ちつつ，日本独自の問題ではなく普遍的な問題としてとらえられている．複数の論点が

提示された示唆に富む投書だといえる． 

 ソ連兵からの性暴力を示す投書がもう一点確認された．しかしこれは趣旨が異なるもの

であった． 

 

 そのうち多数のソ連軍が駐屯司令部を置いた．（中略） 

 しばらくしてから日本人会に対し，男子の使役と共に“婦女子の奉仕”を申し渡して

きた．我々日本人が，敗戦の痛みのうえに，人間としてのはずかしめまで甘受しなけ

ればならない悲しい立場に置かれた．（中略） 

 当時，偶然にも元慰安婦だった人たちが，通化で足止めを食っていた．その人たち

が犠牲になってくれたのである．私たちは，犠牲になってくれる人のために大切にし

ていた訪問着や晴れ着を感謝しながらできるだけ提供した．（川西市 入江徳子 主婦 

68 歳）（『朝日新聞』1991.7.11 朝刊） 

 

 「元慰安婦」の民族の別はわからないが，投稿者は彼女たちが「元慰安婦」であること

で，「犠牲」となってもよい人間へと彼女たちを振り分けている．「犠牲になってくれた」

とは奇妙な日本語であり，共同体が「元慰安婦」を犠牲にした加害性を「元慰安婦」によ

る承諾に転嫁させ，免罪している． 

 満州での日本人女性の性暴力被害を論じた古久保さくらが指摘したように，ソ連兵へ女

性を供出した日本人の共同体の「共同性はその経験を，その痛みを共有できない．その実

際の経験だけを異化し，自分たちの共同性から排除する」（古久保，1999: 7）．また満州や

朝鮮半島から引揚げの際の性暴力と引揚援護の人工妊娠中絶について論じた飯田めゆは，

一度強姦された女性がその後も人身御供とされたことを「『セカンド・レイプ』における『二

次的』という語ではもはや表現することのできない循環のなかに置かれていた」と分析し

た（飯田 2005: 31）．日本人であっても「性の防波堤」とされた女性の経験は共同性から排

除され，被害者の痛みは不問に付されるのだ．  

 「慰安婦」制度の解明を試みた先駆者である千田夏光にとっても，「日本人」という前提

が，被害者という範疇から外れる要素となっていた様子が窺える．1992 年 7 月 15 日「特

設ニュース面」記事は，千田が日本人「慰安婦」について解説した内容で構成された珍し

い記事である． 

 

 日本女性〔「慰安婦」〕は数千人と推定される． 
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 植民地朝鮮からは若い女性が，日本政府の国費で，軍や警察によってだまされある

いは強制されて慰安婦にさせられたのに対し，日本人慰安婦はほとんど遊郭から「お

国のために忠義を尽したい」と志願して行った．貧困家庭から売られ，15-20 年たっ

てやっと前借金を返したが，故郷にも帰れず，慰安婦募集業者の誘いに乗ったわけだ．

30 代の人が多かった． 

 日本人慰安婦は軍と生死を共にし，激戦地では玉砕した人が多い．（中略） 

 戦後，帰国できた日本人慰安婦は少なかったが，帰れても，結局，蔑視（べっし）

の中で売春地帯に戻るしかなかった．私は，4 人の元日本人慰安婦に会ったが，ほと

んどが過去について堅く口を閉ざした．（『朝日新聞』1992.7.15 朝刊） 

 

 ここで千田は彼女たちが謝罪・補償の対象ではないと言っているわけではない．しかし

「志願」という表現などから，この記事は「慰安婦」とされた日本人のことは優先課題で

はないという考え方を正当化したのではないだろうか． 

 朝日新聞が社説等で日本人「慰安婦」被害者への謝罪・補償を訴えることはなかった．

2.1 で述べたように，朝日新聞は過去に城田すず子さんを取材して記事にしていたが，〈従

軍慰安婦問題〉以降，城田さんを被害者として大々的に取り上げてはいない71．1992 年 9

月 2 日夕刊記事「元慰安婦から（窓・論説委員室から）」では，名前は伏せてあるが城田さ

んと思われる女性から残暑見舞いの葉書が届き，「慰安婦の新聞記事やテレビ，うれしく見

てます」と書かれていたと伝えている．同記事によると，1990 年に朝日新聞では記者を二

週間韓国に派遣して証言者を探したが，なかなか現れなかった．それから二年経ち，韓国

の「慰安婦」被害者の名乗り出は 100 名を超えた．そして「房総の海辺で，そのニュース

をひっそりと喜んでいる日本の仲間が 1 人いる」と城田さんらしき女性に言及して締め括

られている72． 

 「ひっそりと喜んでいる」というささやかさには，韓国を初めとする諸外国の被害者の

表象とは明らかな隔たりがある．〈従軍慰安婦問題〉はすでに日韓政府の間で政治問題にな

っており，日韓の議員連盟の動きなども同じ時期に報じられている．要は日本人「慰安婦」

被害者は，告発する主体としては語られなかったのである． 

 婦人民主新聞／「女たちの情報紙 ふぇみん」では，1990 年から 1993 年の期間，〈従軍

慰安婦問題〉を積極的に報じている．しかし，日本人「慰安婦」被害者への謝罪・補償を

求める論調はみられず，城田すず子さんもこの間に紹介されていない73．ただし，1993 年

10 月 18 日の紙面では，ドイツのベルリンで開催されたシンポジウムで「日本人の従軍慰

安婦の人は声をあげられないのではないか．声をあげる人はいないのか」という質問が出

たことが弁護士の福島瑞穂執筆の記事で報告されている．また，1993 年 12 月 17 日の記事
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は市民の集会で福島瑞穂が「朝鮮人は処女だったが日本人の『慰安婦』はクロウトだった

といわれ，日本人が名のり出られない状況もある」と発言したと伝えている．それ以外の

記事は，日本人「慰安婦」被害者の存在に言及していない． 

 

3.2. 雑誌記事にみる日本人「慰安婦」像と「被害」の再構築 

 雑誌記事では，日本人「慰安婦」は大半は以下のように説明されていた． 

 

 当初の慰安婦は，国内の売春経験者から志願の形でかき集められた．しかし，圧倒

的に人数不足．しかも，志願者には性病キャリアが多かった（『FLASH』1991: 49） 

 

 日本人の女たちは「承知」して志願した娼家出身の者が多かったが，朝鮮人や中国

人の女たちは，かっさらわれるようにして連れてこられた処女がほとんどだった．（石

坂 1992: 86） 

 

 はじめは，〔多かったのは〕日本人慰安婦だったんですよ．しかし日本人の売春婦

には梅毒持ちが多かった．オバサンが多かったから，無理もきかない．（『週刊ポスト』

1992.2.28: 115） 

 

 二点目のテクストは漫画家の石坂啓が執筆した記事である．石坂はフェミニストの視点

で 1980 年代に〈従軍慰安婦問題〉を告発する作品も発表していた（石坂 1984）．「慰安婦」

制度の暴力性を熱心に世に問うてきたといえるが，日本人「慰安婦」の境遇へはあまり関

心が注がれていない．三点目のテクストは映画『沖縄のハルモニ』を監督した山谷哲夫の

発言である． 

 次はある証言集会を取材した記事で報告されている，被害者の発言である．彼女は外出

が許されたある時，日本人女性がきれいな着物を着て男性と楽しそうに歩いているのを見

て恨めしく，心の中でこう叫んだという． 

 

 どうして韓国（注・発言のまま）の女である私が身がわりになって，こんな目にあ

わなければならないのか！ 本当はあなたが，日本の兵隊の慰安婦になるべきじゃな

いのか，と．（大羽 1992: 131） 

 

 このような思いに至った被害者を，誰も責めることはできないだろう．しかし，日本人

「慰安婦」被害者が同じように糾弾する言葉がマスメディアに載らないなかで，朝鮮人女
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性や諸外国の女性が「慰安婦」にされたことこそが被害だという印象を与えるに十分なテ

クストである． 

 以上より，日本人「慰安婦」は朝鮮人女性を中心とした諸外国の被害者と切り離され，

被害者の位置から外れる存在であった状況が確認できる． 

 〈従軍慰安婦問題〉の言説空間には，次第に否定論者の言論が目立ち始める．作家の上

坂冬子は「慰安婦」制度の暴力性を否定する急先鋒であった．『週刊ポスト』に掲載された

上坂の寄稿「新聞の“従軍慰安婦”報道って，おかしくありません？」の論旨は，「慰安婦」

制度は必要悪，彼女たちは報酬を得ていた，当時朝鮮人は日本人であったのだから差別で

はない，すでに補償済みである，「慰安婦」制度の問題化は「日本人が焚きつけた」といっ

た内容である（上坂 1992）．これを発端として「投書が殺到」し，最終的に「読者からの

投稿は数千通に達した」（『週刊ポスト』1993.5.7・14: 225）．掲載された投書のうち，上坂

への批判を展開する，いわば被害者の痛みに共感的なもののなかから 3 点を以下に取り上

げる． 

 

 伊東秀子・社会党衆院議員（最近になって従軍慰安婦問題に日本軍が関与したこと

を示す資料を発見，国会で取り上げた） 

 「問題にすべきは日本が人間の尊厳，人格を冒とく，陵辱したという事実です．と

くに儒教道徳による貞操観念の強い朝鮮の少女たちに強制したということに対し，人

間としてキチンと考えなければならない．（中略）かつての戦争を正当化することで，

国際貢献などといえますか．アジアの人たちに対し，本当に申し訳なかったと謝ると

ころから始めようと考えるべきです．（中略）」（『週刊ポスト』1992.3.13: 197） 

 

 人間の尊厳や人格の尊重は被害者に寄り添うための大前提とされるべきであるが，「儒教

道徳による貞操観念の強い朝鮮の少女たちに強制した」ことの深刻さが強調されるとき，

すでに「貞操」を奪われていた遊郭出身の女性だけでなく，騙されて慰安所に送られた人

も含むすべての日本人「慰安婦」被害者が，被害の深刻さを相対化する秤にかけられ，被

害者性が少ないものとみなされてしまう．なぜなら上記のテクストだけでなく，あらゆる

テクストにおいて「貞操観念の強い日本の女性に『慰安婦』を強制した」という言い回し

はなされないからである．つまり，「貞操観念」の強さは朝鮮人女性の固有の特徴とされる

と同時に，その語りは日本人「慰安婦」の被害を深刻視させない方向にはたらくレトリッ

クとして機能するのである． 

 次のテクストは，やはり朝鮮人「慰安婦」と日本人「慰安婦」の被害の質の差を論じて

いる． 
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 M・S 氏 男性 

 「日本人慰安婦もたしかにいただろう．しかし，日本人慰安婦と朝鮮人慰安婦が全

く同様に集められ，扱われたというのなら，まずその証拠を示すべきである．甘言で

だまし，あるいは乳飲み子から無理矢理引き離して連れ回したということが，日本人

女性にも広範に行われたという資料を提出していただきたい．（中略）」（『週刊ポスト』

1992.3.13: 198-9） 

 

 この書き手は，上坂が「戦時中，朝鮮半島出身の女性は日本人であった．日本本土で生

まれた人も，朝鮮半島で生まれた人も，当時はともに日本人として日本の国策にそって行

動したのである．当然，どちらも従軍慰安婦となって日本軍を慰安し，報酬を得た」（上坂 

1992: 216）と記したことを批判していると考えられる．上坂の主張は植民地支配を成り立

たせていた権力関係を無視した乱暴なものであるが，上坂を批判するために朝鮮人「慰安

婦」被害者の被害を強調するテクストは，日本人「慰安婦」被害者の痛みを不問に付して

いる． 

 後の研究からは，日本人「慰安婦」被害者も甘言で騙されて連れていかれた人がいるこ

とがわかっている．また遊郭に入れられていた日本人女性の場合は，妊娠・出産が許され

ないため，元から乳飲み子を抱えるという経験すら奪われていた．「乳飲み子から無理矢理

引き離し」て朝鮮人女性を強制連行するという暴力的なイメージは吉田清治の著書や証言

から広まったが，吉田証言の根拠は不明確である．よって，このテクストにおいて有効に

反論しうる要素は，朝鮮人女性を「慰安婦」にすることが「広範に」行われたという点に

限られるのではないだろうか． 

 次のテクストも，植民地支配という文脈を強調するものである． 

 

 K・A 氏（59）女性 

 「当時，朝鮮の北部に住んでいた愛国少女の私にも，日本と朝鮮は一体であるとい

う考え方は日本の都合の良い時だけのもので，（朝鮮の人々には）差別，差別の現実だ

った．日本政府が，天皇だ，国のためだといって人数集めをして強制的に慰安婦を連

行した話も，あの状態では珍しいことではなかったろう．日本の国民だって，不当に

親兄弟を殺されて声にならない怒りを持つ人は多いと思うが，当時の植民地の人々の

怒りはひとしおだろうと思わざるを得ない． 

 私も，母と兄姉の 3 人を戦争で亡くした．（中略）苦しめられた人たちに対しては，

速やかに補償すべきだと思う」（『週刊ポスト』1992.3.20: 216） 
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 上坂への批判として，書き手自身の記憶に刻まれたリアリティを元に当時の民族差別の

問題を説得的に論じている．ここでは強制的に連行された朝鮮人「慰安婦」に，強制的に

連行された日本人「慰安婦」ではなく，不当に殺された親兄弟が対置されている．この構

図は，被害国と加害国の対比というより，深刻な被害を受けた人の怒りを想像させるため

に，身近な存在である家族を失うという経験が持ち出される．日本人「慰安婦」の痛みで

もって朝鮮人「慰安婦」の痛みを感じ取らせるという論法にはならない． 

 以上のテクストにみられたように，日本人「慰安婦」は朝鮮人「慰安婦」の被害者性を

強調するために言及される傾向があった．そのため，日本人「慰安婦」被害者も謝罪・補

償の対象とすべきという発想は出てきにくい．意図的に排除するわけではないにせよ，朝

鮮などアジア諸外国への加害を強調すればするほど，日本人「慰安婦」の被害者性は論点

とならなくなり，霞んでいく． 

 日本人「慰安婦」の被害を伝えるテクストも確認できたが，概ねそれらは国家責任を問

わない右派の論理に基づいたテクストであった． 

 

4. 「慰安婦」に関する日本政府の認識 

4.1. 国会で語られてきた「慰安婦」――〈従軍慰安婦問題〉以前 

 ここでは「慰安婦」が日本の国会という公の場で語られてきた事実の確認と，それがど

のような文脈で語られたのか把握することを目的とする．特に，日本人「慰安婦」がどの

ような存在とみなされていたか読み取ることに比重を置く．日本国憲法に基づき国会が規

定され，第 1 回国会が召集されて以来，質疑で「慰安婦」が語られた場面は複数回に渡る

が，以下では特徴的なものを取り上げ，概観したい． 

 最も早いものとして，1948 年 11 月，衆議院法務委員会で村教三専門員が「大阪府接待

婦組合連合会会長松井リウ」による「賣春等処罰法案に關する陳情書」を読み上げたなか

に「慰安婦」の語が登場している．陳述書の趣旨としては，就業婦のなかには戦時中「白

衣の天使」として従軍した者や「慰安婦」として働き引揚げた者，夫が戦死した者など困

窮している者があり，一般的な職業の給料だけでは生活できないのが実情なので法案を通

さないでほしいというものである．それに対し，法務政務次官であった田中角栄が，政府

としてはこのような法案が必要だと政府委員として答弁している（国立国会図書館 1948: 

11）． 

 次に，1952 年 2 月，第 13 回国会の衆議院行政監察特別委員会では，「女子及び年少者の

人身売買に関する件」が議題に上がっており，進駐軍に「慰安婦」を差し出したことが赤

線区域の発生となったとして，労働者農民党の山口武秀委員が苦言を呈する場面がある（国
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立国会図書館 1952a: 6）．法律に基づくものではなく「実力をもって婦女子の提供を進駐軍

に命令される」ことは「民族的屈辱」であると山口委員は述べている．その次の行政監察

特別委員会でも同様に山口武秀委員が，政府が進駐軍に「慰安婦」を供出した事実につい

て質問している（国立国会図書館 1952b: 11）．山口委員のいう「慰安婦」は戦時中の日本

軍「慰安婦」ではなく，敗戦直後に「性の防波堤」として集められた女性たちである． 

 同じく 1952 年の 4 月の参議院法務委員会では，公娼制度が廃止になって以降も依然とし

て「集娼」や「散娼」が数を増し，赤線区域，青線区域が現存している実態があると宮城

タマヨ理事が問題提起した折，「慰安婦」に言及している．宮城は次のように述べる． 

 

 従業員の一部分は実は終戦直後に慰安婦として政府が集めましたその人たちがまだ

随分残つておる．それでその人たちは実に大手を振つて威張つてこの仕事に従事して

おりますのでございます．政府からもお招ばれしているんですよということをまだ言

つておるのです．それで一つどうしても早い機会にこれは何とかしてほしいのでござ

いますが．（国立国会図書館 1952c: 3） 

 

 先にみた山口武秀発言と同様，日本軍「慰安婦」ではなく政府が占領軍へ供出した「慰

安婦」のことであるが，女性が性産業に従事する女性を蔑視するという構図が見える． 

 「慰安婦」は不名誉な存在として語られる．1954 年 8 月，第 19 回国会の衆議院通商産

業委員会では，左派社会党の帆足計委員が再軍備に反対し，政府が再軍備するというのな

ら「大体六十才以上の年寄り」が兵隊に行けばよい，また「御家族やお嬢様たちは一番近

い野戦病院に行かれたらいい．アメリカの兵隊さんがさびしければ，その人たちが慰安婦

志願をしたらよいでしよう」と挑発している（国立国会図書館 1954: 10）．1955 年 7 月，

第 22 回国会の参議院内閣委員会では，「国の防衛に関する調査の件（駐留軍の飛行場拡張

問題及び駐留軍及び自衛隊の演習場問題に関する件）」が議題となっており，参考人の石田

精市元印野村助役が，土地を接収されたことに由来する地元民の不満について説明しつつ，

御殿場駅前が「アメリカの兵隊と特殊慰安婦」で埋まっていると苦情を申し立てている（国

立国会図書館 1955: 39）． 

 これらの発言に表れているのは，日本軍「慰安婦」であるか占領軍相手の売春婦である

かにかかわらず，性産業に従事する女性など「娼婦」一般への蔑視である． 

 次に国会内で「慰安婦」が言及されたときは，公的制度との関わりが議論された点で特

徴的である．池谷好治論文が指摘するように，1960年代の第 40回国会と第 58回国会では，

戦傷病者戦没者遺族等援護法（以下，「援護法」）74の日本軍「慰安婦」であった人々への適

用をめぐり，質疑が行われている（池谷 2003）．1962 年 4 月の第 40 回国会衆議院社会労
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働委員会では，援護法の一部改正法案が上程され，社会党の小林進委員がどこの部隊にも

「慰安婦」がいたのを知っていると述べながら，「慰安婦が敵襲を受けて敵弾によって倒れ

た，こういう場合は一体どういう処置を受けるのでしょうか」と質問している．援護局長

である山本淺太郎厚生事務官の答弁は，「慰安婦」は軍属にはなっていないが，敵襲を受け

たり遭遇戦で亡くなったりした場合は準軍属の扱いをしているはずだというものであった

（国立国会図書館 1962: 33）．質疑の文脈上，準軍属の扱いがなされた場合は援護法の対象

となっていると答弁したものと読める． 

 1968 年 4 月の第 58 回国会衆議院社会労働委員会でも，援護法の一部改正法案が上程さ

れており，社会党の後藤俊男委員が「慰安婦」への援護法適用について「数千名の慰安婦

が第一線なりその他多くの戦場に派遣されておった，これはもう間違いないと思う」と前

提にしたうえで，圧倒的多数が援護法の適用を受けていないであろうと指摘し，政府の方

針を問うている．それに対し，実本博次厚生省援護局長が次のように答弁した． 

 

大臣〔園田直厚生大臣〕が先ほど申し上げましたように，現実に本来の慰安婦の仕事

ができなくなったような状態，たとえば昭和二十年の四月以降のフィリピンというよう

な状態を考えますと，もうそこへ行っていた慰安婦の人たちは一緒に銃をとって戦う，

あるいは傷ついた兵隊さんの看護に回ってもらうというふうな状態で処理されたと申

しますか，区処された人たちがあるわけでございまして，そういう人たちは戦闘参加者

あるいは臨時看護婦というふうな身分でもってそういう仕事に従事中散っていかれた，

こういうふうな方々につきましては，それは戦闘参加者なりあるいは軍属ということで

〔援護法適用の〕処遇をいたしたケースが，先ほど四，五十と申し上げました中の大部

分を占めておるわけでございます．したがいまして，こういう人たちの実態というもの

は，先生〔後藤俊男委員〕が先ほどちょっと触れられましたように，現実には何か相当

前線の将兵の士気を鼓舞するために必要なわけで，軍が相当な勧奨をしておったのでは

ないかというふうに思われますが，形の上ではそういった目的で軍が送りました女性と

いうものとの間には雇用関係はございませんで，そういう前線の将兵との間にケース，

ケースで個別的に金銭の授受を行なって事が運ばれていた模様でございます．（国立国

会図書館 1968: 6-7）（下線は引用者による） 

 

 この答弁内容からわかることを下線部より二点確認しておこう．一点目は，「慰安婦」と

された女性のなかには「戦闘参加者なりあるいは軍属」として扱われることで援護法の適

用対象となった「四，五十」名の人々がいるという事実確認がなされたことである．ただ

し，本稿ではこれをもって実際に 40-50 名への援護事例があったと断定することには主眼
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を置かず，あくまで「慰安婦」とされた女性をめぐって援護法を軸に質疑応答がなされた

という事実を確認するにとどめておく75． 

 二点目として，「慰安婦」は「将兵の士気を鼓舞するために必要」で「軍が相当な勧奨」

をしていただろうという見解が述べられていることに着目したい．この発言が特に咎めら

れた様子はなく，政府委員が軍の論理よろしく「慰安婦」の必要性を述べても問題になら

なかった当時の状況が確認できる．以上のように，第 40 回国会と第 58 回国会においては

「慰安婦」制度自体が問題化されたわけではなく，戦後の生活に窮しているであろう彼女

たちや遺族が不憫だという考えの下，援護法で救済する方が確認された温情主義的な扱い

がなされたのであった． 

 事態がわずかに変わるのは，次に「慰安婦」が言及された第 71 回国会である．この 1973

年 6 月の衆議院法務委員会では，社会党の赤松勇委員が，日弁連を中心に戦時中の朝鮮人

虐待の実態調査をするなかで，北海道に「朝鮮の婦女子を二百人拉致」し「強制的に慰安

婦，つまり売春婦として遊郭の一角に閉じ込めて，そしてこれを虐待して」いたという事

実が明らかになったと述べ，「これらの戦前の，民主主義の観点からいえば人権じゅうりん，

外交的に言えばこれは侵略行為」であるが政府としてはどう考えるかと質問している．こ

れは，在日朝鮮人高校生に対する国士舘学園高校生の暴行事件を踏まえ，偏向教育が問題

の背景にあるとして歴史認識を質す場面でのことある．翌週の衆議院法務委員会でも引き

続き赤松委員が同様の趣旨で，「朝鮮で狩り出された二百人の婦女子が函館の遊郭に，日本

の炭坑夫の慰安婦として無理に売春を強要され」たと述べ，日本政府の「侵略政策」を問

題化している（国立国会図書館 1973: 7）． 

 この第 71 回国会での赤松委員発言の特徴は，「慰安婦」にされた朝鮮人女性たちが「虐

待」されていたという認識を示していること，民主主義の観点からすれば「人権じゅうり

ん」であり外交上は「侵略行為」であると判断していることである． 

 1985 年 2 月の第 102 回国会衆議院予算委員会では，社会党の佐藤観樹議員が，吉田清治

著『私の戦争犯罪』で「約六千人の人を朝鮮半島から徴用ということで連れてきた，その

中には，九百五十人が女子挺身隊員ということで，いわば南方に送る慰安婦として連れて

きた」と告白されていると言及し，政府の対応を求めた（国立国会図書館 1985: 43）．1988

年 4 月，第 112 回国会では衆議院議員の草川昭三議員が，「学徒動員，勤労動員」で連れて

来られた「挺身隊」の死亡者の話を取り上げるなかで，韓国では「挺身隊」というと「軍

隊の慰安婦」にされた女性が連想されるので，「挺身隊」が「慰安婦」とは違う学徒動員で

あることを証言してほしいという声が韓国から上がっていると述べている（国立国会図書

館 1988: 22-3）． 

 以上を整理すると，「慰安婦」の存在していた事実が否定されたことは一度もなかったこ
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とがわかる．1968 年第 58 回国会までは「慰安婦」とされた日本人女性が念頭に置かれ，

1973 年第 71 回国会からは，朝鮮人女性が議論の前提となり，朝鮮人女性を「慰安婦」と

したことについて「人権蹂躙」「侵略行為」という論点が現れる．日本人「慰安婦」をめぐ

っては，温情主義的な視点が注がれもしたが，人権侵害という見方は確立されなかった． 

 

4.2. 日本政府の「慰安婦」調査と公式見解をめぐって 

第一次調査の結果と見解 

 日韓の政治・外交問題としての〈従軍慰安婦問題〉に対応せざるを得なくなった日本政

府は，1991 年 12 月より資料調査に着手した．そして 1992 年 7 月 6 日に調査結果として，

「慰安婦」制度の概要と政府の見解を示す文書「朝鮮半島出身のいわゆる従軍慰安婦問題

について」（内閣官房内閣外政審議室 1992a）と資料リスト「いわゆる従軍慰安婦問題の調

査結果について」（内閣官房内閣外政審議室 1992b）の二点を発表し，加藤紘一内閣官房長

官発表（資料 1）76を行った．政府はこの文書と内閣官房長官発表で，初めて公式に「慰安

婦」制度への政府の「関与」を認めた． 

 報道によると，加藤は記者会見での質疑で次のように応答したとされる．被害者への「聞

き取り調査は考えていない」，朝鮮人女性の強制徴用を示す資料に関しては「募集のしかた

について資料は発見されていない」，謝罪の気持ちを示す「何らかの措置をとる」が「各国

との補償問題はサンフランシスコ条約などで解決済みだ．『何らかの措置』は，それとは別

途に，韓国について考えている．他の地域については，今後検討していきたい」，謝罪の対

象は日本人の「慰安婦」を含むのかとの質問に対しては「当時の慰安婦の中に日本国籍が

いちばん多かったことは事実だ．貧しいが故にそういう仕事につかれた女性がいたことは

いたましい」と述べた（『朝日新聞』1992.7.7 朝刊）． 

 調査結果を表す文書には，発見された資料77の内容が以下 7 点に整理されている． 

 

 1. 慰安所の設置については，当時の前線における軍占領地域内の日本軍人による住

民に対する強姦等の不法な行為により反日感情が醸成され，治安回復が進まないため，

軍人個人の行為を厳重に取り締まるとともに，速やかに慰安設備を整える必要があると

の趣旨の通牒の発出があったこと，また，慰安施設は士気の振興，軍紀の維持，犯罪及

び性病の予防等に対する影響が大きいため，慰安の諸施設に留意する必要があるとの趣

旨の教育指導参考資料の送付が軍内部であったこと． 

2. 慰安婦の募集に当たる者の取締りについては，軍の威信を保持し，社会問題を惹起

させないために，慰安婦の募集に当たる者の人選を適切におこなうようにとの趣旨の通

牒の発出が軍内部であったこと． 
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3. 慰安施設の築造・増強については，慰安施設の築造，増強のために兵員を差し出す

べしとの趣旨の命令の発出があったこと． 

4. 慰安所の経営・監督については，部隊毎の慰安所利用日時の指定，慰安所利用料金，

慰安所利用にあたっての注意事項等を規定した「慰安所規定」が作成されていたこと． 

5. 慰安所・慰安婦の衛生管理については，「慰安所規定」に慰安所利用の際は避妊具を

使用することを規定したり，慰安所で働く従業婦の性病検査を軍医等が定期的に行い，

不健康な従業婦においては就業させることを禁じる等の措置があったこと． 

6. 慰安所関係者への身分証明書等の発給については，慰安所開設のため渡航する者に

対しては軍の証明書により渡航させる必要があるとする文書の発出があったこと． 

7. その他，業者が内地で準備した女子が船舶で輸送される予定であることを通知する

電報の発出があったこと．（内閣官房内閣外政審議室 1992a） 

 

 これらをもって，政府は「いわゆる従軍慰安婦問題に政府の関与があったことが認めら

れた」と結論づけた（内閣官房内閣外政審議室 1992a）． 

 しかしながら調査の不徹底さや形式的な謝罪は日韓の運動体から批判を浴びた78．「日本

の戦後責任をハッキリさせる会」（「ハッキリ会」）が 7 月 21 日に開催した緊急集会では，

吉見義明の講演「課題を残す日本政府調査」が行われている．吉見は資料が「どこから出

ていないのか」という点に即して，政府調査の問題点を提示した．具体的には，「慰安婦」

の募集・渡航には警察が深く関わっているが資料がまったく出ていない点，防衛庁から出

てきたのは防衛研究所図書館の資料だけであるが，本来ならば兵站・輸送等の後方関係資

料が数万点あるはずのところ 70点しか出してきていないため全部の調査をしていないと考

えられる点，また防衛庁は自衛隊や防衛大学校等の戦史資料を出していない点，外務省か

ら外交史料館の資料が出てきたが調査漏れがあると思われる点，文部省の調査が通り一遍

の通達を各所に依頼した程度だと思われる点，厚生省から資料 4 点が出されたが厚生省は

資料の公開をしていないため調査がどの程度本格的なものか判断できない点，労働省から

一点も出ていない点，国外にある資料の調査を一切していない点などである（吉見 1992a: 

6-8）．また，「慰安婦」の徴集に関しては資料が非常に残りにくいという面があるので関係

者に聞き取りし補っていくことが重要だと主張した（吉見 1992a: 20）． 

 吉見は「強制連行」には広義と狭義の意味があるとして，人狩りのようにイメージする

のは強制連行を狭く解釈していると指摘している．つまり，当時日本が加入していた婦女

売買に関する国際条約の一つである「醜業を行わしむるための婦女売買取り締まりに関す

る国際条約」79の第二条に「何人たるを問わず，他人の情欲を満足せしむるため醜業を目的

として詐欺によりまたは暴行，脅迫，権力乱用その他いっさいの強制手段をもって，成年
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の婦女を勧誘し，誘引し，または拐去したるものは罰せられる」とあるように，騙して連

れていくのも強制であるという（吉見 1992a: 11-2）．吉見は先の政府調査で発表された資

料には，広義と狭義両方の意味においても強制連行の事実を示すものがはっきりとは出て

きていないことを認め，本来そのような資料は残りにくいと補足しつつ，憲兵や警察が徴

集業務に関与していればそのような資料が出てくる可能性もあると示唆する（吉見 1992a: 

18）． 

 運動関係者たちは，政府が強制連行を認めなかったことに苛立っていた．吉見の講演で

の質疑応答の時間には，参加者である弁護士から，強制連行の資料がないとする日本政府

の対応が「自分の責任をなるべく軽減しようと」する「姑息な態度」として批判されてい

る（日本の戦後責任をハッキリさせる会 1992c: 21）．7 月 20 日付で発行されていたハッキ

リ会の通信にも，政府の責任回避と，強制連行したという資料がないから強制連行の事実

は確認できなかったとする言い分へ怒りがぶつけられている（松井聖一郎 1992f: 1）． 

 7 月 31 日には韓国政府が『日帝下軍隊慰安婦実態調査中間報告書』を発表し，韓国国内

での調査の結果「慰安婦」の募集などで威圧的な雰囲気による方法や事実上の動員があっ

たと報告，「強制連行を裏付ける資料はなかった」とする日本政府の調査を批判し，追加調

査を要求した（『朝日新聞』1992.7.31 夕刊）． 

 

調査の継続とその間の国会質疑の状況 

 政府は調査を継続せざるを得なかった．1992 年 12 月には新たに韓国人の「慰安婦」被

害者が，1993 年 4 月にはフィリピン人と在日朝鮮人の「慰安婦」被害者がそれぞれ訴訟を

起こしており，新聞報道も増加している．1992 年 12 月には内閣改造がなされ，河野洋平

が内閣官房長官に就任した．韓国では 1993 年 2 月に金泳三大統領が就任したが，聯合通信

によると，大統領は「日本が真相究明を明らかにすることが重要である」との認識を示し

つつ「物質的補償を日本に求めない」と述べ，補償は翌年から韓国政府予算でおこなうと

した（『朝日新聞』1993.3.14 朝刊）．3 月に開かれたジュネーブでの国連人権委員会では，

朝鮮民主主義人民共和国政府代表が「慰安婦」の問題と強制連行問題について「人権委員

会として，何らかの措置を取るべきだ」と 4 日に発言（『朝日新聞』1993.3.5 夕刊），8 日

には「完全な調査さえしていない」と日本を批判した（『朝日新聞』1993.3.9 夕刊）．政府

は戦友会などで聞き取り調査を行っていることを明らかにした（『朝日新聞』1993.3.11 朝

刊）．また 3 月 11 日，フィリピンのラモス大統領が来日し，宮澤首相は「おわびと反省の

気持ちをいかに表せるか，検討を続けている」と語った（『朝日新聞』1993.3.12 朝刊）． 

 引き続き，「強制連行の有無」は争点であり続けた．2 月には韓国挺身隊問題対策協議会

と挺身隊研究会が証言集『強制的に連れて行かれた朝鮮人軍慰安婦たち』
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（한국정신대문제대책협의회・정신대 연구회편 1993=1993）を刊行しており，同年 3 月

に日本の国会質疑で五十嵐広三衆議院議員に言及されている（国立国会図書館 1993: 7-8）．

国会では，主に日本社会党議員による追及が続く．質問した議員の顔ぶれは五十嵐議員の

他にも，水田稔衆議院議員，三野優美衆議院議員，清水澄子参議院議員，伊東秀子衆議院

議員，宇都宮真由美衆議院議員らであり，自由民主党からも鴻池祥肇衆議院議員より質問

がなされた． 

 鴻池議員は「だまされて慰安婦にさせられた韓国人」に同情の意を表しつつ「だました

主体」がすべて「我が国」であったのかという点に疑問があると意見したうえで，「問題の

核心は，まさに慰安婦としての強制連行の事実があったかなかったか」であり「韓国側も

我が国に対して強制連行の事実を認めるように盛んに迫っておるよう」だと述べている（国

立国会図書館 1993a: 7）．五十嵐議員は日本政府の調査と韓国政府の調査の大きな差は「強

制性があったかないか」であるとし，裏付ける資料が出てこないのであれば韓国の生存者

に話を聞くことで調査を進めるべきだと主張している．五十嵐議員は「募集し，連行する」

ことの「強制性」も問題だが同時に慰安所での「身柄の拘束」や外出の禁止，あるいは慰

安所周辺の指定したところのみしか散歩させないような事態もとらえるよう政府委員の谷

野作太郎内閣外政審議室長に迫っている（国立国会図書館 1993b: 8）．清水議員はさらに明

確な回答を引き出すべく，政府は「強制を立証する資料がない」というが，政府が考える

強制とはどのような内容かと質問している．それに対し，政府委員の谷野作太郎は次のよ

うに答弁している． 

 

 いろいろな意味合いがあろうかと思いますが，ごく自然に強制ということを受け取り

まして，その場合には単に物理的に強制を加えるということのみならず，おどかしてと

いいますか，畏怖させてこういう方々を本人の自由な意思に反してある種の行為をさせ

た，そういう場合も広く含むというふうに私どもは考えております．（国立国会図書館 

1993c: 4） 

 

 ここで注目すべきは，「強制」に「本人の自由な意思に反して」行為をさせる事態が含ま

れている点である．連行時の状況にこだわらない形で「強制」の範囲を措定することは，「慰

安婦」にさせられることそのものの暴力性をとらえうる，フェミニズムの理解に沿うもの

である．その反面，「意思に反して」「慰安婦」をさせられたこと自体を立証する資料がな

いという責任逃れの方便とも読める．そのような言い分は，軍や憲兵や総督府などの権威

の下で逆らえなかったり，遊郭からの鞍替えの女性など元々借金で縛られていたりする

人々の意志がそもそも自由に示されようがないことを無視した強弁であろう．そうなると，
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強制性の立証のために必要だと政府が考えるものは，加藤官房長官がないと言った「募集

のしかたについて」示す資料だと解釈するのが妥当である．しかし，どこから誰を「慰安

婦」要員として徴集したのか直接的に示す資料は存在するのだろうか．公開された政府資

料が限られているため，本当にそのような資料がないのかは判断できない．政府が調査の

結果，軍と政府が「慰安所の経営・監督」と「慰安所・慰安婦の衛生管理」をしていたと

発表したように，軍と政府は「慰安婦」制度を立案・統制していたといえるが，徴集にあ

たったのは業者であったことを示す資料があるため，「募集のしかたについて」は軍や政府

の管轄外であるといわんばかりである． 

 政府が 1992 年に発表した調査結果に含まれる資料に，国府台陸軍病院附きの軍医中尉・

金沢医科大学教授早尾乕雄による論文がある．早尾は慰安所開設の理由と経過について次

のように記している． 

 

 出征者に対して性欲を長く抑制せしめることは自然に支那婦人に対して暴行するこ

ととなろうと兵站は気をきかせ中支にも早速に慰安所を開設した，その主要なる目的は

性の満足により将兵の気分を和らげ皇軍の威厳を傷つける強姦を防ぐのにあった（中

略）軍当局は軍人の性欲を抑える事は不可能だとして支那婦人を強姦せぬ様にと慰安所

を設けた，しかし強姦は甚だ旺んに行われて支那良民は日本軍人を見れば必ずこれを恐

れた（早尾乕雄 1939; 吉見 1992: 228-32） 

 

 これを元に，強制性が問われる際の連行時の状況や「募集のしかたについて」を争点と

しない形で強制性を指摘する論理展開が可能ではないだろうか．つまり，早尾の述べるよ

うに軍にとって強姦は「皇軍の威信を傷つける」問題であった．また，反日感情を引き起

こし占領地の支配に支障を来す80．よって「慰安所」という欺瞞的な名称の施設を設置し，

そこで性の処理をさせることで現地住民への強姦が抑えられれば，慰安所に騙して連れて

きた女性を「慰安婦」として拘束していようが，強制性の証拠を残さなければ軍にとって

は問題ない．かくして「軍人の性欲を抑える事は不可能」であると自然化し，開き直った

軍により「慰安婦」の存在は正当化され，要請される．実態は強姦として発現される性欲

の鉾先を変えるだけの話なので，そもそも皇軍の「威信」など保たれる類のものではない．

だからこそ当然ながら，軍が女性に「慰安婦」になるよう強いた形跡があってはならず，

女性の合意なり自発性が前提とされなければならない．公文書が軒並み女性の「醜業」を

「許可」する体裁をとっていることが，「慰安婦」制度を作り上げていった軍と政府の表面

的な繕いを物語っている． 

 住民への強姦を慰安所での性行為に転換させただけだとみなせば，「慰安婦」集めの実態
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は女性の身体を確保する「徴集」であったととらえる方が正しく，「募集」という概念で自

由意志を前提に募ったと想定すること自体，欺瞞的であるといえるだろう．そうだとすれ

ば，「強制」の有無が争点となること自体おかしい．1992 年の第一次政府調査はずさんな

調査であったとはいえ，慰安所の設置・統制を証明している点で，軍と政府による組織的

な性暴力制度をすでに立証していたといえるのではないか． 

 1993 年の国会質疑に議論を戻すと，この問題を熱心に追及し続けた議員たちは政府の答

弁に正面から対抗するあまり，強制性の立証にこだわりすぎたきらいがある．たとえば伊

東秀子議員は「強制連行により連れてこられたか否か」が韓国との間で問題になっている

と指摘している（国立国会図書館 1993d: 12）．議員たちは，資料のなさを困惑気味に述べ

るばかりの政府委員に，さらなる資料調査と強制性の裏付けのための聞き取り調査の推進

を迫っている．政府委員は聞き取り調査の進捗状況を尋ねる議員に対し，6 月 7 日の時点で，

韓国の大使館を通じて関係団体と聞き取り調査のための打ち合わせを始めていると答弁し

ている（国立国会図書館 1993f: 20）． 

 当初は〈朝鮮人「慰安婦」問題〉として問題化された〈「慰安婦」問題〉も，諸外国の被

害者の名乗り出が相次ぎ，アジアの他の諸外国との間にも問題が拡大していった．伊東議

員が韓国以外の被害者への対応について問い質した際は，台湾の被害者についても「韓国，

フィリピン，その他の国々と並行して検討を進めてきている」と外務省北東アジア課長の

武藤正敏が答弁している．栗原君子議員も，中国の被害者への対応を促し（国立国会図書

館 1993e: 3-4），清水澄子議員もフィリピンの被害者へも聞き取り調査をするよう訴えた

（国立国会図書館 1993f: 20）． 

 

第二次調査の結果と見解 

 内外ともに圧力が続き，1993 年 8 月 4 日に第二次政府調査の結果が発表された．調査結

果として「慰安婦」制度の概要を整理し政府の見解を示した文書「いわゆる従軍慰安婦問

題について」（資料 2）（内閣官房内閣外政審議室 1993a）と資料リスト「いわゆる従軍慰

安婦問題の調査結果について」（内閣官房内閣外政審議室 1993b）の二点が発表された．同

時に「慰安婦関係調査結果発表に関する内閣官房長官談話」（資料 3）（「河野談話」）も発表

された．調査結果と「河野談話」は現在に至るまで歴代政府の公式見解となっている． 

 「慰安婦」制度の概要として，「(1) 慰安所設置の経緯」「(2) 慰安所が設置された時期」

「(3) 慰安所が存在していた地域」「(4) 慰安婦の総数」「(5) 慰安婦の出身地」「(6) 慰安所

の経営及び管理」「(7) 慰安婦の募集」「(8) 慰安婦の輸送等」の項目が設けられ報告された

（内閣官房内閣外政審議室 1993a）．(2)，(3)，(4)，(5)に関しては一次調査ではまったく言

及されていない，新たに公表された内容である．(5)の項目には「戦地に移送された慰安婦
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の出身地としては，日本人を除けば朝鮮半島出身者が多い」（内閣官房内閣外政審議室 

1993a）と日本人「慰安婦」が相当数いたと読める記述がある．河野談話にも同様の内容が

盛り込まれた． 

 他の項目についても一次調査の内容より踏み込んではいる．たとえば(6)では「旧日本軍

が直接慰安所を経営したケースもあった」，「旧日本軍は慰安所の設置や管理に直接関与し

た」と主体を明らかにした上で「関与」を認めている．また，「慰安婦たちは戦地において

は常時軍の管理下において軍と共に行動させられており，自由もない，痛ましい生活を強

いられたことは明らかである」と女性たちの苦悩を推察するかのような表現がみられる．(7)

では業者らが「甘言」や「畏怖させる」ことなどで「本人たちの意向に反して集めるケー

スが数多く」みられたとし，「官憲等が直接これに加担する」ケースもあったと認めた．(8)

では旧日本軍が「慰安婦」を「軍属に準じた扱い」にして渡航申請を許可する場合があっ

たことや，「慰安婦」が「現地に置き去りにされた」ケースもあったことを認めた（内閣官

房内閣外政審議室 1993a）．8 月 5 日の宮澤内閣総辞職を前日に控え駆け込みでの第二次調

査結果発表であった． 

 一次調査より踏み込んだ点に限っては概ね評価されたとみてよい．吉見義明は「慰安婦

の徴集，移送，管理などが総じて強制的に行われたことや，強制的徴集に官憲が直接加担

した場合があったことを認めた点で評価できる」（『朝日新聞』1993.8.5 朝刊）とし，津田

塾大教授の高崎宗司は「官房長官談話は，強制力の行使にあたる表現が繰り返されている

し，民間の意見や研究を取り入れるとしている点などで，明らかに一歩前進と言える」（『朝

日新聞』1993.8.5 朝刊）とコメントしている．「日本の戦争責任資料センター」は官房長官

談話が「設営，募集の責任が旧日本軍当局にあった」「慰安婦の徴集と慰安所での生活が強

制的だった」「多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた」という三点を認めている点で評価

できるとコメントを出した（『朝日新聞』1993.8.5 朝刊）． 

 ただし，相変わらず資料調査が不十分であったため81，吉見は「官憲による強制徴集への

加担を認めるのであれば，朝鮮総督府，台湾総督府を管轄していた拓務省，内務省資料，

それに警察資料など基本的な資料があるはずだ」と根本的な資料の欠落を指摘し，聞き取

り調査の結果をプライバシーに配慮しつつ公表することや，「国際法違反と補償責任を明ら

かにするため，国会に調査委員会を設置する」などしてさらなる調査を求めており，総合

的な評価としては批判的な見解を示した（『朝日新聞』1993.8.5 朝刊）．西野瑠美子も，「真

相究明なしでは，何のために謝罪するのか，だれも納得しないのではないか」と辛口のコ

メントを寄せている（『朝日新聞』1993.8.5 朝刊）． 

 韓国側の反応としては，被害者たちが「つらく，恥ずかしい体験を話したのに，これじ

ゃあ，だまし討ちじゃないか」と「憤まんをぶちまけた」という様子や，聞き取り調査に
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応じた被害者の一人である黄
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さんが「何ともいえない，ものすごく寂しい気持ちだ．

（中略）補償がなければ何も意味がない」と語ったことが報道されている（『朝日新聞』

1993.8.5 朝刊）．太平洋戦争犠牲者遺族会の共同代表の梁順任は，「真相究明に一歩，前進

したと評価できる面もある．しかし，『強制連行』のことばが全く書かれていない」，「日本

政府の命令を受けて総督府が末端行政機関を総動員して連行したのに，『募集』『官憲等が

募集に加担』といった欺瞞（ぎまん）的な表現で済ませたのは，どういうことなのか」と

辛辣に批判した（『朝日新聞』1993.8.5 朝刊）．挺身隊問題対策協議会共同代表（当時）の尹
ユン

貞
ジョン

玉
オク

も「争点の強制性については，予想をはるかに下回る弱い認定しかしていない」と記

者会見で批判している（『朝日新聞』1993.8.5 朝刊）．日本政府は調査結果発表時の表現に

ついて韓国政府関係者と協議しながら進めていたが（『朝日新聞』1993.8.5 朝刊），被害者

や民間団体からは総じて反感を買ったといえる． 

 山下英
ヨン

愛
エ

が批判的に分析しているが，韓国の運動体は日本政府の二次調査の結果発表を

受けて発表した声明で，以下のような文面により日本人「慰安婦」の被害者性を認めない

観点から抗議をしている． 

 

 （「カ，慰安婦がどのような存在であるかについての性格が抜けている」中） 

 慰安婦は当時公娼制度下の日本人売春女性と違って，国家公権力によって強制的に

軍隊で性的慰安を強要された性奴隷であった． 

（「ラ，慰安婦の出身地」中） 

 「戦地に移送された慰安婦の出身地としては日本人を除けば韓半島出身者が多い」

となっている．しかし，日本人女性は性奴隷的性格の強制従軍慰安婦とはその性格が

明らかに違う．日本人慰安婦は当時，日本の公娼制のもとで慰安婦になり，お金をも

らい，契約を締結したのであり，契約が終われば慰安婦生活をやめることができた．

日本人慰安婦をさりげなくこの報告に含めたのは，強制従軍慰安婦の性格を曇らせる

ためであると思われる．（山下 2008: 139-40） 

 

 山下はこの文面は日本人「慰安婦」は売春婦出身であったので「慰安婦」制度下の性奴

隷とはいえないという結論を導く危険があると論じている（山下 2008: 140）．上記の文言

は日本語翻訳版からは削除された82． 

 一方で韓国外務省は，4 日，日本政府の第二次調査に対して以下の声明を出した． 

 

 日本政府は今回の追加調査結果の発表を通じて，従軍慰安婦の募集，移送，管理など

で，全体的な強制性を認めた．さらに被害者に対する謝罪と反省を表すると同時に，今
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後，これを歴史の教訓としていく意志を表明したことに対して，韓国政府として評価し

たい（『朝日新聞』1993.8.5 朝刊） 

 

 同時に，「慰安婦」の総数と当時の日本政府の役割が未解明であると指摘し，改めて明ら

かにするよう要請した．一方で韓国外務省アジア局長は「今後，この問題を韓日間の外交

課題としては提起しない，というのが現時点での我が国政府の立場だ」と語った（『朝日新

聞』1993.8.5 朝刊）． 

 宮澤内閣は 8 月 5 日に総辞職し，「補償に代わる措置」の検討は新たに発足した細川連立

政権へ持ち越された．細川護煕首相は 8 月 10 日の初の記者会見で，太平洋戦争は日本によ

る「侵略戦争」であったと発言，その後この発言をめぐり国内で反発が生じる．8 月 23 日

の所信表明演説では，「侵略戦争」の言葉を避け，日本の繁栄と平和は「先の大戦での尊い

犠牲の上に築かれた」という表現に抑えられた（『朝日新聞』1993.8.24 朝刊）． 

 8 月 17 日，ジュネーブで開催されていた国連人権委員会で日本政府代表は，「慰安婦」制

度に旧日本軍が関与し，「慰安婦」募集が強制的であったことなどを認めた（『朝日新聞』

1993.8.18 夕刊）．しかし，日本政府が第二次調査結果を発表しても補償については「解決

済み」との姿勢を崩さなかったことは，運動体から批判された（資料 4）． 

 本稿で分析対象とする時期の日本政府の「慰安婦」に関する認識は以上のような経緯を

たどった． 

 

5. 第 1 章のまとめ 

 1970 年代には，「慰安婦」制度を問題視し過去の発掘をおこなったジャーナリストや著

述家の著作が発表され始めた．千田夏光や金
キム

一
イル

勉
ミョン

の「慰安婦」テクストでは，日本人「慰

安婦」は哀れな存在ではあれ，被害者とはみなされていない．千田は日本人「慰安婦」は

「慰安婦」を務めることが「お国のため」になると思っていたと論じ，「もとめて」行った

女性たちとして描いている．また，戦地で日本軍兵士のために「売春」する女性として位

置づけている．金は日本人「慰安婦」を内地で「食い詰めた」売春婦と説明し，自発的に

戦地で売春した女性とみなした． 

 ただし，〈従軍慰安婦問題〉出現時，『朝日新聞』投書欄には出征経験があり「慰安婦」

の記憶を持つ世代から，日本人「慰安婦」もかなりの人数がいたこと，自主的に「慰安婦」

になったのではないことなどを伝える投書も掲載された．また一部には，日本人「慰安婦」

も補償の対象とすべきだという意見や，日本人であっても「慰安婦」など強要されてはな

らないという文脈のものや，戦時性暴力という普遍的な現象としてとらえて男性の性暴力

の問題を追及する投書も掲載された．しかし社説などでそのように日本人「慰安婦」の被
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害者性に敏感な論調の記事はみられなかった． 

 日本政府の調査の結果からも日本人「慰安婦」が多かったことが発表されたが，それを

受けて日本人「慰安婦」の被害者性を訴えたり補償すべきだと主張したりする言説が生産

されることもなかった．〈従軍慰安婦問題〉は〈朝鮮人従軍慰安婦問題〉の様相で拡大した

のである． 
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第 2章 「慰安婦」とされた日本人女性の語り 

1. 日本人「慰安婦」の戦後の一端 

 本章では，新聞などで大々的に報道されることのなかった，日本人「慰安婦」被害者の

戦後の語りを取り上げる．具体的には(1)「慰安婦」から解放された戦後であっても「慰安

婦」であったことによる苦悩が続いていた側面，(2)典型的な被害者像に合致しない発言，

(3)〈従軍慰安婦問題〉出現当時に当事者が発信した文言を確認する．これらの語りをみて

いくのは，日本人「慰安婦」被害者の戦後も継続した被害を把握するためというより，〈従

軍慰安婦問題〉をめぐる言説空間でこれらのテクストが主要な位置を占めなかったことや，

十分に議論の対象としてこられなかったことを押さえておきたいからである． 

 

1.1. 「慰安婦」とされた日本人女性の怒りと苦しみを表すテクスト 

 本節では〈従軍慰安婦問題〉出現以前に書かれたものや発信された情報を取り扱う． 

 城田すず子さんは，日本人「慰安婦」被害者のなかで最も知られている人と考えてよい83．

公娼，「慰安婦」，進駐軍相手の売春などを経て，1955 年に偶然見た雑誌の記事で知った日

本キリスト教婦人矯風会運営の「慈愛寮」に入り，心機一転し「更正」への道を歩む（城

田 1971: 90-158）．その後，1958 年に婦人保護施設「いずみ寮」に入寮，1965 年に婦人保

護長期収容施設「かにた婦人の村」の開設とともに移住し，1993 年に亡くなるまで「かに

た」で過ごした．彼女は長年の経緯から重い婦人科の病気を煩ったが，これは公娼時代か

らの被害ではあるが，戦後も続いた深刻な被害であるといえるだろう． 

 社会福祉学者の一番ヶ瀬康子は，「売春問題と“婦人保護”」について解説するにあたり，

婦人保護に関する研究は社会福祉研究において最も遅れてきたとしている．そしてそれが

公娼制度に由来するものであり，同時に「少数者の問題として軽視あるいは無視されてき

たからではないだろうか」と述べている．背景として「その制度〔公娼制度〕のもとに苦

しみ，戦後解放された人びとが現存しているにもかかわらず，それは過去のこととしてし

かあつかわないような政策展開がなされていたことと関係があろう」と分析する（一番ヶ

瀬 1989: 304）． 

 一番ヶ瀬は，公娼制度に起因する問題は「過去のこと」ではないと論じる文脈で，「かつ

て公娼であった」，「従軍慰安婦」でもあった一女性からの手紙を紹介し，「日本社会の底辺

に転落した貧窮家族の犠牲者」である彼女が婦人保護施設84で暮らしていると伝えている

（一番ヶ瀬 1989: 306-7）85．一番ヶ瀬は，公娼が「“家”保持のための親権（父権）のもと

における身売りそのもの」であったのと同じく，「従軍慰安婦」が「わが国の家族制度が育
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んだある種の特殊な形態の売春」であったと指摘する（一番ヶ瀬 1989: 313）． 

 福祉を利用して居場所を確保した城田さんであったが，「慰安婦」の経験について苦しみ

を訴えたり，怒りを込めて語ったりすることがあった．1984 年 3 月 10 日の朝，施設長の

深津文雄牧師や職員らに宛てた手紙で，彼女は以下のように伝えている． 

 

 兵隊用は一回五十銭か一円位の切符で兵隊さんの行列をうけて性器を洗うひまもな

く相手をさせられたものです．マッチ箱のような小さな部屋が並んでいる慰安所です．

死ぬ苦しみですわね．私も何度兵隊の首をしめようと思った事があったかわかりませ

ん．ほとんどの女が半狂乱で生きてました． 

 そうゆうなかで死ねばジャングルの中の穴にぽっとすてられて．親元になぞ知らせ

るすべもないさまでした．私は見たんです．この眼で女の「地獄」をみたんです．（山

下英愛 2009: 276） 

 

 城田さんはこの手紙で慰霊塔の建立を求めており，それを受け第 1 章 2.1 で述べたように

鎮魂碑が建てられ，朝日新聞の取材が入った．そして朝日新聞の「天声人語」欄で紹介さ

れると，翌 1986 年に彼女はラジオ番組「石の叫び」86に出演することになった．そのラジ

オ出演で城田さんは，「その慰安婦だとか，性の提供者だとか，そんな人たちが大勢死んで

るということは，一片の慰めもないし，今，40 年たって今ね，ばかやろうって言いたくな

っちゃう，本当に」（特定非営利活動法人 安房文化遺産フォーラム 2009）と憤った． 

 最初に送られた台湾の馬公の慰安所での経験を，「砂糖に蟻がたかるみたいに，兵隊さん

がむしゃぶりつくとは思わなかったの．（中略）30 分刻み，1 時間刻み，それでもって体の

空く暇もないの．私，もう，びっくり仰天してね，毎日泣いてたのよ」（特定非営利活動法

人 安房文化遺産フォーラム 2009）とも語っている． 

 城田さんは台湾に行った後に一旦帰国するが，借金のため南洋のパラオの慰安所に行く

ことになった．パラオ行きの話がきたときの様子を，次のように語る． 

 

   また，内地も空襲受けるっていう噂も出てきたのね．本土襲撃だなんていう噂も出

てきたでしょう．どうせ死ぬんならね，兵隊さんのために役立ってね，死んだほうが

お国のためになるというような馬鹿な気持ちを起こしちゃったの．それでね，今度は

ね，南洋群島にパラオからね，トクヨウ隊87だってね，女の子を募集しにきてたの．そ

れを耳にしたのよ，私が．食うに食われないでね．（特定非営利活動法人 安房文化遺

産フォーラム 2009） 
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 「お国のため」になる，という気持ちを起こしたという．しかしそれについては「馬鹿

な気持ち」を起こしたのだと自嘲気味に振り返っている．「お国のため」という言葉が当事

者から語られているとはいえ，先に挙げたように「慰安婦だとか，性の提供者だとか，そ

んな人たちが大勢死んでるということは，一片の慰めもないし」，「砂糖に蟻がたかるみた

いに，兵隊さんがむしゃぶりつくとは思わなかったの」と語らざるを得ない凄惨な経験に

目を向ければ，「お国のため」だけを日本人「慰安婦」の心境として切り取るわけにはいか

ないのではないだろうか． 

 以上のラジオでの本人の言葉とは違って第三者の編集を通したものではあるが，自伝『マ

リヤの讃歌』では，「名実ともに奴隷の生活」（城田 1971: 34）だったということや，「ほん

とうに人肉の市で，人情とか感情とかはまったくなく，欲望の力に圧し流されて，一人の

女に一〇人も十五人もたかるありさまは，まるで獣と獣との闘いでした」（城田 1971: 35）

という記憶を伝えている．このように城田さんは「被害」の実情を訴えてきた． 

 城田さんとは対照的であるが，山内馨子さんという日本人「慰安婦」被害者は，惨めさ

や生活苦から自殺したとされる．山内さんは 1942 年，満 18 歳でトラック島に渡り，士官

用「慰安婦」とされた．源氏名は「菊丸」であったが，山内馨子は本名とされる．彼女は

『週刊アサヒ芸能』誌の取材に応じ，「慰安婦」であった過去を打ち明けていた88． 

 山内さんを取材し『証言記録 従軍慰安婦・看護婦』を著した広田和子によると，彼女の

「慰安婦」時代は将校との恋もあり，美貌もあり，食事にめぐまれ，不自由のない暮らし

ぶりだった．しかし，引き揚げてきてからの生活は惨めなものに一変，ダンサー，キャバ

レー・ホステス，料亭の仲居などをしてきたが，1972 年 4 月に 47 歳89で自殺した．遺書に

は 9 月から家賃が払えていないと書いてあり，財布には 870 円しか残っていなかった（広

田 1975: 11-55）． 

 遺書とは別に，山内さんがトラック島での生活を語った手記があるが，そのなかで彼女

は「あのころの私達は愛国心に燃えて，若さもあり，日本の為また陛下のためと頑張りま

した．今日の若き人が聞いたら笑うことと思います．また女性が話し合うことでしょう．

きたない，不潔と」と書いている（広田 1975: 26-7）．あるとき広田が取材で訪ねると，山

内さんは，終戦を知らずグアム島で生き延び 1972 年に発見された元日本軍兵士の横井庄一

さんのニュースに対する世間の熱狂ぶりに腹を立てていた． 

 

 なにも横井さんだけに厚生大臣が金一封贈ったり，洋服作ってやったりすることない

でしょう．陛下のためだなんていってるけど，なにが陛下のためよ．あたしらもそうい

われて行ったんじゃないか，チクショーと思ってね．あたしは結局そのことが出てくる

から，お嫁に行けないでこうしているんだって，厚生省に行っていってやりたいわ．（中
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略）ジャングルで暮らすより，もっとみじめな生活をしている者がいるのよっていって

やるわ．（広田 1975: 74-5） 

 

 広田は「『お国に身を捧げた』慰安婦」へは恩給もなく，「彼女らには，肉体を売ったと

いう“屈辱感”だけが残った」と，彼女の戦後の苦悩を推察している（広田 1975: 74）． 

 ほかにも，怒りに満ちた日本人「慰安婦」被害者の声が雑誌記事から確認できる．1974

年の『週刊新潮』記事「撃沈された女子軍属たちが，集団慰安婦に堕ちるまでの戦争体験」

には，1970 年の千田夏光執筆の記事「特別レポート 日本陸軍慰安婦」や千田の『従軍慰

安婦』（正・続）への反響が綴られており，情報提供を受けた千田がさらなる取材へ向かっ

たことが報告されている． 

 千田の元に手紙を寄せた日本人女性「山本さん」は，軍属の募集に応募した結果，悲惨

な目に遭ったと訴える．日本を発つと乗船した船が撃沈され，救助されたものの軍属の話

は立ち消え，軍からは「慰安婦」になるなら面倒をみてやるといわれた．彼女と 6 名の女

性たちは拒絶し死を覚悟するが，その他の 23 人の女性は諦めて「慰安婦」となった．山本

さんたちは逃避行の末，23 人の女性たちに再会するが，彼女たちの話を聞くと許しがたい

ものだったという．それゆえ山本さんは「私のほか，みんな田舎出身の純情な娘さんばか

りだったことは事実です．それだけに軍隊をうらめしく思います．国会議員などにおさま

り，選挙の票集めに名刺を配る，あの厚かましき元軍人ども，平和な日本と酔いしびれる

現在，私は何か恐ろしいのです」（『週刊新潮』1974.8.22: 33-4）と手紙に書いたのだった． 

 記事には「慰安婦」となった 23 人のうちの生存者の一人の言葉も載っている．それは，

「慰安婦」を強要された彼女が決して「お国のため」に「慰安婦」になったわけではない

ことを伝える内容である90． 

 

 私たちは，すすんで偕行社の女になったわけではありません．山本さんたちが出て

いかれたあと，その副官が来られ，“断るのは自由であるが，偕行社は栄誉ある帝国陸

軍将校のクラブであり，そこで働くのはジャワで働くのと同じくお国のためになる．

そこのところを考えるのだ”といわれたのです．体は弱っていましたし，もう，どうで

もいいと思い始めてました…（『週刊新潮』1974.8.22: 36） 

 

 さらに「まず全員が生娘でしたから…」（『週刊新潮』1974.8.22: 36）という言葉や，妊

娠に関する知識がなかった彼女たちに将校たちが避妊せず接してきたことに対し「ずいぶ

んひどい人たちだったと思います」（『週刊新潮』1974.8.22: 36）と憤りの言葉が続く． 

 このように，〈従軍慰安婦問題〉が現れる以前に，日本人「慰安婦」被害者は，手紙や手
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記，自伝，ラジオ，雑誌などを通して怒りをぶつけ，苦しみを訴えてきたのである． 

 

1.2. 「被害者」像に合致しない事例 

 本研究では日本人「慰安婦」も被害者であることが主要な論点であるが，「慰安婦」とさ

れた日本人女性が「慰安婦」の経験を「被害」とは感じなかった事例がありうることを認

めないわけではない．実際にいわゆる「被害者」像に当てはまらない，当事者の証言もみ

られるのである． 

 作家の川田文子は沖縄に住む「慰安婦」被害者の「たま子さん」に 1980 年 10 月まで数

回，聴き取りをおこなっている．川田は朝鮮総連沖縄県本部関係者からたま子さんは日本

人だと聞いており91，日本人だと思って接していたが，1988 年 12 月に『朝日ジャーナル』

記事で，彼女は朝鮮人「慰安婦」であった女性として紹介された．川田は『朝日ジャーナ

ル』の記者が朝鮮人「慰安婦」でないと記事にならないと判断して朝鮮人として扱ったの

ではないかと推測した．1991 年に再び訪ねると彼女は入院中で，病室で顔を合わせたが，

日本人なのか朝鮮人なのかその場で問うことはためらわれ，約一カ月後にまた訪ねたが，

亡くなっていた92．（川田 1993: 26）． 

 たま子さんは 17-8 歳のときに軍港のあった横須賀の花街で働きはじめ，玉の井，亀戸な

どを転々として，「南洋はとても儲かっていいよ」と仲間から聞き行く気になり，テニアン

で沖縄出身者が経営する「松島楼」へ入ることになった（川田 1993: 32-3）．しかしあまり

稼げず，借金が抜けなさそうだったため見切りをつけトラック島の「見晴らし」という店

に鞍替えした．その後，再びテニアンの「松島楼」に戻っていたとき，「警察から指名され

て」「六か月つとめて」くるよう言われラバウルの慰安所に行くことになり，陸軍慰安所に

入れられた93．そこでの経験を次のように語っている． 

 

 うちたちは普通の兵隊〔相手〕だから朝九時頃から配給とるみたいにたくさん〔兵

隊が〕並ぶよ．だから，ごはん食べる暇がないでしょ．賄いの人が握り飯にして持っ

てくるからね，もう，自分の部屋で食べるさ．おなかが空くからね．お握りを三つも

四つも置いといて，おかずもいっぱいどんぶりの中に入れておいてもらう．兵隊が「こ

こどうしたんだい」「何やってるのか」って戸を叩くでしょ．ね．いいよ．ごはん食べ

てるけど，かまわない．開けるよ．毎日，身体があく暇がない。あがりは五時，晩に

なったらもうゆっくりできるけどね．疲れないよ．一〇〇人や二〇〇人，なんでもな

い．ウン．ウソじゃない．兵隊なんかかつれているもの，すぐ終わるよ．食いしん坊

だから．喰うっていったらすぐだぞ．これ喰ったらすぐ追っ払うのに．追っ払ってま

たすぐ次．一人の人にいつまでもくっついていたらお金になんないもの．（川田 1993: 
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46） 

 

 「毎日，身体があく暇がない」のに「疲れないよ」と言い，「一〇〇人や二〇〇人，なん

でもない」と語る様子は，いくら尋常ではない人数の相手をさせられることに慣らされて

いた当事者とはいえ，一般的にイメージされる「被害者」像からはかけ離れている．「一〇

〇人や二〇〇人」という数字についても大げさな言い回しをしていると見受けられるが，

「なんでもない」と言って退ける口ぶりは，被害を訴える者の姿とは映りにくい．しかし，

痛みを訴えない当事者がすなわち「被害者」ではないということにはならない．また，額

面通りにたいしたことではなかったと読むことにも留保が必要である． 

 たま子さんは，ラバウルの陸軍用慰安所からテニアンに戻ると，すぐグアムの将校用の

倶楽部に連れていかれた．しかし将校相手では料金が高くても人数が少なく稼げないため，

すでに借金もなくなっていたので別の場所に移ることを希望し，しばらくしてサイパンの

「明星楼」で働くことになった．サイパンでは，日本軍が駐屯すると花街の店に「軍御用」

の札がかけられ，店は軍の管理下におかれた（川田 1993: 55）．たま子さんは生理のときも

休まなかったことに関して次のように語る． 

 

 そんな時休めばいいだろって? だけどやっぱり商売だから休めない．いくら借金が

ないからって，ヨンタク（怠けること）はできないさ．「ああ，この女は売れないよぉ」

っていわれたらしょうがないでしょ．名前の札が玄関にでてるでしょ．二番三番まで

はいいけど，五番六番になったら，もうね，終いだからね．お客さんが「見番変って

ないじゃないか，他所のはみんな変ってるよ」っていうのよ．「変りますよ」っていう

けど，みんな変らさないものね．みんな意地だからね．あたしも落ちたくないからね．

あたしはナイチァー（内地の人間）だけど，沖縄〔出身〕の〔女性ばかりいる〕所へ

来てるでしょ，沖縄の人に負けたくないでしょ．（川田 1993: 60-1） 

 

 民間の店では出入り口に女性の源氏名を書いた札が稼ぎ高順に並べられ，人気のあるな

しが一目でわかるようにされており，女性同士が競い合わされていた．容貌に自信もなく，

「年増」と呼ばれる年齢になっていたたま子さんは，名札のランクづけにいつも脅かされ

ていた（川田 1993: 61）．そのため，借金も抜けているのに，生理中でも性器に海綿を詰め

て客をとるほどに必死であった．性の相手をすることよりも女性として等級づけられるこ

との方が辛かったという点においては，性行為がそこまで苦痛ではなかったという側面も

浮かぶ．しかし，等級づけられ自尊心を侵害されることも「慰安婦」被害の特徴としてと

らえなければならない． 
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 また，「ナイチァー」として「沖縄の人に負けたくない」という心情については，沖縄出

身者へ差別意識を抱き，張り合っていたと解釈すことができる．ただし前述のように，た

ま子さんは日本人か朝鮮人かわからず，本当に「ナイチァー」であったのかどうかは不明

である．たま子さんの死後，彼女と親交のあった女性に川田が聞いた話では，たま子さん

は近隣の子どもたちに「ナイチャーハーメイ」と呼ばれていたという．沖縄の方言で「内

地のおばさん」「内地の婆あ」といった意味ということだ．しかし，その女性はたま子さん

のことを朝鮮人だと思うようになったと話す（川田 1993: 77-8）．それでも川田はたま子さ

んがテニアンやサイパンで日本人として通していたことから，日本人なのではないかとい

う思いを拭えず，「日本人だったが慰安婦だったという経歴から朝鮮人と見做された」（川

田 1993: 87）と推定している． 

 

1.3. 日本人「慰安婦」被害者は「沈黙」したか 

 〈従軍慰安婦問題〉が出現し報道量も増加した時期，日本人で「慰安婦」とされた女性

たちのすべてが「沈黙」していたわけではない．1992 年 1 月 14-16 日に東京で複数の団体

が共同で電話での情報収集のための「従軍慰安婦 110 番」を開設した際，前節で述べた川

田文子は国内の慰安所に入れられていた日本人女性からの電話を受けた．川田は後日その

女性「タミさん」（仮名）を訪ね，彼女の半生の聴き取りをおこなっている． 

 タミさんは，11 歳という幼少時に父親に大森にあった芸者の置屋に売られ年季奉公をさ

せられ，後に再び父親に船橋の遊郭「大吉楼」に売られ，小間使いをしていた．その後，

1944 年，数え 17 歳のときに千葉県茂原の慰安所に入れられる．忽然と建てられたという

七軒の慰安所は，1943 年に茂原に航空基地が完成したことに伴い，軍の要請を受け業者が

出店したものだった．タミさんは大吉楼の主に茂原に連れて行かれ，「慰安婦」にさせられ

た．慰安所は軍専用であり，一般兵や航空兵が利用した．兵士たちが来ない時間には民間

人も利用していたようである．戦後，タミさんは民間人の男性に身請けされたが，ほどな

くして男性の妻子が別居先から戻ってきたため実家に帰り，居場所がなくて芸者になった．

茂原の慰安所にいた事実は隠し続けた．30 代半ばから洋裁を習い，洋装店を開業，川田が

訪ねるまでずっとブティック経営に勤しんできた．60 代になっていた．慰安所にいたこと

を知られるのを恐れる反面，自身の体験の辛さを誰かに聞いてもらいたいという思いもあ

ったという（川田 1993: 175-207）． 

 タミさんのケースは，戦後も苦労はあったが独身で自活し経済的にはどうにか安定して

いる．タミさんは戦後，隣の慰安所に入れられていたフサさん（仮名）と偶然再会した．

フサさんは戦後，花柳界で働いていたが，結婚して裕福な暮らしをするようになり，「過去

のことはきっぱり忘れたと触れたがら」ず，タミさんのことを「異常に過去にこだわりす
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ぎ」だと言ってきた．タミさんは自分でも「神経症，あるいは鬱病になっているのではな

いか」と感じることがあると述べている（川田 1993: 206）． 

 「慰安婦」の記憶から自由になれないタミさんは，「私はいつまでも過去のことをひきず

って，弱いんですよね．うじうじと，死ぬまでこれ，お墓まで運ぶんじゃないんですか．

父を恨みに恨んで…．これじゃあ不幸だと思うんですけど」（川田 1993: 206）と川田に語

っている． 

 タミさんのほかにも，電話で「慰安婦」の経験を打ち明けた女性がいた．日朝協会埼玉

県連合会が「先の太平洋戦争における『朝鮮人従軍慰安婦』問題が今日，大きな社会問題

となってい」ることを受けて「『従軍慰安婦』問題の実態を全面的に明らかに」（日朝協会

埼玉県連合会 1992a）するために，1992 年 1 月 29-30 日に「ダイヤル 110 番」を開設し

たが，後日「慰安婦」とされた日本人女性から電話があったのだ．当初の報告集（日朝協

会埼玉県連合会 1992b）94には収録されなかったが，再編集された報告集（日朝協会 2005）

にその内容が掲載されている．以下に一式引用する． 

 

 私は日本人慰安婦でした 

四国地方・女，65 歳 

 日本人慰安婦のことも知っていただきたく，四国から電話しています．今は，子供

たちと共に普通に生活しているので，県名や名前も明かしたくありません． 

 昭和十六年四月，まだ十五歳の頃でした．「旅館の手伝い」ということで，台湾の T

へ M から，もう一人の娘さんと二人で行きました．私たちを連れていったのは宮崎県

の人でした．初めは，たしかに旅館のようなところで雑用みたいな手伝いをしていま

した． 

 ところが十二月八日，太平洋戦争が開戦になると，十二月十五日頃でしたか，軍の

命令ということで「S」という船で，十人ほどがフィリピンのマニラに行かされました． 

 まさか慰安婦にさせられるとは思ってもいませんでした．フィリピンでは M 島の Z

というところに昭和十七年までいました．慰安所では，昼は将校の相手をさせられま

した．また定期的に軍から検診をされましたが，まるで物を扱うようでした． 

 戦況の関係でしょうか，その後フィリピンを引き揚げシンガポールを経て，香港に

行きました．シンガポールは船が入港しただけで，香港に上陸，終戦まで過ごしまし

た． 

 昭和二十年，終戦とともに日本に引き揚げてきましたが（K港に入港），その時一緒

に帰ってきた人は，長崎県三人，鹿児島県一人，沖縄の人も二人いました． 

 朝鮮の人たちも大変だったと思いますので，国が補償するのは当然だと思います．
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私たち日本人の慰安婦も，ぜひ補償していただきたいと思います．何しろ軍の命令と

いうことだったのですから． 

（一九九二年三月十日，電話）（日朝協会 2005: 72） 

 

 管見の限り，この女性への追跡調査や国に補償を要求するための支援活動が行われた形

跡はない．彼女は 15-16 歳で強制的に「慰安婦」にされている．日本人「慰安婦」被害者

にも国家補償を望む人がいたことがわかる事例である． 

 福岡の市民グループ「従軍慰安婦問題を考える女性ネットワーク」事務局の森川万智子

の手元には，1992 年 3 月から日本人「慰安婦」被害者からの手紙が届き始めた．その女性

は 1994 年 2 月に亡くなり，計 24 通の手紙が女性新聞記者に公開された．享年 80 歳であ

った（『朝日新聞』1994.3.13 朝刊; 『西日本新聞』1994.3.13 朝刊）．熊本県出身のこの女

性は，家庭の事情で 17 歳のとき身売りさせられ，後に中国で約 9 年間「慰安婦」をさせら

れた（『西日本新聞』1994.3.13 朝刊）．生前，入院していた彼女は，森川が訪ねると「慰安

婦」とされた時代の体験を淡々と語り，「運動のためなら，名乗り出て話したい」と繰り返

した．手紙には「今わ
ママ

皆死にただ一人ぽっちです」とも綴られており（『朝日新聞』1994.3.13

朝刊），孤独であった様子が伝わる． 

 以上のように，一部の当事者ではあっても，〈従軍慰安婦問題〉がその実〈朝鮮人従軍慰

安婦問題〉であるなか，みずからも被害を訴えたいと考えた日本人「慰安婦」被害者がい

たのは確かである．日本人「慰安婦」は「沈黙している」と語られることが多かったが，

自らの経験を開示し，補償を求めた人もいた．全国ネットのテレビニュースなどで広く報

道されるところまでいかないまま，一部の運動関係者と接点を持つ段階に留まっていたの

である． 

 

1.4. 第 2 章のまとめ 

 日本人「慰安婦」であった城田すず子さんほか「慰安婦」被害者だったとされる日本人

女性が語った内容は，千田夏光や金
キム

一
イル

勉
ミョン

のテクストの日本人「慰安婦」の表象とは相容れ

ないものであることが明らかになった．千田のテクストが量産される 1970 年代には，本章

で確認した城田さんの手記などの単行本や，「慰安婦」とされた日本人女性の怒りや怨みを

綴った週刊誌記事も世に出ていたが，〈従軍慰安婦問題〉出現時にそれらが引用されたり参

照されたりした形跡はない．このことから，〈従軍慰安婦問題〉出現時，日本人「慰安婦」

は被害当事者と考えられる人々の語りを参照されることなく，「志願」「承知」して行った

「売春婦」であると語られがちであったことがわかる． 

 また，〈「慰安婦」問題〉をめぐる研究群において，日本人「慰安婦」は「沈黙している」
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と語られることがしばしばあるが，本稿で論じたように実際には苦悩を訴えてきた人々が

わずかながらもいるため，「沈黙している」という表現は厳密には正しくない．前章と本章

で得られた結果から，〈従軍慰安婦問題〉においては日本人「慰安婦」被害者の声を積極的

に聴き取ろうとする動きが起こらなかった様子が浮かび上がる． 

 これらのことから，〈従軍慰安婦問題〉が朝鮮人女性を「慰安婦」にした問題として，す

なわち〈朝鮮人従軍慰安婦問題〉として社会問題化された側面が強いことが明確になった． 
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第 2部 フェミニズムの視点を持つ「慰安婦」言説の分析 

 第 1 部では，1970 年代から 1990 年代初頭の〈従軍慰安婦問題〉の時期まで一貫して，

日本人「慰安婦」の被害者性は不問に付される傾向があったことを確認した．ごく一部の

テクストに日本人「慰安婦」被害者の被害者性を訴えるものがあり，また当事者が苦しみ

を訴えるものもみられたが，それらは〈従軍慰安婦問題〉をめぐるマスメディアの言説空

間において拡散されず看過される傾向にあり，〈従軍慰安婦問題〉は事実上〈朝鮮人従軍慰

安婦問題〉として拡大した．それは日本人「慰安婦」被害者が性を搾取された存在であり

ながらも日本社会で「被害者」とはみなされず，抑圧され続けた面があることを意味する． 

 第 2 部では，それらの「慰安婦」言説に対し，ラディカル・フェミニズムの視点を持つ

運動は介入しえなかったのか，また「慰安婦」制度という問題に対しどのような立場をと

ってきたのかということについて考察を試みたい．なぜラディカル・フェミニズムに注目

するのかといえば，〈性暴力〉概念を形成してきたフェミニズムだからであり，日本人「慰

安婦」の被害者性をとらえる根幹の論理をなしうる思想となるからだ． 

 日本で「性支配」を問題にした代表的な運動がウーマン・リブである．また，同時代に

取り組まれた「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」の運動もリブ同様，ラディカル・フェミ

ニズムの性質を持っていた．リブ運動も「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」も階級支配の

問題にも関心を持っており，貧困層が犠牲になった「慰安婦」制度の問題を認識しうる感

性を有していたといえるため，ともに本研究の分析対象として重要である．第 3 章ではこ

れらの運動における「慰安婦」言説を再考する． 

 1990 年以降に〈従軍慰安婦問題〉をめぐる報道が増え始め，徐々にこの問題を学び，日

本政府に解決を迫り，裁判支援や生活支援を通じて被害者に寄り添おうとする「慰安婦」

問題解決運動が取り組まれる．夥しい数の朝鮮人女性が被害にあったという事実が人々に

衝撃を与えた面もあるが，組織的な性暴力を深刻な問題として世に訴えた面において，「慰

安婦」問題解決運動は性暴力を告発するラディカル・フェミニズムの思想を受け継いでい

る．第 4 章では「慰安婦」問題解決運動の言説空間に日本人「慰安婦」の被害者性がどの

ように表れているか考察する． 

 これらの言説分析を通じ，〈従軍慰安婦問題〉出現の以前と以後と，ラディカル・フェミ

ニズムの知見を生かした日本のフェミニズム運動の歴史において，日本人「慰安婦」被害

者がどのように位置づけられてきたか明らかにしたい． 
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第 3章 フェミニズム運動にとっての「慰安婦」――1970 年

代を中心に 

 本章では性と侵略を問題化していくフェミニズム運動の足跡を辿りながら，それらのフ

ェミニズム運動において日本人「慰安婦」がどのように語られたのか探るために，1970 年

頃より展開されたウーマン・リブ運動と「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」，その後の「ア

ジアの女たちの会」などの運動が発行してきたものから関連するテクストを分析していく． 

 ウーマン・リブ運動と「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」の運動は「女性解放運動」と

して性格づけられる，運動家みずからが主体的に自己解放を目指しつつ女性全体のおかれ

た状況を変えていこうとする志向を持つ運動であるといえる．「アジアの女たちの会」にお

いては現実的にアジアの諸外国の人々と関係を築くことが重視されており，自己解放運動

の側面以上に他者支援の運動である側面が強いと考えられる．これらの特徴が，日本人「慰

安婦」の被害者性をとらえる論理にいかに影響したのか，自己との同一視と他者化の作用

に注目しつつ言説分析をおこなう． 

 まず，それらの運動が起こる背景としての新左翼運動について概説し，新左翼運動と 1970

年代日本のフェミニズム運動の思想的な連続性をとらえながら運動ごとの特徴を記述した

うえで，それぞれの「慰安婦」言説を取り上げる． 

 

1. 背景としての新左翼運動 

 新左翼運動は 1960 年代を通して広まるが，その端緒は 1956 年にある．旧ソビエト連邦

のフルシチョフは 1956 年，最高指導者であったスターリンを批判し，社会主義・共産主義

の信奉者たちに衝撃を与えた．スターリンは 1953 年に死去していたが，それまで伏せられ

ていた執政期の大粛正の事実などが暴かれたのだ．しかし，スターリン批判をしたソ連は

その年，民主化を求めるハンガリーを武力で鎮圧し，信奉者を一層失望させた．こうした

情勢ではあったが，社会主義・共産主義が理想化され，革命が目指されていた時代である．

問題はソ連の「一国社会主義」路線であり，トロツキーの掲げた「世界革命」路線にこそ

希望があるという見方が広まった．日本では 1957 年に「日本トロツキスト連盟」が結成さ

れ年内に「革命的共産主義者同盟」に改称，1958 年には「共産主義者同盟」（「ブント」）

が結成された．これらの党派こそ，既成左翼と立場を異にする「新左翼」の先駆けである．

彼らは日本共産党に批判的であった．日本では 1960 年の日米安全保障条約の改定を阻止す

るための反対運動に多くの学生や青年労働者が結集し，この 60 年安保闘争は国民的な運動

と目されるほどの盛り上がりを見せた．なかでも，ブントは「全日本学生自治会総連合」（「全
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学連」）を実質的に率いて中心的な役割を果たした．60 年安保闘争は敗北し，その後学生運

動は低迷するが，1960 年代後半に再び盛んになる．1965 年にはアメリカが北ベトナムを爆

撃し，「ベ平連」95が結成され，ベトナム反戦運動が広まる．また 1965 年は日韓条約反対運

動も起こった．1967 年 10 月には第一次羽田闘争が始まった．そして 1968 年には全共闘運

動が拡大し，党派に属さないタイプの活動家「ノンセクト・ラジカル」も増えた．全共闘

は，活動家になるために既成の党派のように正規の加入手続きがなされる組織ではなく，

「運動に参加した者」や「自分が全共闘だと思う」者が全共闘である（小阪 2006: 73）と

いう，主観的な帰属意識によるラベルであった．運動体の特徴としては「当事者性や個人

の自発性を重視する，リゾーム型の組織」（小阪 2006: 75）であった． 

 ウーマン・リブのグループ「ウルフの会」で運動していた秋山洋子は，「ノンセクト・ラ

ジカルを称した人々の発想は，リブに直接つながっているという気がする．党派性を排し

たという点で，それはベ平連とも共通するものがあった」，「リブには全共闘のようなスト

イックな純粋理論への志向はなく，もっと生活全部を抱え込んで肯定する雑草的な力強さ

が身上だったが，既成の体制に対する拒否の強さは全共闘から受け継いでいたと言ってい

いのではないか」と振り返る（秋山 1993: 178）． 

 1968 年は象徴的な年として語られることが多い．小熊英二は，日本ではこの時期に「①

『戦後民主主義』の肯定から否定へ，②『近代合理主義』の肯定から否定へ，③『被害者

意識』から『加害者意識』へ」と転換がなされたとされる場合が少なくないとし，ただし

「事態はそれほど単純ではない」と議論を展開している（小熊 2009: 172）．本稿では 1968

年論の議論の妥当性について厳密な検証は行わないが，②と③についてはウーマン・リブ

や侵略=差別と闘うアジア婦人会議などのフェミニズム運動の思想と関わってくることな

ので言及しながら論を進める． 

 ③に関わる新左翼の思想的特徴を表す，日米関係を米国への従属的な関係ととらえず，

日本が独自に帝国主義的再編をしているとみなす見解がある．そのような認識の転換が決

定的になった出来事として，「華僑青年闘争委員会」（以下，「華青闘」）の「7.7 告発」が挙

げられることが多い（絓 2006; 小熊 2009: 254-76）．華青闘は在日中国人・台湾人らが 1969

年 3 月に結成した団体である．華青闘は 1970 年 7 月 7 日，盧溝橋事件 33 周年の集会で新

左翼運動を担う日本人を「抑圧民族」と批判した．会場にいたセクトやノンセクトの活動

家たちは衝撃を受け，セクトの代表が登壇して自己批判し，後日機関紙でもやはりセクト

は自己批判を展開した． 

 絓秀実は 7.7 告発が引き起こしたものを「『告発』を受けた『主体』が，まさにその告発

によって，さらにその主体を鍛え上げていくプロセス」（絓 2006: 181）と形容している．

小熊英二は「『日本人』という『われわれ』を設定して行われた七〇年のパラダイム転換は，
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『日本人』総体を『加害者』として糾弾するものになっていった」と述べる（小熊 2009: 

273-4）．〈日本人〉であることの意味が，加害者性をまとい再編成されたのだ． 

 こうした日本人の加害者性は，1970 年から急展開するフェミニズム運動でも深く意識さ

れていた．後述するように，1970 年から活動を始める「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」

（以下，「アジア婦人会議」）には同年 2 月の時点でこの組織名に表れている運動が構想さ

れており，華青闘 7.7 告発よりも前から加害者性に対峙する感性を持っていたといえる．ア

ジア婦人会議の中心的な立場にあった松岡洋子や飯島愛子は，元々は社会党系の婦人組織

である日本婦人会議に所属しており新左翼運動の活動家だったというわけではない．それ

でも 60 年安保を闘い 1966 年に東大ベトナム反戦会議を結成した所美都子の論文「予感さ

れる組織に寄せて」に飯島が影響を受けているなど，新左翼運動から生み出されたものと

関わり合いながら運動が形成されていった． 

 「ウーマン・リブ」（以下，「リブ」）は，1970 年を前後して始まった日本の女性解放運

動である．1960 年代後半から 1970 年代前半にかけて世界の先進工業国に同時多発的に興

った women’s liberation movement に影響を受けて誕生しているが，単純に欧米の運動の

輸入ということではなく，ローカルな問題に対峙する切迫感の下で固有の営みを展開して

いる．リブの活動家には全学連や全共闘などの新左翼運動の流れを汲む学生運動に関わっ

ていた人々も多く，彼女たちは学生運動の内部にもあった性差別に疑問を感じていた．そ

して男性中心の運動と訣別し，各地で小規模なグループを結成し，リブの運動を開始した．

新左翼運動に関わっていたわけではない人々も，職場での性差別や日常生活における性規

範への違和感など個々に感じていたものに批判的な意識を向けるなかで，リブ運動を始め

た．ここに，リブの源流として新左翼運動があり，かつ，そこから分岐していく必然性が

あったことを確認しておきたい． 

 

2. ウーマン・リブについて 

 リブすなわち「ウーマン・リブ」は，次節でみるアジア婦人会議と前後して 1970 年に本

格的に始まった日本の女性解放運動／フェミニズム運動である．全 3 巻からなる資料集『資

料 日本ウーマン・リブ史Ⅰ』（以下，『リブ史』）の第 1 巻は，1969 年から 1972 年までを対

象に編集されている．各地の大学でリブグループが誕生するのは 1970 年であるが，1969

年には人間関係が形成され始めた．先述の通り，彼女たちは新左翼運動内部の性差別に疑

問を感じていたので，男性中心の運動から袂を分かったのである．リブの活動が本格化す

るのは 1970 年 10 月 21 日の国際反戦デーでの女性だけでデモを行って以降である．このデ

モが朝日新聞でも報道されリブが世に知られるようになる．江原はこのデモがリブの誕生

として通説となっていることを解説している（江原 2002: 39）．リブはキャンパスから起こ



 81 

ったこともあり当初は 20代などの若い活動家が多かったが，マスコミで報道され始めると，

すでに職に就いていた女性や主婦などもリブ運動に加わるようになった． 

 リブは日本の女性史のなかでも大きなインパクトを与えた運動とされるが，その位置づ

けや解釈をめぐっては現在も議論が続いている．牟田和恵は，リブと 1970 年代後半の運動

は「現代の第 2 波フェミニズムを構成するものとして連続的に捉えられてきた」が，70 年

代後半の運動はリブの「ラディカルさ」を必ずしも引き継いでおらず，両者はまとめられ

るものではないと指摘する（牟田 2006: 297-8）．また時期区分に関して『岩波 女性学事典』

では，リブを 1970 年 10 月 21 日の国際反戦デーの女性だけのデモで誕生した動きとするの

が通説であり，1975 年を運動の終焉とみなすことが多いとされる（江原 2002: 39-40）．そ

れに対しシゲマツの最新の議論では，リブを「第 2 波フェミニズム」という欧米の文脈に

重ね合わせて語ることには留保し，従来の研究はリブを過去のものとして扱ってきたため，

個々の活動家たちが現在に至るまで多様な運動を継続している現実をとらえきれていない

と批判的に論じている．シゲマツの関心は，今日でも重要な意味を持つリブ運動の政治性

や，リブからいかなる知のありようを見出し，現在形のさまざまな運動における知と節合

できるか等に注がれる（Shigematsu 2012: xxv-xxvii, 174-5）． 

 リブの活動内容は，グループの通信の発行，ミニコミ誌や雑誌の発行，海外資料の翻訳，

「リブ合宿」96や「リブ大会」97などの催しの開催，女性たちが気軽に立ち寄れるスペース

の運営，共同生活や共同での子育て，その他さまざまである．共通の課題には複数のグル

ープで共同行動に取り組んでおり，未婚の母「K 子さん」の裁判支援98，「蓮見さん事件」99

の問題化，入管闘争，優生保護法改悪阻止運動100，後述するキーセン観光反対運動などを

展開した． 

 リブには 20 代などの若い活動家が多く，女性自身が性を赤裸々に語ったという特徴があ

る．これは伝統的な価値観のタブーを破ることである．彼女たちはセックス，避妊，中絶

など女性のセクシュアリティや身体性について，また女らしさを押しつけるジェンダー規

範について，批判的な視点をもっていた．女性を指す言葉として一般的であった「婦人」

が帯びる上品かつ従属的立場を思わせるニュアンスを取り払い，みずからを「おんな」（女）

という性的なコノテーションすらあった言葉で表し，肯定した．あえて乱暴な言葉を使っ

て書かれた挑発的な文章も多い． 

 リブはセクトなど男性中心の運動に典型的なトップダウン型の権威的な体制を嫌い，代

表を置かないという方式をとった．これは全共闘やベ平連の運動を踏襲している．全国的

な統一組織などもなく，各地で小規模なグループが誕生した． 

 リブの活動家として名高い田中美津は，理論面でも大きく貢献した．田中は，「おんな解

放運動（リブ）とは，バージンらしさを返上し，やさしさとやさしさの肉体的表現として
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の SEXを合わせもつ総体の女としてみずからを〈バージンらしさ〉の基準で女の優劣を決

めようとする男と社会に叩きつけ迫る女の闘いとしてある」とリブを性格づけた．ただし，

「〈バージンらしさ〉解体」を叫ぼうにも「〈お嫁に行けなくなる〉という強迫観念」に怯

えるみっともない自分自身もいるという矛盾もあるとして，「とりみだしつつ」闘う独特の

スタンスを構えた（田中 [1971] 2008: 227）． 

 〈バージンらしさ〉の反対側にあるのは，〈娼婦〉である．その関係は「主婦と娼婦」と

いう対立関係として，男によって「母性のやさしさ=母か，性欲処理機=便所か」というイ

メージに二極化されているが，実は同じ穴のむじなである（田中 [1970b] 2008: 20-1）．そ

してどちらも「共に男のイメージの中に生きる女，〈どこにもいない女〉」である（田中 [1972] 

2010: 15）．だから田中は「性の解放」を希求し，「便所からの解放」を唱え，「性否定の意

識構造からの自己解放」を「やさしさと性欲求を総体としてもつ女として」模索したのだ

った（田中 [1970b] 2008: 24-5）． 

 このように，リブをフェミニズムの潮流で分類すると，ラディカル・フェミニズムであ

り，かつ，後ほど言及する資料にみられる特徴からは，ポストコロニアル・フェミニズム

でもあったといえる．1970 年代後半に入るとグループの解散やスペースの閉鎖などが起こ

り，当初の盛り上がりは無くなった．1975 年の国際婦人年を境に女性解放運動には「運動

組織の交替，主体の交替」（江原 1985: 108）が起こり，リブを名乗らない女性たちも運動

に参入していった．当初のリブが揶揄され嘲笑されたのに反して，1975 年以降に広まった

運動は，「国連婦人の一〇年」のなかでの世間の「婦人問題」への関心の高まりを背景に，

社会的な承認を得た（江原 1985: 105-8; 上野 1994: 23）．リブと差異化されたこうした運

動は「フェミニズム」として定着した．ただし，フェミニズムを女性解放運動一般を指す

包括的概念でとらえると，リブもフェミニズムとなる101. 

 

3. ウーマン・リブの「慰安婦」言説 

3.1. 資料について 

 リブ運動は各地の小規模なグループによる運動であり，ビラやニュースレターなどの通

信が主な発行物であった．大部分は手書きのガリ版刷りで作成されているが，タイプ印刷

されたものもある．グループ単位で発行されているため，地方のグループなど，発行物の

保存・管理をしている関係者がおらず発行物が各種機関へ寄贈されていない場合は，現在

では当該資料へアクセスする手段がない．そのためリブ運動全体の言説を網羅的に研究す

ることは困難であるが，1992 年より出版された溝口明代ほか編『資料 日本ウーマン・リ

ブ史』（以下『リブ史』）の全 3 巻に，1980 年代時点で収集された各地のグループの資料が

収録されており，そこで大まかな全体像が概観できる．諸グループの発行物を幅広く収録
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した本格的な資料集はほかになく，『リブ史』は現在に至るまでリブ研究の必須資料とされ

てきた．ただし，現存するすべての資料が収録されているわけではなく，編者の判断で選

択されたものにより構成されている．また，一次資料から活字に文字起こしされた資料集

であるため，細かい部分で間違いもある． 

 そして現在ではもう一種類，リブ研究に欠かせない資料集が既刊となっている．2008 年

に出版された，田中美津ほか関東の複数のグループが拠点としていた「リブ新宿センター」

の関連資料集『リブ新宿センター資料集成』である．これは媒体別に 3 冊ほど出版されて

おり，東京におけるリブ運動の中心的存在であった複数のグループの資料の多くを確認す

ることができる資料集である．編集・刊行を担った保存会によると，リブ新宿センターと

その運営グループが 1970-1977 年に発行したニュースレター，パンフレット，ビラの 1983

年時点で残っていたものが収録された（リブ新宿センター資料保存会編 2008: ⅰ）．この資

料集は一次資料をそのまま製版印刷したもので，活字に文字起こしされていないため，各

種資料の文字情報をほぼ正確に確認することができる．ただし当然ながら，資料によって

は経年による文字のかすれ等の原因で判読できない箇所があるものもある． 

 リブ研究を試みるにあたっては，以上 2 種類の資料集を扱う必要があるだけでなく，リ

ブ運動が隆盛であった当時から書籍や雑誌となって出版されていたものも研究対象とする

必要がある．そうした資料の全体的な状況を概観するために，井上輝子らによる報告論文

「ウーマンリブの思想と運動――関連資料の基礎的研究」（井上ほか 2006）を参照しつつ，

本研究で対象とする資料の性格を述べたい． 

 この井上ほか論文は，リブ関連資料がどの程度出版物として刊行されているか，あるい

は出版されてはいないが諸グループが個別に刊行していた各種資料がどこに保存されてい

るか等の情報について詳しく，「ウーマンリブ関係資料の現状」を次のように整理している．

「1. 1970 年代前半の運動の中で，表現され，発信されたもの」として「A ビラ・チラシ・

ポスター」，「B パンフレット・資料」，「C 定期刊行物」，「D 出版物」，「E 映像作品」の 5

種類，「2. 運動の参加者が後に自身とリブとの関係について表現したもの」として「A 出

版物」，「B 映像作品」の 2 種類，「3. リブ運動の中で発生し，長期にわたって継続的に発

信されてきたミニコミ」である（井上ほか 2006: 143-5）．これらを基に本研究で対象とす

る資料の一覧を表 2 としてまとめた．その際，井上ほか論文が整理するところの「1」から

「3」の内容は統合しても問題ないと判断し，統合して表 2 に反映している． 

 さらに本研究では，井上ほか論文では言及されていないが，鈴木（佐伯）洋子・三木草

子が刊行していたミニコミ『女から女たちへ』と福岡のリブグループ「紅館」発行の月刊

新聞『Majo』など，どちらもすべての号ではないが収集できた限りの号を扱う．この他に

入手できた資料も対象とし，ともに表 2 に含める．執筆者が独自に入手したこれらの資料
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は，『リブ史』に一部収録されているのみであったり収録されていなかったりするゆえ，出

版された資料集内容より多くの資料を扱っていることを示すためにリストアップしている．

『リブ史』と『リブ新宿センター資料集成』の中身の膨大な資料群は煩雑になるため表 2

には反映していない． 

 『リブ史』には全巻の累計で 852 種の文章102が，『リブ新宿センター資料集成』にはニュ

ース篇に 18 種類103のニュースが，パンフレット篇に 19 種のパンフレットと 1 種類のアン

ケートが，ビラ篇に 321 種104の資料が収録されており，本研究が対象とした資料群はそれ

らも含めた分量となる．リブ運動すべての言説を網羅するものではないが，活発な活動を

していた運動体の資料はある程度押さえてあるといってよいだろう． 

 なお，井上ほか論文は映像作品105も挙げている．本稿執筆にあたりすべて視聴し，リブ

運動への理解を深めることができたが，作業の方針上文字資料を対象とするため映像作品

は言説分析の対象としては扱わない．また，表 2 の通し番号 6,7 の資料はリブ運動の出現以

前から発行されていた媒体であり，本研究では対象外とした．8 の『婦人通信』も，発行主

体が「アジア婦人会議をセンターとするグループの一つとしてアジア婦人会議の活動に連

帯した」（溝口ほか編 1994: 360）グループとして『リブ史』で紹介され，リブグループ一

般から区別された「リブの波紋」という章に収められているため，対象外とした． 

 具体的な分析手法としては，これらの資料のうち「慰安婦」が言及されたものを一式抽

出し，何が問題化されているか検討するものである．特に，日本人「慰安婦」の存在が描

かれているかどうかに注意を払う． 
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[表 2] リブ資料の取扱い内容一覧 

番

号 

種別 タイトル 刊行時期 著者 発行部数 本研究での

取扱い 

補足事項 

1 

書
籍 

集会記

録等 

性差別への告発 1971.03.2

5 

亜紀書房編集

部編 

  ○   

2 単著 いのちの女たちへ

ーーとり乱しウー

マン・リブ論 

1972.04 田中美津   ○   

3 共著 女の思想 1972.04.2

5 

佐伯洋子ほか   ○   

4 回想録 リブ私史ノート 1993.01.25 秋山洋子   ○   

5 回想録 全共闘からリブへ

ーー銃後史ノート

戦後篇 

1996.07.2

5 

女たちの現在を

問う会編 

  ○   

6 

定
期
刊
行
物 

 
 

 
 サーク

ル誌 

れ・ふぁむ 1963.04.1

0-1991 

女性問題研究

会 

7号までガリ刷り，

8号から活版印刷

で1000部，23号

は2000部 

×   

7 個人誌 無名通信 1967.03-1

979 

河野信子   ×   

8 機関誌 婦人通信 1971.03- 『婦人通信』編

集委員会編 

  ×   

9 機関誌 ネオリブ 1972.07-1

973.09 

中絶禁止法に

反対しピル解禁

を要求する女性

解放連合（中ピ

連） 

  ×   

10 機関誌 リブニュースーー

この道ひとすじ 

1972.10.0

1-1976.02.

10 

リブ新宿センタ

ー 

創刊号

3000-5000部，

2号3000部，ミ

ニ版1-号外500

部，8-16号

1000-2000部 

○   

11 機関誌 女性解放とコミュ

ーンーー新しい地

平 

1974.01.0

1-1975.08.

15 

市民に権利の

回復を！ 市民

連合 

  ×   

12 雑誌 女・エロス 1973.08.0

1-1982.06.

25 

「女・エロス」編

集委員会編 

  ○   

13 ミニコミ おんなの叛逆 1971.05.0

5-現在 

久野綾子編   ○   

14 ミニコミ あごら 1972.02.1

5-2012 

    ×   

15 ミニコミ 女から女たちへ 1972.03-1

988.03 

鈴木洋子・三木

草子 

創刊号120部，

ガリ刷り印刷

200部，13号よ

りオフセット印

刷で500部，後

に700部 

○1号,3-8

号,10-13

号,27-54（終

刊）号 

2,9,16,18/

19,20号の

一部が『リ

ブ史』にあ

り 

16 例会記

録 

リブFUKUOKA 1970-

（1973.12

頃解散） 

リブ

FUKUOKA 

  ○1971.5.1メ

ーデー臨時

号，

1971.5.12第

6号，

1972.2.14第

9号 

4，5，6，9，

10号の一

部と1971.

秋の別冊

全文が『リ

ブ史』にあ

り 

17 月刊新

聞 

Majo 1973.10.1-

（1976年解

散） 

福岡優生保護

法改悪阻止実

行委員会（紅

館） 

  ○1,3,4,5,7,8

号,1974.10.2

6号外, 15号 
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18   
  

 

パ

ン

フ

等 

  無文字 1972.11 箱崎女性史研

究会 

  ○（入手した現

物は30頁の

後が欠落） 

1号のみの

発行であっ

た模様 

19 パンフ 羊水チェック 1973.10.3

0 

福岡優生保護

法改悪阻止実

行委員会（紅

館） 

  ○   

20 パンフ 優生保護・羊水検

査 人工妊娠中絶

問題を考える 

1973.10.3

0 

九大祭生物実

行委員会 

  ○   

21 

書
籍 

共著 おんなふみ 女の

文芸誌1 

1980.05.2

0 

グループおんな

ふみ 

 ○  

22 共著 「私は存在する．」

——私たちの北

村三津子さんへ 

2011.11.0

1 

「みんな北村三

津子さんが好き

だった」の会 

 ○  

（（井上ほか 2006）と『リブ史』，『リブ新宿センター資料集成』の情報を基に構成し，個

人収集の内容を加え作成．通し番号の網掛け部分の資料は（井上ほか 2006）では言及され

ていないが個人収集したものである．） 

 

 資料調査の結果，リブの運動家の手によるビラやパンフレット，出版された書籍などで，

「慰安婦」に言及しているものを複数確認した．それらを表 3 に一式リストアップした．

膨大な資料群のなかで「慰安婦」に言及しているものはほんの一部にすぎないが，かとい

ってリブの運動家がかつての「慰安婦」制度に十分な問題意識を持たなかったというわけ

でもない．これにはリブ運動が特定の課題に限らない「女のトータルな解放をめざすもの」

（溝口ほか 1992: 8）であり，主に 1970 年代当時の多方面の現象に関心が向けられていた

こと，「慰安婦」制度の実態解明がさほど進んでいない時代であったことなどの要因により，

「慰安婦」制度そのものに問題化の対象を絞った動きは起こりにくい運動であったという

背景が指摘できる． 
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[表 3] 「慰安婦」テクストの内容分析（リブ編） 

番号 

類

型 巻 タイトル 執筆者 発行時期 頁 

日

本

人 表現 

数，割

合 

【1】 1 

ビ

ラ 

女性解放への個人的視点

ーーキミへの問題提起 田中美津 1970.08 12 A 

日本の便所としての

歴史性・民族性をも

つ慰安婦 大部分 

【2】 1' 1 

女性解放への個人的視点

ーーキミへの問題提起 田中美津 1970.08 197 A 

日本の便所としての

歴史性・民族性をも

つ慰安婦   

【3】 2 

ビ

ラ 改訂版 便所からの解放 

ぐる−ぷ・闘

うおんな 1970.10 45 × 

〈軍国の妻の貞操〉

と〈従軍慰安婦の精

液に汚れた性器〉   

【4】 3' 1 

怨念は肩代りできない！ー

ー女にとって一票とは何か 

ぐるーぷ・

闘うおんな 
1970.11.1

4 216 × 

  

大部分 

【5】 4 

ビ

ラ 

田中美津さんに聞く おん

なの解放 

お茶の水女

子大学新

聞 
1970.11.1

4 78-9 ×   

八十パ

ーセント

が朝鮮

人 

【6】 5 

ビ

ラ 

女は生殖器を持つ労働力

商品かーー中絶禁止法・労

基法改悪粉砕へ向けて！ 

ぐる−ぷ・闘

うおんな 1970.11 86 × 

〔「プラカード」の誤り

を訂正しなければな

らないという文脈〕 大部分 

【7】 6 

ビ

ラ ウーマンリブとは何か 

ぐる−ぷ闘

うおんな 1970.11 88-9 × 

〔「プラカード」の誤り

を訂正しなければな

らないという文脈〕 大部分 

【8】 5' 

ビ

ラ 

母と慰安婦との出合いー

ー女にとって入管体制とは

何か 

ぐる−ぷ闘

うおんな 1970.11末 92 ×   大部分 

【9】 5' 

ビ

ラ 

斗う女から三里塚の農民

へ 

ぐる−ぷ斗

うおんな 1970.11末 94 ×   大部分 

【10】 3' 

ビ

ラ 

怨念は肩代りできない！ー

ー女にとって一票とは何か 

ぐる−ぷ・闘

うおんな 1970.11 97 ×   大部分 

【11】 3 

ビ

ラ 

怨念は肩代りできない！ー

ー女にとって一票とは何か 

ぐる−ぷ闘

うおんな 1970.11 98 ×   大部分 

【12】 5' 

ビ

ラ 闘う女から 闘う農民へ 

ぐる−ぷ闘

うおんな 1970.11 99 ×   大部分 

【13】 7 

ビ

ラ 

中禁体制解体へ向けてー

ー討議資料 

ぐる−ぷ斗

うおんな 
1970.11.2

6 101 × 

従軍慰安婦は朝鮮

人の女たちであった   

【14】 5' 1 

女は生殖器を持つ労働力

商品かーー中絶禁止法・労

基法改悪粉砕へ向けて！ 

ぐるーぷ・

闘うおんな 1970.11 217 × 

  

大部分 

【15】 5' 1 

斗う女から三里塚の農民

へ 

ぐるーぷ・

斗うおんな 1970.11 219 × 

  

大部分 

【16】 8 

ビ

ラ 

女は，侵略へ向けて子供

を生まない！ 育てない！

ーー12.8侵略=差別と斗う

おんな集会に結集せよ！ 

ぐる−ぷ闘

うおんな 
1970.12.0

8 108 × 

朝鮮の人妻や娘が

慰安婦として   

【17】 9 

ビ

ラ 

12.8侵略差別と斗う女集

会 

千葉大ぐる

ーぷ斗うお

んな 
1970.12.0

8 112 × 

朝鮮の，中国の人

妻を娘を皇軍の慰

安婦として   

【18】 10 1 

リブを闘うおんな討論集会

へ向けて 

ぐるーぷ闘

うおんな 
1970.12.1

2 229 × 

〔被爆朝鮮人女性

と〕朝鮮人慰安婦 

資料作成   

【19】 10’ 

ビ

ラ 

リブを闘うおんな 討論集

会へ向けて 

ぐる−ぷ闘

うおんな 1970.12 114 × 

〔被爆朝鮮人女性

と〕朝鮮人慰安婦 

資料作成   

【20】 10’ 

ビ

ラ 

70 ぐるーぷ闘うおんな 

総括集会 

ぐる−ぷ闘

うおんな 
1970.12.2

3 121 × 慰安婦との出会い   

【21】 11 編 

中禁体制とはなにか？

——中絶禁止法上程阻止

へ向けて 

ぐるーぷ・

闘うおんな 

不明

(1971.03.2

5) 164 × 

朝鮮の人妻や娘を

皇軍の慰安婦として 
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【22】 5’ 編 

母と慰安婦との出会いー

ー女にとって入管体制とは

何か 

ぐるーぷ・

闘うおんな 
不明

(1971.03.25) 

171-

2 × 

 

 

【23】 12 編 

12.8侵略と差別と闘う女

集会に結集せよ！ ――自

らの生を闘いとる為に 森田みつほ 
不明

(1971.03.25) 177 × 

〔日本の女は日帝の

最大の被害者であ

り，同時に〕最もよく

支配体制を支え 

朝鮮の

女が多

くの割

合 

【24】 13 1 

〈女性運動史〉明治からウ

ーマン・リブまで 

斗・おんな

メトロパリチ

ェン 1971.03 154 × 

侵略地の女達によ

る慰安婦という名の

処理場   

【25】 14 

ビ

ラ 

怨念が斗いを蘇生させ

る！ーー女は何故，入管

を斗うか 

ぐる−ぷ斗

う女 めだ

かコレ 1971.4 153 × 

貞女は貞女である

が故に朝鮮人慰安

婦を，現在的には，

主婦，エリート女が

東南アジアの女達

を（中略）抑圧してい

る   

【26】 15 1 沖縄と娼婦 

斗・おんな

メトロパリチ

ェン 1971.04 159 × 

朝鮮・中国等の侵略

地の女達を強姦し，

慰安婦として狩り立

てた   

【27】 16 1 

抑圧され続けた歴史を背

負う女たち！ 

斗・おんな

メトロパリチ

ェン 1971.05 161 × 

侵略は，強姦と売春

を伴い沖縄の女た

ちの歴史はその中

に塗りこめられて来

た   

【28】 3 

ビ

ラ 

怨念は肩代わりできな

い！ーー女にとって一票と

は何か 

ぐる−ぷ斗

う女 1971上期 238 ×   大部分 

【29】 5' 

ビ

ラ 闘う女から 闘う農民へ 

ぐる−ぷ斗

う女 1971上期 239 ×   大部分 

【30】 5' 

ビ

ラ 

女は生殖器を持つ労働力

商品かーー中絶禁止法・労

基法改悪粉砕へ向けて！ 

ぐる−ぷ斗

う女 1971上期 240 × 

他民族の女（従軍慰

安婦） 大部分 

【31】 6' 

ビ

ラ ウーマンリブとは何か 

ぐる−ぷ斗

う女 1971上期 243 ×   大部分 

【32】 17 1 

全学連第 30回定期全国

大会での性の差別=排外

主義と戦う決意表明 匿名 1971.7.15 123 ○ 

日本女性〔慰安婦〕

は，“国のため”〔に

慰安婦になった〕 

90％は

朝鮮人

女性 

【33】 17' 共 

全学連 30回全国大会ー

ー性の差別=排外主義と

戦う決意表明 宮岡真樹 1971.7.16 43-4 ○   

九〇％

は，朝

鮮の女 

【34】 18 

叛

2 

アメリカ社会をゆるがすリ

ブ 松井耶依 1971.9.15 7 × 

〔アメリカの反体制

運動のなかで活動

家女性は〕夜はセッ

クス慰安婦   

【35】 18' 

叛

3 

多様さと自発性とーーリブ

合宿報告 久野綾子 
1971.12.2

0 31 × 

〔男性中心の運動に

関わるなかで自分

は〕単なるセックス

慰安婦だった   

【36】 19 1 Memo（会報No.15より） 

侵略=差別

と闘うアジ

ア婦人会議 
1972.03.2

3 65 × 

「従軍慰安婦」帰国

問題 

  

【37】 20 単 インポからの脱皮 田中美津 1972.04 267 × 

皇軍慰安婦たちが

男の性をスッキリさ

せて，神国日本の

大義を支える影の

役割りを果たしてい

った 

そのほ

とんど

〔が朝鮮

人〕 

【38】 6' 1 ウーマンリブとは何か 

ぐるーぷ闘

うおんな 1972.05 367 × 

  

大部分 
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【39】 21 

ニ

ュ

ー

ス 

70年 10月 21日 女の怨

み ふき上げる 

リブ新宿セ

ンター 1972.9.30 4 × 

従軍慰安婦として，

朝鮮の人妻や娘が

（中略）卑しめられて   

【40】 22 

パ

ン

フ 

中絶禁止法はなぜ今出さ

れるか 米津知子 1972.11.1 14 × 

ぐるーぷ闘うおんな

「ウーマンリブとは

何か」の引用あり 大部分 

【41】 23 2 

12.8パールハーバーを忘

れない女達の反戦集会デ

モーー銃後〈家制度〉を強

化する中絶禁止法反対ー

ーに向けて 会田フミ 1972.12 67 × 

〔性交専用の海外の

女・国内の妻は〕か

つての従軍慰安婦

と〈軍国の妻・靖国

の母〉の関係   

【42】 24 

ビ

ラ 

12.8 アジアの女を卑しめ

るエコノミック・アニマルを

許さないゾ！ 

リブ新宿セ

ンター 1973.11 532 × 

前線に朝鮮人の慰

安婦を引き連れて   

【43】 24' 

ビ

ラ 

12.8 アジアの女を卑しめ

るエコノミック・アニマルを

許さないぞ！！ 

リブ新宿セ

ンター 1973.11 534 × 

前線に朝鮮人の慰

安婦を引き連れて   

【44】 25 

ビ

ラ アピール 

アジア婦人

会議・キリス

ト教矯風会・

消費者連合

会・婦人民主

クラブ・リブ新

宿センター 1973.12 539 × 

前線に朝鮮の慰安

婦をひきつれて   

【45】 24' 2 

12.8アジアの女を卑しめ

るエコノミック・アニマルを

許さないぞ！！ 集会とデモ 

リブ新宿セ

ンター 1973.12 72 × 

前線に朝鮮人の慰

安婦を引き連れて 

  

【46】 26 

フ

ァ

1

6 〔タイトル不明〕 赤い六月 n.d. 6 × 

〔朝鮮人男子を炭鉱

へ〕朝鮮人女子を日

本兵の慰安婦とし  

【47】 27 

叛

9 

キーセン“買春”の意味す

るもの 関品子 1974.4.15 21 × 

かつて満州，朝鮮に

おいて（中略）女達

を犯し，慰安婦に狩

り出した   

【48】 28 

叛

9 

「キーセン観光」を中止せ

よ！！ 

キーセン観

光に反対す

る女たちの

会 1974.4.15 39 ×   

七〜九

万人と

も推定

されて

いる 

【49】 29 

エ

2 

私はなぜキーセン観光に

反対するのかーー経済侵

略と性侵略の構造を暴く 松井やより 1974.4.28 72-5 ○ 

女子挺身隊という名

の朝鮮人慰安婦，

内地からの慰安婦

は，食いつめた売春

経験者が多く〔”上等”

とはいえなかった〕 

八万人と

も十万人

とも，八

割（五-七

万人）が

朝鮮女性 

【50】 30 3 

売春観光を押し進める講

談社に抗議する！ 

女白書編

集委員会 1977.4 308 × 

戦時中の日本の「か

らゆきさん」「従軍慰

安婦」   

【51】 31 

エ

9 性道徳からの解放 深江誠子 1977.7.20 14-5 C 

 

 

【52】 32 

エ

9 

男性ライターの書いた「従

軍慰安婦」を斬る 

丸山友岐

子 1977.7.20 64-88 ○ 

 

 

【53】 33 3 

女たちのーーもうひとつの

戦争 

チカン撃退

法グループ 1982.4.25 128 × 

朝鮮の女たちが，従

軍慰安婦として 

 

【54】 34 

女

か

ら

4

7 

深まりゆく秋空に石つぶて

ひとつーー「売春」のはる

かかなたに視えるものは

何か その 2 

北村三津

子 1984.11 3 × 

従軍慰安婦に関す

る書物，からゆきあ

めゆきさんに関する

書物  

【55】 35 

叛

3

5 

女性と少数民族の犠牲重

くーー林郁著「大河流れゆ

く」 編集者 1988.12.12 25 B 

国策そのものの従

軍慰安婦 

二十万

ともいわ

れる 

48 30 『

反

逆

』

3

5 

女性と少数民族の犠牲重

くーー林郁著「大河流れゆ

く」 

編集者 1988.12.1

2 

25   国策そのものの従

軍慰安婦 

二十万

人ともい

われる 
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表 3の各項目について 

・「類型」は便宜上，内容のパターンごとに類型化したものである．「’」のついている数字のものは，つい

ていないものを基準として，ほぼ同じ内容か多少の表現の違いによる変型となっているものである．網

掛け部分の資料は同一物が別ページや別の資料集に含まれている重複分である． 

・「巻」は『リブ史』は 1，2，3の巻数，『リブ新宿資料センター資料集成』は「ニュース篇」「パンフレッ

ト篇」「ビラ篇」の別，『女・エロス』は「エ」，『おんなの叛逆』は「叛」，『女から女たちへ』は「女か

ら」，単行本の場合は執筆者の単著を「単」，共著を「共」，出版社名義の編著を「編」と記した． 

・「日本人」は日本人「慰安婦」が言及されているかどうかを調べたもの．○は明記されているもの．A は

日本人「慰安婦」への言及が観念的なレベルのもの．B は日本人への明確な言及はないが，日本人も含

めての「慰安婦」一般を指していると思われる表現．Cは RAAの「慰安婦」について言及があったもの．

×は日本人「慰安婦」への言及がなく，朝鮮人「慰安婦」あるいは朝鮮人「慰安婦」と中国人「慰安婦」

について述べているものである． 

 

 以下，表 3 の資料の具体的な内容を確認していく．基本的には刊行された順に追ってい

くが，田中美津執筆テクストの影響範囲にあるもの，キーセン観光反対運動の文脈で作成

されたもの，それ以外のものの 3 種類に各資料を大別することができると判断するため，

資料の内容によっては通し番号順ではなく後から取り上げるものもある．また，同一内容

の資料が別ページや別の資料集に収録されているケースや微妙な表現の違い程度の差異が

みられる資料についてはその都度断りを入れることはせず省略し，表 3 の項目「類型」で

便宜上区分した内容ごとに論述していく． 

 

3.2. 田中美津のテクストを中心に 

 確認できる限りで初出のものは，【1】の田中美津が書いた「女性解放への個人的視点――

キミへの問題提起」という 7 枚に渡るビラである106．このビラの文章は後にウーマン・リ

ブの金字塔とみなされるようになる田中のビラ「便所からの解放」の下地となっている．「女

性解放への個人的視点――キミへの問題提起」で「慰安婦」が言及されるのはごく一部であ

るが，以下に当該部分を引用する． 

 

 〈女性解放〉は何故必要か？ 

 私は，女を〈便所〉だとする男を通じて，権力と出会う．私は，女の性を〈便所〉

化させることで成り立っている支配体制と出会う． 

それは私の沖縄であり，私のアンポだ！ 

これを女の沖縄，女のアンポに広めていくこと――例えば侵略者，被侵略者という言葉

の中身を，従軍慰安婦という一大便所集団（その大部分は朝鮮人であった）における

日本の便所としての歴史性・民族性をもつ慰安婦と，朝鮮の便所としての歴史性，民

族性をもつ慰安婦の出会いとして，みずからの女の性を通じてとらえたなら明治百年

の侵略過程と自分（個）とのかかわりがハッキリ浮び上がってくるのではないか．そ

の時，〈女〉にとって権力が，侵略が，アンポが，女個人の〈生きる〉と，どう深くか
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かわってあるのかが具体的に明かになるのだ（田中 [1970] 2008: 12） 

 

 「便所」という言葉はあまりに女性を貶めるようではあるが，もともと田中は一男性が

「初恋の女以外はみんな〈便所〉みたいなものだ」（田中 [1970] 2008: 10）と言い放った

その表現を転用している．「女が便所〉
ママ

なら男は〈汚物〉か！！」（田中 [1970] 2008: 10）

と皮肉ることも忘れない．現在ではあまり聞かれなくなった表現だが，「便所」とは女性を

性的に貶める隠語であり，複数の男性と性関係を持つ女性は「公衆便所」と蔑まれてきた．

田中において「便所」とはみずからの貶められた性そのものを描き，性抑圧の卑劣さを告

発する用法であり，特定の他者を貶めるための表現ではない． 

 「従軍慰安婦という一大便所集団」という表現も現在の視点に立てばあまりに配慮がな

いような印象を受けるが，これが書かれた当時はまだ，「慰安婦」とされた女性がみずから

の体験を「被害」として世に訴え出る表立った動きは起こっていなかった．日本人「慰安

婦」被害者の城田すず子さんは，彼女が身を寄せていた施設の人々には自身の経験を打ち

明けており，彼女の半生が綴られた『愛と肉の告白』という本が 1962 年に出版されてはい

たが，「慰安婦」制度を戦争犯罪として告発しようとする内容ではない．千田夏光ほか「慰

安婦」制度を問題化しつつあった人々が，『愛と肉の告白』や，同じく城田さんの半生を綴

った『マリヤの讃歌』を参照した形跡もない．城田さんは 1970 年代にリブの女性たちには

知られていなかった可能性が高い．「従軍慰安婦という一大便所集団」という表現がなされ

たこと自体，「慰安婦」とされた被害が隣人の生々しい傷であるという認識がなかったこと

を物語っている．サバイバーが日常を生きているというリアリティが感じられていないま

ま，「従軍慰安婦」は過去に朝鮮人女性と日本人女性が受けた国家による性抑圧の象徴とし

て言及されている． 

 上記文面では，「日本人『慰安婦』」という明瞭な表記があるわけではないが，それでも

「日本の便所としての歴史性・民族性をもつ慰安婦」という表現がなされている点には注

目しておきたい．というのも，田中がこれ以降，「ぐるーぷ・闘うおんな」に身を置き日本

で活動していた 1975 年までに書いたもののうち，日本人「慰安婦」の存在を前提とする文

面は，「ぐるーぷ・闘うおんな」名義で発表したものも含め，本研究において確認できたの

はこれのみであったからだ．ただし「日本の便所としての歴史性・民族性をもつ慰安婦」

の部分は，戦時中の「慰安婦」について具体的に示しているというより，「侵略者，被侵略

者」という構図を問題化する上での性抑圧の象徴的なものの引用であり，比喩である． 

 女性の性が「便所」扱いされる事態とは，女性が男性の性欲の対象にされつつも貶めら

れるという，性のダブルスタンダードに由来する性差別の実態である．男性が権力を持つ

社会で構築される支配体制は，日米安保で沖縄を犠牲にしながら帝国主義を蘇らせる．日
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本人女性は，特に「本土」の女性は，単に被害者であることにとどまらず侵略体制を支え

る加害勢力に加担してしまっている．卑しめられながら侵略体制に動員させられていく存

在が田中にとっての「従軍慰安婦」なのである． 

 【3】の「便所からの解放」では，「慰安婦」は次のような文言のなかで現れる．「ぐるー

ぷ・闘うおんな」名義で発行されたビラであるが，実質的な執筆者は田中である． 

 

 女にとって支配権力のその性戦略は〈性の便所化〉の徹底として現出する．女の反

動化=バージンらしさへの回き
．．

は，便所への徹底と裏表のものとして展開されるのだ．

〈軍国の妻の貞操〉と〈従軍慰安婦の精液に汚れた性器〉とは，性否定の意識構造の

両極に位置しているのだから！！ 貞女と従軍慰安婦は，対になって支配権力の侵略，

反革命を支える．（ぐるーぷ・闘うおんな [1970a] 2008: 45）（傍点原文） 

 

 ここでもやはり，性を介した支配権力や侵略体制の確立が問題化され，「従軍慰安婦」は

最も抑圧された女性の性の象徴としての例示である．このビラでは「従軍慰安婦」の多く

が朝鮮人女性であったとは書かれていない．田中が活動していたリブグループ「ぐるーぷ

闘うおんな」107は，1970 年 10 月 21 日の国際反戦デーのデモで，「貞女と従軍慰安婦は侵

略を支える」というメッセージのプラカードを掲げた．後にこのプラカードの文言をめぐ

り省察がなされる．田中はお茶の水大学新聞の取材を受け，同年 11 月に発行された記事【5】

で「慰安婦」の「八十パーセントが朝鮮人であった」（お茶の水大学新聞 [1970] 2008: 78-9）

と述べている．【６】のビラ「女は生殖器を持つ労働力商品か――中絶禁止法・労基法改悪

粉砕へ向けて！」は同じく 11 月に「ぐるーぷ・闘うおんな」名義で発行されており，その

なかで「プラカードの誤り」が次のように論じられている．「我々の母は最も恥知らずな抑

圧者だった」という小見出しの後の文章から引用する． 

 

 やさしさと，やさしさの肉体的表現としての SEX を合せもつ〈女〉として生きてい

ないという点で，貞女と慰安婦は私有財産制度下に於ける性否定社会の両極に位置し

た女であり，対になって侵略を支えてきたと云えるが しかし 両者を同一線上で語る

ことは我々にはできない．支配民族としての日本の女はその資格を持っていない． 

なぜなら皇軍慰安婦の大部分は狩り立てられてきた朝鮮の人妻や娘たちであったのだ

から！ 

我々のプラカードの誤りは，次のように訂正されなければならないのだ．〈貞女は貞女

であることによって銃後を支え，朝鮮の女たちを自分の男の性
ママ

液で汚すことに加担し

た〉と――．（ぐるーぷ・闘うおんな [1970b] 2008: 86） 
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 【8】，【9】，【12】，【22】のビラでもほぼ同様の内容が展開されている．【7】，【31】，【38】

のビラでは，さらに以下のような内容が加わる． 

 

 今，中絶禁止法が女の性と生殖を通じて〈銃後=家〉と家を支える〈性道徳〉の帝国

主義的再編を謀るものとして上程されようとしている．再び〈母〉としての役割の中

に女の性と生殖が封じ込められようとしている．戦前戦後一貫して変らない性否定の

社会構造こそが女の〈反動化〉を可能にするのだ．同時に日本帝国主義が経済侵略を

侵攻している東南アジア，台湾，韓国において，エコノミックアニマルたちがその肉

欲処理の為，彼の地の女を卑しめているといった状況が〈平和と民主主義〉の中で酔

いしれる，我々の死角の中で展開されている．しかも 72 年の法改正を目指してより売

春を公然化させようという動きが，保守反動によって進められているのだ．〈売春防止

法の一部改悪〉女は今，再び母と便所に再編されようとしている．しかも，又もや他

民族の女を〈便所化〉する方向でもって！！（ぐるーぷ闘うおんな [1970a] 2008: 89） 

 

 また，「プラカード」への言及はないが，【4】，【10】，【11】のビラでも朝鮮人女性への加

害であることが次のように強調されている． 

 

 我々の手にする一票の裏には朝鮮人の，朝鮮の女たちの受けた死と屈辱の歴史が織

り込まれているのだ．人妻であってもバージンらしさを粧わねばならなかった貞女と

しての〈軍国の妻，靖国の母〉は又，粧うことによって男を通じ，家を通じ，子を通

じ〈女の出世〉を満たした者としてあった． 

 銃後を貞女に守られた前線では，従軍慰安婦が貞女の夫の性を管理して男を命令に

従順で人殺しに有能な天皇陛下の赤子として育てていった．しかし，我々，支配民族

としての日本の女には，その事実をそのように歴史のひと駒風に物語ることは許され

ない．なぜなら，従軍慰安婦の大部分は強制連行的に狩り立てられてきた朝鮮の人妻

や娘だったのだから．日本の女が一銭銅貨であったなら，いや一銭銅貨の屈辱に不感

症であったために朝鮮の女を五厘銅貨にしてしまったのだ，日本の女は． 

 戦後二五年間，五厘銅貨の命としてはかなく歴史の底に消えていったこの朝鮮の女

たちへの問い返しが果して一度でもなされたことがあったか．日本の一銭銅貨は五厘

銅貨の他民族の女の，死と屈辱の歴史の上に，靴下と強さを争うまでになったという

訳なのだ． 

 そして今，台湾，韓国，東南アジアに於いて経済侵略を侵攻しているエコノミック
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アニマルがその肉欲処理のために彼の地の女たちを卑しめている状況が〈平和と民主

主義〉の中で酔いしれる我々の死角の中で展開されている．（ぐるーぷ闘うおんな 

[1970] 2008: 98） 

 

 辛辣で，どのような言い逃れも許さない厳しさで迫る文面である．「大部分」という形容

があるとはいえ，少数の存在であったと考えられている日本人「慰安婦」が被害者として

とどまる地点がここにはない．「慰安婦」は朝鮮人女性であったという印象を強烈に与える

要素に満ちているのではないだろうか．次の【13】の資料でも同様に，「慰安婦」とは朝鮮

人女性であったと説明する表現が出てきており，「慰安婦」と朝鮮人女性を結びつける思考

パターンがあったことがわかる．  

 

 性のタブーがもたらした，女の母と便所の両極分解は，第二次大戦で，靖国の母と

従軍慰安婦をうみだした．その時の従軍慰安婦は朝鮮人の女たちであったという事実

は，現在はっきりある朝鮮民族の問題を，入管法とのかかわりの中で説明できるだろ

う．（ぐるーぷ斗うおんな [1970] 2008: 101-2） 

 

 田中やぐるーぷ・闘うおんなの発行したビラ等で「慰安婦」が語られる際は「大部分が

朝鮮人であった」という説明がなされるものが多いが，上記の文面では「従軍慰安婦は朝

鮮人の女たちであった」という表現となっている．上記の【13】と同じく以下の【16】の

ビラでも「大部分が」とは記されていない．日本人女性が「支配民族」であることが徹底

的に問われている． 

 

 そして前線では狩りたてられてきた朝鮮の人妻や娘が皇軍慰安婦として貞女の夫た

ちの精液でその身を卑しめられていったのだ．貞女は貞女であることによって侵略を

支え，貞女であることによって朝鮮の女に対する凌辱に加担したのだ！ 

『100 人の女のうちで，その中の一人が卑しめられた時，それは 99 人が卑しめられた

ことであり，100 人の女のうち一人がエリートとして自らの上昇志向を満たす時，それ

は 99 人の犠牲の上で成り立っているのだ．』支配民族としての日本の女は，他民族の

女とのかかわりの中でこの意識性を日常生活の中に確立せねばならない．（ぐるーぷ闘

うおんな [1970b] 2008: 108） 

 

 「他民族の女とのかかわり」のなかで支配民族であることを意識するのと同時に，支配

民族の間でも低階層の女をマジョリティの女が抑圧しているかもしれない可能性にはふれ
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られず，一人の「エリート」へ批判が向けられている．支配民族のなかでの支配・被支配

の関係性は，部落差別や三里塚など土着の農民に対する抑圧の問題として運動の課題とな

り語られていたが，女性の性をめぐる差別については〈母と慰安婦〉あるいは〈貞女と慰

安婦〉の対比の下で日本人女性全体に〈母〉または〈貞女〉の比喩が宛てがわれ，〈慰安婦〉

にされた側の人々の存在がかき消されてしまうのである． 

 【21】の資料は「中絶禁止法」（優生保護法改悪法案）を問題にした文章である．内容に

はこれまで挙げた資料と重なる要素が多いが，支配体制と日本の女の関係がどのようにと

らえられていたのか今一度確認するために，以下に「中禁体制とはなにか？」という小見

出しがついた部分のみ一式引用する． 

 

 中絶の禁止とは，女の性と生殖を一致させようとする強制，である．すなわち子供

が生まれたら結婚せねばならない，逆にいうなら結婚するまでは，お腹に子を宿して

はならない，という性道徳を強化するものとしてある．何のために，何に向けて？ そ

れを問いつめていくために，我々は戦前の〈軍国の妻，靖国の母〉とはいかなる存在

であったのか，をいま再度自らの性と生殖を通じて総括する必要がある． 

 人妻であってもバージンらしさを粧うものとしてある〈貞女〉としての軍国の妻，

靖国の母は，家を通じ，男を通じ，子を通じ自らの上昇志向を満たそうとする者とし

てあった．国のため，家のための大義名分のもとに自らの性と生殖を統制し=自らの性

を否定し，生殖を卑めることによって銃後を支え，朝鮮の人妻や娘を皇軍の慰安婦と

して日本の男の精液で汚すことに加担したのだった． 

 女の性を否定し，男の性をはいせつ行為化させる性否定の構造が，天皇制イデオロ

ギーとのかかわりの中で〈家〉を侵略体制の碁石となしたのだ．戦後，この性否定の

社会構造は変らず，女は靴下と強さを争うまでに強くなったという訳だ．そして今，

戦後強くなったと思い込まされてきた女は，しかし女としてはしあわせではない（部

分としてしか生きていない）という実感のもとに，女自身による女の反動化現象が，

純潔教育，差別教育の再編（中高指導要領），労基法の一部改正，そして中禁法，とい

った敵側の二重，三重の攻撃の上で進行している． 

 そして，それとともに，我々は，日本の女ははっきり知らなければならない．経済

侵略を進めている東南アジア，韓国，台湾に於いて，エコノミック・アニマルたちが，

欲望処理のため現地の女を卑しめているということを． 

 さらに売春防止法の一部改正（売春をやりやすくする）という動きが，中禁法の上

程と裏表になって進んでいるのだ．（ぐるーぷ・闘うおんな [n.d.] 1971: 164） 
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 戦前の「軍国の妻，靖国の母」と朝鮮人「慰安婦」の対比は，戦後の「しあわせではな

い」日常を送る日本人女性と「エコノミック・アニマル」たちの性侵略の被害を受ける諸

外国の女性との対比と対応関係にある．戦前戦後とどちらもマジョリティの女性が基準と

されているので，日本人「慰安婦」は言及の対象とならない．それは，リブがみずからの

立ち位置から思考する運動であり，「軍国の妻，靖国の母」の側に位置づけられる集団に属

することを知っているからだ． 

 ここまで見てきたものは，田中個人が書いたものに始まり，田中の文章を基に構成され

たとみられる「ぐるーぷ・闘うおんな」のビラとして発行してこられたものが続いてきた．

田中や「ぐるーぷ・闘うおんな」はどこよりも早く「慰安婦」へ目を向け，レジュメとみ

られる【18】，【19】の資料の片隅に記されているように，「被爆朝鮮人女性」と「朝鮮人慰

安婦」に関する資料を作成する案も上がるほど，意識的であった108．【20】の資料にも「慰

安婦との出会い」という文言が書き留められており，「ぐるーぷ・闘うおんな」にとって「慰

安婦」が特別な意味を持っていたことを窺わせる記述がみられる． 

 1970 年 8 月のアジア婦人会議大会で「便所からの解放」のビラを配って以降リブの急先

鋒となった田中や「ぐるーぷ・闘うおんな」の言説は急速に影響力を持って浸透していっ

たと考えられ，1970 年 12 月に発行された「千葉大ぐるーぷ斗うおんな」による以下のビ

ラの「慰安婦」に関する部分も，田中たちの訴えてきた内容に感化されてきたのだろうと

推測されるほど，酷似している．暖簾分けしたようなグループ名からしても，ビラの作成

者は「ぐるーぷ・闘うおんな」の妹分のような存在としてアピールに出たのではないだろ

うかと思われる． 

 

 性否定社会が女の性と生殖を分離し抑圧し，支配の最小単位である〈家〉に縛りつ

け，私有財産制の維持を貫徹しようとしている．そして戦前戦中と日本の貞女は靖国

の母，軍国の妻として，朝鮮の，中国の人妻を娘を皇軍の慰安婦として，自らの夫や

息子の精液で彼女らの性器を汚すことにより，侵略を支え，銃後を守った．貞女は貞

女であることで体制に加担した．（中略）あたし達の祖母が，母が貞女であることで銃

後を守り，侵略に加担したという歴史の重みと痛みを，真摯に受けとめ，この痛みを

バネとして，あたし達は闘うのだと，全ての姉と妹達に言明する．政府ブルジョワジ

ーは，アジアへの再侵略の環として，出入国管理法案国会再上程を企てていますが，

入管体制は中絶禁止体制ととも縦走的に織り出された色模様なのだ．貞女が貞女であ

ることにより，朝鮮の中国の人妻が，娘が皇軍の従軍慰安婦として差別され抑圧され，

侵略加担したという抑圧者の歴史性を踏えて，入管体制解体の斗いをせねばならぬと

考えます．（千葉大ぐるーぷ斗うおんな [1970] 2008: 112） 
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 ほかにも，北海道のグループ「斗・おんなメトロパリチェン」が「慰安婦」に言及する

文章を機関紙に掲載している．【24】の資料より，「性は支配の手段となっている」という

小見出しが設けられた部分の一部を以下に引用する． 

 

 SEX が上っつらだけの関係であるということは，それは何の意味もない，単なる排

セツ行為と化してしまう．相手は誰でもよくなる（いわゆる“美しい”ほうがいいのだろ

うか）．だから，その排セツの為の戦地には，侵略地の女達による慰安婦という名の処

理場が用意されるのである．（前述の太田竜109氏は，同じ文章110で，戦中，夫も恋人も

なくすごした女達が，いわゆるハイミスとか未亡人として存在していることに女解放

を言う女達は同情していないと書いているが，彼は，彼女達がそうして男達を送り出

し，自らの欲求をおさえていた時，侵略地の女達はその男達によって犯され続けてい

たということを忘れているのではないか．私達は，そういう女になりたくないと言っ

ているのだ．）（斗・おんなメトロパリチェン [1971] 1992: 154-5） 

 

 執筆者はリブが「侵略地」の女性たちへの加害に加担する女になることを拒む立場をと

るものだと表明しているが，「そういう女になりたくない」という言明は，構造上「そうい

う女」たちと同じ加害者の立場に立たされていると把握されていることに基づく．つまり

書き手は，同じく「国民」というレベルで加害者集団に包摂された日本人「慰安婦」へは

自己を投影していない．翌月発行された機関紙には，以下のような記述がある．【26】の資

料である． 

 

 戦前の日本軍国主義が公娼制度を伴い，侵略地に売春婦をまず送り込み，その地で

の収奪を行った後に，資本を侵出させ，その防衛に，軍隊が派遣された．そして，朝

鮮・中国等の侵略地の女達を強姦し，慰安婦として狩り立てたのであった． 

 戦後も又，米軍基地の周辺に，赤線地帯が作られ女達はパンパンとして送りこまれ

た．（斗・おんなメトロパリチェン [1971] 1992: 159） 

 

 公娼制度の延長上に送り込まれた「売春婦」よりも，「慰安婦」にさせられた朝鮮・中国

の女性たちの方が，「強姦」され「狩り立てられた」ために被害が深刻であるという識別が

なされている面が読み取れないだろうか．自国内の女性は調達され「送り込」まれる対象

であり，強姦され「狩り立て」られる存在としては表象されない．続いて，【27】の資料よ

り引用する．これも機関紙に掲載された文章である． 
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 侵略は，強姦と売春と慰安婦を伴い沖縄の女達の歴史はその中に塗りこめられて来

た．このことを忘れてはならないのだ．本土の女達がマイホームでニコッと笑ってい

るが，終戦直後本土の女達がその状態におとしめられていたということも又． 

 沖縄返還協定は，女達をこのような状態におとしめたまま，他国の女達を侵略しに

出かけて行く拠点とされているのだ．（斗・おんなメトロパリチェン [1971] 1992: 161） 

 

 これら 3 点の「斗・おんなメトロパリチェン」の文面から，同グループでは戦時中の「慰

安婦」は「侵略地」で「狩り立てられた」朝鮮・中国等の女性たちであったとされ，侵略

地に送り込まれた日本人女性は「売春婦」として区別されていた様子が垣間見える． 

 再び田中たちの活動に目を向けよう．【25】の資料である以下のビラを発行した「グルー

プ斗う女 めだかコレ」は「めだかコレクティブ」という「ぐるーぷ・闘うおんな」の下位

グループである． 

 

 被抑圧者に甘んじていることが，好むと好まざるにかかわらず，必然的に抑圧者に

なりさがってしまうということを，我々は痛苦な自己批判としてとらえねばならない．

即ち，戦前に於ては，貞女は貞女であるが故に朝鮮人慰安婦を，現在的には，主婦，

エリート女が東南アジアの女達を自らの男の精液によって汚し，抑圧しているという

ことである．女は女であることの苦しみを世界的に分ち持っている．しかし，帝国主

義本国内の被抑圧者として入管体制を根底的に支える我々女は，あくまで抑圧民族と

してアジアの女達に対峙するのだ．同じ位置ではアジアの女達と真向えない我々は，“私

が解放される”ことが“あなたが解放される”ことになるような斗いへと転化させ，その

斗いを通じて自己の抑圧を様々な重層的な抑圧構造の中に於て普遍化する過程で，ア

ジアの女達，男達，子供達と出合う（本質的には出合えないが）ことを追求する他は

ない．（ぐるーぷ斗う女 めだかコレ [1971] 2008: 153） 

 

 このテクストの「“私が解放される”ことが“あなたが解放される”ことになるような斗い」

という構想は独特である．あらゆる差別・抑圧の根がつながっているなかで，朝鮮人「慰

安婦」が，民族差別と性差別の重層的な被害を受ける存在として象徴化される． 

 男性中心の運動から分離したリブの運動家たちが「慰安婦」を問題化していった一方で，

学生運動の現場に身を置いてきた女性たちも，「慰安婦」に問題意識を持つようになった．

1971 年 11 月 21-22 日に開催された全学連の女性たちによるシンポジウムでは，「女性解放

と暴力の復権」というテーマが掲げられ，レジュメの「戦後婦人運動の総括」の項目のな
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かで，「占領政策（慰安婦設置と男女同権論）」という討議内容が設定されている（溝口ほ

か編 1992: 122）．以下は匿名ではあるが宮岡が執筆している【32】の資料「全学連第 30

回定期全国大会での性の差別=排外主義と戦う決意表明」の一部である． 

 

 私の内にある抑圧された性の女と，抑圧民族である日本人としての抑圧する者の醜

さ，誰にも出あえない支配者としての惨めさ，かなしみは別々の視点ではない．私と

は，そういうひきさかれた者として，総体として存在する． 

 日本陸軍慰安婦の 90％は朝鮮女性だった．日本女性は，自分が何のために慰安婦に

なるのかを知りうる力が残されていた．“国のため”というフレイズが彼女を辛うじて

狂うことからすくった．本質的な自分の存在を視えなくさせられることによって，よ

り深く転落していった．朝鮮女性は，そこで自分が引き裂かれ，貫かれ狂っていくこ

とにしか自分を見出せなかった． 

 しかも彼女らは，日本女性と朝鮮女性は，慰安婦という，女の引き裂かれた性を本

質的に共有している．だがしかし，日本女性慰安婦は，自分たちを同じ慰安婦である

朝鮮女性に対し，抑圧者日本人として対し，自分を彼女等と区別している．区別する

ことで，より一層転落していった． 

 ここに私は，女として引き裂かれ，女と女の最も引き裂かれた関係をみる．女の性

に押しつけられた普遍的本質制
ママ

=慰安婦としての存在が，抑圧民族の女に，抑圧するこ

との痛みを，自分の存在をかけた痛みにする．入管体制と闘う抑圧民族の戦いの根拠

その必然性がここに生まれる．（匿名 [1971] 1992: 123） 

 

 このビラの書き手111は，女性の活動家たちが女性として抑圧されている現実を直視しな

いことを問題提起する文脈で上記の文章を書いている．彼女たちは抑圧民族であることを

内省しはするが，自分にあるはずの痛みに鈍感であるため，根本的な闘いができていない

という理解がなされている．このように第一義的には，日本人女性が自身も性的に抑圧さ

れているという事実を等閑視してしまう愚かさが問われている．その意味では，「慰安婦」

は性抑圧の事例であり，かつ普遍的に押し付けられているものの比喩でもある．「慰安婦」

への言及は，性暴力被害の側面を追及するためというより，民族ごとのポジショナリティ

の違いを明示するためになされている． 

 本稿の論点となりうるのは，日本軍兵士と同じ「民族」「国民」であれば「慰安婦」とさ

れることを受け入れる余地があるという理解がなされる点にある．「日本女性は，自分が何

のために慰安婦になるのかを知りうる力が残されていた」というテクストなどは，女性の

活動家たちが性差別の蔓延する日常に甘んじていることの喩えではあるが，同じようなテ
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クストの集積により，日本人「慰安婦」の受けた傷は深刻ではなかったという印象を与え

る効果を生まなかっただろうか． 

 【33】の宮岡真樹のビラには，次のように宮岡自身の具体的な実感が綴られている． 

 

 わたしは慰安婦ではない．けれど，女の性に押しつけられた普遍的本質=慰安婦と

しての存在からどれほど遠いところにいるというのか．朝鮮の女に，狂気の中の死を

押しつけていった日本の女は，わたしのことではないかと思うと，これ以上女殺しの

共犯者として，自分の女性
おんなせい

をみじめにするのはたくさんだ．抑圧していく相手への同

情からではなく，自分自身の痛みとして入管体制は，日本人――抑圧民族の問題にな

る．（宮岡 [1971] 1972: 44） 

 

 やはりこの文面でも，日本人「慰安婦」が「被害者」として読まれる可能性は少ない．

しかし「慰安婦」とされること自体が堪え難い暴力であり，屈辱であることは前提とされ

ている．とはいえ新左翼運動内で民族差別が問題となっていた当時，抑圧されている民族

に対しては抑圧民族である日本人の集団が意識され，集団内部の差異は問われない傾向が

あった． 

 学生運動の現場で活動していた女性によるものかどうかはわからないが，「文責，外語大

フランス研究室内 森田みつほ」と記名されて発行された，おそらくビラだと思われる資料

が【23】である．発行日の記載がないが，「12.8 侵略と差別と闘う女集会に結集せよ！」と

いうタイトルから，1970 年 11 月頃に発行されたものではないかと推測される．この【23】

の資料の文面でも以下のように「慰安婦」が言及されており，さまざまな課題との結びつ

けられ方は，ここまでみてきた資料群と共通している． 

 

 旧家族制度の下で，性と生殖を統制され，生きる事を奪われた日本の女は，「軍国の

妻」「靖国の母」としての存在を強制され，一方で朝鮮の女が多くの割合を占めていた

という従軍慰安婦を生みだしていった．日本の女は，日帝支配権力によって，性と生

殖を管理され，労働力を徹底的に収奪され，最大の被害者としてあったと同時に，ま

さにその事によって最もよく支配体制を支え，アジアへの日本軍の侵略を許し，アジ

ア人民に対し，就中アジアの女に対しさらに苛酷な状況を強いたのではなかったか． 

 その事を考えるならば，中絶禁止の攻撃は，入管体制と対になって，女を通じて階

級支配の基盤をなす家の再編強化をはかり，全人民を排外主義のイデオロギーの下へ

包摂せんとするものである事は明白である．（中略） 

 我々女は，性と生殖を含めたあらゆる生命活動を支配権力によってからめ取られ，
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我々の祖母達，母達，姉達が歩んだ道を，今又，近代的な装いの下に歩む事を断固と

して拒否しなければならない．（森田 [n.d.] 1971: 177-8） 

 

 引用文中にあるように，中絶禁止法，入管闘争，また引用は省略したがウーマン・パワ

ー政策の問題，労基法改悪の問題などとも絡めて 1970 年当時の問題が総合的に論じられる

なかで「慰安婦」が言及されている． 

 表 3 でリストアップした資料の半数以上が 1970-1971 年に発行されたものであり，「慰安

婦」がリブ運動の起こりとともに，性抑圧の極みとして例示されてきたことが確認できた．

この段階ですでに「慰安婦」をめぐる言い回しや個別の問題との関連づけなどは概ね出揃

っている．以下は【37】，田中美津の単著『いのちの女たちへ――とり乱しウーマン・リブ

論』からの引用であるが，これまでみてきた内容と重複する要素が多い． 

 

 そのむかし，国のため，家のための大義のもとに，女は，心と体を合わせもつ総体

的存在として自らを裏切って，「貞女」として，「日本の母」として，銃後の支えをな

してきた．そして，前線では，皇軍慰安婦たちが男の性をスッキリさせて，神国日本

の大義を支える影の役割を果たしていったのだ．慰安婦のそのほとんどが，狩り集め

られてきた朝鮮の人妻や娘たちであったことは前述した．そして今，フリーセックス

が赤線の穴うめとしての役割を果たしている一方で，東南アジア，台湾，韓国におい

て，エコノミックアニマルたちが彼の地の女たちを便所代わりにしている状況が，平

和と民主主義幻想の，その死角でくりひろげられている．皮だけ違ってアンコは同じ，

神国日本の大義の代わりに，生産性の論理，企業の利潤が奉られているだけの話だ．（田

中 [1972] 2010: 267） 

 

 多少の表現の違いはあっても，上記文面を構成している要素は既出のものばかりである． 

【39】，【40】の資料も新たに別種の言説を含むものではなく，既出の表現を流用したもの

であった．たとえば【40】の米津知子執筆の文章は，「ぐるーぷ闘うおんな」のビラ「ウー

マンリブとは何か」から「慰安婦」の叙述が引用され，続いて米津の言葉で「今再び，日

本総体がファシズムへと傾斜しつつある．私達はもう二度と〈日本の母〉も皇軍慰安婦も

つくり出してはならない！！」（米津 [1972] 2008: 14）と締め括られている．米津は「ぐ

るーぷ・闘うおんな」や他のグループとともにリブ新宿センターを共同運営していた「思

想集団エス・イー・エックス」のメンバーであった． 

 同じく「思想集団エス・イー・エックス」のメンバーであった会田フミ（森節子）が執

筆した文章が，リブ新宿センターの発行物に掲載されている．【41】の資料であるその会田
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の文章から，「慰安婦」に関連する部分を以下に引用する． 

 

 ベトナム和平が語られ，オキナワが返還され，あたかも戦争が存在していないかの

ような幻想がばらまかれている．しかし一方，台湾の 80％，タイの 30％が日本資本で

あり，東南アジアへの援助という名の経済侵略は益々激しくなっている．それにつれ

商社マンの海外進出が増大し，その SEX のはけ口とされるのは現地の女達．週刊誌の

東南アジアの，沖縄の赤線紹介記事が巷にあふれ，それがすでにレギュラー記事と化

しつつある今日この頃，国内では中絶禁止法によって女を家に定着させようとしてい

る．戦前の女達がお国のために兵隊を育てたように，今，女達は有能な労働力として

子供を育てることを目的とさせられているのだ．有能な労働力に育った男は海外に派

兵され，性交専用の現地の女を抱き，妻は国内で子を育て家を守る．かつての従軍慰

安婦と〈軍国の妻・靖国の母〉の関係とどこがどうちがうというのだろうか．（会田 

[1972] 1994: 67） 

 

 会田の上記文面は田中の文体に比べればいくぶん穏やかな印象も与えるが，「ぐるーぷ・

闘うおんな」の発行物で展開されてきた議論に沿った内容である．本節の構成上，この資

料【41】までを 1970 年代初期のリブの「慰安婦」テクストとしておきたい．「初期」とい

う時期区分は曖昧だが，この【41】の資料が 1972 年 12 月に発行されたものであり，その

次のものが 1973 年 11 月に発行されたキーセン観光反対運動の関連資料であるため，この

二つの間に便宜上の区切りをつけることとする．キーセン観光反対運動は後述するように

個別の課題として取り組まれた闘争であり，「慰安婦」が想起される必然性を有している点

で他の闘争と比べて特殊であり，固有の言説が生産されたと考えられるからだ．ただし【4】，

【7】，【25】，【37】，【41】その他これらと重複する内容がみられる資料のように，買春観光

を批判しているものは，キーセン観光反対運動のテクストと連続的な性質を持つ． 

 ここで，「慰安婦」に言及したリブの初期テクストにおいて，どのような言説が確認され

るか整理しておこう．田中や「ぐるーぷ・闘うおんな」が発行した多くの資料で「慰安婦」

の「大部分」が朝鮮人であったと記されている．【37】では「慰安婦のそのほとんど」が朝

鮮人であると説明されている．また「大部分」などの限定がみられず「慰安婦」は朝鮮人

であったとする記述も多数あり，朝鮮人や中国人，あるいは「侵略地」の女たちであった

とする記述も確認された．つまり，「慰安婦」は他民族への性的な侵略行為の最たる事例と

されている．それに対応する日本国内の女性への性的支配を明示するものは日本人「慰安

婦」の存在ではなく，「軍国の妻，靖国の母」へと仕立て上げられたことなのである． 

 これらより，「慰安婦」を語るテクストには，新左翼運動の流れにある「反帝国主義」の
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言説が基調としてあり，さらに「女性に対する性抑圧の問題化」をおこなう言説と「反民

族差別」の言説とが合流していることがわかる．これら 3 種類の言説が朝鮮人女性を抑圧

された女性として理解させるうえでの根源的なはたらきをなしており，「慰安婦」を語るテ

クストを通してこれらの言説が作動していた．性抑圧の問題化に関しては，性暴力への告

発の意味合いが主要な論点とはなっておらず，国家あるいは帝国主義が女性の性を管理し

搾取することが問題とされている．性暴力の残忍さや被害者の痛みが焦点にされるのであ

れば，日本人「慰安婦」被害者も対置されていただろう．「慰安婦」を語るテクストを産出

したリブ運動にとっては，抑圧民族であることこそが確認されるべき，共通認識を持つべ

き事柄であった． 

 

3.3. キーセン観光反対運動のテクストを中心に 

 【42】から【49】までの資料は，キーセン観光反対運動を形成する言説実践がなされた

テクストである．まず，キーセン観光反対運動についての概要を述べる． 

 「キーセン」すなわち「妓生
キーセン

」とは，宋連玉の解説によると，「掌楽院という役所で技芸

を学んだ生徒という意味であり，宮中，中央および地方官庁に所属していたので官妓とも

呼ばれた」朝鮮人女性のことであり，「後世になるに従い技芸を専門とする女性の意味で使

われた」．単身赴任の役人の世話をし，性関係を持つこともあったが，同時に不特定多数の

相手をすることはなかったとされる（宋 2009: 106-7）． 

 このように妓生
キーセン

は伝統的には必ずしもスティグマ化されるばかりの存在ではなかったが，

植民地主義とオリエンタリズムにより，娼婦としてまなざされるようになる．日本人の海

外旅行が自由化されると，韓国への買春旅行が増大した．それが，妓生
キーセン

に扮した若い韓国

人女性に料亭での「キーセン・パーティ」で接待を受け，宴会後にホテルで性関係を持つ

「キーセン観光」であり，経済力をつけた日本人男性が 1970 年代に韓国に集団で出かける

社会現象となった．当時の朴正煕政権はそれまでの借款を軸とする方針から直接投資を優

遇する方針に切り替えており，外貨を稼ぐため，観光客相手のキーセン業を許可制にして，

実質的に国策として推進していた．日本では旅行会社各社がこぞってキーセン観光のツア

ーを売り出し，サラリーマンたちがソウルに大挙する事態となっていた． 

 これに憂慮した韓国基督女性連合会は，1973 年 7 月にソウルで開かれた日韓教会協議会

で抗議のアピールを行った．それを受け日本キリスト教婦人矯風会の高橋喜久江や日本キ

リスト教協議会の山口明子らがこの問題を重く受け止め，実態調査をし，資料集を作成し

た．同年 10 月にはソウルの梨花女子大学の学生たちが街頭で，12 月には金浦空港で抗議

行動を行った．日本でも呼応するかたちで 12月に女性たちが羽田空港で抗議行動を行った．

キーセン観光反対運動は拡大し，「キーセン観光に反対する女たちの会」がアジア婦人会議
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メンバー，リブの女性たち，キリスト教関係者らを中心に結成された．この反対運動は，

日本旅行業協会（JATA）にキーセン・パーティの取り扱いを禁止させ，旅行会社各社に表

向きに売り出すことをやめさせるほどには追い込んだ． 

 そのキーセン観光反対運動で，キーセンとして売春業にあたらされている女性たちのこ

とがかつての日本軍の「慰安婦」になぞらえられた．キーセン観光反対運動はリブグルー

プ以外の運動体の人々からも取り組まれていたが，ここでは表 3 にリストアップしたリブ

運動関係者による関連テクストを取り上げる．まず以下に，資料【42】のビラ「12.8 アジ

アの女を卑しめるエコノミック・アニマルを許さないゾ！」より関連部分を引用する． 

 

 その昔，「おかあさん」とひと声叫んでバッタリ倒れた兵士たちはまた，その前線に

朝鮮人の慰安婦を引き連れてその性の飢えを満した．いま，それと同じ構図が，形づ

くられつつある． 

 男の性欲が征服欲を伴ってある時，朝鮮の，東南アジアの女を組み敷く男たちは二

重の意味でその欲望を満たしていく．大東亜共栄圏の悪夢は，アジアの女たちを組み

敷く喜びの中で，甦りつつあるのだ． 

 「帝国主義」とは，女に貞節を求める男の心，自分一人だけの男，強い男らしい男

を求める女の心，に他ならない．（リブ新宿センター [1973] 2008: 532）（下線原文） 

 

 キーセン観光反対の言説は，やはり反帝国主義の言説とともにある．次の【45】の資料

はリブ新宿センターを含む複数のグループの連名で発行されたビラである．関連する部分

を引用する． 

 

 いまインフレの日本から韓国，台湾，東南アジアの豊富な資源安い労働力を狙って，

日本の企業はセッセとエコノミックアニマルを彼の地に送り込んでいる．その絶好の

エジキとなった韓国では，昼は日本資本の企業が公害たれ流し，そして夜ともなれば，

エコノミックアニマルはセックスアニマルと化して，韓国の女たちを卑しめている．

その昔，日本の女に家を守らせ，銃後の守りとなし，前線に朝鮮の慰安婦をひきつれ

て大東亜共栄圏の悪夢を追った．そのあやまちを再びくり返してはならない．（アジア

婦人会議ほか [1973] 2008: 539） 

 

 資料【46】はリブグループ「赤い六月」112が発行したとみられるキーセン観光反対運動

のビラである．以下に一部引用する． 
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 週刊誌，雑誌は「東南アジアの夜」の過ごしかたを書きたて，それに釣られた男た

ちの精液を満さいしてジェット機は，今日も韓国へ飛びたつ．過去，日朝外交史にお

いては，特に明治 43 年の韓国併合以来日本は朝鮮を植民地とし，朝鮮民衆から強奪し

つづけ朝鮮人男子を日本国内の炭鉱へ強制労働に狩り出し，朝鮮人女子を日本兵の慰

安婦としつづけてきた．今また，強大化した経済力を背景に日本はその歴史を再現し

ようとしている．（中略） 

 日本と韓国の帝国主義的隷属関係を，強化し，朴独裁政権を延命させる，日韓閣僚

会議に反対しよう！ 観光会社『観光客』=男のキーセン買春を許すな！ 光文社「宝石」

は「世界の夜シリーズ」を即刻中止せよ！（赤い六月 [n.d.] 2007: 6） 

 

 「朝鮮人男子を日本国内の炭鉱へ強制労働に狩り出し」とあるように，朝鮮人男性への

加害という新たな要素が加わっている．以下の【47】の資料でも同様に，朝鮮人男性への

加害の過去が連想されている．これはミニコミ『おんなの叛逆』に掲載されたリブ新宿セ

ンターのメンバーの文章「キーセン“買春”の意味するもの」であるが，まずはキーセン観光

と「慰安婦」が関連づけられる部分を確認したい． 

 

 現在，日本は東南アジアの国々へ「経済援助」という名の侵略を行っていることは

周知の事実だが，とりわけ韓国においてはその産業の 70％をも日本の企業が実験を握

っており，これらの企業は韓国の人々を一日 10 時間以上，月八〜九千の低賃金で酷使

している．当然病気で倒れる者も多く，その窮状を救うべく女達は稼ぎのよいキーセ

ン（日本人観光客向けの公営の組織売春婦）に身をおとしめていかざるを得ない仕組

になっている．かつて満州，朝鮮において軍隊を背景に男達を強制労働させ，殺し，

女達を犯し，慰安婦に狩り出したことと同じ事を今は金でやっているにすぎない． 

 侵略とは人間が人間を労働力としての SEX 玩具としての“モノ”としてみなすところ

にある．（中略） 

 韓国の女達がセックス商品として売買されている時，私たち日本の女もまた例外で

ありえるハズもない．「キーセン問題」は“かわいそうな「韓国の女」”だけの問題では

ないのだ．（関 1974: 21） 

 

 キーセン観光の本質は「侵略」であるととらえられている．そしてこの【47】の文章は，

以下のように締め括られる． 

 

 まずしい人間関係に耐え，“家”を守ってゆくことが侵略をささえる．“男らしい男”に
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価値をおいてしまう己れ自身が内なる侵略をささえる．女に押しつけられた，創り上

げる能力を奪う，つまらぬ労働に耐えることが侵略を支える．人間，可哀いそうな己

れ自身の救済を通じて，はじめて他人に手をさしのべることができるのだ．キーセン

問題が心にひっかかる女達よ，日本の女をしてキーセンの存続を支える優生保護法改

悪阻止の闘いにまずは結集しよう！ そして女が男に頼らずとも生きていける経済的

な条件を獲得しつつ，母権制時代の女達が持っていたであろう，創り上げる能力と自

身と喜びを取り戻してゆこう！（関 1974: 24） 

 

 キーセン観光反対の言説を紡ぎながら，みずからの置かれた状況を見詰め，日本の女の

解放を目指す闘いを構想しているあたりがいかにもリブ運動らしい．優生保護法がキーセ

ンの存続を支えるという主張はリブ運動やリブと協調関係にあった運動の独自の発想，つ

まり被害者であり続けることが他者に対する加害につながっていくという論理に基づいて

いる．上記文面には家（家族）制度やジェンダー規範への対抗言説もみられる．キーセン

観光反対運動の言説を中心に，女の置かれた状況をまるごと改善していこうとする運動が，

テクストを通じて展開されているといえるだろう． 

 後に「慰安婦」問題解決運動の中心的存在となる松井やよりも，キーセン観光という性

侵略に心を痛め，反対運動に取り組んでいる．松井は『女・エロス』2 号に，【49】の論考

を発表した．キーセン観光に「経済侵略と性侵略の醜関係を見る」（松井 1974: 72）という

松井は，キーセン観光を朝鮮の女性たちが「慰安婦」にされた歴史と重ねて理解した．松

井の問題意識と問題への向き合い方を，以下の文面から読み取ってみたい． 

 

 ここで，さらに明らかにしたいのは，国家権力が売春を強要するという恐るべき事

実である．在日韓国人が「自国の娘たちの体を外国人に売る政府なんて今どきどこに

ありますが」と朴政権に怒りをぶちまけていたが，わが日本政府もかつて似たような

ことをやった前歴がある．敗戦後，日本の女性たちを慰安婦として米占領軍に献上し

たのだ．（中略）キーセンも，ゲイシャ・ガールも，自国の国家権力の手で，支配者で

ある外国の男たちのいけにえにされたという点では共通の犠牲者なのである．ここに，

二つの国の女性が，被害者同士の連帯感を持ち得る手がかりがあると思う．つまり，

キーセンの屈辱は他人ごとではなく，日本人女性自身の屈辱につながっていく．（松井 

1974: 73-4） 

 

 ここでは，まず侵略する国があり，そして侵略された国の政府が侵略者に女性を差し出

す，という関係が前提とされ，「加害国」対「被害国」という関係性の下で生じる問題とし
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て性侵略がとらえられている．戦時中に日本軍兵士の性の相手をさせられた日本人「慰安

婦」たちは，この枠組みからは外れてしまう． 

 また松井は，「被害者同士の連帯感を持ち得る手がかりがあると思う」と述べる．実際に

は「売春」を強要されたのは一部の女性であり，当事者と非当事者には圧倒的な経験の差

があるが，松井には国民主体としての女性一般が等しく「被害者」として観念されている．

「被害者」と認識できるのは，権力関係の作用を受け生じる個々人のポジショナリティの

差異を問わず，被害当事者と非当事者に共通する属性を根拠に，共通の経験を持つ立場で

あるとみなす思考がはたらくからである．属性とは，この場合同じ「国民」であるという

ことであり，「国民」とは同じ経験をする者同士としてイメージされている． 

 とはいえ松井は「キーセン観光に顔をしかめる日本の女性，とくに家庭の主婦の心理の

底」には，キーセンをさせられている女性たちへの侮蔑のまなざしがあると指摘し，これ

を「“本妻”意識」として批判してもいる（松井 1974: 76）．しかし，占領軍の「慰安婦」に

された女性と日本人「慰安婦」被害者に対しても，「“本妻”意識」ははたらかなかっただろ

うか．「国民」内の女性の階層差に伴う差別への検討が抜け落ちるのは，「性」への関心よ

りも「侵略」という国際関係上の暴力への問題意識が勝っているからではないか． 

 松井は，リブグループ「ウルフの会」の会員でもあった．同グループで活動していた秋

山洋子は「フェミニストとしての彼女〔松井〕の出発点がリブにあった」という（秋山 1993: 

96）113．朝日新聞記者であった松井は，女性初のアジア特派員として 1980 年代にシンガポ

ールに駐在した．また，後に論じる「アジアの女たちの会」の立ち上げメンバーでもあり，

アジアの諸外国の人々の現状を伝え，女性同士の連帯を模索した．秋山は「ウルフの会の

中で松井さんは，性の問題を取り上げて互いの体験を語り，自分の内面を掘り下げるよう

な方向には批判的なところがあった．もっと厳しい現実に目を向けるべきだと言いたかっ

たのだろう」と回想する（秋山 1993: 98）． 

 このように松井は女性の性的欲望も含むセクシュアリティを赤裸々に語り合うようなリ

ブ運動の営みには関心を寄せなかったが，「侵略」で性が侵害される事態に対しては強い危

機感を抱き，介入しようとした．外からやってくる他者に凌辱されるという観点が，つま

り「侵略」が根本的な問題ととらえられている．それゆえ，他国への「侵略」は是が非で

も阻止せねばならぬものとなる． 

 松井にとって女性のセクシュアリティは，誰のものなのだろうか．松井は同じ論考で，

キーセン観光に抗議するソウル市民をテレビで見たときの印象をこう記している． 

 

 ソウルで開かれた「キーセン観光糾弾市民集会」は日本のテレビでも放映されたが，

中年の女性がハンカチで涙をぬぐい，コブシを振りあげ，ヒゲの老人が顔をひきつら
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せて泣くまいと耐えていた．民族的屈辱に打ちひしがれた韓国の人たちの表情は正視

できないぐらいだった．どんなに口惜しく，なさけない思いをしているだろう．民族

の誇りを失わない学生たち，クリスチャン婦人たち，老人たちが，ひとしく日本の性

侵略を告発していることが痛いほど伝わってきた．（松井 1974: 75） 

 

 ここにはキーセンをさせられている当事者の姿がない．自民族の女性がキーセン稼業へ

と追い込まれることに対する人々の怒りは，当事者が感じているであろう屈辱への共感や

朴正煕政権への憤りのほかに，自民族の女性の性が支配されたことへの家父長制的思考に

よる怒りがないと言い切れるだろうか．松井の議論でそうした疑問が浮かび上がらないの

は，外からの「侵略」こそが問題の本質であると松井が考えているからである． 

 

3.4. その他のテクスト 

 【34】，【35】では，どちらも「セックス慰安婦」という表現がなされている．これらは

抑圧体制を問題化しているはずの運動のなかで，女性活動家が男性に単なる性の相手とし

て利用されていることへの失望から語られた言葉である．【35】は『おんなの叛逆』編集者

の久野綾子が報告するリブ合宿での参加者の「バリケードの中でオニギリばかりにぎって

きたことや，単なるセックス慰安婦だった自分に気がついて，白けちゃった」（久野綾子

1971: 31）という発言である．発言者の正確な言葉の写しではなく編集者の久野による独自

の表現かもしれないが，どちらにしても「慰安婦」の語の持つ響きが相対的に軽い．それ

は，「慰安婦」被害者であるサバイバーがまだ世間で可視的な存在でない時代であったこと

や，ここまでみてきた他のテクストのように「慰安婦」が加害や被害の実像としてではな

く比喩として参照されるものであったことなどと関係しているだろう． 

 【36】の資料では，やや異色の内容が確認された．これは「侵略=差別と闘うアジア婦人

会議」の会報の内容なので，厳密にはリブの資料ではないのだが，リブと相互作用を持っ

た運動として『リブ史』に収められているため，形式上，表 3 に含めた．『リブ史』にはメ

モ程度の内容が記されているのみなので原資料の内容を確認すると，1972 年 3 月 8 日の国

際婦人デーに開かれた討論集会で，自分はいろいろな問題に関わってきたと発言する 50 代

の婦人活動家が，「従軍慰安婦」の帰国の問題に関わったと述べたと記録されている（金山 

1972a: 1）．それ以上の情報がないためどのような活動であったのかわからないが，リブ運

動とは別の場で，「慰安婦」とされた女性という実在する存在に対してなにかしらの活動が

取り組まれた形跡が窺える．これは，リブの「慰安婦」言説とは異なる，サバイバーを視

野に入れた言述である． 
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4. 「慰安婦」と出会うリブの可能性と限界 

 リブの運動家たちは，「慰安婦」の痛みを想像することを通じて「慰安婦」に出会ってい

たといえるが，「慰安婦」制度を問題化する運動を展開したわけではなく，また戦後を生き

る「慰安婦」被害者と実際に出会おうとした形跡もない．リブ運動が自己解放の運動であ

るゆえの結果であるようにみえる．しかし，自己と他者の関係はたとえば田中美津のよう

な運動家にとっては，運動の思想を形作るうえで重要な観点でありえた．田中は，抑圧者

であることと被抑圧者であることをどちらも重視してリブ運動を進展させようとした． 

 

 己れの闇は己れの闇．被差別部落民の，在日朝鮮人の，百姓の闇を，あたしたちは共

有できない．しかし，己れの闇に固執する中で，その共有できない闇の，共有できない

重さの，「共有できない」ということを己れにどこまでも負っていくこと――あたしがあ

たしである，ということはそういうことだ．己れの闇と，他人
ひ と

の闇の，すなわち己れの

生きざまと他人の生きざまのせめぎ合いの中で，〈われらが明日〉は光を胎む
マ マ

．（中略）

「加害者の論理」が問題なのは，それが被抑圧者としての自己を切り捨てさせてしまう

からだ．抑圧者であり，被抑圧者でもあるという矛盾の中に，闘いの弁証法が息づいて

いるのに（田中 [1972] 2010: 256） 

 

 この視点に従えば，銃後を守った日本人女性は「慰安婦」にされた日本人女性の「闇」

を「共有できない」が，「闘いの弁証法」で支え合うこともできるといえる．さらに田中は，

使命感や男らしさへの願望にあふれる「加害者の論理」の主張は「闘争主体の『革命性』

の証」となり，「『あの時，おまえら闘ったか』のひとことが『非国民』を問いつめること

ばにな」ったという見解を示す（田中 [1972] 2010: 256）．また，「『加害者の論理』は，『大

義のために私を殺す』と，近代合理主義を結んでゆく接点とな」ると述べている（田中 [1972] 

2010: 256）．つまり，みずからの被抑圧性に無自覚でいることは，再び帝国主義へと組み込

まれ侵略に加担しかねない危険な状態であるとされる． 

 リブの活動家のなかには意図的に「娼婦」の側に接近した人々がいる．田中自身，ホス

テスのバイト経験を自著で語っている．しかし「『奴隷』とか『メス』などということばで

はとても間に合わない屈辱感，まさしくおまんこさらして
、、、、

金をもらっている実感で，あた

しは悲鳴をあげ続けた」（傍点原文）と吐露し，とりわけ他の女と美醜を張り合うことが辛

かったと述べる（田中 1972: 77）．リブの運動誌『女・エロス』にも「水商売」経験者より

現場の女たちの人間模様が描かれているが，しばらくの水商売稼業を経て「色々な女と出

会い，別れて私もその間にずい分水商売の女らしく見えてきたが，徹しきれなくて平凡な

男と結婚をした」という（上田 1975: 19）． 
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 他にも，田中やその仲間たちが始めた「リブ新宿センター」114の活動に関わっていたメ

ンバーが，活動資金のためにヌードモデルやゴーゴーガールなど「短時間で一定程度のお

金を稼げる水商売風の仕事」をしていた．田中が「下降志向を推奨していた」からでもあ

るという（女たちの現在
い ま

を問う会編 1996: 228-9）．耐えうる程度の「水商売風の仕事」に

よるストレスと，性暴力被害者の痛みは別の次元のものであると考えられるが，「娼婦」の

側に足を踏み入れることへの垣根は低かったことがわかる． 

 狭義の性産業としてのセックスワーク経験者もいる．『女・エロス』9 号では，実際に性

産業で働いた「谷村さん」と編集者の吉清一江のリブ同士の対談が掲載されている．谷村

は「三十歳まで女が置かれているさまざまな職場をまわりたいということが念頭にあった

の．実態把握・感情会得も含めてね」と性産業に従事した動機や，女性に他の仕事がもっ

と開かれており賃金が高ければ，水商売には流れないだろうという見解などを語る（谷村・

吉清 1977: 191）． 

 谷村の性産業従事は選択によるものであり，暴力的に「慰安婦」にさせられた女性たち

とは状況も時代背景も違うが，谷村はその経験から，「私は客を受けいれる時，望郷の中で

“おさきさん”を想い出す」と「からゆきさん」115の姿にみずからを重ね合わせるに至った体

験を語り，「自分の体は，石のようで，まるでファック機械と同じ．くやしさが涙を止めた

わ」と述べている（谷村・吉清 1977: 192）．「からゆきさん」であった「おサキさん」を取

材し女性の歴史を掘り起こした山崎朋子の『サンダカン八番娼館』は 1972 年に出版され，

「女性史ブーム」を起こし，1974 年には『サンダカン八番娼館 望郷』と題して映画化さ

れた116．森崎和江の『からゆきさん』も 1976 年に刊行されている．谷村は女性が売春婦に

させられてきた歴史を屈辱とともに体感していた様子である． 

 同じ号に掲載された深江誠子論文『性道徳からの解放』で，深江は，資本主義社会であ

らゆるものが商品化されるなかでの，女性の商品性を「娼婦性」と名付けた（深江 1977: 11）．

深江は売春防止法制定を急いだ人々の売春婦差別を内在させた「性道徳」を批判し，婚姻

制度の内に収まろうとする主婦の性も金銭と取り引きさせられる売春婦の性もともに貧し

いと論じている．「自分の人間としての貧しさ，自分の悲惨，自分の痛みを，他人のそれと

つなごうとするときこそ，本当のやさしさがうまれる」（深江 1977: 58）という深江は，「性

道徳」からも「娼婦性」からも解放される地平を模索する． 

 このように，「娼婦」に接近した経験による痛みが打ち明けられ，理論上も売春（婦）が

置かれた状況が家父長制による女の分断で理不尽なものであることが明らかにされていた．  

 娼婦が差別される一方で，性暴力被害者もまた「傷もの」扱いされたり，好奇の目で見

られたりと，性をめぐって分断される存在である．被害者であるにもかかわらず非を責め

られることすらある． 
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 リブ関係者には，性暴力被害を打ち明けている人々がいる．田中美津自身，幼少時に実

家の店で雇っていた従業員から「イタズラをされた」（田中 [1972] 2010: 94）体験を綴っ

ている（田中 [1972] 2010: 93-105）．評論家でリブに共感的であった吉武輝子も，性暴力

被害を開示している．そして「わたしは強姦体験をのり越えるためにも，エロスをこの身

にしかと体現したい．だからこそ役割りとしての女から逃れるべく，内に向かっては女ら

しくあろうとする自己への告発，外へは男性中心社会への告発を怠りなくつづけているの

です」（吉武 [1972] 2008: 3）と述べている．田中と吉武が書いたものからは，被害による

苦悩が伝わりつつも，回復へ向かおうとする力強さにあふれている．田中の被害は幼少時，

吉武の被害は敗戦直後とすでにかなりの年月が経っており，加害者を糾弾したり謝罪や賠

償を求めたりする運動を起こしているわけではない． 

 大学時代に学生運動仲間から被害に遭い，リブの活動家たちに励まされ加害者を糾弾し，

いくらか立ち直った経験をした活動家もいた（渡辺 1996: 131-3）．しかし 1970 年代前半

のリブなどフェミニズム運動において，性暴力被害者が受けるダメージや，被害が及ぼす

長期的な心身への影響などについては，まだ関心が高まっておらず，解明されていない．

娼婦性や性暴力被害は「おんな」一般にもたらされる性抑圧としてとらえられた． 

 被抑圧による痛みの自覚とそこから解放されようとする思考，女が差別の再生産をして

しまう構造をあえて娼婦の側に足を踏み入れることで撹乱しようとする試み，このような

リブの運動は，痛みのなかに留まるのではなく，解放された女の主体を形成しようとする

ものである．しかしそれは似たような経験を持つ同世代の女同士で解放を目指そうとする

集合行動であり，逆説的にも共感できる者同士の内輪の運動となる面があったといえる．

過去の性抑圧の象徴であり，世代も階層も違う「慰安婦」被害者は，たとえ同時代を生き

ていてもリブの運動家たちには身近に感じられる存在ではない．共感できる者同士の刺激

的な運動を展開し，新しいおんなの生き方を確立することが関心事であったため，現実に

生きている「慰安婦」被害者への関心は薄かった． 

 

5. 侵略=差別と闘うアジア婦人会議について 

 「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」（以下，「アジア婦人会議」）は 1970 年 8 月に開催さ

れた会議の名称であったが，翌 9 月の総括会議で同名の連絡組織となった（森川 2006: i）

117．8 月の会議は，以下の趣旨で 2 月に呼びかけられた． 

 

 第一に――戦後民主主義の特徴であった「婦人解放」をその根源からとらえ直す過程

にしたいと考えます．そのことは社会体制の変革のあとにつづく婦人解放（論）でなく，

自己変革として差別問題をとらえることであり，また私たち女性の受けている差別を部
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落や沖縄県民や在日朝鮮人のそれと同質のものとして明らかにしたいと思います． 

 第二に――アジア的視点で今後の斗いのあり方を考えたいと思います．それは日米帝

国主義のアジア侵略を私たちへの侵略としてとらえ，私たちじしんの個別の斗いを追及

し，同時に運動の先進国としてのアジアから学ぶということです．（侵略=差別と斗うア

ジア婦人会議 [1970a] 侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006a: 5） 

 

 このような姿勢は，日本の帝国主義的侵略戦争の被害者の苦悩を想像する力を秘めてい

るだろう． 

 会の呼びかけ人であり，会の運動が下火になるまで議論を牽引し続けたのは，松岡洋子

と飯島愛子である．両者はともに社会党系の婦人組織である日本婦人会議に所属していた

が，アジア婦人会議の立ち上げとともに組織を離れた118．アジア婦人会議の運動に関わっ

た人々は幅広い年齢層にまたがっているが119，運動を展開する過程で多くの論文を書いた

飯島愛子が 1970 年時点で 38 歳であり，会のメンバーであった宮地佳子氏によると，「全共

闘や反戦系の労働運動，リブ運動に触発された 20代，30 代」の若い層や 70 代の年長者も

いたが，日本婦人会議と決別した女性たちが始めた運動であるため，リブの女性たちに比

べると総じて年齢層が高かった（宮地 2011: 140）． 

 加納実紀代は，アジア婦人会議は「一九七〇年代のリブ運動，日本における第二波フェ

ミニズムをひらいた」と評価している（加納 2006: 333）．「第二波」たるゆえんは，アジア

婦人会議が「真の女性解放は社会主義革命成立にあるとする」戦後の婦人運動の「階級一

元論」に批判的であり（加納 2006: 334），「女性差別」の発見，「ジェンダーの発見」をも

たらしたという点に見て取ることができる（加納 1996）．実態としての女性差別はそれま

でもあったが，女性が被る抑圧は「差別」ではなく「従属」，「隷属」，「搾取」などの「前

近代的身分関係や階級用語でとらえられていた」（加納 2006: 342-3）． 

 ただし，アジア婦人会議の運動は「ジェンダーの発見」だけにその特徴が集約されうる

ものでも，「日本における第二波フェミニズム」という時期区分上に整然と収まるものでも

ない．アジア婦人会議を発足させた人々は，1969 年の「四・二八沖縄闘争に連帯する婦人

連絡会」120（後に「安保を闘う婦人連絡会」へと改称）や「救援ノート」作成に関わって

おり，1969 年 10 月 10-11 日に婦人民主クラブ121の呼びかけで開催された「反安保婦人集

会」で「’70 年安保の情況を通して婦人運動そのものを見直そうという気運が盛りあがり，

その延長線上に，組織の枠組みをこえた形で’70 年アジア婦人会議の大会の相談がはじめら

れた」という経緯の下に運動を展開している（侵略=差別と闘うアジア婦人会議 [1975] 侵

略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006c: 299）．冨山一郎が指摘するように，

沖縄闘争，三里塚闘争，入管闘争，劉彩品支援闘争などさまざまな闘争へ関わりを持つア
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ジア婦人会議の運動は，婦人民主クラブの人々が合流したことにもみられるように「『第二

波フェミニズム』という時期区分的な認識では到底汲み取れないような複合的な水脈」（冨

山 2009: 292）をもつものとしてあった． 

 結成大会ともいえる 8 月の会議には，「全体会特別報告」の報告者として，在日ベトナム

留学生・ダオ・チ・ミン，在日中国人留学生・劉彩品，在日マラヤ留学生・劉素華，東京

華僑総会婦女連合会・周冬梅，セイロン代表・テージャ・グナワルダーナ，カネミライス

オイル被害者を守る会・藤井エミ子，富士市公害対策市民協議会・芦川照江，部落解放同

盟・村越良子，三里塚芝山連合空港反対同盟婦人行動隊・長谷川たけ，沖縄全軍労牧港支

部・新城房子，十月十一月斗争被告団・佐竹みよ122，忍草母の会・天野美恵らが招請され，

報告を行った．また招請されたが会議への参加が叶わなかった，南ベトナム解放婦人同盟

国際部，中華人民共和国・中日友好協会，泉州センイ女子労働者らが会議へメッセージを

寄せた（侵略=差別と闘うアジア婦人会議 [1970e] 侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集

刊行会編 2006a: 102-37）． 

 これらの人々の顔ぶれから，主催者であるアジア婦人会議が，帝国主義あるいは資本主

義に抑圧された民衆の立場から反権力の闘争を繰り広げている人々の運動を，女性／婦人

運動の名の下に結集させ，新たな運動勢力として連帯を図ろうとした様子がわかる．劉彩

品は入管闘争のキーパーソンである．在日華僑や在日朝鮮人は入国管理体制に抑圧される

存在であった．他に食品や公害による健康被害への取り組みや，軍事目的で奪われた土地

を取り戻すための忍草や三里塚の闘争などの住民運動，沖縄闘争，部落解放運動，労働運

動などが確認できる．これらはどれも第一義的に「女性」であることが抑圧の標的となっ

た問題ではない．一見すると，それぞれの運動は関連性を持っていないようでもある． 

 しかしこれらの個別の闘争に関連性をみるのが新左翼運動に共鳴した運動の特徴である．

アジア婦人会議の理論的支柱であった飯島は，アジア婦人会議を始める前から，既成組織

の枠を超えて「べ平連や新左翼潮流（反戦青年委員会や全共闘の）と共同に行動すべきだ

という思い」（飯島 2006: 120）を抱いていた．つまり日本人が「加害者」としてあるとい

う新左翼の視点がアジア婦人会議にもある．日本人は加害者でありながら，国家に抑圧さ

れる存在でもある．具体的には「日帝」は，資本の発展のために「合理化」をおこなう日

本の企業と結託して労働者を抑圧し，沖縄県民を差別し沖縄を軍事基地とし，入管体制に

より在日朝鮮人や在日中国人を抑圧することなどを通じて侵略体制を築いており，それに

より国外での経済侵略，軍事侵略を進めていっているという認識が新左翼運動にはある． 

 そこからさらに踏み込んだアジア婦人会議の視点の新しさは，抑圧体制がジェンダーを

通して構築されているとみなした点と，諸外国への「侵略」を「私たちへの侵略」ととら

えた点にある．飯島も，「全共闘，べ平連，反戦青年委員会は己れの加害性と主体性（自己
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否定・自己変革）の創出を共通項としていたのに対し，アジア婦人会議は『自己変革とし

て差別問題
、、、、

をとらえること』を提起していた」（飯島 2006: 129-30）（傍点原文）と回想し

ている．「侵略」はあらゆる差別によって遂行されるがゆえに，性差別によっても成り立っ

ている．会の名称には性差別を女性に対する侵略としてとらえる視点が打ち出されており，

性差別と闘いながら抑圧体制に対抗することで侵略全体を阻止するという，弁証法の発想

が読み取れる．以下は「性による差別について」と題するア婦の座談会での参加者「G」さ

んの発言である． 

 

 家=一夫一婦制度を支える環として女というものが，女の性を抑圧することによって

体制を支えている．（中略）家がどういうかたちで体制にくみこまれているのか，家と

いうものが，もっとも小さな差別構造であるし，それゆえ，体制の最も小さな単位であ

る以上，入管法の排外主義にまでかかわってゆくと思います．家を守る―企業を守る―

国を守る―で排外主義がつらぬかれている．（侵略=差別と闘うアジア婦人会議 [1970d] 

侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006a: 58） 

 

 このように，女性の性が抑圧されている状態が排外主義までつながっていくという分析

がなされる． 

 性差別と闘いながら日帝の再侵略に抗するという運動方針はリブ運動と同様であるが，

リブとの違いは年齢層や運動を始める背景の他に，どのような点に見出されるだろうか．

アジア婦人会議はみずからとリブとの違いを次のように説明している．「アジア婦人会議は，

旧左翼=革新婦人団体を母体としつつ，主にオキナワ闘争への参加を通して既成革新婦人運

動への批判的立場を鮮明にしていった．それに対して，10.21123への結集を起点としたいく

つかのリブグループの女たちは，べ平連・入管闘争等の中から登場しながらも，新左翼運

動自身の中にぬき難く存在する女性べっ視や政治課題優先主義への告発を背景にし，女の

感性に根ざした主体形成を主張していった」（侵略=差別と闘うアジア婦人会議 [1975] 侵

略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006c: 290）ということだ． 

 実際に，アジア婦人会議は既成革新婦人運動の総括をたびたび行い，新たな運動の方向

性についての確認を重ねている．既成革新婦人運動とされるものは，政党の影響下にある

運動，組合などである．1970 年には夏の大会の前に座談会「戦後婦人運動の総括――母親

運動を中心に」が組まれ，母親大会運動の問題について意見が交わされた．座談会の出席

者たちは，1961 年あるいは 1962 年頃に共産党から母親大会への介入傾向が強まったと振

り返る．政党の介入が問題なのは，「路線」の持ち込みにより参加者が主体的に考え抜く場
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ではなくなるからだ．そして母親大会に集う女性たち自身に「『命
ママ

を生み出す母親は』とい

うスローガンにしがみついている」ところがあると出席者「E」さんが指摘する．「B」さん

は関連して「母親というところに甘ったれるという傾向」があると指摘し，それは「子供

を楯にした大会」であるという．その結果「人間としての権利をどう打ち立ててゆくかと

いうことや，戦争はイヤですというのは共通しているけれど，それをもう一つ掘り下げて

反戦の形にしなければならないという，そこのところ」が浅いと述べている（侵略=差別と

闘うアジア婦人会議 [1970b] 侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006a: 

6-11）． 

 1975 年の大会基調報告「戦後婦人政策，婦人運動の総括」でも，母親運動の問題点に言

及している． 

 

 母親大会運動は，敗戦体験に基づく被害者意識を根底としている．それ故，「平和」=

戦争でない状態と受動的な捉え方しかできず，その平和を守る主体=「母親」は，母親

であるが故に平和を愛するものと，極めて没階級的，没「性」「不変」のスローガン「平

和を生み出す母親は，生命を育て，生命を守ることをのぞみます」に象徴的に示されて

いる．（侵略=差別と闘うアジア婦人会議 [1975] 侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料

集刊行会編 2006c: 282） 

 

 母親大会だけが非難対象となっていたわけではない．先述した座談会「戦後婦人運動の

総括――母親運動を中心に」では，特定の運動のスローガンに対抗するあまり思考停止に陥

っているのではないかという問題提起として，「働くということの無条件絶対視，“女も働か

なければいけないんだ，女は働くことによって解放されてゆくんだ”という，そういう公式

が何も疑問がもたれないよう受け継がれていってしまっている」という指摘が上がってい

る（侵略=差別と闘うアジア婦人会議 [1970b] 侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行

会編 2006a: 11）．女性の労働はアジア婦人会議の運動のなかの主要なテーマでもあった．

1975 年に女子教員，看護婦，保母という専門職従事者のみを対象とした育児休業法が成立

した際，アジア婦人会議メンバーも関わっていた「育児休業制度反対連絡会議」は，日教

組や労組婦人部が「働く権利の前進」と評価するなか，「無給で専門職だけにという育休法

の本質」は「合理化と女性差別・分断の拡大である」と批判した（森川 2006: ⅴ-ⅵ）124． 

 日本の帝国主義の「再侵略」を問題にする運動にとって，労働現場の問題は各職場の個

別の問題ではなく，支配体制が帝国主義的目的のために攻勢をかけてくるものとしてある．

1971 年の「3・8 国際婦人デー」の基調報告でも，日本帝国主義がアジア侵略をするために，

女性が安価な労働力商品として差別と抑圧を受け，「その昔，銃後の女・軍国の母としてあ
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ったように」体制内に位置づけられていると問題化している．そして「既成の婦人運動が，

この 70 年代――アジア再侵略を開始した日本帝国主義の再編に対して，何ら有効に対処し

えないという事実に対する，たんなる批判としてでなく，内容をもって，代るべきものを

つくり出す決意」が語られる（侵略=差別と斗うアジア婦人会議 [1971] 溝口ほか編 1992: 

54-5）． 

 時代の趨勢を見極め，日本がアジアの諸外国へ「再侵略」していると認識するアジア婦

人会議は，よかれと思って取り組まれてきた従来の運動の，利己的な側面と差別の土台を

形成してきた側面を抽出する．以下の 1975 年の大会基調報告「戦後婦人政策，婦人運動の

総括」のメッセージが示すように，差別は侵略へとつながっていくのだ． 

 

 母親運動にしても総評運動にしても，「守ること」「獲ること」を主にしてきた．しか

し，その守るべきもの，獲得すべきものの内容は果たして何だったのだろうか．それは，

沖縄を切り捨てた上に存在した新憲法・民主化・平和だったし，パート・臨時労働者等

の無権利状態の上にある本工の権利であり，働き続けることであり，そして忘れてなら

ないのは韓国・東南アジア諸国の人々の搾取の上にある繁栄であった．（侵略=差別と斗

うアジア婦人会議 [1975b] 侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006c: 

283-4） 

 

 「本工」と「パート・臨時労働者等」の対比にみられるように，アジア婦人会議は女性

を一枚岩にとらえるのではなく，女性たちのなかに存在する差別と分断を見据えている．

また，労働現場で進められつつあった女性の能力を活用しようとする施策が果たして女性

にとって望ましい結果をもたらすのか，メンバーたちは懐疑的であった．1970 年に「ウー

マン・パワー」という煽り文句とともに女性の能力開発，職域拡大の政策が推し進められ

たが，飯島がウーマン・パワーは「職場における権力者側のイデオロギー」であり「ます

ます女たちを分断支配し，〔女たちは〕苛酷な労働条件におとされてゆく」と論じたり（飯

島 [1972] 2006: 239），アジア婦人会議メンバーにより「『能力開発』，『職域拡大』をどう

みるか」と題する座談会が開かれたりしている（侵略=差別と闘うアジア婦人会議 [1972] 

侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006b: 152-6）． 

 以上のように既成の運動との差別化を図りながらアジア婦人会議が取り組んでいった運

動は，1975 年までは，沖縄闘争，入管闘争，労働問題，女子教育についての検討，中国訪

問，保育問題，優生保護法改悪阻止闘争，天皇制の問題化など多岐に渡っている．そして

会は 1978 年に事実上の終焉を迎える．これは 1976 年に松岡洋子を筆頭にアジア婦人会議

の方針に異を唱える分派「矛盾論学習会グループ」が出てきたのをきっかけに，従来通り
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の方針を堅持しようとする「運営委員会」との分裂が深まったという経緯による．1978 年

以降も会報だけは発行され続けたが，1983 年に発行された「近況特集号」が最後の号とな

った． 

 

6. 侵略=差別と闘うアジア婦人会議の「慰安婦」言説 

6.1. 資料について 

 アジア婦人会議の資料は 2006 年に出版された 3 冊セットの資料集『侵略=差別と闘うア

ジア婦人会議資料集成』が主要な資料となる．出版という形をとったまとまった資料集と

してはこれが唯一のものとなり，パンフレット 20 点が収録された内容となっている．本研

究においてはこの資料集を中心に資料分析を行った． 

 この他，出版されてはいないが，2007 年に 28 項目のファイル集からなる「『侵略=差別

と闘うアジア婦人会議』資料ファイル」125が編纂され，国内 5 カ所126にファイル内容のコ

ピーが保存・公開されている．ファイルの内訳はアジア婦人会議の会報や各種資料 12 種，

リブや党派系運動の資料 2 種，「課題別運動」資料 7 種，「70 年以前の婦人運動」資料 7 種

である．原本は国立女性教育会館（ヌエック）で保存され，同施設のデジタルアーカイブ

でも公開されている．また，前節で扱った『資料 日本ウーマン・リブ史』にも一部の資料

が収録されている．この資料ファイルのなかから，『侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料

集成』所収の「慰安婦」に言及している資料の背景を探るために，資料に関する説明のあ

る(1)，会報を揃えた(2)，時系列でその時々の討論内容など各種資料を収めた(4)，(5)，(7)，

(8)，アジア婦人会議以外のリブや党派系グループの関連資料を収めた(13)，(14)，キーセン

観光関連資料を収めた(16)，(17)のファイルから適宜資料を扱った． 

 関係者の著作としては，飯島愛子の自伝と主要論文が収録された『〈侵略=差別〉の彼方

へ――あるフェミニストの半生』が 2006 年に出版されており，本章執筆に際して参照した．

この本には飯島の絶筆となった原稿が含まれている． 

 以上の資料を扱い，「慰安婦」の記述があるものを表 4 にリストアップした． 
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[表 4] 「慰安婦」テクストの内容分析（アジア婦人会議編） 

番

号 

類

型 巻 タイトル 執筆者 発行時期 頁 

日

本

人 表現 

数，

割合 

【1】 1 1 

女子教育解体闘

争のために 

金山芙玖

子 1971.08 

222, 

228 ○ 

本国内の最底辺の女性と被抑

圧民族の女性を「慰安婦」とし

て引きだし， 

戦後米軍の慰安婦として，最も

下層の婦人が〔動員された〕   

【2】 2 

会1
5

 

‘72国際婦人デー

集会の報告 

金山芙玖

子 1972.03.23 1 × 「従軍慰安婦」の帰国の問題  

【3】 3 2 

日共スターリン主義

の婦人政策批判 

金山芙玖

子 1972.10.22 104 B 

軍事・生産への女性の動員，

慰安婦化   

【4】 4 

フ
ァ1

6
 

南朝鮮を再び植

民地にするな 経

済侵略と性侵略

は手をたづさえて

進行している 

侵略=差別

と闘うアジ

ア婦人会議 1973.12 3-1 × 

かつて日本は朝鮮を植民地と

し，多くの朝鮮の娘たちを従軍

慰安婦に狩り出した   

【5】 5 3 アピール 

侵略=差別

と闘うアジ

ア婦人会議 1975.11 214 ○ 

貧農や被差別部落，沖縄の女

性や，民族差別によって国家

から排除された朝鮮人女性

は，「従軍慰安婦」として   

【6】 6 3 

ヒロヒト ナガコ 

出席 11.5/6 国際

婦人年会議糾

弾！！ 集会 

侵略=差別

と闘うアジ

ア婦人会議 1975.11 216 B 

一方で銃後を支え，「家」を守

り，一方で慰安婦として狩り立

てられていった   

【7】 7 3 

ヒロヒト ナガコ 

出席の 11.5-6 国

際婦人年会議糾

弾集会に結集しよ

う 

侵略=差別

と闘うアジ

ア婦人会議 1975.11 216 × 

戦時下，従軍慰安婦としてかり

出された約八万人の朝鮮人処

女たちは「天皇陛下の御下賜

品」として皇軍兵士の性のエジ

キにされた 八万人 

【8】 8 単 

私たちはどこへ向

かおうとしている

か 飯島愛子 1975.11.22 295 C 

公娼の他に飢餓状態で職を求

めていた女性が〔RAAの〕各

慰安所に配置， 

朝鮮人の処女たちを狩り出じ

（ママ）（中略）従軍慰安婦とし

て戦場にともなった経験〔が活

かされて RAAが組織された〕 

八万と

も十万

人とも

いわれ

る 

【9】 8' 3 

戦後婦人政策，

婦人運動の総括 

侵略=差別

と闘うアジ

ア婦人会議 1975.11.23 279 C 

公娼の他に飢餓状態で職を求

めていた女性が〔RAAの〕各

慰安所に配置，朝鮮人の処女

たちを従軍慰安婦として狩り出

した経験〔が活かされた〕 

八万と

も十万

ともい

われる 

【10】 9 3 

七〇年以降の女

性解放運動と私

たちの方針 

侵略=差別

と闘うアジ

ア婦人会議 1975.11.23 294 × 

朝鮮人女性を従軍慰安婦（国

家売春）とし   

【11】 10 3 

女性解放と戦争

責任——戦時下

婦人運動の実態 加納実紀代 1976.9.16 

251, 

254 × 

従軍慰安婦はセックス処理の

道具，〔婦人運動家たちは〕“皇

軍”が朝鮮ピーと呼ばれる従軍

慰安婦を大量に伴っていること

も知っていた  

【12】 12 3 

私たちは天皇在

位五十年を祝わ

ない 

侵略=差別と闘

うアジア婦人会

議・日本キリス

ト教協議会ヤス

クニ委員会・婦

人民主クラブ 1976.11 258 × 

従軍慰安婦にされ 戦場に置

き去られた女たち   

【13】 12 単 女・民族・天皇制 飯島愛子 1977.01 

317-

9 × 

かつての天皇の軍隊が軍需物

資として運び歩いた従軍慰安

婦，その朝鮮人女性にとって

は自民族の抹殺を企てた強制

連行，従軍慰安婦，文化の剥

奪への怒りは   
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6.2. アジア婦人会議の「慰安婦」テクスト 

 アジア婦人会議は「慰安婦」制度を問題であるとする視点を持っていた．ただしリブ同

様，主要な論争テーマなっていたわけではない．「慰安婦」が言及されているのは，ごく限

られた資料にとどまる．表 4 の内容について【】で囲んだ資料番号を挙げつつ論じていく． 

 以下は【1】の，「女子差別教育」の討議資料に掲載された「女子教育解体闘争のために」

と題する文章である． 

 

 われわれ女性は階級社会における性奴隷である．（中略）一夫一婦制，家族制度，男

女の分業の上になりたつ資本主義社会は打倒の対象である．資本主義社会は，性によ

る差別，抑圧を強化した．つまり一方では，「母性」として労働力と軍事のにない手を

生産させ，他方で，本国内の最底辺の女性と被抑圧民族の女性を「慰安婦」として引

きだし，性と生殖をいやしめ歪
ママ

小化してきたのである．（金山 [1971] 侵略=差別と闘

うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006a: 222） 

 

 この文章は上記の引用部分以外にも，「自らの階級性を検証し，プロレタリアの自己解放

の内部に位置づけ，世界的勝利に向かっていかなければならない」（金山 [1971] 侵略=差

別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006a: 223），「ソ連社会の性革命の挫折，日本ス

ターリン主義運動の女性解放斗争の腐敗，われわれ自身の革命運動における堕落を問い返

し，明確にし，止揚していかなければならない」（金山 [1971] 侵略=差別と闘うアジア婦

人会議資料集刊行会編 2006a: 223）などの記述にみられ，党派色が強い文体となっている

127．アジア婦人会議の初期の活動にはセクトの活動家が多数参加しており（水溜 2012a: 

145），次第にセクトの主張の受け売りやノンセクトのメンバーに対する威圧的な論調が問

題視されるようにもなり（侵略=差別と斗うアジア婦人会議 1972），上記文面についてもノ

ンセクトのメンバーが戸惑いを感じた可能性はある．しかしアジア婦人会議が「慰安婦」

制度の問題化を否定したことは資料をみる限りないので，性差別・性抑圧をとらえる文脈

上，上記の「慰安婦」制度批判はアジア婦人会議のなかで共有されたとみてよいだろう． 

 特筆すべきは，「被抑圧民族の女性」だけでなく「本国内の最底辺の女性」も「慰安婦」

とされたと認識されている点である．この点は同じ時期のリブ運動の資料からは確認でき

表 4の各項目について 

「巻」の数字は『侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集成』の分冊ナンバー，「会」は会報であり会報番号とともに

記載，「ファ」は「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」資料ファイルでありファイル番号とともに記載，「単」は単著で

ある．「日本人」欄の内容分類基準は表 3に準ずる． 
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なかった．それだけではなく，執筆者の金山は「戦後米軍の慰安婦として，最も下層の婦

人が食べるものも食べられず，動員されていったことを忘れてはならない」（金山 [1971] 侵

略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006a: 228）と特殊慰安施設協会（RAA）

で占領軍の性の相手をさせられた女性たちの存在にも言及している．そうした女性の歴史

と 1971 年時点での問題が重ね合わされ，次のような表現がなされている． 

 

 一九七〇年に防衛庁より出された防衛白書には，国防に婦人の関心をはかっていく

ことが方針として出されていくが，我々婦人はふたたび性と生殖が国家に管理され，

侵略を遂行する人間を生む道具とされ，アジア人民の殺りくを支える人間となっては

ならない．愛国心の高揚と家族制度の再編は一体のものである．（金山 [1971] 侵略=

差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006a: 235） 

 

 「再侵略」を問題化するアジア婦人会議の視点をそのまま説明する文章であるといえる．

金山は【3】の文章でも「慰安婦」にふれている． 

 

 帝国主義は，富国強兵政策，健民健兵政策を遂行し，家族，性への国家的介入を必

然化するのである．それは今日，再び，優生保護法粉砕・改悪阻止闘争において，明

確化された問題でもあるが，○イ 「大和健児」の出産と「障害者」抹殺の女性への強要，

優生イデオロギーの強化，○ロ 軍事・生産への女性の動員，慰安婦化，○ハ 銃後の女の育

成，母の神聖化，女子差別，抑圧教育，性道徳，性罪悪視観の強化等の攻撃として，

女性の性を生殖への直接的介入と支配，管理をはかっていくのである．（金山 [1972b] 

侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006b: 106） 

 

 上記の文章のタイトルは「日共スターリン主義の婦人政策批判」であり，日本共産党を

批判する，やはり党派色の強い文章となっているが，引用箇所に表れている問題意識は他

のメンバーも共有していたと考えられる．「今日」の文脈と絡めつつ，帝国主義一般の性質

を論じている． 

 【3】の資料と発行時期が前後するが，次に【2】の資料を確認したい．1972 年の国際婦

人デーの集会報告であるこの会報紙面は，前節の表 3【36】の資料の原本であり，すでに概

要を紹介しているものだが，以下のような討論の文脈上での発言であったことを押さえて

おきたい． 

 

 イ，在日朝鮮人二世の方から=各報告に朝鮮人の問題がぬけている・不満である．（中
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略）国際婦人デーにおいて，戦争責任の問題を聞きたい．とりわけ，女性の戦後の戦

争責任について．四十代以上の人は責任をあいまいにしている． 

 ロ，五十代の婦人活動家より=自分はいろんな問題にかかわってきた．「従軍慰安婦」

の帰国の問題など．日本人は四十代ばかりが問題なのではない．二十代，三十代だっ

て問題だ． 

 ハ，在日朝鮮人二世=四十代以上の人は，直接侵略戦争に手をかしているから，特に

問題にしているのだ．（金山 1972a: 1） 

 

 繰り返しになるが，これ以上の説明がないので，「五十代の婦人活動家」がどのような活

動をしてきたのかは判断できない． 

 以下の資料【4】は，キーセン観光反対運動の文脈で書かれたものである． 

 

 かつて日本は朝鮮を植民地とし，多くの朝鮮の娘たちを従軍慰安婦に狩り出した．今

日では日本の経済侵略が，韓国をわがエコノミックアニマルたちの赤線地帯としている．

（侵略=差別と闘うアジア婦人会議 [1973] 侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊

行会編 2007: 3-1） 

 

 キーセン観光反対のテクストは，リブのものとも似たような表現となっている． 

 アジア婦人会議名義で出される文章で「慰安婦」が言及される時期は 1975 年に集中して

いる．以下の【5】の資料は 1975 年の国際婦人年に際して総理府，労働省，日本国連協会

の主催で開かれる会議に天皇，皇后が出席することに対して「政府ブルジョアジーによる

女の統合を許さず，あらゆる差別の元凶である『天皇』の政治的再登場を断固糾弾」（侵略

=差別と闘うアジア婦人会議 [1975a] 侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 

2006c: 215）する文脈で書かれたものである．革新系といわれる婦人団体すらもこの会議に

積極的に参加する姿勢を見せていたため，アジア婦人会議はそれらの団体への批判も込め

てアピールを出した． 

 

 かつて，天皇制ファシズムが，戦争へ突入する只中で，一般の女は，天皇を頂点とす

る家父長制のもとでの隷属を強いられ，「家」の守り手，「靖国の母」「銃後の妻」とし

て包摂され，一方，貧農や被差別部落，沖縄の女性や，民族差別によって国家から排除

された朝鮮人の女性は，「従軍慰安婦」として狩りたてられていった歴史を，私たちは

痛みなくして振り返ることはできません．（侵略=差別と闘うアジア婦人会議 [1975a] 

侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006c: 214） 
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 「貧農や被差別部落，沖縄の女性」という，「日本人」の範疇にあるが多様な位置にいる

女性たちの存在が，朝鮮人女性と併記されているところに注目したい．天皇（制）が「あ

らゆる差別の元凶」であるという視点は，この政府主催の国際婦人年の会議に天皇・皇后

が出席するという出来事をきっかけに打ち出されていくが，飯島によると 1972 年の優生保

護法改悪の動きに「戦前・戦中と戦後を一貫して流れている民族優生思想，資源としての

人口対策，性抑圧=家族主義イデオロギーの連続性をそこに見た」（飯島 [1977] 2006: 317）

からでもあるという． 

 1975 年の国際婦人年の会議を問題視したアジア婦人会議は，1975 年 11 月 4 日に抗議集

会を開催している．集会への参集を呼びかける【6】のビラでは，次のように「慰安婦」が

語られた． 

 

 かって戦争への突入の只中で，一方で銃後を支え，「家」を守り，一方で慰安婦とし

て狩り立てられていった歴史を許さず，いま日本帝国主義のアジアへの経済侵略を支

える女の統合を粉砕し，真の解放を勝ちとるために，集会とデモに結集しようではあ

りませんか！！（侵略=差別と斗うアジア婦人会議 [1975a] 侵略=差別と闘うアジア婦

人会議資料集刊行会編 2006c: 216） 

 

 資料集にはもう一種類，同じ集会の呼びかけのビラが掲載されているが，その文面では

以下のように「慰安婦」から日本人女性が省かれている．【7】の資料である． 

 

 〔天皇が「侵略戦争を始めたのは自分ではなく，終わらせたのは自分だ」というのな

ら，天皇に対して〕沖縄人民はいうだろう．――なぜ沖縄決戦の前に終戦にしなかった

のかと．ヒロシマ，ナガサキの市民はいうだろう．――なぜ原爆投下の前に終戦にしな

かったのかと．それにまた戦時下，従軍慰安婦としてかり出された約八万人の朝鮮人処

女たちは「天皇陛下の御下賜品」として皇軍将兵の性のエジキにされた． 

 朝鮮の植民地化と中国，アジア諸国への侵略は天皇の神聖にたくしておこなわれた．

その「過去」をすべて帳消しにしようとすることは，新たな侵略のための布石である．

（侵略=差別と闘うアジア婦人会議 [1975b] 侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊

行会編 2006c: 216） 

 

 沖縄，広島，長崎と「国内」の被害を象徴する地域が並び，さらに植民地支配の加害の

象徴としての朝鮮人「慰安婦」が，「約八万」とあえて数字を挙げることで強い告発のニュ
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アンスを含みつつ語られている．この連なりから，日本人「慰安婦」は，「日本」のあるい

は「国内」の被害の象徴ではないという前提が窺えないだろうか． 

 この抗議集会が開かれた同じ月の 23 日にアジア婦人会議大会が開催された．【9】の大会

基調報告は前節で述べた「戦後婦人政策，婦人運動の総括」である．そのなかで RAA／特

殊慰安施設協会へ女性が配備された歴史が以下のように描かれている． 

 

（一）戦後婦人解放とは何だったか 

 婦人解放は，農地改革・財閥解体・新憲法制度と共に「新しい日本」の出発点だっ

た．「新しい日本」とは，女たちにとって何だったのだろうか． 

 ①敗戦と国家売春 

 敗戦後，日本の戦後処理内閣が手がけた最初の「婦人政策」は，進駐してくる占領軍

の将兵に対するセックス対策であった．（中略）公娼の他に飢餓状態で職を求めていた

女性が各所慰安所に配置されていた． 

 公娼制度の日本的な伝統，及び戦時下において「皇軍への御下賜品」として，八万と

も十万ともいわれる朝鮮人の処女たちを従軍慰安婦として狩り出した経験が百パーセ

ント生かされて，占領軍将兵の「性のエジキから日本女性の純潔を守る防波堤」として

国家売春が組織されていったのである．私たちはそれらの延長線上に，今日の台湾・韓

国・フィリッピンをはじめとする東南アジア・沖縄への組織された集団「買」春旅行を

みる．（侵略=差別と斗うアジア婦人会議 [1975b] 侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料

集刊行会編 2006c: 279） 

 

 引用文中では日本人「慰安婦」の存在は語られず，「慰安婦」とは民族差別により朝鮮人

女性が被った性被害であるという言説に沿う議論となっている．「戦後」が女性にとってど

のような意味を持ったのかを問うことに軸が置かれた論旨であるため，RAA の問題を確認

することから考察が始められている．公娼制度から続く問題としてとらえ，その連続上に

1970 年代の集団買春をみているのは，戦前・戦後と一貫して女性の性が抑圧されていると

いう理解であり，さらに「婦人解放」を受けた戦後婦人運動が，同報告で後述されている

「海外侵略と性差別の再編・強化」（侵略=差別と斗うアジア婦人会議 [1975b] 侵略=差別

と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006c: 284）に対抗しえずにきたという問題意識の

表れである．つまり「戦後」が根源的な区切りとされ，また新たに展開される侵略を女性

運動がいかに阻止できるかが差し迫った問題となるとき，戦前・戦中のことは歴史観にお

いて「過去」へと追いやられる．なお，この【9】とほぼ同様のテクストが【8】の飯島論

文として発表されている． 
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 続いて，【10】の資料である基調報告の第二部「七〇年以降の女性解放運動と私たちの方

針」より，「性差別と侵略を表裏のものととらえる」という見出しがつけられた部分の内容

より，「慰安婦」が言及されている箇所をみてみたい． 

 

 キーセン観光反対運動は，韓国への年間 50 万といわれる日本人男性の観光旅行を，

買春を目的とした性侵略とみなした．かつての日本の軍事侵略は，天皇の神聖に託さ

れ，朝鮮人女性を従軍慰安婦（国家売春）とし，民族べつ
ママ

視と性差別のもと数々の暴

行，凌辱を行なった．現在では「後進国」を「援助・開発」するとの名目のもとに経

済侵略が行なわれ，その中で，日本人男性を観光開発に誘導し，再び性（買春+観光）

を侵略のための手段としてきている．（侵略=差別と斗うアジア婦人会議 [1975b] 侵略

=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006c: 294） 

 

 やはり，キーセン観光反対運動においても「慰安婦」は過去の侵略の象徴である． 

 アジア婦人会議は 1976 年に学習会「天皇制を考えよう――戦時体制と天皇制」を連続で

開催した．第 4 回は【11】の 9 月 16 日の加納実紀代の講演「女性解放と戦争責任――戦時

下婦人運動の実態」であった．加納は「母性」を職業化したものが従軍看護婦で，「セック

ス処理の道具」とされたのが「従軍慰安婦」であり，両者は戦意昂揚のために「職業的に

分離固定化」されたものだと説明している（加納 [1976] 侵略=差別と闘うアジア婦人会議

資料集刊行会編 2006c: 251）．加納は戦時中の婦人運動家たちが「従軍慰安婦」の存在を知

っていただろうと指摘する． 

 

 当時，婦人運動家たちは，“聖戦”の実態を知っていたと思います．南京虐殺の事実，

“皇軍”が朝鮮ピーと呼ばれる従軍慰安婦を大量に伴っていることも知っていた．それに

対して彼女たちはどう考え，何をしたでしょうか．あの『廃娼ひとすじ』の矯風会の

久布白落実さんは，中国戦線の将軍を訪ねて，こんな申入れをしたそうです． 

*性生活は節制しても害はないことを兵士に徹底させること 

*性病に羅
ママ

る危険があったら即刻治療を受けること 

*伝染病は治療してから家に帰すこと 

その代り，留守宅を守る日本の女たちには，貞操を守ることを徹底させるといってい

ます． 

 つまり，帰還兵士が日本の女たちに性病をうつさないようにという配慮はあるわけ

ですが，朝鮮ピーといわれる女たちに対する配慮は一かけらもないといってよいでし

ょう． 
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 この他民族の女たちの痛みに対する鈍感さはいったいどういうことでしょうね．こ

れこそが，現在にも生きる天皇制的意識構造なのではないかと思ったりするのですが

……．（加納 [1976] 侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006c: 254） 

 

 女性の解放を求めている婦人運動家が，民族差別を自覚できていなかったのではないか

という厳しい指摘が展開されている．加納は女性の戦争協力の歴史を明らかにする研究を

「銃後史」と名付け，1976 年に「女たちの現在
い ま

を問う会」を結成し，1977 年から『銃後史

ノート』を刊行していった．戦後篇も編まれ，最終号「全共闘からリブへ」は 1996 年に刊

行された．ウーマン・リブがメインの特集号ではあるが，アジア婦人会議や次節でみるア

ジアの女たちの会などの関係者の原稿も掲載され，三里塚ほか住民運動に関しても紙幅が

割かれている． 

 1976年 11月，アジア婦人会議は政府が天皇在位五十年の祝賀をおこなうことに反対し，

抗議集会を開いた．集会への参集を呼びかける【12】のアピール文「私たちは天皇在位五

十年を祝わない」が日本キリスト教協議会ヤスクニ委員会，婦人民主クラブと共同で出さ

れており，それには以下のように「慰安婦」が言及された箇所がある． 

 

 天皇の名の下に戦場にかり出され 消えていった数百万の若人たち 

ヤスクニの妻，母として 夫を息子を奪われた女たちは 今も―― 

天皇の地位を守るため 戦争終結をひきのばし 

灼かれたヒロシマ 長崎の人々の呻き 

沖縄の人々の傷あとは 今も―― 

天皇は今 答える 

原爆投下．戦争だから やむを得ない 

戦争を終わらせたのは私だが 始めたのは私でない，と 

天皇の軍隊に強奪 強姦 殺りくされた数千万のアジアの人々は今も―― 

強制連行された朝鮮人 中国人 

従軍慰安婦にされ 戦場に置き去られた女たちは 今も――（侵略=差別と闘うアジア婦

人会議・日本キリスト教協議会ヤスクニ委員会・婦人民主クラブ [1976] 侵略=差別と

闘うアジア婦人会議資料集刊行会編 2006c: 258） 

 

 「今も――」という表現が続くが，「今も」苦しんでいる，という詩的表現なのだろう．

兵士，銃後の女性，広島，長崎，沖縄の人々が「日本人」の被害者の象徴であり，アジア

全域の被害者，強制連行被害者，「慰安婦」被害者が諸外国の被害者の象徴として描かれて



 126 

いる．日本人「慰安婦」は，それなしでは「日本人」の被害が語れないという象徴的な位

置を占めてはいないといえる． 

 諸外国の「慰安婦」被害者が日本の侵略戦争の被害者として強調されるのは，キーセン

観光反対運動が活発になることで，「慰安婦」=朝鮮人女性，という図式が強まったからだ

と考えられる．先述した内容と一部重複するが，【13】の飯島論文より以下引用する． 

 

 私たちが天皇問題について考えはじめるきっかけになったのは，国際婦人年の政府

主催の会議に天皇・皇后が出席したことからである．（中略）一九七二年の優生保護法

改悪案が出てきた時，子を生むことに対する国家権力の一つの方向性の中に戦前，戦

中と戦後を一貫して流れている民族優生思想，資源としての人口対策，性抑圧=家族主

義イデオロギーの連続性をそこ〔天皇・皇后の出席〕に見た．（中略）さらに韓国のク

リスチャンからのアピールで表面化した集団「買」春観光と反対行動を通して，そこ

にもかつての天皇の軍隊が軍需物資として運び歩いた従軍慰安婦の影が落ちていた．

（飯島 [1977] 2006: 317） 

 

 飯島にとってキーセン観光反対運動の出現は，朝鮮人「慰安婦」の存在を日本の加害の

象徴として連想するきっかけとなっている．また，日本人が加害者の文脈にあることとア

ジアの諸外国の人々が戦後も被害者として生きていることとの対比が，以下のように描か

れている． 

 

 アジア諸国の人々から，また在日朝鮮人・韓国人からは直接に“日本人は……であ

る”“日本人は……である”と沢山の批判の言葉をきく．それはつらいことである．（中略）

やはり侵略した側の私たちにとって戦前・戦中の侵略は世代を問わず過去のことでし

かない．頭の中では旧日帝の「似像」として現在の企業侵略を見ようとし，その連続

性を追いかけているつもりであっても，その〔飯島が頼み事をしたときに，日本人が

やるべきことだと批判した〕朝鮮人女性にとっては自民族の抹殺を企てた強制連行，

従軍慰安婦，文化の剥奪への怒りはそのまま現在のものであろう．（飯島 [1977] 2006: 

318-9） 

 

 日本人の加害者性を内省的に問うて運動していた飯島にとっても，かつての侵略が現在

と途切れた「過去のこと」と感じられている面があるという自覚があり，また日本人とい

う集団全体が戦時中の侵略を「過去のこと」として切り離しているとも感じられていた．

日本人が「慰安婦」とされた日本人女性のことを思い，戦後も続く被害者の苦悩を感じと
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ることが想定されないのは，「戦後」の始まりが戦争被害の終わりと考えられているため，

「慰安婦」被害の記憶が解放後も当事者を苦しめるというリアリティを感じられないから

である． 

 

7. アジアの女たちの会について 

 「アジアの女たちの会」128は 1974 年よりキーセン観光反対運動，入管法，在日朝鮮人の

差別問題，韓国の政治犯釈放などに関する運動に参加してきた女性たちが，「もっとアジア

のことについて学ぼう」と 1977 年 8 月に結成した会である（アジアの女たちの会 1977a）

129．機関誌『アジアと女性解放』創刊準備号に掲載された「アジアと女性解放 私たちの宣

言」130では，以下のように，日本の「近代化」がアジア侵略の歴史であり，女たちもまた

アジアへの加害者であったことがとらえられている． 

 

 日本が明治維新以来なしとげた「近代化」は，すなわちアジア侵略の歴史でり，こ

の百年の間を生きてきた女たちもまた，侵略に加担したアジアへの加害者であった――．

この事実を，私たちはいまようやくたたかうアジアの女たちから学びつつあります．

（中略） 

 かつて，中国，朝鮮半島をはじめアジアの国々で，焼き，殺し，奪い，女たちを犯

す侵略の先兵となったのは，私たちの肉親であり，友や，恋人でした．そして今，私

たちはこれ以上夫や恋人を経済侵略，性侵略の先兵として送り出す女たちであり続け

ることは拒否しょ
ママ

うと思います．（中略）私たちは今ここで，アジアの姉妹たちに深い

謝罪の気持ちを表すとともに，彼女たちのたたかいに学び，連帯する日本の女のたたた
ママ

かいをつくり上げる決意を新たに，出発することを宣言します．（アジアの女たちの会 

1977a） 

 

 この宣言は，富山妙子，湯浅れい，松井やより，山口明子，安東美佐子，五島昌子，加

地永都子の連名で出された．「経済侵略」と「性侵略」への問題意識が強かったことがわか

る． 

 アジアの諸外国の運動と連帯する運動の場を持つメンバーが多く，国際的な運動のネッ

トワークを築いてきた朝日新聞記者の松井やよりや，1973 年にキーセン観光の調査をした

山口明子，アーティストの富山妙子など，「慰安婦」制度を問題視する感性を持つ人々が会

の結成当初からの中心メンバーであった．機関誌 1号は 2,000 部を売りつくした後に 1,000

部が増刷され，その間に会員は 350 名を超えた（アジアの女たちの会 1977c: 28）．主な活

動は学習会であるが，韓国の政治犯への支援活動，日本へ出稼ぎに来るタイ人女性の支援
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活動，アジア訪問，富山妙子の作品上映，会員であった土井たか子を通じて国籍法の法改

正をはたらきかけるなど，さまざまな取り組みが行われた．会は 1995 年に松井やよりを代

表とする「アジア女性資料センター」新設に伴い発展的に解消された． 

 

8. アジアの女たちの会の「慰安婦」言説 

8.1. 資料について 

 アジアの女たちの会の主な発行物は 1977 年から 1992 年まで発行された機関誌『アジア

と女性解放』である．創刊準備号と 1 号から 21 号までの日本語版と，1977 年から 1992 年

まで全 9 号発行された英語版がある131．その他，パンフレット等が数点発行された132．  

 本研究では日本語版の機関誌全号を対象に，「慰安婦」に関連する箇所を中心に分析を行

った．また適宜，会のメンバーが関わってきた運動の発行物も参照した．資料の分量が少

ないので，表でのリストアップは省略する． 

 

8.2. アジアの女たちの会の「慰安婦」テクスト 

 アジアの女たちの会立ち上げメンバーの一人である加地永都子は，キーセン観光に反対

する女たちの会が 1974 年 4 月に発行したパンフレット『キーセン観光 資料・性侵略を告

発する』のなかのコラム「本の紹介」を執筆している．そこで加地は千田夏光『従軍慰安

婦』を紹介しており，「八万四千人とも十万人ともいわれ」る「慰安婦」の「その大半は朝

鮮人女性だったことは公然の秘密」であるという千田の見解を基礎に，日本人の朝鮮人差

別の問題として「慰安婦」制度を解説している． 

 コラムのなかで加地は日本人「慰安婦」について「『こんな身体でもお役にたてるなら』

と進んで応募した女が多かったという証言がかなり聞かれる」（加地 1974: 79-82）と述べ，

それ以上掘り下げてはいない．この「本の紹介」ではキーセン観光と「慰安婦」との関連

づけに主眼が置かれているので日本人「慰安婦」に関する議論が深められることはないが，

テクストのなかで朝鮮人「慰安婦」と対比されることで，日本人「慰安婦」の被害者性は

薄れるのである． 

 では，機関誌の内容から，「慰安婦」と関連するものを概観しよう．1977 年の 2 号では，

「買春観光を許すな！――韓国・台湾から東南アジアまで」と題して特集が組まれた．キー

セン観光にとどまらず，東南アジア一帯に「買春観光」が広まってしまった事態に警鐘を

鳴らしている．1983 年の 14 号では「特集・侵略と性」が企画され，山口明子，五島昌子

により「従軍慰安婦」が問題化されている．山口が「国家による女の性の陵辱――従軍慰安

婦の問題を，男たちの手でなく，私たちの手でこれから明らかにして行けないだろうか」（山

口 1983: 10）と締め括っている様子からは，過去のこととして切り離すのではなく，実態
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解明をしていこうとする姿勢が見える．五島は朝鮮人「慰安婦」とキーセン観光を結びつ

け，アジア諸国への買春観光の問題と絡めて論じている（五島 1983: 11）．ともに日本の性

侵略を問題としているため，日本人「慰安婦」へは焦点が当てられない． 

 1983 年刊行の機関誌 13 号の特集は「8.15 とアジア」である．巻頭言では，以下のよう

に「慰安婦」に言及している． 

 

 台湾，朝鮮を南進の足がかりとして，「八紘一宇」のスローガンのもと，アジア統一

をめざし日本が侵略していった国々でどれだけの人々が殺されただろう．現地調達を

基本とする日本軍隊の占領で，アジアの国々では米，衣類ばかりでなく，人間の労働

力も強制的に奪われていった．また，占領地では女性を強姦することは当たり前のこ

とであったし，従軍慰安婦として多くのアジアの女性が戦場に連れていかれた．（アジ

アの女たちの会 1983a: 2） 

 

 日本の「侵略」とアジア諸国の被害を強調する文脈であるため，日本人「慰安婦」は語

られない．朝鮮人「慰安婦」ではなく「多くのアジアの女性」が「慰安婦」にされたと伝

えるものと読める． 

 同じ号に掲載された「朝鮮支配に荷担した日本の女たち」と題された論考では，日本人

女性の植民地支配への荷担について省察している． 

 

 暴虐の限りをつくした日帝支配下の朝鮮で日本の女たちの果たした役割は一体何だ

ったのだろうか． 

 最近になって，やっと侵略戦争における女たちの加害者としての側面を，女自らの

手で掘り起こす作業が始められ，軍国主義を担っていた愛国婦人会，大日本国防婦人

会などの果たした加害性の具体的事業が明らかにされつつある．（中略） 

 これら朝鮮総督府の指導による女子教育方針のものと，民間組織としてのものがあ

り，都市・村落を問わずに入り込んで日本の女たちは大きな役割を果たしてきたのだ． 

いわゆる娘狩りといわれる女子動員から，日中戦争以後の本格的大動員，女子挺身隊

という名の従軍慰安婦動員を楽に推し進めるための下地をつくる役割を果たしたとも

いわれている． 

 そして今… 

 日本の韓国における経済侵略において日本の女たちの担っている役割とは…戦争で

犯した誤ちを日本の女たちは今，再び繰り返していないと言い切れるだろうか．（斉藤 

1983: 10-2） 
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 植民地支配の暴力性を訴えるテクストでは，日本人は加害者性を帯びた国民主体として

均質的に観念される．加害責任を自覚させ，加害の文脈にあるポジショナリティを認識さ

せることで現在進行形での侵略を阻止する力を生み出そうとするテクストであり，運動な

ので，加害国の被害者という存在は触れられない． 

 会の立ち上げメンバーで画家である富山妙子は，1989 年刊行の機関誌 20 号に掲載され

たインタビューで，朝鮮人「慰安婦」をテーマとしたスライド作品『海の記憶』を制作し

たきっかけを尋ねられ，「男は強制連行，女は従軍慰安婦にされたことを日本の戦争責任と

して，これを描こうと思いました」（アジアの女たちの会 1989: 32）と答えている．そして

戦場に行った「慰安婦」がその後どうなったのかと問われ，以下のように語っている． 

 

 そうね，彼女たちは今生きていたら，六〇代か七〇代でしょう．その人たちは故郷

へ帰っていない．なぜかというと，朝鮮は儒教道徳の国で，女の貞操が尊ばれる．（中

略）日本軍からも同胞からも，二重に差別を受けることになった．そのため自殺した

人もいます．いま生きていたとしたら，その人たちの老後問題がある．せめてやすら

かな老後の保障をするべきでしょう．この事実も日韓両政府が「ふれたくない」もの

として，消しています． 

 私は誘い水のようなもので，元慰安婦だった人たちに，声をあげ，語ってもらいた

い．残り少ない人生のために，あなた方の深い悲しみ「恨
ハン

」の声を，という思いから

です．（アジアの女たちの会 1989: 32） 

 

 「慰安婦」とされた女性が生きていたら 60 代か 70 代になっているので老後の生活保障

が必要であるという富山の現実的な視点は，被害者が息を潜めて暮らしているリアリティ

への卓抜した想像力による．「誘い水」となり，被害者が現れることを望んでいる富山は，

リブやアジア婦人会議の運動家たちが「慰安婦」被害を「過去」のことと感じていた様子

と比べれば，はるかに問題に迫っている． 

 富山は韓国の民主化運動に共鳴し，政権風刺の詩を発表し投獄された金
キム

芝
ジ

河
ハ

に連帯する

作品など，韓国をテーマに制作活動をしてきた．1980 年代後半には「慰安婦」にされた朝

鮮人女性へのレクイエムの作品を発表し，その作品がスライド『海の記憶・朝鮮人慰安婦

に捧げる献花』に作り直された．富山は日本人「慰安婦」被害者の城田すず子さんが出演

したラジオ番組133の録音を聴いており，1987 年にかにた婦人の村も訪ねているため（富山 

1992: 15-8），日本人「慰安婦」がいたことは知っていたが，日本人「慰安婦」は作品の対

象にはしていない．植民地支配の傷痕の残る韓国の民衆に連帯することに全力を尽くして
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きたからである． 

 

9. 第 3 章のまとめ 

 本章では，1970 年代から 80 年代にかけての日本のフェミニズム運動における「慰安婦」

像を概観した．ビラ類には既出の文面が使い回されることも多く，定型的な語りとなって

いった面が見られた．1970-80 年代の日本のフェミニズムの中で「慰安婦」制度の調査や本

格的な考察がなされたわけではないが，「慰安婦」が想起される必然的な文脈が存在した．

それらは，いずれも韓国などアジア諸外国との対外関係で日本の「再侵略」を問題にして

のことだった．その結果，日本人「慰安婦」被害者の被害者性に目を向けるテクストは産

出されなかった．「日本人」としての自己が問われ，加害者性が前景化していたといえる． 

 日本人で「慰安婦」にされた女性の存在は，リブやアジア婦人会議のテクストにおいて

完全に忘却されていたわけではなく，言及されることがあった．しかし，多くの日本人「慰

安婦」像が，「日本人」としての加害者性と，女性に対する抑圧の極みとしての性抑圧を受

ける存在であることを象徴するものであった．リブにおいては「慰安婦」被害者にみずか

らを重ね合わせ内省的な語りをなすものとして，アジア婦人会議では帝国主義の暴力によ

り貧困層などマイノリティが被った被害を明らかにする言説として各テクストが生産され

た．どちらの運動も「慰安婦」を「過去のこと」（飯島 [1977] 2006: 319）ととらえていた

ので，彼女たちの痛みの現在性が想像されたわけではない．朝鮮人「慰安婦」の被害につ

いても，過去の歴史として想起し，参照するにとどまった． 

 リブ運動の「慰安婦」言説は，反帝国主義の思想と自己解放の欲求により生産された．

アジア婦人会議の「慰安婦」言説は，戦後婦人運動への批判的な視点と反帝国主義の思想

により生産された．どちらも「慰安婦」は性抑圧を受ける存在としての象徴であり，比喩

のようなものであった． 

 それゆえ，「従軍慰安婦の問題を，男たちの手でなく，私たちの手でこれから明らかにし

て行けないだろうか」（山口 1983: 10）と提唱した山口明子や，1987 年に千葉のかにた婦

人の村を訪ね，朝鮮人「慰安婦」被害者の痛みを想像し作品制作もしていた富山妙子らア

ジアの女たちの会を立ち上げた人々の動きは生きた被害者と出会うための転換点となり，

フェミニズム運動が「慰安婦」の問題を可視化していく地平を切り拓いた． 

 皮肉にも，朝鮮人「慰安婦」の可視化の始まりは日本人「慰安婦」の不可視化の始まり

であった．「侵略」が国家間でなされるものとのみとらえられ，国民の内部の権力関係が問

われなくなった面がみられた． 
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第 4章 「慰安婦」問題解決運動の言説空間 

1. 運動資料にみる言説空間と日本人「慰安婦」 

1.1. 資料について 

 本章で取り扱う資料は，1990-1993 年の期間に日本の「慰安婦」問題解決運動の運動体

が発行した通信やパンフレット等である．主に公共図書館所蔵の資料を扱っているが，市

民運動の資料を収集・保存している立教大学共生社会研究センターや個人的なつながりか

ら入手したものもある．ただし，運動体の定期刊行の通信は「日本の戦後責任をハッキリ

させる会」と「関釜裁判を支援する会」の発行物に限定した134． 

 「日本の戦後責任をハッキリさせる会」（「ハッキリ会」）は，韓国の太平洋戦争犠牲者遺

族会（「遺族会」）に連帯し，「慰安婦」被害者 3 名が加わり 1991 年 12 月 6 日に東京地裁に

提訴した遺族会の第二次訴訟「アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求」裁判の支援を精

力的に担った運動体である．1990 年代初期の日本の「慰安婦」問題解決運動のなかの中心

的グループといえる．「関釜裁判」は 1992 年 12 月 25 日，韓国釜山などに在住していた「慰

安婦」被害者と元「勤労女子挺身隊」の女性が山口地裁下関支部に，日本国の国会ならび

に国連総会での公式謝罪と補償を求めて国を相手に提訴した裁判であり（関釜裁判を支援

する会 1993b: 1），「関釜裁判を支援する会」はその裁判を支えた運動体である． 

 

1.2. インタビューデータについて 

 本研究を遂行するにあたり，2010 年から 2012 年にかけて全 19 名へのインタビュー調査

を実施した．そのうち表 5に記す 12名のインタビューデータを本節における分析対象とし，

その他の 7 名のインタビューデータは必要に応じ本稿の各所で参照している135．インタビ

ューデータは，文字資料だけでは見えてこない日本人「慰安婦」被害者への支援運動の有

無，運動現場における日本人「慰安婦」被害者への関心の様子，インタビュー対象者自身

が 1990-1993 年頃に日本人「慰安婦」被害者のことをどのように考えていたか等を確認す

るために参照する． 

 本節に関わるインタビュー対象者は，日本人で 1990 年から 1993 年の間のどこかの時点

で「慰安婦」被害者支援や問題の解決のための運動に関わった人々である．方法は半構造

化面接であり，対象者の選定は，筆者が 2006 年以降に立法運動などを中心とした「慰安婦」

問題解決運動に関わるうちに知り合い，上記の条件を満たしている方々のなかから行って

いる．本節ではこれら 12 名のすべての方のインタビューデータを取り上げるわけではない

が，どの方のお話も筆者が 1990 年代初期の状況を理解する上での多くの手がかりを与えて
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くださった． 

 

[表 5] インタビュー対象者について 

対象者 性別 1990年代初期の運動内容 ※ インタビュー実施日 

Aさん 女性 裁判支援 2010.05.14 

Bさん 男性 聴き取り調査補助（通訳） 2011.03.15 

Cさん 女性 アジアの諸外国出身の女性を支援する女性運動 2011.09.20 

D さん 女性 慰安所建物保存運動，裁判支援 2010.10.03 

Eさん 女性 裁判支援，「110番」実施 2012.10.25 

Fさん 女性 裁判支援 2011.09.02 

G さん 女性 売買春問題に取り組む女性運動 2011.09.01 

H さん 女性 裁判支援 2011.07.24 

Iさん 女性 ミニコミ発行，女性運動 2011.02.25 

Jさん 男性 裁判支援 2012.06.25 

K さん 女性 聴き取り調査，「110番」実施 2012.09.13 

川田文子さん 女性 「110 番」実施，聴き取り調査，裁判支援 2011.09.03 

 

※「運動内容」は対象者がどのような運動を通じて「慰安婦」問題解決運動に関わっていたかを示してい

る．「裁判支援」とは「慰安婦」被害者の裁判の支援運動のことである． 

 

1.3. 日本人「慰安婦」の後景化 

 まずは「日本の戦後責任をハッキリさせる会」の初期の通信にみられる以下の記述から，

「慰安婦」被害者像を読み取りたい． 

 

 彼女たちは，文字どおり身も心もずたずたにされて帰国し，韓国の片隅でひっそり

暮らしてきた人々です.しかし日本政府は，その証人たる彼女たちが生きているにもか

かわらず，今日まで謝罪はおろか，その存在すら認めようとしていません．暴力的に

連行され，青春を破壊されつくした彼女らは，これまでその無念の思いを外へもらす

こともできないできました．（日本の戦後責任をハッキリさせる会 1991b: 1） 

 

 韓国人「慰安婦」被害者の境遇について適切に言い表しているが，これはそのまま日本

人「慰安婦」被害者にも当てはまることではないだろうか．以下は「関釜裁判を支援する

会」の通信に掲載された，関釜裁判での李博
パク

盛
ソン

弁護士による原告代理人意見陳述の冒頭の
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部分である． 

 

 今，我々，そしてあなた方が地に足を付いて立っているこの日本の地は，お国のた

めにと亡くなった日本人は人間としてまたは英霊として眠っていることは勿論，その

下には，牛馬否物以下に扱われた朝鮮の人たちが，血と涙の叫び声をあげる口も閉ざ

されたまま死屍累々と横たわっていることを想起すべきです． 

 本来であれば，謝罪と償いのために，日本国が原告らに歩み寄るべきであるにもか

かわらず，半世紀にわたって無為無策のまま放置してきた結果，こうして裁判官を挟

んで対決するという，深い深い溝を作りだしたのです．（李博盛 1993） 

 

 韓国人被害者の原告代理人としての法廷の場での陳述であるため，朝鮮人被害者への共

感を呼ぶ雄弁な語りが繰り広げられるが，原告たちが虐げられてきた歴史が「慰安婦」制

度という暴力や勤労挺身隊として酷使された個人的な経験に収まらず民族が迫害された歴

史に敷衍され，加害と被害をめぐってナショナルな対立の構図が打ち立てられているのが

特徴である．植民地支配と朝鮮人強制連行の事実をとらえ文脈化された語りであるといえ

る．そして日本人はすべて「お国のため」にと侵略戦争に献身的に加わっていったのだと

いう物語が埋め込まれている．けれども先に挙げたハッキリ会の通信の文面と同じく，日

本人「慰安婦」を被害者として当てはめ，日本政府は日本人「慰安婦」被害者を「半世紀

にわたって無為無策のまま放置してきた」という抗議をおこなうことも可能である．しか

し，双方のテクストはともに，日本人にも似たような経験を強いられた人々がいることを

想定していない． 

 ともあれ韓国人被害者への支援であるので，当然ながら韓国人被害者の被害の可視化に

注力することになる．遺族会裁判の弁護団長を務めた高木健一は，ハッキリ会が開催した

「訴状を読む会」で，「戦後責任」とは「戦争による被害の回復義務，原状回復する義務」

をいうもので，「もちろん加害行為があって，加害が不正義であることが前提になる」と解

説する流れで，以下のように語っている． 

 

 戦後責任の側面からいうと，国民は被害者ではなくて，アジアに対して加害者にな

るわけです． 

 ですから，自分も戦争の際に苦労したなんていう上坂冬子さんの言い方は全く違う．

強制連行をする側の人間が，自分も従軍慰安婦と同じように苦労したなんて言える立

場ではとうていないわけです． 

 日本国民全体としてアジアに対しては加害者側であったことは確かなわけですから，
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自分達は加害者であるという認識が必要なわけです．（高木 1992: 34） 

 

 戦後，加害国の国民であるという意識が日本人全体になかった問題を指摘するには，こ

のように「加害者」であることへの自覚を促す必要がある．しかし注意しておきたいのは，

ここで高木が「戦争責任」の議論との対比で「戦後責任」を説いていることである．「戦争

責任」論は次のような点で具合が悪いという． 

 

 そして悪いのは天皇・軍部だから民衆は被害者になるわけです．中国の毛沢東や蒋

介石は日本人民は中国人と同じく，日本軍国主義の被害者だといった．日本の戦後の

知識人の欠点はその被害者論をよくだす．原爆のばあいもそうだが被害者的立場を強

調してしまう．（高木 1992: 33） 

 

 原爆の被害者が被害者性を強調してはいけないのだろうか．高木の論理では，日本人「慰

安婦」被害者の被害者性を強調すると問題となるのだろうか．加害国の国民であるために

アジアの諸外国に対する加害者性を有するポジショナリティにあることと，日本人「慰安

婦」が身体を日本の帝国主義が拡大するための再生産能力の供給源とされた被害者である

ことは，同時に論じ得るもので，論理的に破綻するわけではないと考えられる．対外的に

は国民主体としての日本人が等しく加害者ではあっても，そのことにより日本人内部の戦

争被害に程度の差がないことにはならないし，まして深刻な戦争被害を受けた日本人の声

を封じ込める作用を生じさせてしまってはならないだろう． 

 しかし，〈従軍慰安婦問題〉は，多くの朝鮮人女性が「慰安婦」にされたことの告発から

社会問題化した．それは，日本人の加害者性が明るみに出される出来事であった．「慰安婦」

制度について調査し，韓国で「取材記」を発表した尹
ユン

貞
ジョン

玉
オク

は，朝鮮人女性の被害の深刻さ

を伝えることで問題化の急先鋒となった．「取材記」は北海道，沖縄，タイ，パプア・ニュ

ーギニアで資料調査と関係者への聞き取り調査と，金
キム

一
イル

勉
ミョン

（1976），川田文子（1987），山

谷哲夫（1979），吉田清治（1983）らの著作，また松井やよりが朝日新聞に執筆した記事な

どの二次資料より情報を得て書かれたが，たびたび金一勉の『天皇の軍隊と朝鮮人慰安婦』

が引用され「事実」が構成されているのがひとつの特徴である． 

 ところが金一勉は一次資料を入手して歴史叙述を試みたのではなく週刊誌の煽情的な記

事すらも素材に「慰安婦」制度を描いており，脚色も多い金のテクストは，事実として参

照するには難がある．しかし尹は金の見解に同調するところがあり，金が「日本は朝鮮民

族を衰退させるために，その民族の基盤となる家庭，そしてその家庭の柱となる女性を破

壊することが近道だと考えたのであろうと述べている」として，「朝鮮の女性を慰安婦にし
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た目的の一つは民族を衰退させるためであった」と解説する（尹貞玉 [1990] 1992: 24）．

また尹は日本軍が残忍な方法で朝鮮人「慰安婦」を殺した事例を挙げ，殺したのは「朝鮮

民族衰亡策の一つに朝鮮女性を滅ぼそうとした陰謀が暴露されるのを恐れた」からだと分

析している（尹貞玉 [1990] 1992: 46-7）． 

 「民族を衰退させる」「女性を破壊する」「朝鮮民族衰亡策」といったショッキングな言

葉は，朝鮮民族にアイデンティファイする人を，特に女性を，内面の奥深くまで傷つけた

であろう．ただし日本で資料調査が進んで以降，議論を牽引してきた日本の研究者の間で

「慰安婦」制度が「朝鮮民族衰亡策」であったという共通理解はない．しかし問題を喚起

した尹のテクストはこのように悲劇性を強調する要素が多い136．たとえば「私たちは，生

き残りながらも自分の体が汚れてどうして故郷の地を踏めようか，といまも他国に住んで

いる彼女たちを捜しだし，残りの人生を堂々と故郷で過ごせるようにしなければならない」

（尹貞玉 [1990] 1992: 47）と「取材記」の終盤に語られた言葉などがそうである．実際に

は「故郷の地を踏め」ないと「他国に住んでい」た被害者ばかりではなかったことがその

後明らかになった．金
キム

学
ハク

順
スン

さんに続き，多くの被害者が韓国内から名乗り出たのだ． 

 韓国社会は「慰安婦」被害に由来する彼女たちの解放後の苦しみを理解しようとしてこ

なかったし，朝鮮戦争時に韓国軍「慰安婦」を集めた事実の隠蔽をはかったり，米軍基地

周辺で売春をするしか生きる術のなかった「基地村」女性たちを蔑視したりと，性を提供

させられてきた女性たちを差別してきた．梁
ヤン

鉉娥
ヒ ョ ナ

は「『慰安婦』被害は慰安所で強要された

『性』すなわち強かんが頂点をなしたかのように提示されてきたが，必ずしもそうでは無

い」と主張し，「『慰安婦』女性の被害は慰安所で終わるのではなく，そこから始まる」と

述べ，不妊にさせられたことによる解放後の苦しみなどを表す被害者証言を例示した（梁

鉉娥 2010: 340）． 

 韓国で「慰安婦」被害者が生き延びてきた時空間はそのように複雑であったが，民主化

を果たし堂々と声を上げられるようになった韓国の人々にとって，〈挺身隊問題〉において

はなによりもまず〈民族受難の過去〉を告発し，日本の蛮行を明るみに出すことが重要で

あった．よって日本人にとっては加害者と名指される経験から〈従軍慰安婦問題〉との出

会いが始まる．1991 年以降，日本の各地で海外から「慰安婦」被害者を招いて証言集会が

開催されるが，そこに集う人々からは，たとえば以下のような感想が出てくる．1992 年 8

月に名古屋で開催された証言集会「ムグンファの哀しみ」で韓国人「慰安婦」被害者の李
イ

容洙
ヨ ン ス

さんと姜
カン

徳景
ドッキョン

さんの証言を聴いた参加者の感想である． 

 

 話を拝聴し，可哀想だというよりも，日本国民として顔をあげられないような恥ず

かしさを感じた．――――申し訳ありません．この戦争責任はこれからの日本を背負う
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私達が必ず果たし，心に刻んでいきます――――こう心に誓った．（女／10 歳代）（名古

屋 YWCA証言記録編集委員会 1993: 35） 

 

 再び軍国主義の足音が聞こえている現在，過去の犠牲者たちの声を生できけたこと

を今後の日本を考える上で貴重な体験として生きていきたいと考えます． 

 犠牲者の胸の「いたみ」を自分のもの，そして，日本人全員の胸の痛みとして，自

覚できる日が来ることを祈りつつ（中略）実行委員会の皆様の努力に敬意を表したい

と思います．（男／20 歳代）（名古屋 YWCA証言記録編集委員会 1993: 35） 

 

 モノの豊かさの中で，完結した安定と平和な生活を送っている日本という国が，そ

の利己主義のために再びどんな暴力をふるうのか，現にふるっている（対アジア）そ

れに手を貸したくないし，かり出されたくないと思います．（女／40 歳代）（名古屋

YWCA 証言記録編集委員会 1993: 40） 

 

 被害者の苦悩に直面する戦後生まれの参加者たちには，日本人全体が加害者としてイメ

ージされている傾向がある．当時，「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」

が成立して間もない時期で，PKO派「兵」が問題になっていた．自衛隊派遣／派兵に問題

意識を持つ人々が，日本の軍事化に脅かされる「アジア」の過去と現在に直面している． 

 運動体が集う国際的な会議の場でも，加害者として応答する呼応関係がみられた．以下

は 1992 年 8 月にソウルで開催された「挺身隊問題アジア連帯会議」の「日本側発題」時間

に登壇した，女性史研究家である鈴木裕子の発言である． 

 

 かつて日本の女性は，内においては家父長制=男権社会の犠牲者（被害者）でした

が，外に対しては，男性同様，抑圧への加担者（加害者）となりました．「被害」と

「加害」の“軛”，二重構造からわが身を解き放つために，今，わたくしたち日本の女

は何をすべきかが鋭く迫られていることを痛感しています．（従軍慰安婦問題行動ネ

ットワーク 1992: 37） 

 

 韓国を初めとする諸外国からの参加者とともに連帯を表明する会議の場にあって，「わた

くしたち日本の女」が戦時中に抑圧者となった女性たちの負の遺産を受け継ぐ集団である

ことが示唆されている．運動の現場では往々にして，このように日本人や日本人女性全体

を同質性に基づく一まとまりの集団ととらえて内省的な語りをなすことが，誠実な取り組

みの証しとなる．しかしそうした語りは同時代を生きているかもしれない日本人「慰安婦」
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被害者が存在できる言説空間を生み出せない． 

 一方で鈴木は日本人「慰安婦」も被害者であることを早くから論じていた．『従軍慰安婦・

内鮮結婚』で，「日本人慰安婦も朝鮮人慰安婦もともに性的搾取される存在，犠牲者であっ

たといえよう」（鈴木 1992a: 47）と述べている．そうではあるが，鈴木の著作の多くのテ

クストでは朝鮮人「慰安婦」に関心が注がれた． 

 A さんは，韓国人や在日朝鮮人，フィリピン人の「慰安婦」被害者の支援をされていた．

被害者本人の気が進まないのであれば名乗り出るよう強いることはできないと考えていた．

諸外国の被害者の裁判支援に取り組んだ背景には，次のような心境があると語る． 

 

 日本人ってほら，悪いことしちゃったと思ったら，日本人ってそういうとこあるじ

ゃないですか，自分の家よりも，よその人に悪いことしたら，〔申し訳ないという〕

感覚が，あるじゃないですか．私なんかはそんな感じなんですよね． 

 

 A さんは過去に「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」の運動にも参加し，アジアの諸外国

への差別の問題に取り組んでこられていた．戦後補償問題に関心を持っていたが，〈従軍慰

安婦問題〉が出てくるのは 1990 年頃と他の問題に比べて遅く，ずっと女性の被害者の訴え

が出てくるのを待っていたという． 

 

 男の人たちの問題は〔1990 年頃までに〕出揃った観があった．戦後補償の問題．女

の人の問題だけが出てなかったんですよ．それで私は，出にくいんだろうなーって思

ってた．代理はできないでしょう，本人がいないと．だから出るのを待ってたの． 

 

 そして A さんは名乗り出た諸外国の被害者の支援活動に連なっていった． 

 1990 年代初期に韓国に留学中であった Bさんは，「ドキュメンタリーかなにか」から「か

にた婦人の村」の情報を得ていたので，日本人「慰安婦」被害者の存在自体は知っていた

という．しかし，韓国の太平洋戦争犠牲者遺族会と緊密に連携する運動に関わっていたの

で，日本人「慰安婦」被害者へ焦点を当てる方向へはいかなかった．それは当時〈従軍慰

安婦問題〉が「強制性とペアで」語られていたことと関係していると B さんは語る．日本

人「慰安婦」の場合は朝鮮人「慰安婦」と比べたら強制性が少ないという面で，被害者総

体から「はじかれた」ところがあるという． 

 日本人「慰安婦」被害者のことは，運動が被害諸国と連帯するうえでは優先されにくい

というだけでなく，運動体や関連団体のなかで関心そのものが非常に低かったのではない

かとも考えられる．日朝協会埼玉県連合会が 1992 年 1 月 29-30 日に開設した「ダイヤル
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110 番」には，2 日間の開設期間終了後にかかってきた電話も含むと計 34 本の電話が寄せ

られ，また 1 通の手紙による情報提供がなされた（日朝協会埼玉県連合会 1992b: 29）．日

本人「慰安婦」をめぐる証言が含まれた「朝鮮人慰安婦を殺害」と題する記録を，以下に

全文引用する． 

 

 朝鮮人慰安婦を殺害 

県内在住・男，70 歳 

 朝鮮人だけでなく，日本からもかなりの数に上る慰安婦が送られていました． 

 看護補助という名目であったり，当時の事で，不良少女または犯罪を犯し収容所にい

た婦人が送られてきていました． 

 戦中，日本人で慰安婦を強制された A さん本人を，私は知っています．現在七〇歳を

過ぎていますが，この人は現在も苦しんでいます．東京に住んでいるので，本人の承諾

を取って引き合わせるか，または本人から電話するようにさせます． 

 この婦人は，将校の奥さん役をさせられていました．当時，軍属・将校・下士官は専

属の慰安婦を持っていました．相手の将校はすでに死んでいるようです． 

 軍隊の中では，日本人慰安婦も朝鮮人慰安婦も混合で使っていて，敗戦の時，日本人

は帰国できましたが，朝鮮人は軍人に殺されています． 

 今ならまだ生きた証人がいます．（日朝協会埼玉県連合会 1992b: 21-2） 

 

 情報提供者は日本人の「A さん」は「慰安婦」を「強制され」，「現在も苦しんでい」る

と告げる．この男性には，朝鮮人女性を「慰安婦」にして敗戦時に殺したことの残虐さが

意識されてはいるが，報道などであまり語られない日本人「慰安婦」の苦しみを伝えたい

という思いがあった様子である．「A さん」に関する説明は，日本人「慰安婦」は志願して

行ったという言説と真逆の，被害者性を認めるものである．さらに，「不良少女または犯罪

を犯し収容所にいた婦人が送られてきてい」たという情報提供は他に例を見ない内容であ

る．詳細は不明だが，そのような女性が送られた事実があれば極めて差別的な扱いといえ

る大問題であり，新たに「慰安婦」制度の史実に書き加えられるべき内容である．しかし，

現在に至るまでこのような実態を伝える「慰安婦」言説はみられない． 

 こうした独特な内容の証言がなされているのだが，タイトルが「朝鮮人慰安婦を殺害」

となっている．主催者によると「本文の証言や体験談は，今回の趣旨にそうものを中心に

編集した」（日朝協会埼玉県連合会 1992b: 29）ということであり，朝鮮人「慰安婦」が受

けた被害のみが真相究明の対象とされた形跡が窺えるが，証言の文面とタイトルの主張は

明らかにちぐはぐなバランスである．110 番開設の前日に日朝協会埼玉県連合会が情報提供
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を呼びかけた文書「『従軍慰安婦』問題について県民の皆さんに訴えます」は，「県民のみ

なさん，御承知のように先の太平洋戦争における『朝鮮人従軍慰安婦』問題が今日，大き

な社会問題となっています」というアピールで始まる（日朝協会埼玉県連合会 [1992a] 

1992b: 28）．日朝協会の「日本人の自主的・民主的立場から，日本と朝鮮両民族の相互理解

を深め，友好親善をめざす」方向性として，「『朝鮮人慰安婦』問題の解決のために，国家

賠償の実現など，引き続き努力してい」くことが目指された（岩本 1992: 30）． 

 日朝協会埼玉県連合会には，1942 年に徴兵され北支に送られたという 78 歳の男性から

手記が届いた．朝鮮人と中国人と日本人の「慰安婦」についての見聞が記され，文末では

以下のような主張がなされた． 

 

 日本人慰安婦は，ある程度本人の意志で稼ぎに行ったのであるから責任はないが，朝

鮮人，中国人慰安婦は本人の意志を無視して暴力によって慰安婦にされたのが大部分で

あるから，当然加害国日本の責任として謝罪し補償すべきである．（田口 1992: 19） 

 

 この男性は文中で中国人女性の被害も相当にひどいものであると伝えているが，日本人

「慰安婦」に関しては「将校用」で「年増が多かった」（田口 1992: 15）程度のことしか記

述していない．こうしたテクストが量産されれば，将校相手であれば酷使されなかったで

あろうから大した問題ではないという印象や，「年増」であれば性行為への抵抗が少なく被

害の程度は低いという解釈を後押ししかねない． 

 「ある程度本人の意志で稼ぎに行った」から謝罪や補償が必要ないと当事者でもない立

場の者が断言してしまうのは，やはりおかしい．当事者の境遇や心理への無関心からこの

ような判断ができてしまうのではないだろうか．これは性差別・娼婦差別をする男性特有

の問題なのではない．日本のフェミニズムは韓国から告発を受けるまで，「慰安婦」被害者

を救済する具体的な取り組みをしてこなかったのである．朝日新聞記者でアジアの女たち

の会の中心メンバーであった松井やよりは，1992 年の「挺身隊問題アジア連帯会議」で次

のように発言している． 

 

 「アジアの女たちの会」を 70 年代に友達と結成しまして，キーセン観光反対運動

などを始めました．そのときに初めて挺身隊，慰安婦問題について韓国の女性たちか

ら現在のキーセン観光はかつての挺身隊問題の繰り返しであるという抗議を受けま

して，70 年代からこの問題に取り組もうと思ったのですが，運動をすることができな

かった．それはなぜかということが今も問われていると思います． 

 一つは韓国の女性の側であのころはなかなか運動を起こしていただけなかった．当
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事者の証言がない運動というのは日本でもなかなか難しかったのです．慰安婦の方た

ちが言い出せなかったという点，本当に今でも女性差別の問題があるのではないかと

思います．（従軍慰安婦問題行動ネットワーク 1992: 80） 

 

 松井が 1974 年にウーマン・リブの運動誌『女・エロス』に発表した論考では，日本人「慰

安婦」被害者も取材した千田夏光の『従軍慰安婦』が参照されている（松井 1974）．また，

1975 年には裴
ペ

奉奇
ポ ン ギ

さんについての新聞報道が，1985 年，1986 年あたりはかにた婦人の村

に碑が建つことで，城田すず子さんをめぐる報道が一時的に増えていた．被害者証言は皆

無ではなかったので，運動を起こせなかったのは被害者証言の有無とは別の理由によると

考えられる． 

 それに対してキーセン観光反対運動は，韓国の女性運動からの問題提起を受けて日本の

フェミニズム運動が応答した運動だった．そこには，抗議する者と，受け止める者が呼応

する構造がある．この構造は〈従軍慰安婦問題〉においても同様である．キーセン観光反

対運動では，キーセン観光に日本人男性が行くことを問題化し，阻止することが当座の運

動目標であり，韓国人女性も日本人女性もそれぞれ国を訴えて補償を求めるという方向へ

はいかなかったが，運動はキーセン観光を社会問題化する勢力になった． 

 キーセン観光反対運動に結集した人々には，運動を通じて「慰安婦」制度の問題性が認

識されていったのではあるが，当時かつて「慰安婦」であった女性の存在は，名誉回復や

何がしかの状況改善など即座に対応すべき対象であるとはみなされておらず，日本の帝国

主義や侵略の「歴史」として，知っておくべきこととしての参照地点止まりだった．それ

は結局，「慰安婦」が「過去のこと」とされ，生きた「被害者」が認識されないまま，買春

観光批判を強める論法として，性侵略の象徴としてのみ言及されたということである． 

 買春観光に対する抗議行動などに取り組み，「アジアの女たちの会」の会員でもあった C

さんは，1990 年代初頭に電話での情報収集である「110 番」を実施した関係者に，日本人

「慰安婦」被害者に関する情報が入ったと聞いたことを記憶されている．それは被差別部

落の女性たちがインドネシアで「慰安婦」をさせられていたという内容であった． 

 

 C さん：だけど現実の存在として，やはりそのとき見えなかったのよね．（中略）

存在が見えなかったから，過去の，歴史上のこととして，とらえてしまったというか

ね． 

やっぱり加害者としての日本人っていう意識がすごく強かったんですよね．（中略） 

 筆者：城田〔すず子〕さんはどんな存在でした？ 

 C さん：どうなんだろうね．城田さんっていう固有名詞という感じじゃなくて，や
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っぱり日本人「慰安婦」被害者の一人っていうことでとらえてたよね． 

 

 C さん自身は日本人「慰安婦」も被害者だという思いがずっとあったが，日頃の活動が

「慰安婦」被害者支援運動よりもアジアの諸外国の女性への支援に比重を置いた女性運動

だったので，日本人「慰安婦」被害者のことにあえて取りかかるわけではなかった． 

 D さんは初期の頃は朝鮮人「慰安婦」など諸外国の被害者より日本人「慰安婦」に関す

る情報の方が多かったという印象を持っている． 

 

 筆者：日本人被害者のことって90年代初期には具体的にはわかってはないですよね． 

 D さん：でも借りた本では割と日本人の被害者の，鈴木裕子さんだったり，千田夏

光さんの本も結構，日本人の被害者の証言を〔載せていた〕．逆に日本人の被害者でぽ

つぽつと，なんとなくそのとき少ない中でもあったんですよ，どっちかっていうと〔朝

鮮人被害者などより〕そっちの証言の方が．（中略） 

 筆者：日本人被害者の存在自体は明らかだったんですね． 

 D さん：別に直接顔はわからないけども，川田〔文子〕さんだったり何人かのルポ

ライターが書いてることはあって． 

 筆者：読まれていた． 

 D さん：うん．千田夏光だけじゃなくてもう 1，2 冊あったと思うんですよね． 

 筆者：城田さんの『マリヤの讃歌』は． 

 D さん：90 年のときは読んでなかったんですけど，そういう方がいらっしゃるくら

いは，裴
ペ

奉奇
ポ ン ギ

さんと同じような感じで〔知っていた〕． 

 

 つまり，日本人「慰安婦」は自明の存在として知られていた． 

 1992 年に東京で「従軍慰安婦 110 番」開設に関わったうちの一人である E さんは，「か

にた婦人の村」の通信を読み，城田すず子さんらしい女性の存在は知っていた．運動関係

者からも城田さんの名前を聞くことがあったが，直接会いに行くことはなかった．「110 番」

開設準備をしながら，日本人「慰安婦」被害者からの声が寄せられることを期待したとい

う．いざ「110 番」を実施すると，電話は圧倒的に元兵士たちからのものであり，多くは朝

鮮人「慰安婦」についての情報提供だったので驚いたそうだ． 

 E さんは日本人「慰安婦」被害者の境遇については，だいたい想像できるという．父親

に売られ，お金は女性自身には入らない搾取の構造があると考える．本人にとっても言い

たくない経験だろうし，親孝行をしたと思っている場合もあり，どちらにしても当事者た

ちは被害については語らないと E さんはみている．E さんの知人にはかつて身売りさせら
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れた人がいて，日本人「慰安婦」被害者のことは，「あまりに身近な話題」だと感じられて

きた．当事者の痛みを思いつつ，それでも日本人「慰安婦」の被害者性について声を上げ

るわけではないのは，E さんにとっては「同情の沈黙」なのだという． 

 金学順さんの名乗り出に衝撃を受け，運動に関わり始めた F さんは，1970 年代に金一勉

の本を読んでおり，遊郭から日本人女性が「慰安婦」として連れていかれたこともあった

のだろうという認識を持っていた．1990 年代初期の運動の現場では，会議で集まったとき

に立ち話などで日本人「慰安婦」被害者について論議されることがあったと言われる．「慰

安婦」をめぐるセンセーショナルな報道のせいで，日本人「慰安婦」被害者たちが反って

辛い思いをしていたのではないかと考えていたという．日本人「慰安婦」被害者は国内に

身内がいれば名乗り出にくいであろうこと，なにより日本は「加害の側」であるため，諸

外国の被害者のようにすべてを「被害」としては抗議しにくい複雑な立場で，被害者性を

「どう取り分けていけるのか」ということなどが Fさんは気になっていた． 

 G さんは仕事の関係で城田すず子さんを見かけることがあったが，身近に接する立場で

はなかった．「売春はなんらかの強制の結果である」と考えるため，日本人「慰安婦」も当

然被害者だという認識だが，だいたい生活保護はとれるであろうから，「城田さんのように

カミングアウトする心境になる人は少ないと思っていた」ということである． 

 名乗り出があれば支援運動が形成されただろうか．必ずしもそうとは限らない．日本人

被害者には表立った名乗り出がなかったから支援運動が形成されなかったという認識でイ

ンタビューに臨んだ筆者に対し，先述の D さんは，名乗り出があっても支援運動が形成さ

れたかどうかはわからないと念を押された． 

 日本人「慰安婦」被害者の存在が特に意識されていなかった運動体もある．韓国人「慰

安婦」被害者の裁判支援をされていたH さんの運動体がその一例である．「私たちの中には

学問的に研究する人がいなかったんで，みんな普通の市民で，一所懸命運動してるって感

じだから」と振り返る．実際に裁判支援などの活動に責任を持って関わると，それだけで

重労働であり，まだ見ぬ被害者に新たな名乗り出を呼びかけるような余裕はない．D さん

は仕事に支障を来さないぎりぎりのところで支援活動に奔走し，H さんにあっては仕事に

相当支障を来たしながら137，それでも特定の被害者との親密な関係が築かれることで運動

にのめり込んでいったのだった． 

 1990 年代初期はそのような状況であったが，2003 年に H さんたちの運動体は元日本軍

兵士の男性から連絡を受け，男性の話を聴いたことがきっかけで，日本人「慰安婦」被害

者について思いを巡らすことになる．戦時中インドネシアに行っていたというその男性は，

同郷の日本人の姉妹が騙されて「慰安婦」として連れてこられていたと証言した．H さん

は，〈「慰安婦」問題〉では韓国人被害者に焦点が当てられがちだが，日本人「慰安婦」も
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いたのだ，騙されてきたのだとその男性は言いたかったのだと理解している．なお，男性

からの情報提供を受けた H さんたちは，姉妹のうちの生存者を訪ねようとしたが，手がか

りが少なく探し出せなかった．男性が語った内容は，ともに聴き取りした平尾弘子さんが

まとめ，発表している（平尾 2004）． 

 1990 年代初期に日本人「慰安婦」被害者へ積極的にアプローチする動きがみられないな

か，例外的に被害者へ接近していったのがノンフィクション作家の川田文子さんである．

「110 番」開設の際に情報提供の電話を受け，在日朝鮮人の「慰安婦」被害者である宋
ソン

神
シン

道
ド

さんを最初に訪ねていったのも川田さんである．1993 年刊行の『皇軍慰安所の女たち』に

は，宋
ソン

神
シン

道
ド

さんのほかに，「110 番」に電話してきた日本人「慰安婦」被害者の「タミさん」

と，日本人か朝鮮人かわからない「たま子さん」への聴き取りの記録が含まれた．川田さ

んは，タミさんについて次のように語った． 

 

 私にとっては今まで証言を聴いた中で，タミさんがやっぱり，もっとも共感しまし

たね．なんていうか，感性っていうの，一言一言語る言葉が，説明なしでどんどん入

ってくるのよね．（中略）韓国の人たちが強制連行を強調しなければならない，そう

いう感性を持っている，であろう，というふうに予測するならば，それと同じように

私は日本人として，日本の女性が受けた被害の深さ，それはもうすっすっすっと入っ

てくる．ほんとに説明なしで入ってくる．（中略）〔タミさんの出身の〕関東の農村の

風景っていうか．九州や関西なんかではこういう感覚持たなかったのかもしれない．

もう，そういう，一つ一つの風景がパッと目に浮かぶのよね． 

 

 このように，同じ「日本人」であること，また川田さんもタミさんと同じく関東の出身

であり，出身地が近いということが共感の土壌となっている．E さんにおいても川田さん

においても，身近であると感じる心理が，被害の深刻さの理解につながっている． 

 

1.4. 第 4 章のまとめ 

 1990 年前後に〈従軍慰安婦問題〉が起こると，朝鮮人女性の受けた被害に対して真摯に

向き合おうとする運動関係者や証言集会参加者の語りが増え，加害者性を有する日本人と

して〈従軍慰安婦問題〉に取り組む姿勢をみせる語りが目立った．国家の戦時中の加害の

責任を戦後責任として国民が等しく負うという価値観が優勢であり，均質的な国民主体が

議論の前提とされた．日本人「慰安婦」被害者について運動体に情報を寄せる市民もあっ

たが，日本の運動は韓国の告発に呼応する形で〈朝鮮人従軍慰安婦問題〉に取り組むこと

に注力し，日本人「慰安婦」の被害に関する語りは後景化した． 
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 このように朝鮮人「慰安婦」被害者にもっぱら焦点が当たった背景には，主に三点の理

由が考えられる．一点目は，〈従軍慰安婦問題〉とは朝鮮人女性に甚大な被害を負わせた問

題であるという意味合いを持つ言説が支配的であったため，日本の市民は初めから〈朝鮮

人従軍慰安婦問題〉に出会っているのであり，それに連なる形で運動の言説が紡がれてい

るということである．二点目は，民族差別により劣等視され苛酷な扱いを受けた朝鮮人「慰

安婦」被害者の被害の深刻さに衝撃を受けた人々は，被害の深さという相対的な尺度から

朝鮮人「慰安婦」被害者への支援を優先したということである．三点目は，日本人は総じ

て加害者であるとみなす加害者性と結びつけられたナショナリティが，被害者性を認めな

い論拠となった面があるということである．つまり，ナショナリティが被害者性を査定す

る判断基準として作用したといえる．それは〈従軍慰安婦問題〉に触れる人々が「アジア

の被害者」と向き合う過程で起こった．二点目と三点目については，日本の加害で傷を負

ったアジアの被害者に誠実に向き合おうとする人々が良心に突き動かされたものだといえ

る． 
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第 3部 考察 

 第 3 部では第 1 部と第 2 部の結果を踏まえ，日本人「慰安婦」を国家の性暴力制度の「被

害者」であると主張する言説が前景化しなかった理由について，第 5 章で主なメカニズム

を指摘しながら考察を進め，「慰安婦」問題解決運動の進展のための議論を組み立てる．さ

らに補論として 1970 年代フェミニズムの知見を活かしつつ，国家の組織的な性暴力制度の

被害者や，近現代の日本で性を搾取されてきた女性の被害者性を語っていく地平を切り拓

くことを目指し，娼婦差別の克服が「慰安婦」問題解決運動にとっても欠かせないという

観点から議論を進めていきたい． 
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第 5章 「加害国の被害者」をめぐる抑圧 

 本章では，日本人「慰安婦」言説にみる被害者性の不可視化のメカニズムを数点の論点

に絞って分析する．階層差別への関心の程度という観点から検討を加えた後，1970 年代か

ら語られ続けた，日本人「慰安婦」は「同意」していたという言説と「お国のため」に「慰

安婦」を耐えたという言説について焦点を当てる．これらは当事者の語りが反映されたも

のではなく，千田夏光を筆頭とする書き手が描写してきた日本人「慰安婦」像である．女

性の性が自己決定によらず軍の都合で管理され，「お国のため」に捧げられることを正当化

する言説は，国家権力を支える家父長制の言説実践であるといえる． 

 不可視化を生じさせるメカニズムの根幹は，「同じ日本人」として日本人「慰安婦」被害

者をみずからと同じ国民国家の成員とみなす作用と，それに伴い彼女たちの被差別性を不

問に付すメカニズムである．これは，家父長制的な「慰安婦」言説に与しないフェミニズ

ムの「慰安婦」言説にもみられた作用である．これらのメカニズムをナショナリズムの観

点から解明したい． 

 

1. 日本人「慰安婦」言説にみる不可視化のメカニズム 

1.1. 階層差別への関心の低さ 

 日本人「慰安婦」は慰安所に送られる前から日本社会で抑圧されてきた人々が多かった．

貧困家庭から売られて「公娼」として性奴隷状態にあった女性のほか，被差別部落から動

員された女性や就労詐欺により騙された女性が「慰安婦」にされたことがわかっている．

しかし各種資料のテクストを分析した結果，それらの女性たちの境遇に言及するものは極

めて少なく，同じ「日本人」の間の階層差別という問題への関心は低かった様子が浮かび

上がった．つまり，仮説の通り，日本人「慰安婦」の被抑圧の背景は問われない傾向にあ

ったのである． 

 アジア婦人会議の一部のテクストには例外的に，彼女たちの被抑圧の状況に言及したも

のがみられた．「本国内の最底辺の女性」という表現や「貧農や被差別部落，沖縄の女性」

という表現で，日本人「慰安婦」被害者が元々差別されていた人々であることを物語って

いる．ただしアジア婦人会議の大半のテクストは「慰安婦」がすべて朝鮮人女性であった

と読める記述をするものであった．階層差別を受けていた日本人「慰安婦」がいたという

事実が押さえられていたにもかかわらず，日本の帝国主義の加害を問題にする語りのなか

では，加害国の被害者の存在は消去されるのである． 
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1.2. 「お国のため」と「同意」を読み取る欲望 

 「慰安婦」制度の実態解明を試みた第一人者である千田夏光は，日本人「慰安婦」が「お

国のため」に「慰安婦」になることに「同意」したと解釈した．リブ運動など「慰安婦」

制度を性暴力の観点から問題視したフェミニズム運動も，「お国のため」や「同意」といっ

た解釈が遂行する，当事者の意思を封じる家父長的な言説実践に対して批判的な姿勢を徹

底できず，日本人「慰安婦」を「被害者」総体から排除する傾向がみられた． 

 ここであらためて「慰安婦」制度が性暴力制度であるゆえんを確認しておきたい．そも

そも，軍が「慰安婦」制度を考案した理由の一つが市街地や民家などでの強姦を防ぐため

ということであったが，これ自体が欺瞞そのものである．なぜならどちらも強姦といえる

からである．軍の考える「強姦」と「慰安所」での性行為との差は，フェミニズムの視点

で考えれば，市街地や民家で民間人に対して強行する一方的な性行為か，慰安所に監禁さ

れた女性に対して強行する性行為かの違いでしかない．民間人女性を襲う行為が女性の意

志に反した強姦であることは兵士たちもわかっていた．それに対して慰安所での行為は強

姦とは考えられていなかった．なによりそこは「強姦所」ではなく「慰安所」と呼ばれて

いた軍公認の場所であり，彼女たちは将兵たちに「慰安婦」と認識されていたからである． 

 「慰安婦」とされる存在は，民族や国籍の別を問わず，「慰安」する主体として捏造され

ている．つまり先に軍にとって都合のいい主体が仮構され，そこに生身の女性たちが宛て

がわれていくのであって，「慰安婦」は女性たちの申し出により現れたものではない．よっ

て，たとえ日本人「慰安婦」とされた人々のなかに慰安所行きに「同意」した人がいたと

しても，「同意」に追い込まれたとみるべきである． 

 その「同意」すら，自由な意志によるものとはいえない．女性が二流国民であるとき，

自律的な「同意」はありえない．公娼制度があった日本では，女性はセクシュアリティを

男性に管理される二流国民であり，「公娼」であった彼女たちはそのなかでも最下層に置か

れた人身売買の被害者である．戦前には選挙権もなく，両性の平等が憲法で謳われたのは

戦後である日本で，戦時中の法制度上の性差別は女性が慣習的にも差別されてきた現実と

密接に絡み合っている．そのように女性一般の地位が低い社会で最も過酷な立場に置かれ

た「公娼」は，事実上の無権利状態であった．「それをしない」という選択肢がない中では，

「同意」から逃れようがないのである． 

 C. ペイトマンは性暴力をめぐり女性の主張に反して「同意」が読み取られる一方で男性

の加害や犯罪性が無化される事態を問題視した論文「女性と同意」で，近代の同意理論と

社会契約論が男性による女性への支配の現実を無視して男女を対等な個人として想定して

きたことを明らかにし，「同意」を論拠にする伝統的用法は，両性の「自然な」特性だと信

じられているものや性のダブルスタンダードを強化すると分析している（Pateman 1980: 
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164）．慰安所行きへの「同意」に始まり，「慰安」が強要される日々のなかで将兵の相手を

することが「同意」と解釈され，「お国のため」に身を捧げたと語られた日本人「慰安婦」

は，自己犠牲も厭わず献身的にケアすることに喜びを覚える主体として千田夏光や金一勉

らのテクストで語られた． 

 仮に将兵を主体的に「慰安」する「慰安婦」という概念に共感し「同意」した女性がい

たとして，慰安所で積極的に将兵たちを「慰安」しようと努めていた場合，彼女は率先し

て「慰安婦」になったとみなされ，その「同意」は「被害者ではない」ことの根拠となる

のだろうか．しかし最初から「慰安」が性行為であることをわかって「同意」していた人

が，現地で過酷な目に遭い認識が変わり，心身に傷を負ったケースも想定されなければな

らい．当初の「同意」は，後に被害者となる可能性を閉ざさない138． 

 また，記憶は社会的な作用を受けて変質する．戦後になって被害者意識が芽生えてきた

ケースも，排除されてはならない．「菊丸」と呼ばれた山内さんは，戦時中は士官用の「慰

安婦」として厚遇され，現地の住民を蔑むなど尊大な振る舞いをしていた．彼女が帝国主

義の威を借りた抑圧者であった面は否めない．しかし敗戦とともに彼女を取り巻く集団は

解体され，「菊丸」でなくなった山内さんは娼婦が蔑まれる社会へ投げ出されるのである．

世間の女性から「きたない，不潔」（広田 1975: 27）とみられる存在であることを悟り，過

去を美化して虚勢を張った．それでも彼女は自尊心を保ち続けることはできなかった． 

 「お国のため」や「同意」を日本人「慰安婦」の特徴として語るのは，日本軍の論理を

正当化し，当事者の意思を封じ込める言説実践であり，「お国のため」という心境や「同意」

を読み取りたいという欲望による．「お国のため」言説や「同意」言説は，彼女たちの意志

を無視して「慰安婦」となる道筋を作った家族や遊郭の客，周旋業者らの責任は追及しな

いものであり，抑圧者の暴力を帳消しにするはたらきをなす． 

 

1.3. 反帝国主義の思想による「侵略」の問題化 

 1970-80 年代のフェミニズム運動の「慰安婦」言説は，反帝国主義の言説として「慰安婦」

に言及していた面が大きい．それは日本の帝国主義が再びアジアの諸外国を軍事的・経済

的・性的に「侵略」しているという認識を運動内で共有するためであり，新しい女性解放

運動を創成するために過去の帝国主義体制と訣別しようとする意味での批判的言及でもあ

った． 

 反帝国主義の文脈で加害と被害をナショナリティごとに規定するとすれば，日本人「慰

安婦」は必然的に加害国の「国民」として包摂される．ただし，反帝国主義の言説が原理

的に加害国の国民の被害者性を認めないということにはならない．先述したように，アジ

ア婦人会議の「慰安婦」テクストには日本人「慰安婦」が下層階層出身者であることを理
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解し，「被害者」の範疇から排除しないものが一部みられた．なによりアジア婦人会議は会

への参集を呼びかけた当初から「日米帝国主義のアジア侵略を私たちへの侵略としてとら

え」（侵略=差別と斗うアジア婦人会議 [1970] 2006a: 5）る視点を打ち出していた． 

 しかし，1970 年代後半から主に 1980 年代に「アジアの女たちの会」が日本の侵略に苦

しむ「アジアの被害者」との連帯に精力的に取り組んだように，「侵略」の構図は国家単位

で描かれがちで，日本人が日本の「侵略」による被害に苦しむという実情は対象化されに

くかった．〈従軍慰安婦問題〉が起こるまでは，「慰安婦」制度への言及はかつての「侵略」

の例示であり，比喩であったが，〈従軍慰安婦問題〉においても，日本人「慰安婦」は朝鮮

人「慰安婦」被害者ほか諸外国の「慰安婦」被害者の被害の深刻さと比較するための例示

として語られる傾向があった． 

 

1.4. ナショナリズムによる不可視化 

 日本人「慰安婦」をめぐって，当事者の語りを汲むことなく「お国のため」などの画一

的な説明がなされるのはなぜだろうか．そもそもなぜ加害国の国民であることは，「被害者」

の範疇から外される傾向が生じる要素となるのだろうか．個人を国民国家の構成員として

一義的に位置づけるナショナリズムが作用しているからだと考えられる．ここで，「国民」

と歴史的記憶との関係について論じた E. ルナンの「国民とは何か」を参照してみたい．ル

ナンは国民が「精神的原理」によるものであることを論じた．それは一方では過去の「豊

かな記憶の遺産の共有」であり，他方では現在の「同意」，すなわち「ともに生活しようと

いう願望，共有物として受け取った遺産を運用し続ける意志」である（Renan 1887=1997: 

61）．ルナンはこれについてさらに噛み砕いて次のように述べている． 

 

 共通の苦悩は歓喜以上に人々を結びつけます．国民的追憶に関しては，哀悼は勝利

以上に価値あるものです．というのも，哀悼は義務を課し，共通の努力を命ずるので

すから． 

 国民とは，したがって，人々が過去においてなし，今後もなおなす用意のある犠牲

の感情によって構成された大いなる連帯心なのです．それは過去を前提はします．だ

がそれは，一つの確かな事実によって現在のうちに要約されるものです．それは明確

に表明された共同生活を続行しようとする合意であり，欲望です．（Renan 1887=1997: 

62） 

 

 ゆえに国民の存在は「日々の人民投票」（Renan 1887=1997: 62）となる． 

 ルナンの議論を参考にすれば，過去における苦悩は現在の国民を共同体として結びつけ
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るはたらきに転換されるものといえる．その意味で，国民にとっての「過去」とは，現在

の国民の共通のルーツとして投影されるナショナル・ヒストリーであり，集合的記憶を持

とうとする欲望によって構築されている．そして，今後の共同生活を続行しようとする意

志を生み出し，連帯心を喚起するものである． 

 このような「過去」理解に照らせば，〈挺身隊問題〉／〈従軍慰安婦問題〉とは，国民に

とっての「過去」が浮上する決定的な出来事であった．それは韓国国民と在日コリアンに

とっては民族受難の過去であり，日本国民にとっては加害の過去であった．加害国の国民

であった日本人「慰安婦」の被害者性は，韓国の運動体から日本が加害主体であることを

糾弾され再構築されるナショナル・ヒストリーにおいて，ナショナリティと結びつけられ

加害者性が前景化する作用のなかでかき消されてしまう．第 4 章で確認したように，運動

体の言説においては日本の加害と朝鮮人女性の被害という対比関係が強調された．国家と

国民を同一視するナショナリズムによる言説が支配的で，「加害国における被害者」，この

場合は加害国である日本の国民であった被害者，という存在が言語化されずにきたのであ

る．それにより当事者の経験の内実は問われず，ナショナリティが被害者性を査定する根

拠として機能した． 

 1970 年代のリブ運動の「慰安婦」言説には，性抑圧を受ける被抑圧者としての自己と，

同時に日本人女性としての朝鮮人女性に対する抑圧的立場を批判的にとらえるために，日

本人「慰安婦」にみずからを投影して語るものがみられた．これは，「日本人女性」を均質

的な国民主体とみなすナショナリズムによる，リブの運動家自身と日本人「慰安婦」のポ

ジショナリティの同一視である．そのため加害者性を帯びた国民主体として日本人「慰安

婦」が表象された．そうした「慰安婦」テクストには，被害者という位置に留まることで

国家の加害体制を支えてしまうというリブやアジア婦人会議の思想が反映されていた． 

 1990 年代の「慰安婦」問題解決運動の言説空間には，「同じ日本人」として認識するか

らこそ日本人「慰安婦」が支援対象としてはとらえにくくなるという作用がみられた．朝

鮮人の「強制連行」被害の女性版として語られた面のある〈従軍慰安婦問題〉は，〈朝鮮人

従軍慰安婦問題〉という呼称に表れているように，朝鮮人を被害者とする前提の下で社会

問題化されている．よって日本人の被害は〈問題〉を構成する視点から見落とされがちに

なるが，それは階層ではなくナショナリティが被害者という規定に意味を持つということ

である．これは〈近代〉の社会編成の原理からすれば避け難い現象なのではないだろうか． 

 酒井直樹がいうように，「国民共同体（民族あるいは人種共同体も同様な論理によって構

想される）への帰属は，身分や職業などに基づく個と個の関係を飛び超えて，個人と全体

としての共同体を直接に結びつける」（酒井 1996: 173）．つまり「国民・民族・人種といっ

た非身分的集合への帰属による規定が，近代においてひとの主体的位置を優先的に決定す
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るようにな」（酒井 1996: 173）ったのである． 

 B. アンダーソンが「国民とはイメージとして心に描かれた想像の政治共同体である」

（Anderson 1983=2007: 24）と述べたが，まさしく 1970 年代フェミニズムや〈従軍慰安

婦問題〉における「慰安婦」テクストの多くが，日本人「慰安婦」を自分たちと同じ共同

体の成員として表象しており，国民主体として描いている．テクストの生産者たちは「慰

安婦」とされた日本人女性たちの出身階層や境遇，また戦争に突き進む体制をどう認識し

ていたかなど個別の背景を知らないにもかかわらず，みな彼女たちを均質的な国民主体と

してイメージし，帝国主義による侵略に加担する存在であったととらえている．個人と国

民国家を結びつけ，国家への帰属性において集団的な共通性を措定するメカニズムはナシ

ョナリズムといえる．そこであいまいにされてしまうのは，国民内部の抑圧-被抑圧という

階層構造に基づく権力関係であろう．日本人「慰安婦」が日本社会で性を搾取された存在

であるという背景が不問に付されたまま，加害者性を帯びた日本人のナショナリティが再

生産され続けている． 

 リブや「アジア婦人会議」などのフェミニズム運動は，公私の区分にみられる性支配の

政治性や国内外で拡張する資本による経済的搾取などの近代的問題の批判に徹したが，ひ

とが「国民」として社会的に存在するという近代のメカニズムまでは問題視しなかった．

つまり，語り手自身も均質的な「国民」として行為遂行的に生きており，出会ったことの

ない日本人「慰安婦」被害者を，同じ政治共同体に属する「国民」として主体化させ，加

害者性を帯びた国民主体として表象していたといえる． 

 「慰安婦」問題解決運動の担い手が国家に戦後補償を実行させようとするのは，アジア

の諸外国の被害者の痛みに共鳴するからである．それは暴力をふるった国家に対峙し，諸

外国の人々の論理を支持する連帯運動であるため，一見すると国境という壁はすでに障壁

ではなくなったかのようである．しかし，ナショナリズムの作用により国民が国家に暴力

を受けることを「被害」と認識しにくくなるという事態は，国家の枠組みを再生産し続け

ているということでもある．それは，みずから「国民」として主体化し続ける行為でもあ

るだろう． 

 これらのことから，ナショナリティを消去するかのような言説実践は困難であるという

結論が得られる．「わたし」のナショナリティを読み取る他者からのまなざしを避け，主体

のポジショナリティを意図的に構築することも不可能ではないだろうか．日本人「慰安婦」

の被害者性を可視化するためには，「国民国家を超える思想」（上野 1998a: 199）の形成を

急ぐよりも，戦後補償の対象に組み込むという実定法による営為などへの意識的な取り組

みが重要となると思われる．その際，国家の枠内にとどまり，「国民」が国家暴力の被害を

受けたのだという主張が国民によりなされることは，被害を訴え得る可能性を閉ざすもの
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ではなく，国家と国民の関係性を相対化し，被害者の痛みが語られ聴き取られる言説上の

場所を創る，極めて現実的な実践となるのではないだろうか． 
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補論 

 最後に，第 5 章で論じた日本人「慰安婦」の被害者性の不可視化を生じさせるナショナ

リズムとともにある公娼差別／娼婦差別について焦点を当てながら，それを乗り越えるフ

ェミニズムの知見を提示しつつ補論としたい． 

 日本人「慰安婦」に公娼制度の被害者が多く含まれていたと強調する際，彼女たちが意

志に反して性売買の対象となった点を伝えることが眼目となる．〈「慰安婦」問題〉という

問題構制では，慰安所の以前に遊郭に入れられていた日本人「慰安婦」の場合，「慰安婦」

とされた時期のみを対象としてその経験を語ってしまうと性的搾取を受けた経験の十全な

語りとはならないことからも，「慰安婦」以前に「公娼」とされていた事実を語る必要が生

じる．女性を人身売買してきた日本社会の問題をとらえるには，「公娼」と「慰安婦」の被

害だけでなく，RAA の「慰安婦」とされた女性たちや，「パンパン」と呼ばれた女性たちの

経験まで連続的にとらえ（茶園 2002, 2013），彼女たちの痛みが言語化されてこられなか

った歴史を浮かび上がらせる必要があるだろう． 

 あらためて，娼婦差別の克服が運動の課題であることを確認したい．藤目ゆきの指摘す

るように，「慰安婦」問題解決運動に関わる日本人が，「慰安婦」とされた各国の女性たち

の被害者性を無化しようとする右派の「慰安婦=公娼」言説に対抗するために「日本女性は

自分から進んで兵士の相手をした売春婦だが，アジアの女性は暴力で強制された無垢な少

女たちだ」と反論することもしばしばであった（藤目 2001: 90）．日本人「慰安婦」の被害

者性を運動体内で確認した女性国際戦犯法廷が 2000 年に開廷されるまでは，運動体内部に

も公娼差別と日本人「慰安婦」の境遇への理解や関心が低かったといえる． 

 公娼差別はより一般化すれば娼婦差別／売春婦差別である．菊地夏野は，売買春の善悪

が語られるとき，売春女性の性倫理や「自由意志」が論者の善悪の判定を正当化するため

に用いられ，「売春女性」の表象だけが飛び交い，「売春女性」が実体化されると分析して

いる（菊地 2010: 39-40）．日本人「慰安婦」をめぐっては，1970 年代の千田夏光のテクス

トで「お国のため」だと思い「慰安婦」の務めに耐えたのだと語られ始め，1990 年代の「慰

安婦」問題解決運動の言説空間においても被害当事者が社会問題化を受けどのような心境

にあるのか斟酌されることなく，朝鮮人「慰安婦」との対比のためにレトリックとして語

られ，「同意」していたという意味付けが残存した．日本人「慰安婦」は娼婦として表象さ

れ続けたのである． 

 娼婦差別の克服には，差別を強化しないフェミニズムの言説実践が必要となるだろう．

リブの運動家たちは，娼婦差別に加担するのではなく，「貞淑な妻・娘」／「娼婦」の分断
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構造を撹乱するかのように妻と娼婦が「同じ穴のむじな」であることを語り，娼婦の側に

足を踏み入れさえした．娼婦として貶められてきた女性の性の歴史を実感しつつ，娼婦を

他者として共感の対象から排除してしまうのではない形で，女性にもたらされる性抑圧を

問題化することができた． 

 2000 年の女性国際戦犯法廷以降，日本の運動体内ですぐさま日本人「慰安婦」の被害者

性への関心が高まったわけではないが，ここ数年の間にわずかに風向きが変わりつつある

139．彼女たちを「被害者」として再確認することで，公娼差別へ対抗する知が形成されつ

つあると考えられるが，リブに倣い，現代における性産業従事者への娼婦差別の問題にも

敏感に向き合うことで，より一層，性暴力を許さないラディカル・フェミニズムの視線が

徹底されるのではないだろうか． 

 日本で性産業や売買春をめぐるフェミニズムの議論は 1990 年代に盛んになった．「性の

商品化」が社会学者たちの間で論争的な主題となり（橋爪 1992, 瀬地山 1992, 江原編 

1995），性産業に従事する女性自身が売春を労働として主張するセックスワーク論が登場し

た（Delacoste. F. & P. Alexander 1987=1993, 松沢・スタジオ・ポット編 2000）．セック

スワーカーは彼女たちが承諾する範囲での性的サービスを売っている．あえて確認するま

でもなく，望まぬ性行為の強要はセックスワーカーたちにとっても深刻な性暴力となる． 

 しかし，売買春を悪とみなす論調が強い「慰安婦」問題解決運動の内部では，性産業の

現場で「被害者」ではなく「労働者」として主体化し，性産業を肯定する側面を持つセッ

クスワーカーへの共感は著しく低い．ここに，娼婦が他者化される現実が見て取れる．性

暴力の根絶を目指すフェミニズムの立場からは，さまざまな事情で性産業に従事している

女性が暴力的な扱いを受けないようにするためにも，娼婦差別の解消に尽力することが望

ましい．なぜなら娼婦に対して何をしてもいいという差別的で身勝手な思考は，「慰安婦」

に過剰な性行為を強いた軍の暴力と通底するからである． 

 娼婦を求める文化とみずからとを切り離して生活できる人などいない．ごくありきたり

な日常のなかに，たとえば慶事である結婚に，女性を性的存在として振り分け分断する端

緒はあるのである．妻という身分は家父長制的文化が正当なセクシュアリティとして認め

る「公式な」性を生きる女性を体現するが，男性に性的放縦を許す性のダブルスタンダー

ドは，男性に家の外での性的放埒を許し性産業を拡大させてきた．そして「非公式」の性

を体現する娼婦は蔑みの対象となる．妻と娼婦は相補関係にあるのである． 

 そのように誰もが性にまつわる文化と連なっているという視点は，身体に向けられる暴

力への感受性すら，社会的に構築されてきた面があることを暴く．〈「慰安婦」問題〉を語

るとき，日本軍将兵は第一義的には性暴力の加害者として語られるが，究極的には戦争と

いう状況こそが男性をそのような暴力に向かわしめるという文脈で，戦争そのものの残虐
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性を強調する際，「兵士もまた被害者である」とよく言われる．男性が兵士という殺人者に

仕立てられると同時に，国家のために命を捨てることを強いられる否定しようのない被害

者性に注意を促し，加害者一辺倒ではない実態をとらえようとするものである． 

 「兵士／男性もまた被害者である」という視点は重要であるが，この語りには「兵士／

男性もまた性暴力被害者になりうる」という論点が圧倒的に欠落している．また，「慰安婦」

制度がなぜそこまで悪いことなのかわからないという態度を示す男性に対して，「あなたの

母親や姉妹，娘が『慰安婦』にさせられたらどう思うか」と問う戦法がしばしばとられる

が，やはり「男性であるあなた自身が軍隊のなかで性暴力のターゲットにされたらどう思

うか」と切り返すケースは稀である． 

 性的に貶められるという屈辱を男性が身を以て想像できないとみなすと，ジェンダーの

政治に絡めとられてしまう危険性がある．男性が「自分には強姦される苦しみはわからな

い」と女性を他者化することは，言遂行的に男性として主体化し続けることであり，安全

な場に身を確保し，女性という他者とのジェンダーの境界線を引き続ける行為である．そ

れはジェンダーの作用が両性に別の規範を強いる形ではたらくことを自然化し，行為遂行

的に作用そのものを維持させる言説実践である．さらにこうした言説実践は，性暴力被害

者の男性の痛みへの想像力を閉ざしてしまっている．軍隊内部で性暴力を受けた日本軍兵

士がいる可能性を想定した言説空間の形成が必要であろう140． 

 〈「慰安婦」問題〉に取り組むフェミニズムにとって，〈被害者〉が社会的に構築される

という観点は議論の発展のために有用となるだろう．そこで，最も被害者性が見えにくい

存在とされてきた日本人「慰安婦」の被害者性を訴えていくことは，階層差別や娼婦差別

を可視化し，あり得たかもしれない痛みを掬い取り言語化する実践として根源的に重要な

意味を持つ．そのためにも，人が社会的な作用を受けジェンダー化していること，「娼婦」

が社会的に要請された存在であり，性をめぐる権力関係が階層差別とともにあることを押

さえて議論を進展させていきたい． 
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資料 

【資料 1】 

朝鮮半島出身者のいわゆる従軍慰安婦問題に関する内閣官房長官発表 

1992（平成 4）年 7 月 6 日 

内閣官房長官 加藤紘一 

 朝鮮半島出身のいわゆる従軍慰安婦問題については，昨年 12 月より関係資料が保管され

ている可能性のある省庁において政府が同問題に関与していたかどうかについて調査を行

ってきたところであるが，今般，その調査結果がまとまったので発表することとした．調

査結果について配布してあるとおりであるが，私から要点をかいつまんで申し上げると，

慰安所の設置，慰安婦の募集に当たる者の取締り，慰安施設の築造・増強，慰安所の経営・

監督，慰安所・慰安婦の衛生管理，慰安所関係者への身分証明書等の発給等につき，政府

の関与があったことが認められたということである．調査の具体的内容については，報告

書に各資料の概要をまとめてあるので，それをお読み頂きたい．なお，許しいことは後で

内閣外政審議室から説明させるので，何か内容について御質問があれば，そこでお聞きい

ただきたい． 

 政府としては，国籍，出身地の如何を問わず，いわゆる従軍慰安婦として筆舌に尽くし

難い辛苦をなめられた全ての方々に対し，改めて衷心よりお詫びと反省の気持ちを申し上

げたい．また，このような過ちを決して繰り返してはならないという深い反省と決意の下

に立って，平和国家としての立場を堅持するとともに，未来に向けて新しい日韓関係及び

その他のアジア諸国，地域との関係を構築すべく努力していきたい． 

 この問題については，いろいろな方々のお話を聞くにつけ，誠に心の痛む思いがする．

このような辛酸をなめられた方々に対し，我々の気持ちをいかなる形で表すことができる

のか，各方面の意見も聞きながら，誠意をもって検討していきたいと考えている． 

 

【資料 2】 

いわゆる従軍慰安婦問題について 

平成 5 年 8 月 4 日 

内閣官房内閣外政審議室 

1. 調査の経緯 
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 いわゆる従軍慰安婦問題については，当事者による我が国における訴訟の提起，我が国

国会における議論等を通じ，内外の注目を集めて来た．また，この問題は，昨年 1 月の宮

澤総理の訪韓の際，盧泰愚大統領（当時）との会談においても取り上げられ，韓国側より，

実態の解明につき強い要請が寄せられた．この他，他の関係諸国，地域からも本問題につ

いて強い関心が表明されている． 

 このような状況の下，政府は，平成 3 年 12 月より，関係資料の調査を進めるかたわら，

元軍人等関係者から幅広く聞き取り調査をおこなうとともに，去る 7 月 26 日から 30 日ま

での 5 日間，韓国ソウルにおいて，太平洋戦争犠牲者遺族会の協力も得て元従軍慰安婦の

人たちから当時の状況を詳細に聴取した．また，調査の過程において，米国に担当官を派

遣し，米国の公文書につき調査した他，沖縄においても，現地調査を行った．調査の具体

的態様は以下の通りであり，調査の結果発見された資料の概要は別添の通りである． 

 

 調査対象機関 警察庁，防衛庁，法務省，外務省，文部省，厚生省，労働省，国立公文書

館，国立国会図書館，米国国立公文書館 

 関係者からの聞き取り 

元従軍慰安婦，元軍人，元朝鮮総督府関係者，元慰安所経営者，慰安所付

近の居住者，歴史研究家等 

 参考とした国内外の文書及び出版物 

韓国政府が作成した調査報告書，韓国挺身隊問題対策研究協議会，太平洋

戦争犠牲者遺族会など関係団体等が作成した元慰安婦の証言集等．なお，

本問題についての本邦における出版物は数多いがそのほぼすべてを渉猟

した． 

 

 本問題については，政府は，すでに昨年 7 月 6 日，それまでの調査の結果について発表

したところであるが，その後の調査をもふまえ，本問題についてとりまとめたところを以

下のとおり発表することとした． 

 

2. いわゆる従軍慰安婦問題の実態について 

 上記の資料調査及び関係者からの聞き取りの結果，並びに参考にした各種資料を総合的

に分析，検討した結果，以下の点が明らかになった． 

(1) 慰安所設置の経緯 

  各地における慰安所の開設は当時の軍当局の要請によるものであるが，当時の政府部

内資料によれば，旧日本軍占領地域内において日本軍人が住民に対し強姦等の不法な行為
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を行い，その結果反日感情が醸成されることを防止する必要性があったこと，性病等の病

気による兵力低下を防ぐ必要があったこと，防諜の必要があったことなどが慰安所設置の

理由とされている． 

(2) 慰安所が設置された時期 

  昭和 7 年にいわゆる上海事変が勃発したころ同地の駐屯部隊のために慰安所が設置さ

れた旨の資料があり，そのころから終戦まで慰安所が存在していたものとみられるが，そ

の規模，地域的範囲は戦争の拡大とともに広がりをみせた． 

(3) 慰安所が存在していた地域 

  今次調査の結果慰安所の存在が確認できた国又は地域は，日本，中国，フィリピン，

インドネシア，マラヤ（当時），タイ，ビルマ（当時），ニューギニア（当時），香港，マ

カオ及び仏領インドシナ（当時）である． 

(4) 慰安婦の総数 

  発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく，また，これを推認させるに足り

る資料もないので，慰安婦総数を確定するのは困難である．しかし，上記のように，長期

に，かつ，広範な地域にわたって慰安所が設置され，数多くの慰安婦が存在したものと認

められる． 

(5) 慰安婦の出身地 

  今次調査の結果慰安婦の出身地として確認できた国又は地域は，日本，朝鮮半島，中

国，台湾，フィリピン，インドネシア及びオランダである．なお，戦地に移送された慰安

婦の出身地としては，日本人を除けば朝鮮半島出身者が多い． 

(6) 慰安所の経営及び管理 

  慰安所の多くは民間業者により設営されていたが，一部地域においては，旧日本軍が

直接慰安所を経営したケースもあった．民間業者が経営していた場合においても，旧日本

軍がその開設に許可を与えたり，慰安所の施設を整備したり，慰安所の利用時間，利用料

金や利用に際しての注意事項などを定めた慰安所規定を作成するなど，旧日本軍は慰安所

の設置や管理に直接関与した． 

  慰安婦の管理については，旧日本軍は，慰安婦や慰安所の衛生管理のために，慰安所

規定を設けて利用者に避妊具使用を義務付けたり，軍医が定期的に慰安婦の性病等の病気

の検査をおこなう等の措置をとった．慰安婦に対して外出の時間や場所を限定するなどの

慰安所規定を設けて管理していたところもあった．いずれにせよ，慰安婦たちは戦地にお

いては常時軍の管理下において軍と共に行動させられており，自由もない，痛ましい生活

を強いられたことは明らかである． 

(7) 慰安婦の募集 
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  慰安婦の募集については，軍当局の要請を受けた経営者の依頼により斡旋業者らがこ

れに当たることが多かったが，その場合も戦争の拡大とともにその人員の確保の必要性が

高まり，そのような状況の下で，業者らが或いは甘言を弄し，或いは畏怖させる等の形で

本人たちの意向に反して集めるケースが数多く，更に，官憲等が直接これに加担する等の

ケースもみられた． 

(8) 慰安婦の輸送等 

  慰安婦の輸送に関しては，業者が慰安婦等の婦女子を船舶等で輸送するに際し，旧日

本軍は彼女らを特別に軍属に準じた扱いにするなどしてその渡航申請に許可を与え，また

日本政府は身分証明書等の発給をおこなうなどした．また，軍の船舶や車輌によって戦地

に運ばれたケースも少なからずあった他，敗走という混乱した状況下で現地に置き去りに

された事例もあった． 

 

【資料 3】 

慰安婦関係調査結果発表に関する内閣官房長官談話 

（平成五年八月四日） 

 いわゆる従軍慰安婦問題については，政府は，一昨年十二月より，調査を進めて来たが，

今般その結果がまとまったので発表することとした． 

 今次調査の結果，長期に，かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され，数多くの慰安

婦が存在したことが認められた．慰安所は，当時の軍当局の要請により設営されたもので

あり，慰安所の設置，管理及び慰安婦の移送については，旧日本軍が直接あるいは間接に

これに関与した．慰安婦の募集については，軍の要請を受けた業者が主としてこれに当た

ったが，その場合も，甘言，強圧による等，本人たちの意思に反して集められた事例が数

多くあり，更に，官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった．また，

慰安所における生活は，強制的な状況の下での痛ましいものであった． 

 なお，戦地に移送された慰安婦の出身地については，日本を別とすれば，朝鮮半島が大

きな比重を占めていたが，当時の朝鮮半島はわが国の統治下にあり，その募集，移送，管

理等も，甘言，強圧による等，総じて本人たちの意思に反して行われた． 

 いずれにしても，本件は，当時の軍の関与の下に，多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つ

けた問題である．政府は，この機会に，改めて，その出身地のいかんを問わず，いわゆる

従軍慰安婦として数多くの苦痛を経験され，心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべて

の方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる．また，そのような気持ちを我が

国としてどのように表すかということについては，有識者のご意見なども徴しつつ，今後

とも真剣に検討すべきものと考える． 
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 われわれはこのような歴史の真実を回避することなく，むしろこれを歴史の教訓として

直視していきたい．われわれは，歴史研究，歴史教育を通じて，このような問題を永く記

憶にとどめ，同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明する． 

 なお，本問題については，本邦において訴訟が提起されており，また，国際的にも関心

が寄せられており，政府としても，今後とも，民間の研究を含め，十分に関心を払って参

りたい． 

 

【資料 4】 

決議文 

 一九九三年一〇月二一日，二二日両日，日本において開かれた第二回強制「従軍慰安婦」

問題アジア連帯会議に参加した韓国，朝鮮，中国，台湾，フィリピン，インドネシアの代

表は日本軍「慰安婦」について次のように決議します． 

 昨年八月韓国ソウルにおいて私たちは，実態調査，真相究明と責任ある戦後処理を日本

の政府に要求すること，国際機関への働きかけ，各国との連帯の強化などを決議し，運動

を進めてきました． 

 その後，第一回会議に参加したフィリピンでは被害者が名乗り出，裁判に訴えたことを

はじめ，中国，インドネシア，マレーシアなどで運動は著しく進展しました．日本軍「慰

安婦」問題は世界的に女性の人権問題として取り上げられ，国連人権小委員会でも特別報

告者が任命されました．日本政府も第二次調査報告書において，部分的ではありますが，

日本軍「慰安婦」について強制性を認めるに至りました．これらは私たちの運動の成果で

あると評価することができます． 

 しかし，日本政府は補償については「解決済み」の姿勢をいささかも変えていません．

アジア諸地域には，今もなお過去の苦しい経験を公にすることのできない元日本軍「慰安

婦」も多く，私たちは問題の解決に向かって一層の努力を求められています． 

 以上のことをふまえて，私たちは次のような決意を確認します． 

1. 日本政府は日本軍「慰安婦」制度が天皇制ファシズムと軍国的な国家権力による組織的

な犯罪であると認めること． 

2. アジア・大平洋全域に及ぶ実態調査と，被害者総数，国別，姓名など徹底した真相究明

を行い，第三次報告書を公表すること． 

3. 日本政府は被害者への賠償のために特別法を制定すること． 

4. 日本政府は国際法を完全に遵守し，戦争犯罪および重大な人権侵害には時効が適用され

ないという「時効不適用条例」に加入すること． 

5. 日本政府は責任者を明らかにすること．責任者は処罰されなければならない． 
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6. 日本政府は加害者としての自覚に基づく歴史教育を深め，平和・人権思想の徹底を図る

こと． 

 

 私たちは日本政府が自らの経済力を利用して各国政府に対し個別的な妥協を強いること

を危惧するものです．このような意味で，私たちは連帯運動の重要性を一層痛感し，次の

ことを確認します． 

1. 私たちは，日本軍「慰安婦」問題に関する国内運動をそれぞれの国でより強力に展開す

る． 

2. 被害国は，国際法の発展に貢献するため，戦争犯罪および人道に対する罪の時効不適用

条約に加入するよう努力すること． 

3. 国連人権小委員会の特別報告者の活動を積極的に支持すること． 

4. 一九九五年北京で開催される国連世界女性会議をはじめ，人権関係の諸国際会議で日本

軍「慰安婦」問題を提起するよう努力すること． 

 

 私たちは日本軍「慰安婦」問題を単なる過去の問題としてではなく，形を変えて今なお

根強く残る性的人権抑圧であると捉え，あらゆる性的奴隷制度と強姦の廃絶をめざします． 

一九九三年一〇月二二日 

第二回強制「従軍慰安婦」問題アジア連帯会議 参加者一同 

（鈴木 1994: 258-60） 
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[付記] 本稿の調査を行うにあたって，2011-2012 年度日本学術振興会特別研究員奨励費による助成を受け

た．インタビュー調査にご協力いただいた方々や資料を提供してくださった方々に厚くお礼を申し上げる． 

 

注・文献 

[注] 

                                            
1 田村泰次郎『春婦伝』（1947），『蝗』（1965）． 
2 映画には田村泰次郎原作，鈴木清順監督『春婦伝』（1965）日活，また，千田夏光原作，鷹森立一監督

『従軍慰安婦』（1974）東映作品がある．楽曲にエレックレコード発『白呪』（1975）に収録された美輪明

宏の「祖国と女達（従軍慰安婦の唄）」がある． 
3 「従軍慰安婦問題」という用語が相対的に多かったということであり，他にも「慰安婦問題」「朝鮮人従

軍慰安婦問題」などの呼ばれ方があった． 
4 「『慰安婦』問題解決運動」の用語は山下（山下 2008）に倣い使用する．裁判支援や生活支援などの「慰

安婦」被害者支援運動や政府へのはたらきかけ，立法運動，世論の喚起等を含む包括的な概念とする． 
5 林博史と田中利幸が発見し吉見編『従軍慰安婦資料集』に収められた資料に関連して，マレー半島にお

ける慰安所に関しては（林 1993），オーストラリア人の従軍看護婦が「慰安婦」となるよう日本軍に強

要されたケースに関しては（田中利幸 1993）で詳しく解説されている． 
6 1995年 9月 6日，アジア女性会議ネットワーク主催，「日本軍慰安婦をめぐって――日本女性と在日女

性の立場から」． 
7 1997年 9月 28日，日本の戦争責任資料センター主催（日本の戦争責任資料センター 1998）． 
8 R.バルトの議論など（Barthes [1968] 1979）． 
9 上野（1997）の議論を基に展開された． 
10 韓国に 1988年 9月から留学し，10年間滞在した山下英愛は，「慰安婦」問題に取り組む運動に初期の

頃から関わり，日韓の運動のパイプ役を果たした（山下英愛 2008: 3-4; 32-8; 2009a: 79）． 
11 女性国際戦犯法廷は，女性のNGOの国際的な連帯により 2000年に東京で開催された，日本軍性奴隷

制を裁く民衆法廷である．各国から「慰安婦」被害者が来日し，被害証言をおこなった．2001年に最終判

決が出され，天皇ほか戦争指導者が有罪とされた． 
12 リブのテクストのうち「従軍慰安婦に対する日本の加害性について言及したもっとも早い例のひとつ」

である（上野 1994: 10）． 
13 “The Personal is Political”というスローガンはアメリカのwomen’s liberation movement の運動家で

あった C. ハニッシュが論集に発表した論考（Hanisch 1969）のタイトルであったことから，しばしばハ

ニッシュの作ったスローガンであると述べられてきたが，ハニッシュは後に“The Personal is Political”は

自身が発案したものではなく，実際は編者のS. ファイアストーンとA. コートがつけたタイトルだったは

ずだと明かしている（Hanisch 2006）． 
14 1996年の証言集会の記録には「三カ月」とあるが（万 1997: 35），1992年の公聴会の記録を参照し

捕らえられていた期間を合算すると四カ月近い期間になる（万 1993: 91-4）． 
15 万さんは 1992年 12月 9日に東京で開催された「日本の戦後補償に関する国際公聴会」と，1996 年 8

月 10日京都，11日東京，15日大阪，18日三重，21日岡山で開催された証言集会に「慰安婦」被害者と

して招請され，証言を行っている（国際公聴会実行委員会編 1993; 「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に

思いを馳せ，心に刻む集会」実行委員会編 1997）．1996年の大阪での集会に参加した大越愛子は，万さ

んを「圧倒的な暴力によって日本国家の『慰安婦』となることを強制された」（大越 1998:96）被害者であ

ると記している． 
16 1996年 8月 15日，第 11 回「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ，心に刻む集会」（「アジ

ア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ，心に刻む集会」実行委員会編 1997）． 
17 1992年 8月，ソウルで開催． 
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18 1993年 10月，東京で開催． 
19 1995年 3月，ソウルで開催． 
20 1996年 8月 15日，第 11 回「アジア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ，心に刻む集会」（「アジ

ア・太平洋地域の戦争犠牲者に思いを馳せ，心に刻む集会」実行委員会編 1997）． 
21 海軍では「慰安婦」ではなく「特要員」と呼んでいた（吉見編 1992: 49）．また，「慰安婦」よりも

「ピー」という売春婦あるいは女性器を指すとされる隠語で呼ばれていたともいわれる．部隊によって彼

女たちの呼び方は異なっていたと考えられる．千田夏光は「慰安婦」は戦時中に定着していた言葉ではな

く「戦場帰りの兵隊たちが定着させた言葉だったかもしれない」（千田 1997: 57）という見解も提示して

いる． 
22 ゲイ・マクドゥーガルは 1997 年に「武力紛争下の組織的強姦，性奴隷制および性奴隷制類似行為に関

する特別報告官」に任命され，1998年 8月に国連人権委員会差別防止・少数者保護小委員会に「武力紛争

下の組織的強姦，性奴隷制および性奴隷制類似行為に関する最終報告書」を提出，採択された． 
23 ただし，朝鮮戦争時に韓国軍は韓国人女性の「慰安婦」を抱えていた（金貴玉 2008）．これは元日本

軍兵士の韓国軍兵士が日本軍「慰安婦」制度を模倣したものだと考えられ（金貴玉 2008: 28），資料や証

言からも「慰安婦」という言葉が確認されているため（金貴玉 2008: 22），韓国軍「慰安婦」制度と呼ぶ

のがまさに妥当であるといえよう．このことは「『慰安婦』制度」を日本軍が独自に運営・維持した制度で

あるとする見方を妨げない． 
24 吉見義明が執筆に関わっているもののなかには「日本軍慰安婦制度」（吉見・林 2005: ⅰ）のほか，「軍

慰安婦制度」や「軍慰安婦政策」の用語がみられる（吉見 1995b）．鈴木裕子も「従軍慰安婦政策」（鈴

木 1991: 44）と「『従軍慰安婦』制度」（鈴木 1993: 11）という用語を使用している． 

25 このことを，永井和は「慰安所政策」という用語を使用し「国家機関が性欲処理施設を設置・運営し，

そこで働く女性を募集する」（永井 2000: 24）ものと説明した．人権の視点から解説すれば「慰安婦制度

とは，特定の女性を犠牲にするという性暴力公認のシステムであり，女性の人権をふみにじるもの」（吉見 

1995a: 44）である． 
26 1997年 4月から中学校で使われる歴史教科書のすべてに「従軍慰安婦」の記述が加わると，藤岡信勝

や「新しい歴史教科書をつくる会」会長（当時）の西尾幹二らは文部大臣（当時）に面会して教科書から

の「慰安婦」記述の削除を要求した（中村 1997: 12）． 
27 1938年 6月 27日に北支那方面軍参謀長岡部直三郎より発出された「軍人軍隊の対住民行為に関する注

意の件通牒」では，日本軍の各所における強姦事件が強烈なる反日意識を醸成させているようだと述べら

れている（吉見 1992: 210）． 
28 岡部直三郎『岡部直三郎大将の日記』（1982年，芙蓉書房）23ページ，稲葉正夫編『岡村寧次大将資

料』（1970年，原書房）上巻 302ページ，南京戦史編集委員会編『南京戦史資料集』（1989年，偕行社）

211，220，280，411ページ，「軍人軍隊ノ対住民行為ニ関スル注意ノ件通牒」（吉見義明編，1992年『従

軍慰安婦資料集』209-11ページ），島田俊彦『関東軍』（1965年，中央公論社）176ページ，千田夏光『従

軍慰安婦』（1978年，三一書房）103-4ページ（吉見 1995b: 29）． 
29 吉見は島田俊彦『関東軍』（1965年）176ページ，千田夏光『従軍慰安婦』（1978年，三一書房）103-4

ページなどを参照し，原資料が発見されていないがという断りを入れつつ，関東軍が 1941年 7月頃の関

特演の際に 2万人の朝鮮人「慰安婦」を徴集しようとして原善四郎参謀が朝鮮総督府に依頼，8000人の朝

鮮人女性を集めて中国東北（満州）に送った記している（吉見 1995b: 17）．島田『関東軍』では集めら

れた朝鮮人女性は「約一万」（島田 1965: 176）とされている．千田夏光は 8000人と記したが，『従軍慰

安婦』の刊行後，関特演のときに関東軍司令部に所属し，原参謀の京城行きに実務補助者として同行した

という人物から手紙をもらい，朝鮮人女性は「じつは三千人しか集められなかった」と書かれていたとい

うことを後に明かしている（千田 1997: 52）． 

30 2007年 3月 5日，当時首相であった安倍晋三は参議院予算委員会で小川敏夫議員から歴史認識を問う

質問を受け，「官憲が家に押し入って人を人さらいのごとく連れていくという，そういう強制性はなかっ

たということではないか」，「慰安婦狩りのような強制性，官憲による強制連行的なものがあったという

ことを証明する証言はない」などと答弁した（国立国会図書館 2007: 9）．また 2013年 5月 13日，大阪

市長で日本維新の会共同代表の橋下徹は「銃弾が雨嵐のごとく飛び交う中で命をかけて走っていくときに，

どこかで休息させてあげようと思ったら，慰安婦制度は必要なのは誰だってわかる」「証拠が出てくれば認

めなきゃいけないが，今のところ 2007年の（第 1次安倍内閣の）閣議決定ではそういう証拠がないとな

っている」と囲み取材で発言し（『朝日新聞』2013.5.14朝刊），国内外から批判を浴びた． 
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31 長崎地方裁判所刑事部昭和 11年 2月 14日判決． 
32 長崎控訴院第一刑事部昭和 11年 9月 28日判決． 
33 大審院第四刑事部昭和 12 年 3月 5日判決． 
34 国外誘拐移送同未遂国外誘拐被告事件（昭和 10年（れ）第 492号 同年 6月 6日第二刑事部判決 棄却）． 
35 長崎事件の判決が先に発見された．まず大審院判決を朝鮮人強制連行真相調査団事務局長の洪祥進（ホ

ン・サンジン）が 1997年に発見した．その後，戸塚が長崎地方検察庁に問い合わせ，下級審判決がまだ

保管されていることを発見した（戸塚 2004a: 43）． 
36 「醜業を行はしむる為の婦女売買取締に関する国際協定」（1904年 5月 18日にパリで締結，日本は 1925

年 10月 21日に加入），「醜業を行はしむる為の婦女売買取締に関する国際条約」（1910年 5月 4日にパ

リで締結，日本は 1925年 10 月 21日に加入書寄託），「婦人及児童の売買禁止に関する国際条約」（1921

年 9月 30日にジュネーブで締結，日本は 1925年 12月 25日批准書寄託）の 3条約． 
37 1910年の条約では第11条で植民地等に条約内容を実施する際は文書をもって通告するとあり，日本政

府はなにもしなかった．1921 年の条約では第 14条で植民地等を除外する場合は宣言することができると

あり，日本政府は調印時に朝鮮・台湾・関東租借地を包含しない旨宣言している（吉見編 1992: 36）． 
38 和歌山の婦女誘拐容疑事件．貸席業者 2名と紹介業者 1名が「無智ナル婦女子ニ対シ金儲ケ良キ点，軍

隊ノミヲ相手ニ慰問シ，食料ハ軍ヨリ支給スル等」と言い立て女性を勧誘しているとの情報をつかんだ田

辺警察署が業者 3名の身柄を拘束した（永井 2007: 409-10）．和歌山県警は，業者らの女衒行為が軍と総

領事館の要請によるもので，内務省も内々に協力していることが判明した時点で，犯罪容疑として取り扱

うことを放棄した（永井 2007: 414）． 
39 業者の活動を問題視した群馬県警察により 1938年 1月 19日付で出された群馬県知事発内務大臣・陸

軍大臣宛「上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」より．この資料は，「本件ハ果タシテ

軍ノ依頼アルヤ否ヤ不明且ツ公秩良俗ニ反スルガ如キ事業ヲ公々然ト吹聴スルガ如キハ皇軍ノ威信ヲ失墜

スルモ甚シキモノト認メ，厳重取締方所轄前橋警察署長ニ対シ指揮致置候」という言葉で締め括られてい

る（永井 2007: 422）． 
40 吉沢清次郎外務省アメリカ局長より北海道庁長官宛てに 1938年 5月 20日に出された文書「支那渡航

婦女の取扱に関する件」（吉見編 1992: 110-2）．吉見はこの文書に添付されている在山海関副領事からの

外務大臣宛ての申し越し文書で未成年者の情報を確認していた．また，「他にも此れに類するもの二，三

ありたり」（吉見編 1992: 111）と，旭川警察署発給の身分証明書を所持した売春目的の未成年渡航者が他

にもいたことが窺える． 
41 朝鮮総督府警務局長からの渡支身分証明書発給状況の報告である「渡支邦人の取締に関する件」（吉見

編 1992: 154-5）では，証明書の発行数が「芸娼妓」402名，うち朝鮮人は 381名となっており，非常に

数が少ない（吉見編 1992: 47）． 
42 朝鮮に駐留する日本軍のこと． 
43 朝鮮の京城で料理店を経営していた日本人夫妻らが，経営不振となり朝鮮からビルマへ「慰安婦」を連

れていき金儲けをしようとした．朝鮮人の未婚女性 22人の「慰安婦」を集めるために彼女らの両親に総額

11,000円という巨額の支払いをしており，吉見は「軍から相当の機密費が支払われたのかも知れない」と

いう．この業者に全面的な便宜を図るよう要請する陸軍の各部部隊宛ての書面を朝鮮軍司令部が業者に渡

したとされるからだ（吉見 1995a: 100; 吉見編 1992: 458-9）． 
44 酒保とは物品販売所のこと． 
45 日本政府が 1995年に補償に代わる措置として設置した財団法人．1995年発足，2007年解散．「慰安

婦」被害者に国家補償ではなく民間の醵金による「償い金」支給事業などで「道義的責任」を果たそうと

したもの．償い事業の対象国はフィリピン，韓国，インドネシア，台湾，オランダに限られていた．責任

の主体があいまいな「国民基金」であるとして被害者や運動体からの反発も多かった．基金の設置・運営

に携わった立場から事業を振り返ったものとしては大沼保昭（2007）『「慰安婦」問題とは何だったのか』

が詳しい．また，「“国民基金”をきっかけに引き起こされた運動側の膠着状態を何とか打開したい」（山下 

2012: 3）という趣旨で 2012 年に開催されたシンポジウムでは，基金に対しさまざまな評価をした関係

者・運動家・研究者がパネリストとして登壇した．当日の記録集として刊行された志水紀代子・山下英愛

編（2012）『シンポジウム記録 「慰安婦」問題の解決に向けて――開かれた議論のために』には，基金を

めぐり運動関係者の対立が生じた経緯を理解する手がかりや，〈「慰安婦」問題〉に関する多角的な論点が

提示されている． 
46 この目録集では「『慰安婦』について正面から取り扱っていないものでも，問題の理解にとって重要で
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あると思われるものは採録した」とされている（女性のためのアジア平和国民基金編 1997: 凡例）． 
47 近年，「慰安婦」問題解決運動に携わる森川静子さんが，自身が聴き書きしたと明かされている． 
48 1985年に改訂二版が『マリヤの賛歌』としてかにた出版部より刊行された．ただし奥付では「マリア

の賛歌」と記されている． 
49 日本朝鮮研究所の活動については板垣竜太（2010）に詳しい． 
50 千田は『従軍慰安婦』の「おわりに」で当該写真集の発行年を「昭和三十九年」（千田 1973: 215）と

記述しており，その通りであれば 1964年となるが，別の原稿では「六八年『毎日グラフ別冊・日本の戦

歴』に編集する作業を私はやった」（千田 1997: 57）とも記述している．しかし管見の限り 1960年代で『日

本の戦歴』が発行されたのは 1965年と 1967年である． 
51 朝日新聞で千田の名が上がっている「慰安婦」関連記事は 1985年を始めとして全 16件確認できる． 
52 「大学卒の月給が七十五円という時代」（千田 1972: 136）であったことに言及し「好条件」とのべて

いる． 
53 「強姦」は「姦」の字に表れているように加害者の視点で概念化された用語であるとして（角田 [2001] 

2004: 180），特に問題となる「姦」の字を平仮名に「強かん」と表記することがフェミニズムの運動でし

ばしば行われる．本稿ではそのような実践の意義を認めつつ，歴史的に形成された女性蔑視や女性を貶め

てきた風土そのものを逆照射し，性暴力被害者の悲しみの歴史をとらえる意味を込めて，あえて「強姦」

の語を使う． 
54 千田のいう「従軍慰安婦」の同義語として記述していると考えられる． 
55 裴奉奇さんの姓氏の漢字表記は多くの関連書においてしばしば「裵」とされている．筆者がマイクロフ

ィルムで高知新聞記事を確認したところ，記事内で「裴さん」とされつつも，マイクロフィルムの状態が

不鮮明ではあるが「〔那覇入管の〕大都所長は那覇の韓国領事館を通じて裵さんの戸籍を調べた．戸籍では

姓の字は『裴』となっている．まだまっ消はされておらず，家族構成も裵さんの証言と一致した」（『高知

新聞』1975.10.22 夕刊）のように見える記述が確認された．ただし肝心の「戸籍では姓の字は『裴』とな

っている」の姓の字の表記が擦れており，「裴」と書かれていたのかどうか確実なことはいえない．そこ

で本稿では裴さんを取材した川田文子の記載に倣い，「裴」の字を採用する．彼女の故郷である韓国の新

礼院（シルレウォン）礼山郡の礼山邑（イェサンウプ）の邑役場で朝鮮総督府時代に作成された戸籍簿を

確認した川田は（川田 1987: 237-8），執筆にあたっては「裴」の字で統一している． 
56 法務省は 3年の猶予期間中に，裴さんが 1945年 8月 15日以前に日本に来たことが明らかになれば特

別在留を許可するという措置をとった（川田 2010: 275）． 
57 1985年に朝日新聞記者が記事を書くにあたり，城田さん自身が「慰安婦」であったのかどうかの確認

を求めた．医務を務め城田さんと日常をともにしていた職員の桜庭歌子さんは，城田さんに非常に聞きに

くい質問をすることになった．城田さんは「特要隊」すなわち「慰安婦」であったことを認め，「本当は

苦しくて，そこを先に言いたかったのだけど」と語ったという（2010年 10月 7日，かにた婦人の村施設

長の天羽道子氏と桜庭歌子氏への筆者インタビューより）． 
58 当該記事には「噫々（ああ）従軍慰安婦」とあるが，実際には「噫従軍慰安婦」と刻まれている． 
59 秦郁彦によると，吉田の本名は吉田雄兎（秦 1999: 245）． 
60 1976年 10月 2日竣工．2011年に入手した韓国保健福祉部国立望郷の丘管理所発行のリーフレットに

よると，約 1万 2千名が眠る，「日帝強占期に本人の意思によらず強制動員された海外同胞たちの望郷の

念を叶える場所であり，残された私たちに国権喪失の苦痛と教訓を思いおこさせてくれる歴史的な場

所」． 
61 確認できるだけでも 1982 年 6月 18日（吉田 1983: 154），また 1986 年 8月（『朝日新聞』1991.5.22 

朝刊）にそれぞれ大阪で講演している． 
62 吉田は朝鮮人男性の徴用にも当たったと公言していた関係で，「謝罪の旅」を遂げるべく福岡県の筑豊

の炭鉱跡地を訪れている．しかし地元で歴史と向き合おうとする人々の誠実な取り組みを裏切る形で，地

元では遺骨が放置されているなど事実に反することをマスコミに放言し，自分が慰霊をすると世間にアピ

ールしたため反感を買った．詳しくは，強制連行を考える会（1988）を参照されたい． 
63 （西野 1995）では「西野留美子」表記となっているが，西野瑠美子と同一人物である． 
64 1990年代までの朝日新聞で「吉田清治」と「慰安婦」の語がともに確認される記事は，1986年に 1 件，

1990年から 1992年の間に 7件，1997年に 1件の計 9件である． 
65 「挺身隊」を「慰安婦」とみなすことは歴史認識上の誤りであるが，韓国では混同されたまま用語が定
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着していた．高崎宗司の整理に詳しい（高崎 1999）． 
66 陸軍省兵務局兵務課起案「軍慰安所従業婦等に関する件」（1938年 3 月 4日），陸軍省医務局衛生課起

案「大東亜戦争関係将兵の性病処置に関する件」（1942年 6月 18日），北支那方面軍参謀長岡部直三郎「軍

人軍隊の対住民行為に関する注意の件通牒」（1938年 6月 27日），第二軍司令部「第二軍状況概要」（1938

年 12月 10日），第二一軍司令部「戦時旬報（後方関係）」（1939年 4月 11-20日）の五種類． 
67 「聞蔵Ⅱ ビジュアル」より，「慰安婦」の語で検索．全 1,298件のうち，「日本人もいたが大半は朝鮮

人だった」等，朝鮮人の被害を強調するための言及にとどまるものやフィクションを除き，日本人「慰安

婦」だと考えられる具体的な記述のあるものは，全 22件にとどまった． 
68 婦人民主クラブが 1946年より発行してきた『婦人民主新聞』が 1991 年 3月からは『女たちの情報紙 ふ

ぇみん 婦人民主新聞』に改称された． 
69 現物を見て手作業で確認した．特集記事の中に細部の記事が分かれている構成など，件数を確認しに

くい場合もあるため，ここでの「件数」は大見出しの件数としている．集会案内等の告知コーナーのもの

は含まなかった． 
70 対象期間における両新聞の販売部数は次の通りである．『朝日新聞』総販売部数が朝刊・夕刊の順に

1990年が 8,191,226部・4,774,192部，1991年が 8,255,902部・4,749,752部，1992年が 8,268,821部・

4677,713部，1993年が 8,237,829 部・4,581,643 部（日本新聞協会広告委員会編 1991a: 18, 1991b: 20, 

1992: 20, 1993: 20）．『毎日新聞』全国部数が朝刊・夕刊の順に 1990年が 4,190,744 部・2,150,130部，

1991年が 4,132,121部・2,118,624部，1992年が 4,028,158部・2,023,059部，1993年が 4,012,031部・

1,975,145部である（日本新聞協会広告委員会編 1991a: 20, 1991b: 22, 1992: 22, 1993: 22）． 
71 朝日新聞では 1985年 8月 19日朝刊の「天声人語」で城田すず子さんを「慰安婦」だったと紹介，か

にた婦人の村の碑の建立を報じて以降，1986年 8月 16日朝刊で実名報道し，1988年 8月 10日朝刊（千

葉）では名前を伏せてはいるが城田さんの悲惨な体験を伝えてきた． 
72 朝日新聞が日本人「慰安婦」被害者を取材して記事にしたのは，城田すず子さんだけである．「房総の

海辺」とは，城田さんが過ごしていた千葉県館山市の「かにた婦人の村」であると考えられる． 
73 城田すず子さんは 1993年 3月 3日に亡くなった． 
74 1952年制定，法 127号． 
75 実本援護局長の答弁で述べられる言葉には指示詞が多く，指示対象が不明瞭である部分が散見され，

話の途中でやや文脈の異なる事柄に言及する傾向もみられるため，非常に意味が取りにくい．引用部に

「先ほど四，五十と申し上げました中の」という発言があるが，議事録を遡っても実本自身や園田厚生大

臣が「四，五十と申し上げ」た様子は確認できない．援護法の適用対象となった「慰安婦」の人数につい

ては，彼らではなく質問者である後藤俊男委員が「この慰安婦に対する現在の援護法の適用の問題でござ

いますけれども，これも，過去において五，六十名適用したこともあるというようなことも聞きました」

と切り出しているのである．よって，奇妙ではあるが，後藤発言を受けて，「先ほど」後藤が発言した人

数については正確ではなく実際に援護法が適用されたのは「四，五十」名であるがという趣旨で述べてい

るようにみえる．その後のやり取りのなかに，実本援護局長の「しかし，それの数は，さっき先生が言わ

れましたように，われわれのほうとしても的確な数字を持っておりませんが，〔「慰安婦」総数は〕大体四，

五千というふうなことを聞いております．そのうちの〔援護法適用者は〕四，五十人ということでござい

ますから，あるいはまだほかにそういったケースも，知らないために眠っている，あるいは泣いていると

いう方があることが考えられます」という答弁がある．これらより，池谷論文では「慰安婦に対する援護

事例の実在」（池谷 2003: 86）を結論づけており，筆者もこれまで研究発表の場で池谷論文の見解に依拠

して日本人「慰安婦」被害者への援護事例の実在に言及することがあった．しかし本稿では見解を改め，

実本援護局長の言葉の曖昧さ，「四，五十」名という厳密さを欠く人数など，どこまでが実態を反映して

の答弁となっているかについての判断には留保が必要であると考える． 
76 http://www.awf.or.jp/6/statement-01.html，2012年 10月 20日取得． 
77 各省庁から発見された資料は次の通りであった．警察庁 0件，防衛庁 70件，外務省 52件，文部省 1

件，厚生省 4件，労働省 0件（内閣官房内閣外政審議室 1992）．文部省の資料に関しては公刊された本

『浦添市史』であり，調査の名に値しないとして吉見義明が批判している（吉見 1992: 24-5）． 
78 同日の 7月 6日に「従軍慰安婦問題行動ネットワーク」が抗議声明を発表，7月 7日に「韓国挺身隊問

題対策協議会」が抗議声明を発表している（尹貞玉ほか 1992: 271）． 
79 1910年 5月 4日締結，日本は 1925年 10月 20日に加入． 
80 第一次政府調査で発表された資料にも含まれている北支那方面軍参謀長岡部直三郎により発出された
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「軍人軍隊の対住民行為に関する注意の件」（1938.6.27）（吉見編 1992: 209-11）は，日本軍の現地住民

に対する強姦が強烈な反日感情を醸成させていることを伝えている． 
81 二度に渡る調査を経て政府が関連機関から確認した資料の累計件数は次の通りとなった．国内資料は

警察庁 0件，防衛庁 117件，外務省 54件，文部省 2件，厚生省 4件，労働省 0件，法務省 2件，国立公

文書館 21件，国立国会図書館 16件．米国国立公文書館の資料は SEATIC（連合軍東南アジア翻訳・尋問

センター）5件，ATIS（連合軍翻訳通訳部局）9件，United States Office of War Information（戦争情報

局）1件，写真資料 4件（内閣官房内閣外政審議室 1993b）． 
82 山下が文言を削除することを提案した結果，日本語版からは削除されたが，韓国語原文からの削除は

受け入れられなかった（山下 2008: 153）． 
83 『朝日新聞』で報道された日本人「慰安婦」被害者は，城田さんのみである．運動関係者にも複数名，

生前の城田さんと面識があった人がいる．アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」編『フ

ィールドワーク日本軍「慰安婦」』では各国被害者を一名ずつ紹介しており，日本人「慰安婦」被害者とし

て城田さんを紹介している． 
84 貧困等の理由で売春するなど困窮した女性を「保護」「更正」する目的で実施された婦人保護事業によ

り，1946年制定の「婦人保護要綱」に基づいて，保護収容施設である「婦人寮」が設置された．婦人寮で

要保護女子とされた女性は「『闇の女』として検挙された者，病院を退院した者，街頭を徘徊する等，転落

の虞ある婦女等」である．その後 1956年に制定された売春防止法に基づく要保護者の収容施設として婦

人保護施設が 1957年に設置，1958年に各地に開設された． 
85 手紙の主は，その内容から城田すず子さんである可能性が高い. 
86 TBS ラジオ番組「ニューススペシャル」で「石の叫び〜ある従軍慰安婦の記録」と題して放送された

（特定非営利活動法人 安房文化遺産フォーラム 2009）．実名での出演であるが，本稿では城田さんと記

す． 
87 海軍では「慰安婦」を「特要員」と呼んだことがわかっているが，城田さんの行き先では「特要隊」と

呼んだようである． 
88 『週刊アサヒ芸能』誌上に連載されていた「ドキュメント太平洋戦争」シリーズの「従軍慰安婦」関連

記事を読んだ山内さんが，「慰安婦」であったことを名乗り出た．編集者の指示で，広田和子が山内さん

の取材をした（広田 1975: 12）．『週刊アサヒ芸能』での山内さんの記事は，確認できるだけでも「戦場

の芸者・菊丸が 26年目に明かす波乱の人生 太平洋の前線基地トラック島で捧げた 19歳の青春」（『週刊

アサヒ芸能』 1971），「告白！戦争慰安婦が生きた忍従の 28年 いまだ“後遺症”を背負い報われることの

ない戦争犠牲者たち」（『週刊アサヒ芸能』 1973），「イラスト＋フォト 昭和 50景(16) 見捨てられた戦

争慰安婦，その後の性生活 戦争中，SEX 処理班として前線へやられた慰安婦たち」（『週刊アサヒ芸能』 

1975）の 3本ある． 
89 単純に死去した年から生年の年数を引くと山内さんが 47歳になる年であったことがわかる．しかし誕

生日を迎えていたかどうかは定かではない．そこで，遺書に「人生四十八歳になる一足手前にて死せる」

（広田 1975: 13）という記述があること，『週刊アサヒ芸能』の 1973 年記事で「享年四十七歳」（『週刊

アサヒ芸能』 1973: 21）と書かれていることなどから「47歳」としたが，広田の記述には彼女が「四十

六年の生涯」（広田 1975: 11）を閉じたとあり，46歳であった可能性も否定できない． 
90 「二十三人組の生存者の一人の話」（週刊新潮 1974: 36）として紹介されているが，千田が取材に行っ

たのかは明記されておらず，どのように証言をとったかは確認できない． 
91 たま子さんは 1908年に横浜で生まれたが，在日朝鮮人の人口が急速に増えるのは 1910年の日韓併合

後である．それ以前に渡日した朝鮮人は数少ない留学生などで，1909年時点では 790名にすぎない．出

稼ぎ労働者だったと思われるたま子さんの両親が日韓併合前に渡日していた可能性は低い．さらに，たま

子さんが朝鮮の言葉や習慣などを親から受け継いでいる様子もない．これらの点から朝鮮総連関係者はた

ま子さんを日本人とみていた（川田 1993: 26）． 
92 1991年 11月 28日に亡くなった（川田 1993: 31）． 
93 日本軍は 1942年 1月にラバウルを占領し，2月には慰安所を開設した．最も多いときには陸海軍あわ

せて 17万の兵が駐屯し，陸軍用と海軍用の慰安所が計 40軒あり，約 200 人の女性が「慰安婦」とされて

いたといわれる（川田 1993: 45）． 
94 初版 1992年 3月 1日発行．1992年 3月中に第 4版まで刊行されている． 
95 1965年に「ベトナムに平和を！市民文化団体連合」として結成，翌年に「ベトナムに平和を！市民連

合」と名称変更した． 
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96 第一回リブ合宿は 1971年 8月 21-24日に長野県で開催され，全国から 300名近い女性が集まった． 
97 1972年 5月に第一回が開催された． 
98 K 子さんと家庭のある男性 N との間にできた子をめぐり起こった騒動が「K子さん事件」として明る

みに出た．N が妻と共謀し，子どもを連れ去り別の夫妻の元にやり，子どもがそこでの養子にされてしま

った．K 子さんは子どもの籍は取り戻したものの，人身保護請求の訴えを棄却された．そこで 1973 年に

自力で子どもを取り返したが，逆に養い親から人身保護請求がなされ，養い親の請求が認められる判決が

出た．その後，リブの活動家の支援者も増える中で，裁判闘争が行われたが敗訴．調停でK子さんが養い

親と N の妻に慰謝料を払うことで和解となった． 
99 1972年，外務省事務官の蓮見さんが沖縄返還交渉で日米間に密約があったことを示す電文コピーを毎

日新聞の男性記者に渡したとして，二人とも逮捕・起訴された．起訴状には男性記者が「蓮見とひそかに

情を通じ，これを利用し」機密を漏洩させたとあり，プライバシーの侵害であるとして女性たちが問題化

した． 
100 優生保護法は刑法堕胎罪に問われず妊娠中絶ができる根拠となる法律であり，1948年に制定，1996

年に母体保護法に変更された．複数回改定の動きがあり，1972-1973年には「経済的理由」条項を削除し

胎児の障害を理由に中絶できるという「胎児条項」を盛り込んだ法案が国会に上程された．リブの活動家

たちは法案が事実上の「中絶禁止法」であるとして反対し，障害者団体とも議論を交わしながら闘争し，

改悪を阻止した． 
101 加納実紀代は日本の「第二波フェミニズムイコールリブ，そしてリブイコール『アジア婦人会議』」と

いう見解を表明している（加納 2011: 153）． 
102 目次にタイトルが挙げられている文章を計上した数．一つ一つの文章はビラやパンフレット，ニュー

スレター等から抜き出されており，省略された部分もある．みずからをリブと規定したわけではない「侵

略=差別と闘うアジア婦人会議」やリブ運動の出現以前から活動していたグループ，またリブというより党

派寄りであるグループや，リブ運動に感化された男性らによる「マンリブ」の運動資料も関連資料として

収録されており，これらも含めて算出した数である． 

103 「ミニ版」や号外も含む． 
104 目次で独立した項目として扱われているものを計上した数．複数名の執筆者がそれぞれ個別に文章を

書いたものをまとめた複数枚にわたるパンフレットのような形のものも，1種類の資料として扱われてい

る． 
105 『ミューズカル「女の解放」1975』（ドテカボ一座のビデオをみたい会，2005年），『極私的エロス・

恋歌 1974』（監督: 原一男，1974年，製作: 疾走プロダクション，小林佐智子），『ルッキング・フォー・

フミコ――女たちの自分探し』（制作・監督: 栗原奈々子，1993年，シグロ），『30年のシスターフッド――

ウーマンリブの女たち』（構成・編集・撮影: 山上千恵子・瀬山紀子，企画: 女たちの歴史プロジェクト，

2004年，ワークイン）． 
106 『ビラ篇』所収の手書きのビラでは，1枚目右端に「美津」という署名が確認できるが，名字が書か

れていないのか，あるいは印刷範囲から漏れてしまっているのかどちらかの事情で，「田中美津」のフル

ネームが確認できない（田中 [1970a] 2008: 10）．しかし活字となった同様の内容が「田中美津」執筆の

ものとして『リブ史』に収められているため（田中 [1970a] 1992: 196），同一のビラであると判断し，田

中執筆のものとして扱った． 

107 「ぐるーぷ・闘うおんな」「ぐるうぷ・闘うおんな」「ぐるーぷ斗うおんな」など表記には揺れがある． 
108 実際に「資料」が作成されたのかどうかは不明である．ビラとして発行され，『リブ新宿センター資

料集成』に収録されている可能性もあるが，その「資料」であると断定できる判断材料を欠いているため，

あくまで資料作成の案が出た点のみを確認しておきたい． 
109 日本トロッキスト聯盟，革命的共産主義者同盟（革共同）などを結成した思想家．社会党への加入戦

術をとった．アジア婦人会議立ち上げメンバーの飯島愛子の元夫である（小熊 2009: 957）． 
110 『構造』1971年 3月号に掲載された論文（太田 1971）． 
111 このビラは 1971年 7月 15日付けで匿名で書かれているが，ほぼ同一内容の 1971年 7月 16日付け

のビラが，中核派に関わっていた活動家の宮岡真樹により執筆されたものとして佐伯洋子編『女の思想』

に収録されている．15日付けのビラも宮岡が書いたものだとみてよいだろう．宮岡は，性差別に向き合

おうとしない中核派内部への憤りから宮岡が全学連書記局に宛て 16日付けのビラを書いたと述べており

（宮岡 [1971] 1972），15日付けのビラも同様に理解してよさそうである． 
112 「赤い六月」は「中年リブ」を名乗ったリブグループ． 
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113 松井が「ウルフの会」に関わっていた時期にリブを自認していたかどうかはわからないが，管見の限

り松井が自身をリブであるとアピールするテクストは見当たらず，またリブの運動家が松井をリブとみな

していた様子もない．リブの登場を喜びつつも，松井自身は応援者という程度のスタンスでの関わり方で

あったとみられる． 
114 1972年開設，1977年閉鎖．2LDKのマンションを借りていた．複数のリブグループが構成メンバー

となり，「ぐるーぷ闘う女」と「エス・イー・エックス」のメンバーが専従として住み込んでいた． 
115 19世紀後半から 1920年代にかけて海外で「売春」した女性の呼称．主に天草など九州の貧しい地域

の女性たちであった．「からゆき」とは「唐行き」つまり外国行きを意味する． 
116 熊井啓監督作品『サンダカン八番娼館 望郷』，1974年，東宝． 
117 「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」は 1970年 8月 22日，23日に開かれた女性解放を目指す会議の

名称であったが，1970年 9月の総括会議で同名の連絡組織となった（森川 2006: ⅰ）1975年に大会基調

報告論旨への疑義が提起されて以降は論争が続き，路線に分裂が起こる．1983年に飯島愛子が奄美大島

に移住した際の報告集が，アジア婦人会議としての最後のものとなった（森川 2006: vii-viii）． 
118 1970年 7月の日本婦人会議第8回総会は，アジア婦人会議をパージした．日本婦人会議の新中央委員

会と社会党婦人局は「日本婦人会議としてアジア婦人会議にかかわりを持たない」，「会員の参加はこの

決定に従い慎重に扱う」と各県本部に通達した（飯島 2006: 144）． 
119 1970年 8月 22-23日に開催された会議「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」の準備段階での活動であ

るが，「〈座談会〉 戦後婦人運動の総括――母親運動を中心に」への出席者は 20代 1名，30代 2名，40

代 2名，50代 2名，60代 3 名であり（侵略=差別と闘うアジア婦人会議 [1970b] 2006a: 6-14），「〈座談

会〉 私の救援活動」へは 20 代 2名，30代 2名，40代 1名，60代 1名の参加があった（侵略=差別と闘

うアジア婦人会議 [1970c] 2006a: 15-22）．また，1970年 9月 12日に開催された「討論 大会参加者によ

る総括」は同年 8月 22-23日に開催された会議「侵略=差別と闘うアジア婦人会議」の参加者による総括

であり，9月 12日の記録からは高校生，主婦，市民運動関係者，労働者らの発言が確認できる（侵略=差

別と闘うアジア婦人会議 [1970f] 2006a: 152-70）． 
120 「『祖国復帰』を闘う沖縄県民との直接的連帯をめざした」運動である（侵略=差別と闘うアジア婦人

会議 [1975] 2006c: 299）． 
121 「婦人民主クラブ」は 1946年にGHQ の支持により発足した女性運動団体．  
122 慈恵医大の看護婦であった佐竹みよは，佐藤訪米阻止闘争に参加して逮捕された．妊娠四カ月であっ

たが保釈を三度却下された（侵略=差別と闘うアジア婦人会議 [1970c] 2006a: 22）． 
123 1970年10月21日の国際反戦デーを指す．この日行われた女性だけのデモがリブ運動の始まりとされ

る． 
124 この育児休業制度反対連絡会議の視点はアジア婦人会議も共有するものであったとして，アジア婦人

会議の発行物ではないが，育児休業制度反対連絡会議発行の資料「合理化攻撃・女性差別を拡大する育児

休業制度を粉砕しよう！」が『侵略=差別と闘うアジア婦人会議資料集成 第三分冊』に収録されている（森

川 2006: ⅴ-ⅵ）． 
125 飯島愛子死去に伴い，遺された資料を元アジア婦人会議メンバーが整理したもの（侵略=差別と闘うア

ジア婦人会議資料集刊行会 2007）． 
126 2007年時点で，国立女性教育会館，お茶の水女子大学ジェンダー研究センター，大阪府立女性総合

センター，大阪府立大学人間社会学研究科女性学研究センター，アジア女性資料センターに保存された． 
127 金山はビラ「九・一七ビラ問題に関する“侵略=差別と斗うアジア婦人会議”の大胆な飛躍をかけた自己

批判の提起」（川村・小内・金山 [n.d.] 2007）を連盟で出しており，このビラ内容は別のビラの内容とと

もに，セクトの関係者が「…べき論」でノンセクトのメンバーを圧倒する問題のあるものとして会議で議

論の対象となった（侵略=差別と斗うアジア婦人会議 1972）．メンバーの宮本尚美は，これらのビラ内容

は「中核派の引きまわしや押しつけ」で「自分たちの苦痛をもった憤りではなく，農民や障害者に部落民

の立場にのり移って
、、、、、

相手を傷つけ抹殺していきかねない批判の仕方」（傍点原文）であり，「金山さんから

も小内さんからも，はっきりと婦人運動や大衆運動をどうみているのか，どのようなものにしていきたい

のか聞いてみたい」と批判している（宮本 1972）．一連の内容から，金山は中核派に属していたとみて

よい．なお，金山らのビラには発行日が記入されていないが，1971年 9 月 17日に出された別のビラへの

抗議ビラなので，1971年のものだと考えられる． 
128 1994年より，現「アジア女性資料センター」に改組された． 
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129 その前身として 1974年 8月に発足した会が「アジアに生きる女たちは，どんな歴史をあゆみ，どん

な状況におかれているかをいろいろな角度からまず知ること」を目指して勉強会や連続セミナーを開催し

てきた（アジアの女たちの会 1977a: 2）． 
130 「韓国の女性運動に見習おう，連帯したい」という思いから，柳寛順の命がけの闘いに象徴される三

月一日付けで宣言が出された（五島 2005: 81）． 
131 号数によっては現在でも現物が後継組織「アジア女性資料センター」から購入できる． 
132 後継組織「アジア女性資料センター」から購入できる． 
133 1986年，TBSラジオ番組「ニューススペシャル」で，「石の叫び〜ある従軍慰安婦の記録」と題し

て放送された（特定非営利活動法人 安房文化遺産フォーラム 2009）．実名での出演で「慰安婦」時代を

語った． 
134 「慰安婦」問題の専門的な資料館である「アクティブ・ミュージアム 女たちの戦争と平和資料館」

（wam）には運動体の資料が複数所蔵されているが，1990年代初期のものはほとんどないため，その他の

運動体の資料は入手困難であった． 
135 表 5に含まれない 7名の方々とは，日本人「慰安婦」被害者の城田すず子さんの自伝の素材となる聴

き書きをされた森川静子さん，かにた婦人の村の職員で生前の城田すず子さんに接しておられた方 2名，

「慰安婦」問題解決運動には関わっていないウーマン・リブの運動家 2 名，アジア婦人会議とアジアの女

たちの会のメンバーであった方 1名，「慰安婦」問題解決運動にはグループのメンバーなどの立場では関

わっていないが被害者の証言集会に行くなど関心を持っていた，女性運動をしていた方 1名である．森川

静子さんは 1990年代初期には「慰安婦」問題解決運動に関わっていない．さらに，インタビューは断る

ということであったが，電話での対話で情報をくださった方が 2名あった．そのうち 1名は 1990年代初

期に「慰安婦」問題解決運動に関わっていた方であり，もう 1名はアジア婦人会議メンバーの方である．

以上すべての方々に多くの示唆を得て本稿は執筆されている． 
136 ここで，尹が意図的に悲劇性を強調しているといいたいのではない．そのような悲劇的出来事として

〈民族の受難〉が実感されていたという面をとらえておきたい． 

137 これはこのインタビュー時にHさんが語ったことではなく，これまで筆者が運動に関わるなかで知り

得た情報である． 
138 ポルノ被害をめぐるフェミニズムの研究は，ポルノ出演に「同意」（承諾）した女性の仕事内容が実際

には想定を上回る暴力的なものであった場合，女性の心身は深く傷つきうるもので，ポルノ制作の現場で

なされたことは性暴力であり性的搾取であると論じてきた．たとえば「レイプもの」と称し「演技だから

本物のレイプではない」と懐柔して事前に「合意」を取り付けた場合などである．女性にとって結果的に

苛酷で屈辱的な状況に追いやられたのであれば，それは被害であり，当事者にしか体感されない痛みや屈

辱を経験することになる． 

139 「女たちの戦争と平和資料館」（wam）主催のシンポジウム「『慰安婦』にされた日本の女性たち――

沖縄，そして城田すず子さんを語る」が 2008年 3月 22日に，「『戦争と女性への暴力』リサーチ・アク

ション・センター VAWW-RAC」主催シンポジウム「日本人『慰安婦』の被害実態に迫る！〈第 1弾〉――

なぜ日本人『慰安婦』被害者は見えてこなかったのか」が 2012年 9月 29 日に開催された．その他の取り

組みについては拙稿（木下 2011a）注 3を参照されたい（木下 2011a: 126-7）． 
140 筆者は 2010年に「『慰安婦』問題から見える日本社会」と題して京都で講演する機会を得た際，講演

後に関東軍兵士だったと名乗る高齢の男性から「慰安『夫』もいたのだ」と告げられた．2010年 8月 8日，

第 30回「平和のための京都の戦争展」各団体主催文化企画，「女性国際戦犯法廷ハーグ判決を実現する会」

主催の講演会． 
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